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序 章 福 祉 国 家 とパ ブ リ ック ・プラ イ ベ ー ト ・パ ー トナ ー シ ッ プ

◆ 政府セクター と民間セクターのパー トナー シップ

今 日の公共政策研究において,政 府セクター と民間セクターのパー トナーシ ップは,最

も重要な課題 の一つである.第 二次世界大戦後,先 進諸国では増大す る社会ニーズに対応

す るために,福 祉国家1の 名 の下で政府の機能 を拡大 し続 けてきたが,大 きな政府 を志向す

れ ばす る程,そ の硬直 した官僚性や非効率性の問題が次第に明らかにな り,ま た近年急速

にグローバル化,複 雑化,多 様化が進むなかで,政 府 が中心 となる社会経済 システムの限

界が様々な面で明白になってきた.並 行 して,財 政状況 の悪化が政府セクターの変革を待

ったな しの状況 に してい る.現 在,日 本では 「官か ら民へ」のス ローガンの もとで構造改

革が進め られ,中 央政府 とあ らゆる地方 自治体を巻き込んで,こ れ まで行政が担 ってきた

仕事 を,民 間セ クター に委ねてい くための試行錯誤が続 けられている.こ うした政府セ ク

ターの役割 を民間セクターに委ねる とい う動きは,今 や先進諸国を中心 とした世界的な潮

流でもある.一 方,市 民の間か らは,環 境破壊,教 育や子育 て問題,地 域の治安の悪化,

高齢者ケアの不足な ど既存の社会経済 システムに内在す る問題 を実感 し,ま た利益優先の

競争社会,既 存 の組織や体制 に対す る疑問か ら,自 らの参加 により社会 を変えてい こうと

い うが機運が高まってい る.こ うしたことか ら政府セ クター と民間セ クターの関係 を再構

築 させ るための議論が,行 政,企 業,そ して市民の間で,実 務家や研究者な どの立場 を問

わず盛んに展開 されてい る.

1福 祉国家 とは,お お まかに言 うと国家 が福祉 を供給す るシステムである.ナ シ ョナル ・

ミニマムの概念 を提示 した1942年 のベバ リッジ報告 によ り,社 会保障政策を最初に導入

したイギ リスで誕生 した と考 えられ ている.経 済政策 としては市場 メカニズムに信頼 を置

かず,政 府の積極的な介入 と再配分 を必要 とするケイ ンズ主義的なマクロ経済政策 を採用

す る国家を意味す る,

福祉国家の分類については,残 余的福祉国家,制 度的福祉国家 と労資協調成果型 の3分

類(Titmuss1974),自 由主義,保 守主義,社 会民主主義 の3類 型(EspingrAndersen1990)

な どがある.ド イツ,フ ランスな どの社会保険原理 を中心 とす る大陸型福祉 国家 と,イ ギ

リス,ス ウェーデ ンな どの租税 を財源に国民全体への普遍的な給付 を行 う北欧型な どに分

類 され ることもある.た だ現実の福祉国家の内容や定義は多様 であいまいである.ま た福

祉国家 と呼ぶための統一的な基準も見 当た らない(宮 本(2002),西 村 ・荒又(1989)な ど).

日本は年金,医 療,介 護,福 祉 の制度整備 が進み,一 応福祉 国家 と言われる水準に達 し

た とされ るが,ア メ リカは,社 会保障の役割が限定的であるため福祉 国家ではない とされ

ることがある,た だアメ リカの福祉国家 とい う用語 の使用も散見 され,福 祉 国家は各国の

福祉制度 と同義 に使用 されることも多い.本 論 では,福 祉国家を国家が福祉 を供給す るシ

ステムであると広義に捉える立場 を採 り,福 祉国家 とい う用語 を用いることとす る.
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◆ 福祉国家の危機 と民間セクター

政府セ クター と民間セ クターのパー トナー シップに注 目が集 まった第一 の契機 は,1970

年代 に始 まる福祉 国家の見直 しであった.第 二次大戦後 の先進諸国では,経 済成長 の過程

で地域社会や家族 では担 うことができな くなってきた様 々な問題 に対処す るため,社 会保

障制度 を始 め とする政府機能 を拡大 させ,い わゆる福祉 国家体制 を確 立 して きた.し か し

1970年 代 のオイルシ ョックに端を発す る世界的な景気後退 を機 に,経 済成長 と福祉政策 は

二律背反す る とい う論調のなかで福祉国家 の危機 が叫ばれ,福 祉 国家体制 は大幅な見直 し

を迫 られ ることになった2.そ の解決策 の柱 となったのが,民 間活力導入 として進 め られ た

公共部 門の民間セ クターへの開放である.時 代 を湖 ると,資 本主義社会が成立す る過程で,

市場経済のみでは解決 できない社会問題 に対処す るために近代国家 が成立 してきた とい う

経緯があ り,政 府セ クター と民間セ クターは異 なる目的 を持 ち,異 なる行動 を とる独立 し

た主体 として扱 われ ることが多かった.し か し,小 さな政府 を実現す ることが至上命題 と

なるなかで,政 府 と様 々な民間セ クター との連携 は不可欠の もの と認識 され るよ うになっ

てきた.肥 大化する福祉 国家の非効率 を解消する方策 として,民 間セクターの役割 を拡大

させ るとい う動 きは,イ ギ リスや アメ リカなどで顕著 とな り,そ れ以前 は政府 が主体 とな

って担ってきた様々な公共事業や公営事業が民営化 され,ま た外部委託な ども進 められた. ,

日本 においても,国 鉄や通信事業な どの公営事業の民営化が進み,公 共部門の様々な行政

サー ビスの民間委託 な どが進んできた.こ うした流れは以後 も続 き,政 府セ クターのス リ

ム化 と民間セ クターの活力導入への気運は高 まる一途であ り,今 日に至ってい るのは周知

のとお りである.

◆ パ ブ リック ・プラ イベー ト・パ ー トナ ー シ ップ とは何 か

今 日のパブ リック・プライベー ト・パー トナー シ ップの議論 も,基 本的 にはこ うした政府

の公共的事業の民間開放 とい う一連の流れの中にあるが,こ れ までの民営化 の議論 と異な

る点は,そ れが単なる行財政の効率化 を目指す だけの ものでは無 くなって きた とい うこ と

である.

行財政改革の立場か らは,パ ブ リック ・プライベー ト・パー トナー シップは,政 府 が 直

接 公 共 サ ー ビス を供 給 す る仕 組 み を 民 間 に広 く開放 し,市 場 競 争 に よ り効 率 的

に質 の 高 い サ ー ビス の提 供 を 目指 す 取 り組 み と説 明 され る こ とが 多 い3.そ の 背

20ECD(1981)な ど.

3経 済産 業省 ・経 済産 業 研 究所 日本 版PPP研 究 会(2002),杉 田 ・光 多 ・美 原(2002),日 本
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景 に あ るの は,パ ブ リック ・プライベー ト・パー トナー シップを,民 間委託,PFI,独

立行政法人化,民 営化な どの手法 を用 いて,公 共サー ビスに市場 メカニズムを導入 し効率

化を図 ることとす るイギ リスに代表 され る考え方である.

一方
,パ ブ リック ・プライベー ト・パー トナーシ ップは,行 政 と企業や住民 が主体的に

連携 し,行 政による公共サー ビス供給 の独 占体制か ら生 じてきた非効率や行き詰ま りを打

破 し,新 しい活力 ある社会を築いてい くためのキーワー ドとして使われ ることも多い.こ

の背景にあるのは,パ ブ リック ・プライベー ト・パー トナーシ ップ を,公 益を保護 しつつ

多様な国民のニーズや要望を満たす ための政府 と民間の間にある所有 と運営のあらゆる関

係 と考えるアメ リカ型 の考え方である.近 年の 日本では,パ ブ リック・プライベー ト・パー

トナーシ ップへ の関心は,ま ちづ くりや地域開発,福 祉,環 境,国 際協力な どの幅広い分

野において も高 まってきている4.政 府セクターにおいても,こ れまでの官主導 システムの

官僚性,硬 直性への反省 か ら,あ らゆる行政分野 で住民参加 を求める ことが,今 日では一

般的になってきた.地 方分権,住 民 自治がすすむ 中,地 方 自治体においてはこの傾向が一

層強 く,公 民の協働 とい う形でパ ブ リック・プライベー ト・パー トナー シップについてにつ

いての議論や取 り組みが次 々と始 まってきている.住 民参加 を行政 システムのなかに ビル

ト ・イン して くための条例制定 も全国的に広がっている5.

こうした場面にお けるパブ リック ・プライベー ト・パー トナー シップでは,公 共サー ビ

スを単 に民間セ クターに代替 させ る民営化 とは異な り,政 府セ クター と様 々な民間の営

利 ・非営利セ クターが関わ り合 いなが ら,新 しい公的サー ビスの供給体制 を協力 して作 り

上げる中で,新 しい社会 の しくみ をつ くるとい う点に大きな関心が持たれている.そ して

政府セ クターのパー トナー として,特 に注 目され るのが民間の非営利セ クターの存在であ

る.民 間セ クターの中では,営 利セクターの経済活動が非常に大 きな役割を果た している

ことは言 うまで もないが,新 しい公共 をつ くるパー トナー シップを築いてい く上で,政 府

セクターの第一 のパー トナー と考え られ るのは,政 府 と同様 に公益 を担 うことを目指す非

営利セ クターである.1990年 代以降,政 府セクター とのパー トナー シップにおいて,特 に

関心が高まってきたのは,こ うした民間の非営利セ クターであった.

政府セ クターの効率化のためには市場原理 の導入が一つの有効な手段であることは広 く

認識 されているが,市 場原理 のみに頼 ることの限界 も様々な歴史が示 してきた ところであ

る.こ のため本論では単なる行財政 の効率化でな く,多 くの市民の参加 を得 ることによ り

新 しい社会的な価値 を創 造 してい く過程や可能性 に関心 を置 き,主 に政府セ クター と民間

非営利セ クターのパー トナー シップの課題 と展望 について論 じてい くこととしたい.

政策 投 資銀 行 地 域企 画 チー ム(2004)な ど.

4世 古(1999) ,上 山(2002),松 下(2002)な ど.
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◆ 非営利セ クターへの注 目

民間の非営利セクター とは,政 府セ クター とも民間営利セ クター とも異 なる立場で,市

民の 自発的な意思 によ り行われ る何 らかの公共性 を持 っ活動全般 を指 し,単 に 「非営利セ

クター(nonpro且tsector)」 と称 され ることも多い.大 まかに言 うと,非 営利セ クター とは,

①政府で もない,② 営利 でもない組織による,③ 市民の 自発的な意思によって行 われる,

④何 らかの公共性 を持つ活動 と言 える.非 営利組織や非営利活動 もこれ と同義に考 えられ

る.具 体的には,高 齢者 ・障害者 ・生活 困窮者な どの支援,保 健や 医療,初 等 ・中等 ・高

等教育,学 術研究,自 然環境や野生動物の保護,児 童 ・青少年活動,芸 術文化やスポーツ

の振興,児 童や動物 の虐待防止,犯 罪被害者や非行少年の支援,開 発援助や難民支援の国

際協力な ど,地 域の身近 な問題か らグローバルな課題 まで社会のあ らゆる場面 に非営利セ

クターは存在 してい る.そ の担い手は,地 域住民の草 の根の活動や同 じ問題意識 をもつ者

の集団な どか ら,大 規模 な財団や協会 のよ うな法人組織 まで千差万別 である.非 営利セ ク

ター は,伝 統的にはいわゆる慈善活動を意味 したが,人 権意識 の高ま り,社 会ニーズの多

様化 などが,そ の対象範 囲や規模 を年々拡大 してきた.

1970年 代以降の近代福祉国家 の危機,開 発 をめ ぐる危機,環 境 問題の危機,社 会主義

の危機,急 速な高齢化の進展 などを背景に,世 界各地に台頭 してきた非営利セ クターは,

世界的に進 んで きた情報:革命 にも後押 しされ,20世 紀後半の社会経済 に革命的な影響を及

ぼ しつつ ある.非 営利組織の活動 は,ア メ リカ,イ ギ リスな ど西洋 の先進諸 国のみでなく,

東欧で も注 目され,イ ン ドや中国な どのアジア諸国,ア フリカ諸国にも民間の非営利組織

が幅広 く存在す る6.ま た欧州委員会 では1980年 代 か ら,社 会経済担当部局が置 かれ,非

営利活動 に関す る様 々なプ ロジェク トがヨーロッパ全域で行 われてきた7.近 年では,市 民

の 自発性 に基づ く活動 の組織化 が進み,社 会 の様々な場面 においてユニー クで柔軟性のあ

るが展開 され るこ とが,崩 壊 しつつある地域 コミュニテ ィのなかに新 しいつなが りを誕生

させ,ソ ー シャル ・キャピタルを形成 している とい う側面 にも注 目が集 まっている8.

こ うした ことか ら,政 府セ クター と非営利セ クターの関係 も変化 しつつある.イ ギ リス

では,1998年 にボ ランタ リー ・セクターの役割 と独立性 を積極 的に評価 した覚書 であるコ

ンパ ク ト(Compact)が,政 府 とボランタ リー ・セ クター との間で結ばれ話題 を呼んだ9.

5松 下(2004)

6Salamon(1994 ,1995)
7富 沢(1999) ,川 口(1997)な ど

8Putnam(1993,2000),内 閣府(2003)な ど.

9コ ンパ ク トは政府 とボ ラ ンタ リーセ クター の 間 で結 ば れ た覚 書 で ,ボ ラ ンタ リー セ ク ター

の独 立性 や キャ ンペ ー ン の権利 な どが確認 され,資 金 提 供,相 談,ボ ラ ンテ ィア な どの各

項 目につ いて 実施 要領(Codes)が 定 め られ て い る.コ ンパ ク トに基 づ く政策 の実施 状 況 は

継 続 的 に報 告 され る.ま た現 在 は,地 方 レベ ル の コ ンパ ク トの締 結 が進 め られ て い る.
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非営利セ クターの動 きを全世界的に捉えるため,国 連統計に非営利セ クターの動 きを反映

させ る試み も,今,始 動 しよ うとしている.

日本においても,子 供や青少年活動,障 害者や高齢者 のケアな どのためのボランティア,

あるいは反公害や消費者運動 などの市民活動が話題 に上 ることが,1970年 代以降増えてき

た,そ してバブル期の1980年 代後半か ら1990年 初頭にかけて,国 際的な事業展開を行 っ

ていた大企業 を中心 に社会貢献事業への積極的な取 り組 みが注 目を集 め,1995年 の阪

神 ・淡路大震災 におけるボランティアの 目覚 しい活動 が契機 とな り,さ まざまな民間べ一

スでの非営利活動に急速に関心が寄せ られ るようになった.日 本 のボランテ ィア活動は諸

外国と比較 して低調 であるとい うそれまでの見方 を覆す よ うなセンセーシ ョナル な動きは,

社会全体に大きな衝撃 を与え,こ の うね りのなかで1998年 特定非営利活動促進法が制定

され ることとなった.

この間,政 府や営利セ クターでは容易に踏み込 めない先導的な事業 を積極的に行 うこと

で社会変革のアクター となることを 目指す活動 も増え,環 境 問題や紛争解決な どでは国境

を越 えた非営利セ クターの連帯が,各 国の政策や企業 の行動 に大きなインパ ク トを与える

ことも少 なくなくなってきた.今 日では,高 齢者 ・児童 ・障害者 な どを対象 とす る福祉,

教育,国 際協力,ま ちづ く り,環 境対策,災 害支援な ど従来から非営利セ クターの存在 が

認識 され ていた分野に とどま らず,経 済雇用対策,道 路 ・河川 などの土木事業や森林整備,

公共施設 の整備や運営 とあ らゆる公共分野で非営利セクター との連携が模索 され拡大 しっ

つあるのが現状で ある.

◆ 非営利セクターの 多様性

このよ うに非営利セ クターへの関心は,近 年,世 界的に高ま りつつあるが,非 営利セ ク

ター とは,1980年 代以降に多用 され るよ うになった言葉である.そ れ以前 にも慈善活動や

近隣による助け合い,子 供や青少年活動,障 害者や高齢者のためのボランテ ィア,あ るい

は反公害や消費者運動 などの市民活動や環境保護活動,国 際協力な ど,市 民の 自発性 に基

づ く活動が数多 く存在す ることは知 られていたが,社 会の一部分を形成す るセクター とし

て認識 され ることはほとん どなかった10.非 営利セ クター とは,政 府セ クター と営利セ ク

ターのみで描かれ ることの多かった経済社会に中に,政 府セクター でもな く,民 間営利セ

クターで もない,民 間による公益のた めの活動 が存在す ることを,大 きく切 り取 って提示

した言葉である.そ れまで曖昧に しか把握 されていなかったこ うした活動が,「 非営利セ ク

(UKCompactwebsite,東 京 ボ ラ ンテ ィア ・市 民活 動 セ ン ター(2003),経 済企 画 庁(1999))。

日本 で も愛 知 県が2004年5月 に全 国 で始 め て,NPOと 行 政 の協働 ル ール を定 め た.

5



ター」 とい う枠組みを得た ことで,そ こには歴史的 に大小 さまざまな組織や活動が存在す

ることや,世 界 の多 くの地域 にこ うした活動 が古 くか ら存在 し,非 営利セ クター の存在 は

普遍的なものであることが明 らかになってきた11.

ただ非営利セクターの定義や考 え方は,実 は国や社会 によ り一義ではない。非営利 セク

ター とは,ア メ リカの非営利法人制度 の概念 をベース とした,営 利 を直接の 目的 としない

ことを強調 した用語 である.類 似 した概念 として,政 府セクターで も営利セ クターで もな

い第三のセ クター とい う意味で 「サー ド・セ クター(ThirdSector)」12と い う言葉が使用

され るほか,「 インデ ィペ ンデ ン ト ・セ クター(lndependentSector」 とい う言葉が使 われ

る こ ともあ る.市 民 が 自発 的 な公益 活 動 に取 り組 む こ とを強 調 し 「市民社 会(Civil

Society)」 と称 され る場合 もある.他 国に 目を転 じる と,イ ギ リスでは公益団体 は 「チャ

リテ ィ(Charity)」 と呼 ばれ,「 ボラシタ リー ・セ クター ・(VbluntarySector)」 とい う

言葉が多用 され る.ま た欧州を中心に注 目されている 「社会的経済」では,非 営利社団,

財団のほか,組 合員へ の利益配分 を行 う組合,相 互組合や,共 済組織 も含む幅広い概念で

非営利活動 が総称 されてい る13.こ のよ うな定義や アプローチの相違は,非 営利セ グター

の社会的な役割 が,国 や地域,ま た社会的背 景や活動分野に より多様性 を有す ることを意

味 している と言える,

なお,本 研 究では主に経済学的アプ ローチによ り,非 営利セクターの活動や,政 府 セク

ター との関係 を分析す るこ とを 目的 としてお り,こ の分野では非営利セ クターや非営利組

織 とい う用語が多用 され ているため,こ こでは非営利セ クター とい う用語 を主 に用い るこ

ととしたい.

◆ パ ブ リック ・プラ イベ ー ト ・パー トナ ー シ ッ プの課 題

このよ うに複雑化 し多様化す る人 々の社会二」ズを満 た してい くた めには,政 府セ クタ

ー と民間セ クターのパー トナーシ ップ ,と りわけ非営利セ クター とのパー トナーシ ップの

構築 が重要 であ るとい う認識が急速 に広 まっている.し か し,現 在 日本 にお いて展 開され

ているパブ リック・プライベー ト・パー トナーシ ップの議論 の多 くは,理 想や理念が先行 し

た ものが中心であることは否めない.そ の原因 として,非 営利セ クター とは何か とい うこ

10Hall(1987) ,Kramer(1987),Salamol1(1994)な ど.
11Salamon(1994)

12Gidronetal(1992)で は ,nonpro翫 はア メ リカ で は非 営利 免 税 団体 を指す が,profitの 概

念や 範 囲,ま た課 税 ・非課 税 の考 え方 は各 国 で大 き く異 な るた め,国 際 比較 に はア メ リカ

や ヨー ロ ッパ で広 く使 われ てい るThirdSectorの 方 がふ さわ しい と して い る.

13Ben・nerandGui(1993)な どに よる ,
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とにつ いての共通の認識が得 られていないことと,政 府セ クター と非営利セ クターの間に

ある協働 と対立 とい う二面性 を十分考慮 したパー トナー シップ論が確立 されていない とい

うことが挙げ られ る.

非営利 セ クター とは何か とい う問題 は非常 に複雑 な問題 である.特 に 日本 においては,

非営利セ クターは,既 存社会へのアンチテーゼ として注 目されてきた とい う経緯か ら,今

日の非営利セ クター を巡る議論は,政 府セ クター との相違や独立性 を重視 し,市 民活動団

体を中心に進 められて きた と言っても過言ではない.非 営利セ クターの活動 内容によって

は,住 民の 自発性や政府セ クターか らの独立性が生命線 となることか ら,こ うした活動に

っいて議論 をする ことは非常に重要である.し か し,パ ブ リック ・プライベー ト・パー ト

ナー シップ とい う観点か ら,非 営利 セクター を考える際には,政 府セクター と非営利セ ク

ターの間に,さ ま ざま濃淡で官民の関係 を有す る民間組織が歴史的に無数に存在す ること

も無視出来 ない.後 述す るよ うに,今 日の非営利セ クターには,政 府 の機能 が拡大 してき

た過程で,政 府 のエージェン トあるいはパー トナー として成長 してきた とい う側面がある

ことが,多 くの先進国で確認 されている.

また政府セ クター と民間セ クターのパー トナーシ ップには,公 共的事業 の民間事業者へ

の委託,民 間セ クターの事業への公的助成や補助,公 民協働 による事業実施,公 共政策 の

意思決定過程へ の参加,公 共的事業へのボランティア としての協力,フ ォーマル あるいは

インフォーマル な人的 ・物的な公民の協力関係,情 報交換な ど様 々な形態があるが,こ う

した協働 には,様 々な民間非営利組織が,実 は様々な形で古 くか ら関わってきた.と ころ

が,昨 今,日 本 における政府セ クター と非営利セ クターのパー トナーシ ップ論 では,政 府

か ら独 立 した市民活動的な非営利組織のみ を対象 としていることが多いよ うに見受 けられ

る.そ こでは政府 と共 に成長 してきた非営利組織や市民活動 とはニュアンスが異なる非営

利活動の存在が,ほ とん ど無視 された状態で議論が進 められている.し か しこの ような視

点に終始す ることは,非 営利セクター と政府セ クターのパー トナー シップ論 を非常に限定

され た議論 に して しま う恐れがあると言わ ざるを得 ない.

非営利セ クターは,政 府セ クター と同 じく公共的な 目的のために活動する存在 であるた

め政府 と協働す ることが容易である一方,政 府 と全 く異なる立場で活動する存在 であるた

め政府 と対立す る存在 でもある.非 営利セクター と政府セ クターの間には,こ うした協働

と対立のジ レンマがあ り,こ の関係 のもとに両者 のパー トナー シップは形成 されている.

ところが こうした多重的 な両者 の関係 を十分分析す ることな く,様 々な面 で行き詰ま りを

示す現代 の社会問題 を解決する魔法の杖 として,非 営利セ クターの役割や,政 府セクター

と民問セ クターのパー トナーシ ップに期待が集 まっているのが現状 である.し か し,実 像

を離れて,非 営利セクターや非営利セ クター と政府セ クターのパー トナー シップに期待が

膨 らみ続 けることは,非 営利セ クター と政府セクター の効果的なパー トナーシ ップを形成

してい くための政策 を考 える上で,決 して望ま しい ことではない,
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◆ 本研究の視点

◇世界的な文脈 の中での非営利 セクター

このよ うな問題意識 に基づき,本 研究では,現 代社会において,非 営利セクターが果た

してい る役割や位置付 けについて,主 に経済学の手法を用いて様 々な視点か ら分析 し,そ

の実像 に迫ってい くこ ととしたい.

非営利セ クターを対象 とす る経済学 の研 究は,1960年 代 以降のアメ リカで,政 府 が医

療 ・福祉政策 を拡充す る中で,民 間事業者か らのサー ビス購入 を増加 させ たことを契機 に

進んできた.そ れまでの非営利活動は,社 会的な困窮者 を対象 とした慈善活動が主体であ

ったが,非 営利組織が政府 による医療 ・福祉事業 のサー ビス提供者 の一つ と位置付 け られ,

プ レゼンスを拡大 してきた ことか ら,経 済学の対象 とされてきた,そ して医療や社会サー

ビスを中心 に,政 府 と密接な関係 を有す る組織 を広 く含 めた民間非営利組織 と,民 間営利

組織や政府 との間にある,役 割や活動の相違が分析 され,研 究 が進め られてきた14.

その後,非 営利セ クター研 究は各国に広が り,非 営利セクターが世界各 国に存在 し,そ

の役割を拡大 しつつ あることが共通 に認識 され るよ うになってきた.こ の場合,非 営利セ

クター は,非 営利(Nonprofit)と 営利(Forprofit),ま た非政府(Non・government)と 政

府(Government)の 境界 は一義ではない ことを反映 し,政 府 と関連 を有す る組織 を含 め

て幅広い活動 を対象 とし,議 論 されてきた.と ころが 日本 では1990年 代以降,非 営利セ

クター研 究が進んできた際に,関 心の焦点が社会変革者 としての非営利セ クターの役割 に

置かれ てきたため,非 営利 セクターの議論 が市民活動 を中心 にな されてきた.歴 史的に政

府 との関係 を深 め,縦 横無尽 に存在 してきた非営利活動 を総体 として捉える研究は,ま だ

十分に進んでいない,こ のため今後は,日 本独 自の非営利セ クターの実態 を解明 してい く

と共 に,世 界的な文脈 の中で,日 本の非営利セクター の実態 を解明 して行 くことが待たれ

ている.

このよ うに非営利セ クターを広 く捉 えることの必要性 は,先 にも述べた とお り,パ ブ リ

ック ・プライベー ト ・パー トナーシ ップを議論 して行 く上か らも指摘 され る.非 営利セ ク

ター は政府セ クターの重要 なパー トナーであるとい う認識が広 がってきたことか ら,近 年

の非営利 セクター研究では,政 府セ クター との関係 が大 きな関心事 とな りつつ ある15.昨

今のアメ リカを中心 とす る一連の研究では,非 営利セ クター と政府セ クターの協働 関係 は

世界的 に深 まってきてお り,政 府 セクターの拡大が非営利セ クター の拡大 を促 してきた こ

14Hansmann(1987)

15Salamon(1995)
,BorisandSteuerle(1999)な ど
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とが明 らかにされ てい る16.反 面,非 営利セ クター と政府セ クターの関係 の深化や,非 営

利セ クターの規模や活動範囲の拡大が,本 来 コミュニテ ィのニーズ を満たす社会的な使命

を持つ活動である非営利組織 の存在意義 を危 うくしていることも明 らかにされている.

こ うしたなか 日本 の非営利セ クター研究は,1990年 代以降,社 会の変革者 としての役

割 を中心に様々な分野 で進め られ,そ の概要が徐 々に明 らかに されてきたが,幅 広 い意味

での非営利セ クター と政府セクターのパー トナーシ ップ と言 う観点か ら,深 く踏み込んだ

分析 はまだそ う多 くな されていない.こ のため本論では,日 本 にお ける政府セ クター と非

営利セ クターのパー トナーシ ップの歴史,現 状,課 題 について分析するなかで,目 本の非

営利セ クターの特性を可能な限 り広範 な視点か ら論 じ,日 本の非営利セ クター を解 明 して

い く一助 とし,21世 紀 の社会を切 り拓 いてい くのにふ さわ しい両者の関係について展望 し

てい くこととしたい.

◇福祉セ クターへの注 目

また本論では,パ ブ リック ・プライベー ト・パー トナー シップの具体的な研究対象 とし

て福祉分野 を取 り上げ,そ の実態 を福祉国家 と非営利セ クターの関係 を中心に検証 してい

くこととしたい.福 祉分野に注 目する理 由としては,第 一 に非営利セクターの活動分野の

なかで福祉 は大きな割合 を占める存在 であることが多 く,ま た長い歴史 を有す る分野であ

るためである.第 二には,政 府 と非営利セクターの間に,日 本特有の政府 ・民間関係があ

ることが注 目され,一 方で多種多様 な草の根団体が存在 し,内容 が広範であるためである.

第三には,2000年 に開始 され た介護i保険制度 によ り,福 祉サー ビスが市場化 され,営 利 ・

非営利 の競争市場が 日本で始めて登場 した分野であることが挙げ られる.第 四には,近 代

産業の発展の過程で,家 族や地域 コミュニティの機能や これ らについての人 々の価値観 が

変化 し続 けるなかで,福 祉の世界では政府 と民間活動の重心が,振 り子 のように振れなが

ら発展 してきた実態 を解明 してい くことは,政 府セ クター と非営利セクターの関係 が決 し

て単線ではない ことを知 る好事例 と考えるためである.

また福祉分野 を対象 とした研究 としては,社 会福祉学,社 会学,法 学,経 済学 と様々な

アプローチがあるが,戦 後大半の先進 国では福祉 の主な担い手は政府 となったため,政 府

の政策 を巡 る議論や分析が 中心で,政 府で もなく民間営利活動でもない民間の非営利活動

に関心が持 たれ始めたのは1980年 代以降の ことである17.そ れ もいわば社会福祉事業の根

幹を担 う政府の周辺の出来事 として扱 われてきた ような節 がある.し か し人々の生活 に占

める政府の公共サー ビスのプ レゼ ンスが今 日のよ うに大き くなって きたのは,そ う昔の こ

16Salamon(1999)

17日 本 の社 会福 祉政 策研 究 の動 向 につ い て は平 岡(2003) ,福 祉 政 策 政策 全般 の議論 にっ い

ては坂 田(2001),駒 村(2001),多 様 化 す る福祉 供 給 シ ステ ム の政策 科 学 面 か らの議 論 につ

い て は高澤(2002),社 会 福祉 の概 論 は古川 ・庄 司 ・定藤(1993)を 参 照.
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とではな く,ま た一見政府の公共サー ビス と見 えるもの も,様 々な民間活動 との連携で提

供 され てい るこ とも少 なくない.本 研究では,経 済学的アプロー チを用いて民間非営利活

動 とい う視点か ら福祉セ クター を読み直す とい うチャレンジを試み るつ もりでもある.

◆ 本論の構成

以上の議論 を進 めるための本論 の構成案 は,以 下の とお りである.

第1章 では,非 営利セ クター大国であるアメ リカにお ける非営利セ クター の発展 と政府

セ クターの関係 を巡 る研究 を中心に,非 営利セ クターの経済社会 にお ける役割,行 動の特

性 に関す る議論 を振 り返 り,非 営利セ クター と政府セ クター のパ ー トナーシ ップ,協 働 と

対立の構図,非 営利セ クター と他 のセ クター との近接か ら生 じてい る様 々な問題 を整理 し,

今後の政府セクター ・非営利セ クターのパー トナーシ ップの展開について考察す る.

第2章 では,1990年 代以降の 日本 における非営利セ クター論 の発展過程 とその特性に

ついて考察 し,非 営利セ クター論が市民セ クター論 に特化 しつつある現状 と問題点を指摘

した上で,非 営利セ クター と政府セ クターの相互依存的なパー トナー シ ップの存在 を考察

す ることの重要性 について議論す る.

第3章 では,日 本 にお ける社会福祉政策 と非営利福祉活動の歴史的展開か ら,日 本独特

の公私一体型 のパー トナー シップが形成 され てきた過程 を明 らかに し,今 日の非営利福祉

セクター の実像 を①官主導の非営利組織 と,② 民主導 の非営利組織 に分類 した上で,福 祉

の制度内外で活動す る様 々な民間の非営利 団体の活動 について,具 体的なデー タに基づ く

分析 を行 い,問 題 と展望 について考察す る.

第4章 では,福 祉の市場化が進む中で,始 めて公 ・非営利 ・営利 の競争市場が生まれた

訪 問介護市場を取 り上げ,社 会福祉協議会な どの旧来 の社会福祉 制度 内にあった非営利組

織 と,NPO法 人 などの制度外 の非営利組織,そ して営利組織の訪 問介護事業 の経営状況

を分析 し,訪 問介護市場 の公平性 について考察す る.ま た,福 祉 分野 における営利 ・非営

利組織 と政府 間の関係や,営 利 ・非営利組織の非営利活動 の状況 についても考察 を進 める.

第5章 では,高 齢者社会福祉 の基盤整備が急速に進む 中で生 じてきた地域 の格差に注 目

し,地 域差 を生む社会経済的な要因 と,要 因の経年的な変化 について,1970年 か ら2000

年 までの30年 間を対象 に分析す る.特 に注 目す るのは,民 間非営利福祉活動 が,地 域の

高齢者福祉基盤 の形成 に与 える影響である.

こうした議論 のなかか ら,21世 紀の福祉 国家 における政府セ クター と非営利セクター

のパー トナーシ ップを中心に,パ ブ リック・プライベー ト・パー トナー シ ップのあ り方 を展

望 してい くこととしたい.
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第1章 パ ブ リック ・プラ イ ベ ー ト・パ ー トナ ー シ ッ プ研 究 の視 座=

非 営 利 セ ク ター の現 状 と課 題

1非 営利セ クター と政府セ クター 一独立 し依存す る関係 一

1.1非 営 利 セ クター と政府 セ ク ター

非営利セ クターは,政 府セクター でもな く営利セ クターでもない立場で公益活動を担 う

とい う強み を生か し,既 存の二大セ クターでは対処できない複雑化 し多様化す る現代 の社

会問題 を解決 してい く存在 として今 日広 く認識 されてい る.少 子 高齢化,環 境破壊,教 育

問題,治 安の悪化 など至 るところで綻びを見せる現代社会の問題 を解決 してい くには,肥

大化 し硬直化 した政府セ クターや,私 的な利 益の追求 を行動原理 とす る営利セクターのみ

では限界 がある.こ うした人々の思いが,非 営利セクターに救世主 としての役割 を求 め,

その期待 は高まる一方 であ る.実 際,20世 紀の後半になって,非 営利セ クターは欧米諸国

のみな らずアジアやアフ リカ,中 近東な どを含む世界各地で拡大 してきてい ることが確認

されている.非 営利セ クターの拡木は,今 や 世界的な潮流 である と言われている1.

一方で
,非 営利セクターは多様 な組織や活動か ら形成 され るため,そ の活動 を一律に捉

えることは非常 に困難 な存在である.ボ ランティアや営利 を直接の 目的 としない活動は世

界中に存在するが,非 営利組織には巨大な財 団か ら草の根の グループまで規模の大小があ

り,活 動分野も高齢者のケアや子育て支援,防 犯や地域美化な ど地域 の身近な問題か ら,

地域開発や環境問題 な どの広域的な問題,あ るいは紛争解決や開発支援な どの国際的な問

題 とあ らゆる分野にまたがるため,非 営利セ クターを総体 として把握す ることは容易では

ない.さ らに同 じ様 な活動 でも,国 によ り法人格 が与え られた り与え られなかった り,ま

た非営利や公益 目的 と見な され た りみ なされ なかった りと,各 国の法制度や文化的背景 に

より捉 え方が微妙に異なる.こ のため非営利セ クターについての議論や分析 は,非 常に困

難であることが少 な くない.し か しこうした非営利活動が世界各地に存在 し,社 会に大 き

な影響 を及 ぼ しつつ あるこ とが次第に明 らか になってきた ことか ら,非 営利セ クターへの

関心が高まって きてい る.

古典的には,非 営利セ クターの役割は,い わゆる 「市場の失敗」 と 「政府の失敗」によ

り説 明され る,資 本主義社会が発 達 してきた過程で,市 場経済のみでは解決 されない貧困

を始 めとす る社会問題 が増大 し,こ れ らの解決 に国家 として取 り組むために政府の機能が

lSalamon(1999)
,Salamonetal.(1999),SalamonandAnheier(1994)な ど.
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拡大 してきた.し か し人々の社会 ニーズの多様化や複雑化が進むにつれ,政 府の機能 も万

能ではないことが明 らかになってきた.こ のため市場 でも政府で も解決出来 ない問題 を,

市民 自らの手 に取 り戻 し,自 らの取 り組みに より解決 してい こうとい う動 きが,非 営利セ

クター拡大の原動力 になってい るとされる.

この ように非営利セ クターは政府 セクターを代替す る存在 として,ま た政府セ クター に

も営利セ クター にもない特質 を兼ね備 えたセ クター として説明 され ることが多いが,こ の

三者 は全 く独 立 した活動 を行 っているわけではない.同 じ公共 目的で活動す る政府セクタ

ー と非営利 セクターの間 には,代 替関係のみ でな く協働 する関係 も存在す ることが知 られ

てい る.ま た非営利セ クターは,政 府セ クター と営利セ クター と相互に関係 し,影 響 し与

え合いなが ら活動 している,非 営利セクターの実像 を知 るためには,そ の特質を理解す る

と同時に,政 府セ クターや営利セ クター との相互関係 を理解す ること,そ して非営利セ ク

ター は,政 府や市場の発展 の過程 と連動 しなが ら時代 と共に変化 してきた存在であること

を理解す ることが不可欠 である.

非営利セ クターは,20世 紀の後半になって世界の国々で拡大 して きたが,そ の背景 に

は,政 府機能の拡大 があった.非 営利セクターが政府セ クターか ら資金や支援 を受け公共

サー ビスを提供す るとい うパー トナー シップの拡大が,各 国の非営利セ クターの成長 を促

してきた.ま た非営利セ クター は,後 述す るよ うに政府 の政策の動 向に左右 され なが ら成

長 してきた.

一方
,社 会ニーズが多様化 し複雑化す るなかで,非 営利セ クターの活動にも専門性,安

定性や継続性が求 められ るよ うになってきた ことか ら,非 営利セ クターの資金需要 は増 大

し,資 金獲得のための商業活動 が活発化 してきた.こ のため今 日の非営利セ クター には,

政府セ クターや営利セ クター とのボーダーが曖昧化す る とい う新たな問題 が生 じてい る.

非営利セ クターに対 しては,現 代の閉塞 した社会状況の変革者 としての期待が高まる一

途であるが,そ の期待 に応 えてい くた めには,非 営利セ クターの役割 の特性 に着 目す るの

みでな く,非 営利セ クター と目的を同 じくす る,政 府セ クター とのパー トナー シ ップにつ

いて十分理解 し,そ れ を有効 なもの としていくことが欠 かせない.た だ非営利セ クター に

関する研究は,営 利セ クター との役割や行動の比較分析 を中心に展開 されてきたた め,政

府セ クター との関係 に注 目が され るようになったのは比較的最近のことであ り2,日本 では

この分野の詳細 な分析 は,ほ とん ど進 んでいない,

このため以下では,非 営利セ クター大国のアメ リカにお ける,非 営利セ クターの発展 と

政府セクターの関係 を巡 る議論 を中心に,非 営利セクターの経済祉会 における役割,行 動

の特性に関す る議論 を振 り返 り,非 営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ ップ,協

働 と対立の構図,非 営利セ クター と他 のセ クター との近接 か ら生 じる様々な問題 を整理 し,

2Hansmann(1987a)
,Salamon(1987,1995)
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今後の非営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ ップの展開について考 えてきたい3.

1.2法 制度か ら見た非営利 セクター

以 下 の議 論 を進 め る前 段 と して,非 営利 セ クター が現 実 の社 会 の なか で ど うい う位 置付

けを得 て い る のか を確認 してお くこ とと した い,非 営利 組織 に は草 の根 の小 さな組 織 が多

く,法 制度 とは関係 の な い ところ で営 まれ て い る活動 も無 数 に存 在す るが,一 定規 模 以上

の活 動 にな る と,何 らか の制度 的 な位 置付 け を得 る こ とが増 えて くる,

非 営利 セ クター の大 国 で あ り,非 営利 経 済研 究 が 主 な対象 と して い るア メ リカ にお いて,

非 営 利 組 織(nonpro且torganization)と は,公 共 目的 で 活 動 す る,内 国 歳 入 法(lnternal

RevenueCode)に よ り連 邦政府 内国 歳入 庁(InternalRevenueService)か ら免 税 資格 を得

た 団体 を指 す こ とが 多 い.こ の うち最 も優遇 され た制 度 で あ る501(C)3は 「慈善,宗 教,

科学,公 共 の安全 の審 査,学 術,教 育,ア マ チ ュア ・スポ ー ツ振興,児 童 また は動 物虐 待

の 防止 」 に 目的 を限 定 され て い る.政 治 活 動 を主 に行 う団体 は501(C)4に 位 置付 け られ,

異 な る税 制 が適 用 され る,こ れ らの免 税 団 体 に法 人格 を与 え る各州 の非営 利 法人 法 で は,

利 益 の非配 分 制約 が 条件 とな っ てい る こ とが 多い4.

こ うした こ とか ら非 営利 セ ク ター の経済 原 理 は,非 配 分性 とボ ラ ンタ リー性 と規 定 され

るこ とが多 い.非 配 分 原則 とは,活 動 の結 果 生 じた利 潤 を再分 配 しない こ とを意 味す るが,

利 潤 獲得 を阻 む ので は な く,今 後 の活動 資 金 と して 再投 下 す る こ とはで き る.ボ ラン タ リ

ー性(自 発 性)は
,活 動 を支 え る寄付 者,活 動者,そ の他 支 援者 な ど,少 な く とも活 動 の

一部 が ボ ラ ンテ ィア に よ り支 え られ て い る こ とを意 味 す る5 .

IndependentSectorandUrbanInstitute(2002)に よる と,1998年 時 点 の501(C)3の

団体 数 は734,000,501(C)4の 団 体数 は140,000,宗 教 団 体 は345,000で,ア メ リカ の

IndependentSector全 体 の団 体数 は123万 と され て い る.同 様 にSalamon(2001)は,こ

れ らの免 税 団 体 に宗教 団体 な どを加 え て,公 共 目的 の非 営利 組織 は約120万 団 体 と推 計 し

て い る.そ の 内訳 は資 金 仲介 が5万 団体,教 会35万 団体,サ ー ビス提 供 団体67万 団体,

ア ク シ ョン団体14万 団 体 となっ て い る.

こ う した非 営利 セ クター に関 わ る 日本 の法制 度 として は,広 義 の公 益 法人 が挙 げ られ る

6.こ こに は民 法第34条 に基づ く社 団法 人 ・財 団 法人 のほ か,学 校 法人,社 会 福祉 法 人,

3各 国の 非営利 セ ク ター を大 き く規 定す る法制 度 につ い て は本 章巻 末 に資 料 を掲載 した
.

4ア メ リカ の非営 利 法人 の制度 や 税制 につ い て は
,雨 宮他(2000),雨 宮(2000),山 内(1993),

橋 本 ほ か(1986)を 参 照.
5川 口(1997)は

,ア メ リカ の非 営利 セ クター 論 は,ヨ ー ロ ッパ 各 国 とは異 な る極 めて ア メ

リカ 的 な概 念 で ある と して い る.
6広義 の公 益法 人 の概 念及 び 法 人数 は

,総 務省(2004)『2004年 度 公益 法 人 白書』 に よ る,
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宗教法人,医 療法人,更 生保護法人,特 定非営利活動法人な どが含 め られ る.日 本 の広義

の公益法人数 は,社 団法人 ・財 団法人25,825(2003年 度),学 校法人7,620(1998年),社 会

福祉法人18,313(2003年),宗 教法人182,634(2002年),医 療法人29,192(1998年),特

定非営利活動法人約18,000団 体(2004年7,月)な どで ある7.た だ各 々の公益法人は,設 置

根拠 となる法令 によ り公益性の レベル が異な り,認 可や認証の基準や,税 制上の扱 いは法

人の種類 によ り異 なる.社 会福祉法人や学校法人 は最 も公益性 が高い活動 として,所 得税

や寄付税制の面で最 も優遇 され てお り,社 団法人 ・財 団法人にも優遇制度が設 け られ てい

る.一 方,医 療法人は原則 として収益法人並の課税がな され る.つ ま り,日 本の非営利セ

クターの法制度では,公 益性の認定要件 について明快な統一的基準 はな く,税 制優遇 との

連動 も単一ではない点で,ア メ リカの非営利セ クターの法制度 とはかな り様相が異なる.

なお こ うした法人制度によ らず,任 意の団体 として活動 してい る組織が,こ のほかに多数

存在 していることは言 うまでもない.

非営利セ クターの法制度 は他の国で もそれぞれに異 なる8.イ ギ リスの民間非営利組織

の場合 は,チ ャ リティ委員会 に認 定 された団体がチャ リテ ィとして登録 され,免 税措置 が

与え られ る.な おチャ リテ ィの資格 に法人格 は問われず,会 社,産 業共済組合,あ るいは

法人格 のない協会,組 合,ク ラブや信 託な どが用い られ る.チ ャ リテ ィの要件は,公 益

(publicbenefit)目 的であ り,共 益 目的は認 められ ない.1998年 末で約19万 の団体があ

るとされ る.

フランスでは,社 会的経済セ クター とい う概念の もとで,社 団,相 互友愛組合,協 同組

合,財 団,同 業組合 な どが非営利 法人 として認 められてい る.非 営利 法人は非課税である.

非営利 の社団は,届 出によ り法人格を得て届出非営利社団になることができる.こ の社団

や財 団の うち内務省 の審査な どによ り公益性 を認 められた ものは公 益社団 となることがで

きる.届 出非営利社団は全国で70～80万 団体,公 益社団は約2000団 体 と言 われている.

ドイ ツでは,社 団,財 団,有 限会社,株 式会社,人 格 なき社 団,信 託 などが非営利法人

として認 め られ てい る.社 団は裁判所に登録する ことで登録社団 にな り,共 益 目的のもの

も含まれ る,公 益性が課税庁に より認 め られ ると,法 人格 の有無 に関わ らず税制優遇 を受

けることが出来る.登 録社団数 は全国で100万 社程度,こ の うち免税適格団体は45万 と

推計 され てい る.

このよ うに非営利法人の設 立要件や公益性 の認定要件,税 制優遇 の有無や内容は,各 国

固有 の歴 史や文化的背景によ り,か な り異 なる.そ して非営利セ クターの基盤 を形成す る

重要 な要素のひ とつ がこれ らの法制度であ り,各 国の非営利セ クター の規模や活動内容に,

大きな影響 を及ぼ しているのも,こ うした非営利 セクターの法制度で ある.

7文化 庁website(2004)
,厚 生 労働省 社会 ・援 護 局(2004),経 済企 画 庁編(1999)に よる.

8以 下
,本 節 の 内容 は,経 済企 画庁 編(1999)に よる,
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2非 営利セクターの存在意義

2.1公 共財の供給者 と しての非営利組織 一非営利組織vs,政 府一

2.1.1公 共財論一 「市場の失敗」と 「政府の失敗」一

経 済社 会 にお け る非 営利 組織 の役 割 は,ま ず 政府 の役 割 との比 較 で説 明 され る.

Weisbrod(1977)は,公 共経済学 の理論 を用いて,非 営利組織の存在 は 「市揚 の失敗」 と

「政府 の失敗」 を改善する手段の一つであ り,非 営利組織 の役割 は政府 の隙間を埋める公

共財の提供者 であると説 明す る.

完全競争市場が 「見 えざる手」によって,限 られ た資源 の効率的な配分であるパ レー ト

最適な配分を実現す るとい う古典派経済学の命題は,「 市場の失敗」つ ま り,① 独 占や寡 占

の人為的操作による市場価格の完全競争市場 か らの逸脱,② 収穫逓増(費 用逓減)に よる

自然独 占,③ 外部性 とよばれ る現象 による財やサー ビスの市場価格 の真 の社会の機会費用

か らの乖離,④ 情報 の不完全 さや不確実性 による市場の欠如 により実現が非常に困難 なこ

とが知 られている,こ うした市場経済の歪み,い わゆる 「市場の失敗」を是正す るもの と

して政府 が存在 し,現 実に機能 してい る。そ して政府の大きな役割 のひ とつが,市 場 では

効率的に供給できない公共財の提供である.

ただ政府が常に最適 な公共財 の供給 を実現できる とい う保証 は無 く,「 政府の失敗」 も

存在す る.公 共財 とは,非 排除1生,つ ま り一旦提供 され るとその利用 を制限することが困

難 な性質 と,非 競合性,っ ま りある人の利用が他の人の利用 を妨 げない性質の両方を持っ

財 である.例 えば,警 察,国 防,灯 台の光や十分 に広い公園などである,た だ現実には,

完全な非排除性や非競合性 の条件 を持つ公共財 は限定 されてお り,こ うした条件 を一部備

えた準公共財 が,そ の大半を占める.例 えば図書館や公民館 などの施設 も消防制度 も非排

除性がある一方,現 実 には,施 設や設備等のキャパシテ ィか ら混雑現象 は回避 できず,非

競合性 を完全にす ることはできない.こ うした公共財や準公共財 は,外 部性のため市場で

価格 を決 めることが困難で,十 分な供給が行われない と考え られ ることか ら,一 般的に政

府 が提供す ることが多い.し か し,政 府 が住民の公共財や準公共財への需要 についての情

報を正確 に入手 できるのか,ま た政府が一元的に公共財や準公共財 を提供す ることが効率

的なのか どうか,こ れ は古 くて新 しい問題である,理 論的には,公 共財 は共同消費 され る

性質 を有す るため,社 会全体 の需要 曲線 は,そ の構成員それぞれ の需要曲線 を垂直に加 え

た ものになる,し か し私的財 の場合 と異な り,公 共財 は一旦提供 され ると追加費用負担な

しで利用できる とい う非排 除性のため,各 々の需要量 は正直 に表 明 されない,つ ま りブ リ
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一ライダー(た だ乗 り)が 出現す る恐れがある.こ の可能性がある限 り公共財の最適供給

はなされ ない(Samuelson1954).

こ うした 「市場 の失敗」 と 「政府 の失敗」を改善 し,政 府の隙間を埋める公共財の提供

者 が非営利組織 であるとされる.政 府 の供給す る公共財は,民 主主義社会 では,原 則 とし

て投票によ り決 め られ るが,こ れは主に中位者 の選好 によって決 まる.こ の場合,よ り多

くの供給 を望む人々は不十分だ と思い,よ り少な く望む人 々は多す ぎると考え る.そ こで,

より多 くの供給を望む人 々が,新 しい組織をつ くり,高 品質 のサー ビスとそ の費用 を負担

すれ ば,結 果 として政府 の役割 は小 さくな り,少 な く望む人 々の負担 も少 な くなる.自 ら

進んである特定分野の公共財の需要 を表明 し,負 担を買 ってでる人々がいる場合,そ の寄

附金やボランテ ィアか ら公共財 を生産 し,供 給す るのが非営利組織 であるためである.政

府が一元的に公共財の提供 を調整す ることは大変な困難が伴 うが,住 民の 自発的な公共財

への需要表 明と負担がある場合には,政 府 と異なる非営利組織が調整役 とな り,社 会全体

として公共財の供給水準をよ り望 ましいものにできることが期待できる とい う点で,非 営

利組織 の存在意義が説 明 され る.こ うした非営利組織論は,Weisbrodの 「公共財論」 と

呼ばれている.

2.1.2多 様 な公共財提供者 の必要性

非営利組織が,政 府 による公共財の供給の失敗 を改善す る可能性 については,公 共財の

提供者 を多 くす ることの効用を説明す るTiebout(1956)の 「足に よる投票」を援用す るこ

ともできる.「 足による投票」とは,中 央政府 の提供す る公共財 の需要量は原則 的に 「投票」

で決まるのに対 し,地 域に限定 した地方公共財の場合には,便 益が及ぶ範囲は地域的な限

定があるため,人 は地域 を移動するこ とによって,公 共財への需要 を表明す ることができ

るとい うことを指す.そ して社会に異なる選好 をもつ人達がいる場合,こ うした移動によ

り同 じ選好を持つ人同志が一つの地域 を形成す ることで,そ れぞれ に最適な地方公共財 が

供給 され ることが説 明 され る.

「足による投票」で地方公共財 の需要が表明 され るの と同じ理論で,非 営利組織の提供

す る公共財 の場合 にも,住 民が 自分 の望む公共財 を選び,自 発的 に寄付やボ ランテ ィアを

提供することの効率性 が,説 明可能 である.さ らに非営利組織は,地 域や国な どの枠を超

えてっなが ることが出来 るため,現 実の地域移動に伴 う移動の可能性や,所 得稼得の変化

な ど,地 方公共財の供給 における制約 を考える必要がない.場 合 によっては,地 方公共財

より非営利組織 の方が,よ り最適な公共財供給ができる可能性 が示唆 され る.20世 紀 以

降の交通網や通信網の発達 は,地 域や 国の境 をどん どん無 くしてきた.地 理的 に区切 られ

た行政単位で,地 方公共財の供給 を行 う非効率や矛盾がみ られ る現状 を考 えると,既 存 の

枠に とらわれない 自発 的な非営利組織 が多 く存在す ることが,地 方公共財 のみな らず,多

様化 した公共財 の供給を実現す る,一 つの条件 と考え られ よう.
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なお,自 分 の子供 の学校設備 を拡充す るとか,地 区に街灯を設置す る場合の よ うに,公

共財 の限界費用が比較的小 さく,公 共財 の受益者が独立に公共財 の追加量 を供給できる場

合 には,自 発的 な公 共財 供給 のナ ッシ ュ均衡 が成 り立つ とい う説明 もあ る(Bergstrom,

BlumeandVarian(1986),柴 田 ・柴 田(1988)).こ うした議論は,各 人が必要 とす る公共財

が 目に見 える,あ るいは手に届 く範囲内で供給 される場合には,政 府 の介入 な しに,あ る

公共財 の供給 に関心のある人の問での交渉に より,そ れぞれ 自己最適な点に至る可能性 を

示 している.あ る種の公共財の供給に関心のある人たちを結び付ける非営利組織 が存在 し,

自発性 かつ 自律的に行動を とることが,そ の構成員 の効用 を高める可能性が示唆 され ると

言 える9.

2.2非 営利組織の優位性 一非営利組織vs.営 利組織一

2.2.1契 約の失敗論 とプリンシパル ・エイジェン ト論

次に,経 済社会 における非営利組織 の役割 は,営 利 目的の民間組織 との比較においても

説明 され る.先 に公共財 の第一 の供給者は政府であ り,そ の役割 を補完す る者 として非営

利組織 の役割 を見てきたが,現 実には,公 共財のなかでも準公共財 の うち競合性があ り利

用の制限が可能な財 については,営 利組織 が供給 している例 も多い.例 えば,美 術館,劇

場,教 育な どでである.こ うした場合で も,民 間の営利組織 よ り非営利組織が選好 され る

理由を示す のが,Hansmann(1980)の 「契約の失敗論」 である.

ここで非営利組織 は,① 非配分原則 と,② ボランタ リー性(自 発性)を 経済原理 とする

ことを前提 としてい る.民 間の非営利組織や営利組織 が共に提供す ることが多いのは,医

療や教育,学 術,福 祉 といった公共サー ビスであるが,こ れ らの品質や特 性を消費者が観

察す ることや監視す ることは,一 般 に非常 に困難 である.そ して生産者 と消費者の間に存

在す る情報の非対称性 のため,利 潤最大化を 目指す営利組織には不正 を働 く誘因が生まれ,

消費者は不利益 をこ うむ る可能性 が高い.こ うした場合 に消費者 は,非 配分制約のある非

営利組織 では生産側 が不正を働 く誘因が小 さい と期待 し,営 利組織 よ り非営利組織 の財や

サー ビスを好む とい うのが 「契約 の失敗論」である10.

9一方
,GlommandLagunoff(1998)の よ うに,初 期の富の所有状態が異 な り富裕層 と貧困層

が存在す る場合,富 裕層は 自発 的に公共財が提供 され る地域に移動 し,貧 困層は政府が強

制的に公共財 を提供す る地域 に移動す るとい う二極化が起こ り,富 の再分配 の面では望 ま

しくない状態が生まれ ることを指摘する説 もある.
lo同様 にGui(1993)は

,営 利組織 は資本家によ り行動が規定 され るのに対 し,非 営利組織で

は受益者 と支配者 が異なる ことか ら非配分制約 により支配者 を統制す る必要があるとして

いる.た だ受益者 と支配者 が同 じである共益的活動 を行 う非営利組織 には非配分制約は必

ず しも必要な要件 ではない としてい る.
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またEasleyandO'hara(1983)は,プ リンシパル ・エイジェン ト理論 によ り,非 営利

組織 の生産性が営利組 織 より高 くなる可能性 を示唆 している.具 体的 には,プ リンシパル

(=寄 付者)が,生 産物,生 産関数,マ ネージャーの努力 を把握できない場合,営 利組織

よ り非営利組織 をエイジ ェン ト(=組 織)と して選ぶ方 が,プ リンシパル はよ り多 くの生

産量を期待 できると説明す るものである.と い うのは,プ リンシパル と営利組織の間で結

ばれ る契約 は,生 産物 と価格 のみを規定す ることか ら,最 悪の場合には,生 産物 に関す る

情報が見 えないことを悪用 して,費 用の全て を自己利 益に回 しゼ ロ生産 とい う事態が起 こ

りうる.こ れ に対 して非営利組織 との契約で は,マ ネージャーの受取額,余 剰利益 を次 の

生産に投資す ること,マ ネー ジャー が果 たすべき最小限の努力 が明示的に規定 されるた め,

一定の場合には営利組織 に比べ て多 くの生産量が期待で きるためである.つ ま り,プ リン

シパル とエイジェン トの間に情報の非対称性 がある場合,非 営利組織は資金提供者の支援

を得 るために自発的に情報開示 し,投 入物の内容 を監視 にさらす こ とで,よ り多 くの生産

量を確保す ることを期待 させ,営 利組織 よ り好 まれ るとい うことにな る11.こ れ らが,非

営利組織 の営利組織 に対す る優位性 を説明す る代表的な理論 である.

2.2.2非 営利組織 の生産活動,生 産効率,反 応速度

非営利組織 が営利組織 よ り社会的に望ま しい存在 であることは,生 産行動 の面か らも説

明 され る.非 営利組織が非配分制約 のもとでマネージャー の効用 を最大化 させ ることを前

提に,非 営利組織は効率を犠牲 にして営利企業 よりも多 くを生産す るこ とか ら説明 されて

い る,ま た補助金や寄附金が収入に加わる場合,営 利企 業は限界収入=限 界費用の点で最

適化 をはか るた め生産量は増や さないが,非 営利組織は生産量を増や し,非 営利組織 の方

がよ り多 くの生産 を行 うことも示 されている(JamesandRoserAckerman1986).ま た非営

利組 織は,生 産者余剰 を犠牲に して も消費者余剰 を最大化 させ,ま た公平性 を重視 し,資

源の配分,コ ス トの配分,価 格 メカニズムを考慮 して分配 を決 めるとされてい る(Steinberg

andWeisbrod1998).

ただ し非営利組織 の優位性 は常に確保 されているわけではない.そ の一つは,非 営利組

織 の生産の効率についての問題 である.非 営利組織の行動 目的は,営 利組織が利潤 の最 大

化 を 目指す のとは異な り,提 供す るサー ビスの質 ・量,予 算あるいはマネー ジャーの効用

な どを最大化する とい う想定 され ることが多いが,こ のことが生産 の非効率 につながるこ

とが予測 され る.非 営利組織では利益の非配分制約があるため,政 府 と同様 に,効 率的な

ll但 し
,こ こで情報 開示 され監視 され るのは投入物であ り生産物ではないため,非 営利組

織の生産量が営利組織 よ り多いか どうかを保障 しない ことに留意する必要がある.ま た こ

うした非営利組織へ の信頼性 の高 さが事実なら,政 府 が非営利組織 に補助をす る際に設 け

る様 々な規制 は,合 理性がないことになる とRose-Acke㎜an(1985)は 論 じている.
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事業活動 を行 う動機 が阻まれ る可能性があ り,営 利組織 よ り生産が非効率になることが予

測 され るためで ある.し か し,非 効率であることは営利組織であれば直 ちに問題 となるが,

非営利組織の場合には,消 費者や寄付者 の選好 の内容 によっては,非 効率が大 きな問題 に

な らない こともある(Hansmann1987a).ま たYbung(1987)は,生 産 の最大化や,コ ス ト

の最小化 を図ることから効用 を得 る非営利組織 のマネー ジャー も多 く存在す ることをケー

ススタデ ィか ら示 し,ま たGassler(1986)は,非 営利組織の非営利性は資源利用 において

非効率の源泉で は無 く,非 営利組織の非効率は提供す る財の評価 が困難 なことや,こ の活

動分野への参入障壁があるなどの,非 営利性 以外の原因があることを示 してい る.

二つ 目は,供 給への反応速度 の問題 である.非 営利組織 は投資資本を得 にくいこと,ま

た営利組織 より起業家精神 が希薄 なことか ら,営 利組織 よ り,市 場拡大に対する反応 が一

般的に遅い と指摘 されている(Hansmann1987a).し か し非営利組織のマネージャー のタ

イプによ り,起 業家精神 の動機や行動は異な り,非 常 に起業家精神 の旺盛なマネージャー

も存在す るとい う説(Ybung1987)や,ま た米国以外では非営利組織 は既存 の伝統的な団体

が中心の場合が多 く,そ れが反応の遅 さにつ なが るとい う説 もある(James1987).

3非 営 利セク ター の実像

このよ うに非営利セ クター には一定の制約はあるものの,政 府セ クターにも営利セ クタ

ーにもない特質を兼ね備 えたセ クター と理解 され てい ることが多 い.た だ し,こ の三者 は

各々独立 して,活 動 を行 っているわけではない.非 営利セ クター は拡大 してきた過程で,

政府セ クター との繋が りを強め,ま た拡大す る社会ニーズに対応す るため商業活動 を増や

すなかで,従 来のボランタ リー活動や慈善活動 とは異 なる性格 を帯びた ものとなってきた,

時代 と共に,非 営利 セクターの活動は変化 してきている.こ うした状況 を知 るために,以

下では非営利 セクターの経済活動の実態を見てい くこととしたい.

3.1経 済活動か らみた非営利セ クター

3.1.11990年 時 点の 非 営利 セ ク ター

非営 利 セ ク ター は,様 々 な分野 で 非 常 に多様 な活 動 を行 って い るた め,総 体 と して把 握

す る こ とが困難 であ り,統 一 され たデー タ も長 らく存 在 しなか っ たが,1990年 代 か らThe

JohnsHopkinsComparativeNonprofitSectorProject(以 下 「JHCNP」 とす る)に よ り,
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非 営利 セ ク ター の経 済 規模 や 産 業構 造 につ い て の実 態 が,徐 々 に明 らか に され て きた12.

同調 査 で は,統 一 的 な 基準 に よる 国際 比較 を行 うた め,対 象 とす る非 営利 組 織(Nonprofit

Organization)を,① 組 織 と して の体 裁 を有 す る こ と,② 利 益 を配 分 しない こ と,③ 政 府

の一 部 で は ない こ と,④ 自律 した組 織 で あ る こ と,⑤ ボ ラ ン タ リー 性 を有 す る こ とと定 義

し13,各 国 の非 営利 セ ク ター の支 出額 の規模 や 収 入構 成,雇 用 規模 な どを比較 分 析 して い

る.

この第 一 次調 査 をま とめたSalamonandAnheier(1994)に よる と,1990年 時 にお け る

非営 利 セ クター の支 出額 の 対 国 内総 生産 比 でみ た経 済規 模 は,ア メ リカ6.3%,イ ギ リス

4.8%,ド イ ツ3.6%,フ ラ ンス3.3%,日 本3.2%,イ タ リア2.0%,ハ ンガ リー1.2%で

7力 国 の平 均 で は3.5%と い う結果 に なっ てい る.ま た雇 用 規模(農 林 水産 業 は 除 く)で

は,全 雇 用者 数 に 占め る割 合 で 見 る と,ア メ リカ6.8%,フ ラ ンス4.2%,イ ギ リス4.0%,

ドイ ツ3.7%,日 本2.5%,イ タ リア1.8%,ハ ン ガ リー0.8%で,7力 国 の平均 で は3.4%

とい う結 果 に な って い る.非 営 利 セ ク ター の規 模 は大 きな もの とは い え ない が,見 過 ごす

こ との で きない レベル の もの で あ る こ とが紹 介 され て い る.

3.1.21995年 時 点 の非 営 利 セ クター 一22力 国 の 支 出規 模 と雇 用規 模

この第 二次 調査 結 果 をま とめたSalamonetal.(1999)に よ る と,1995年 時 点 で22力 国

の非 営利 セ クター の経 常支 出 は1.1兆 ドル で,国 内総 生産 の4.6%に 相 当す る.同 じ く対

象 国22力 国 の非 営利 セ ク ター の雇 用者 数 は1898万 人 で,全 雇 用 者数 の4.8%,政 府 雇 用

者 の27.6%に 相 当す る.1990年 時 点 の調 査 と比 較 す る と,そ の プ レゼ ンス は若 干 大 き く

な って い る.

国別 にみ る と,非 営利 セ ク ター の雇 用 者 割合 が最 も高 い の は,オ ラン ダ(12.6%),ア イ

ル ラ ン ド(11.5%),ベ ル ギー(10.5%)の 順 で,ア メ リカ は5番 目(7.8%),日 本 は13番 目(3.5%)

とな って い る.日 本 は全 て の調査 対 象 国 の なか で も,先 進 国 のな か で も,非 営利 セ クター

の割 合 が 大 きな 国 とは言 え ない よ うで あ る.(図1・1)

ま た,有 償 の雇 用者 に ボ ラ ンテ ィアの 労働 力14を 加 えた雇 用 者 数 を み る と,各 国 とも有

償雇 用者 の1割 か ら5割 程 度 のボ ランテ ィア に よ る労 働 力 が存 在 し,大 きなマ ンパ ワー に

置2James(1987)な ども非営利 セクターの国際比較 を行 ってい るが
,各 国の異 なる統計 を利

用 した分析である.
13な お国際比較調査 に際 しては本文の5項 目に加 え

,調 査上の理 由か ら⑥非宗教性 と⑦

非政治性が入 ってい る.ま た この定義 は,世 界各国に存在す る様々な非営利セ クター を共

通の軸 で,主 に経済活動の側面か らの比較 を行 うために設定 された ものであ り,こ の線 引

きのために,各 国の定義す る非営利セ クター とは,ず れが生 じてい るこ とに留意が必要で

ある.こ とに② の利益の非配分制約には,ア メ リカの非営利 法人制度 の認定要件が援用 さ

れてお り,他 の国々が非営利法人 の要件 とす る公益性 の判定 とは異なる場合 がある.
14ボ ランテ ィアの活動時間をフル タイム換算 し

,計 上 してい る.
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なっていることがわかる.し か し,時 間換算べ一スでみ ると有償雇用者 の方が圧倒的に多

く,今 日の非営利セクターは全体的にみる と有償の雇用者がマ ンパ ワーの中心 となってい

る,(図1・1)

図1・1各 国 の非 営利 セ クター の分野別雇用者(1995年 ・フノレタイムへ㌧ス)
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分 野別 の活 動 状況 を,雇 用者 の割 合 で み る と,全 調 査 対 象 国 の平 均 で は,教 育(30.2%),

医療(19.6%),社 会 サ ー ビス(18.3%)の 順 で多 く70%近 くを 占め る.た だ し国 に よ り,こ

の割 合 は か な り異 な り,日 本や ア メ リカ,オ ランダ で は保健 医療 の割 合 が 高 く,オ ー ス ト

リア,フ ラ ンスや ドイ ツ では社 会 サ ー ビス の割 合 が 高 い.一 方,ア イル ラン ド,イ ス ラエ

ル,南 米 諸 国 は教 育 の割合 が高 く,ま た東 欧諸 国 で は文化 の割 合 が高 い とい うよ うに,各 々

の特 性 が見 られ る.(図1・2)

図1-2各 国 の 非 営 利 セ ク タ ー の 分 野 別 雇 用 者(1995年 ・フ1レタイムへ㌧ ス ・ホ"ランティア含 ま ず)
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非営利セ クター の分野別の有償雇用者率,っ ま り有償雇用者 にボランティアを加 えた雇

用者 に対す る有償雇用者の割合 をみると,伝 統的な分野で ある教育や保健 医療では,80%

以上が有償雇用者であるのに対 し,比 較的新 しい活動 である環境,ア ドボカシー,フ ィラ

ンソロフィー,文 化,国 際協力では半数程度あるいはそれに満たない状況である.伝 統的

分野 の一つである社会サー ビスでは56%で あ り,有 償雇 用者率が50%を 超 えるものの,ボ

ランテ ィアの労働力 に,か な りの部分が支 えられている分野である と言 える.(図1・3)

図1・3非 営利セクターの分野別 の有償雇用者率(1995年 ・対象国合計)

(出 所)Salamonetal(1999)GlobalCivilSociety-DimensionsofNonprofitSector

3.1.3非 営利セクターの資金源

次 に,非 営利セ クター全体の収入源 をみ ると,会 費・料金(49.4%),政 府(40.1%),民 間

寄付(10.5%)と なっている.慈 善的な民間か らの寄付 はごく一部で あ り,ほ とん どが事業

活動 に伴 う会費 ・料金か らの収入 と,政 府 か らの補助や事業委託 などである.こ こか ら見

えて くるのは,今 日の非営利セ クターは,サ ービス提供 な どによ り対価 を得 る事業体であ

り,政 府 の補助や事業委託な どの相手先 として,政 府 セクター と密接 な関係 にある組織で

ある とい うこ とである.

ただ し国によ り,収 入構成 はかな り異なる.共 通 しているのは,民 間寄付の割合 が各国
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で,最 も割合 が 少 な い こ とで あ る.民 間 寄付 の割 合 が最 も多 いルー マ ニ ア が26.5%で,東

欧諸 国 とスペ イ ンで民 間 寄付 の割 合 が他 国 よ り若 干 高 い程 度 で,ほ とん どの 国 では,数%

か ら10%前 後 で あ る.ち なみ に 日本 は,2.6%で 全 て の調 査対 象 国 の なか で最 も低 い.政

府 か らの収 入 割合 が高 いの は,ア イ ル ラン ド(77.7%),ベ ル ギー(76.8%),ド イ ツ(64.3%)

な どの西 欧 諸 国 と,イ ス ラエル(63.9%)で,そ の分 だ け会費 ・料 金収 入 の割 合 が低 め にな

っ て い る.逆 に南 米 で は,政 府 か らの収 入 が全 般 に低 く,会 費 ・料金 収 入 の割 合 が7割 近

くかそ れ以 上 とな っ て い る.ア メ リカ,オ ー ス トラ リア,日 本,ス ペ イ ン,フ ィ ンラ ン ド

な どの先進 諸 国 で は,政 府 か らの収 入 よ りも会費 ・料 金収 入 の割 合 が高 い,(図1・4)

図1-4各 国 の非営利セ クター の収入 内訳(1995年 ・ボ ランテ ィア含 まない)

0%20%40%

(西 欧)

オ ー ス トリア

ベ ル ギ ー

フィンラン ド

フランス

ドイツ

アイル ラン ド

オ ランダ

ス ペ イン

イギ リス

(そ の 他 先 進 国)

オー ス トラ リア

イスラエル

日本

ア メリカ

(東 欧)

チ ェコ

ハ ン ガ リー

ル ー マ ニァ

ス ロヴ ァキ ア

(南 米)

ア ル ゼ ン チン

ブラジル

コロン ビア14.9%噺 響 島'燈1

メキ シ コ8,5%羅

ペ ル ー19.3%
1

全平均/合 計 塵 璽 難・9,1・

60% 80% 100%

旧 l
l

㎜ 聴㎜贈國㎜㎜ 圃'..50
.4%榔.瞬 一425%

一 IIlI
囲鷹..!76 ,8%§謹醐.....・ π㎜1只 侃%
一 III

i36.2%羅 醗圏圏麟圏躍幽團薩隆卿瀦㈱57q%
一 IIlI

57.8%㎜ で'葛肱12△Rqム
一 IIlI

64.3%㎜ 醐㎜鵬醐'一....R9∫ ～蝋
一 IIiI

77.2%…'..".匪15R%
,

IIII

59.0%一..一 一...6・ 一一2R2%
, IIlI
....一一.

32.1%"』 コ最購砿職 囎4gn%
一 IIiI

46.7%翻'...一.㌔ 「aグ菖脇1446%

■

1
　

眉'鰭田 β9Fi%

一

響畷幽 醗31・1%甲1
,1

㎜. 63.9%1耀^つ%調?5R%
曽 IIlI

灘
一一..45

.2%..窮 ワ1%
一 III

一30.5%.網 』劉総瓢蝕瑚h6H%

一

トi

翻露團羅羅國露圏露羅圏139.4%翻 露翻翻翻醸瞭閣購.....一 占曲 鴨冒観"「澗46自 肱
一 IIII

27,1%1忠 勲』撫 翁546q盗
一 IIiI

睡圏睡窪圏露露騒羅竈圏鍾45.0%瑛'ツ 聡低購1灘無・織臥`1ワR臼q盗
密 Ii

II

翻翻霧曝署21 .9%獺 鵬關翻魏藤縛確藤「拶厨 父謄㍉翻彦騨聾彌醐549%
一 「

I
iII
7fモ1蝋

置　『　 III5.5%㎜ 羅m磯 劉
iI子2R肱 、

・政府 眠 酪 付 ・会費・料金1

(出 所)Salamonetal(1999)GlobalCivilSociety・DimensionsofNonprofitSector

24



分 野別 に見 る と,政 府 か らの収 入 割 合 が高 い の は,保 健 医療(55%),教 育(47%),社 会

サ ー ビス(45%)で あ る.こ うした分 野 の非 営利 セ ク ター の規模 に は,各 国 の保 健 医療,教

育,社 会 サ ー ビスに 関す る諸 施 策 の動 向 が,大 き く影響 して い る こ とは想像 に難 くない.

会 費 ・料金 収 入 の割 合 が高 い の は,専 門職 ・労 働組 合(88%),文 化 ・レク リエー シ ョン

(65%),地 域 開発(52%)で あ る.民 間 寄付 の割 合 が高 い の は国際 協力(38%),フ ィ ラ ン ソ

ロフ ィー(37%)で あ り,今 日,民 間寄付 に よ り多 くを支 え られ て い るの は,こ うした比較

的新 しい分 野 の よ うで あ る.(図1・5)

図1-5非 営利 セ クターの分野別 の収入 内訳(1995年 ・対象 国合計)
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(出 所)Salamoneta1(1999)GlobalCivilSociety-DimensionsofNonprofitSector

3.1.4非 営 利セ ク ター と政府 セ ク ター の 関係 の深 化

近 年 にお い て も,非 営 利 セ ク ター と政 府 セ ク ター の 関係 は ます ます 深 化 しつ つ あ る.

IndependentSectorandUrbanInstitute(2002)1こ よ る と,1997年 時 点 にお け るア メ リカ

の非 営利 セ ク ター の支 出規 模 は,国 民所 得 の6.1%に 相 当 し,雇 用 規模 で は,ボ ラ ンテ ィ

ア の 労働 換 算 も含 め る と,全 国雇 用 者 の10.9%に 相 当す る人 々 が,非 営利 セ ク ター で有

償 ・無償 の活動 を行 っ てい る.1977年 時点 で は,国 民所 得 の4.9%,全 国雇 用者 の8.5%
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であったの と比較す ると,い ずれ も増加 し,ボ ランテ ィア数 も有償雇用者数 も2倍 近 く増

加 している.そ して,こ の間にお ける非営利 セクターの収入源 の変化を見 ると,政 府 か ら

の資金の割合は,27%か ら31.3%に 増加 してい る一方で,民 間寄付 の割合 は,26.0%か ら

19,9%へ と減少 している.こ こ20年 間 に非営利セ クター の活動領域が拡大 してきた背後 に

は,非 営利セ クター と政府 の資金面 での繋が りの深化があった と言 える15.

イギ リスの場合 も,公 共サー ビスの民間委託 の拡大に伴い,チ ャ リティ団体の数が増 え

てきた.1980年 には13万6千 団体だったのが1990年 には17万1400団 体 にな り,一 団

体あた りの収入 も53,000ポ ン ドか ら94,000ポ ン ドに増加 し,政 府 の財源 が非営利セ クタ

ーに流れ ることにより,非 営利セ クターは規模 を大幅 に拡大 した とされている16.

日本について も,福 祉 の非営利セ クターをみ ると,1988年 か ら2002年 の間 に全体の規

模が3兆 円か ら4兆5千 億 円に増加 したなかで,政 府 か らの資金は2兆1千 億 円か ら3兆

8千 億 円に増加 し,政 府か らの資金依存 を強めている17.

3.1.5非 営利セクター と政府セクターの関係分析の必要性

これ らの ことか ら,今 目の非営利セ クター とは,経 済社会においてある程度 の規模 の存

在 であること,各 国の法制度や社会背景,ま た分野に より活動規模や内容はかな り異なる

こと,そ して非営利セ クターは,ボ ランティアや民間寄付 のみで支 えられ るのではなく,

多 くの有償雇用者 が働 く場 であ り,事 業に伴 う会費 ・料金収入を得て活動す る,経 済活動

の場 であることが明 らかに されてきた.ま た収入面では,政 府 資金や事業活動か らの収入

に,大 半 を支 えられ てい るこ とも明 らか されてきた.

非営利セ クターや非営利組織 は,ア メ リカを中心に1980年 代頃か ら広 く使 われ始 めた

用語 で,そ れ以前はボランタ リー組織 あるいは慈善組織 と同義であ り,そ の多 くは一定の

地域を対象 とした,社 会的に恵 まれない人々に対す る宗教関係者や地域の篤志家を中心 と

した民問の支援活動な どであった18,し か し,こ れ まで見てきた今 日の非営利 セ クターの

実像は,こ うした非営利セ クターの源流 とはかな り異 なる様相 を示 してい る.非 営利セ ク

ターは,地 域のニーズに根 ざした民間べ一スの活動か ら発 展 し,政 府セ クター とも営利セ

クター とも異なる動機 に基づき,社 会 の中に存在す る問題を解決 しようと自ら行動す る,

非常 にユニー クな存在であるが,そ の実態 は時代 と共に大き く変化 してきている.

これ らの変化の うち,最 も注 目されるのは,政 府 の影響 の拡大である.非 営利セ クター

の収入に 占める政府資金 の割合が増加 するこ とは,非 営利セ クターの活動や性質が,政 府

セクターか ら,様 々な影響 を受 ける可能性 を高める.プ ラスの影響 としては,政 府資金 の

15同 様 の 分 析 はHodgkinsonandWeitzman(2001)
,Salamon(2001).

16りll口(1999)

17金 谷(2002)
,山 内 ・金 谷(2002),ま た 第3章 を 参 照,

18Hansma皿(1987a)
,Kramer(1987),Smith(2002)な ど.
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導入 により,非 営利組織の数や規模 が拡大 し,活 動が安定することが考え られ る,マ イナ

スの影響 としては,非 営利セ クターに対す る政府セ クターの関与が深まるなかで,非 営利

セクターが,政 府セクター と同質化 し,官 僚化,非 効率化 してい くことが挙げ られ る.ま

た政府施策の動 向が,非 営利セ クターの活動分野や対象者に影響 を与 えるこ とも,予 想 さ

れる19.政 府セ クターが,特 定分野の民間活動 にイ ンセ ンテ ィブを与えると,該 当す る非

営利セ クターの活動 は,拡 張す る可能性 が高い し,そ れ以外 の分野では非営利セ クターの

活動 が縮小する可能性 も考え られる.

また非営利活動 が古 くか ら存在す る保健医療,社 会サー ビス,教 育の分野では,有 償雇

用者 の割合が多 く,政 府か らの収入割合 が大半を占めるのに対 し,環 境,ア ドボカシー,

国際協力などの比較的新 しい分野では,無 償労働者の割合が多 く,政 府 か らの収入割合が

低い.こ うした傾向があることは,非 営利活動の歴史が長 くなるほ ど,政 府 との関わ りが

深 くな り,安 定 した資金源 を得 ることで有償雇用者が増 えるとい うことを示唆 している可

能性 もある.

次に注 目されるのは,非 営利セ クターの商業化(commercialization)で ある,非 営利セ ク

ターが,慈 善活動 と同義であった時代 には,サ ー ビス提供者 から直接の対価 を求 めない寄

付型 の活動が中心であった.し か し,非 営利セクターへ のニーズが増大す る一方,民 間か

らの寄付 は限定 され てい るため,一 定の対価 を求 める事業型 の活動 の割合が増 えてきてい

る.こ うした状況は,後 に見るよ うに政府施策の方向か らも,大 きな影響 を受 けている.

確実に言 えることは,今 日の非営利セクターを,政 府セ クター との関係 を抜 きに理解す

ることは,非 常に困難だ とい うことである,非 営利セ クターは,政 府セクター とも営利セ

クター とも異なる独立 した立場で,社 会的使命感 を持 ち,公 益を担 うための活動 を行 う存

在 と理解 されてい る。また非営利セ クターが,政 府セクターや営利セ クター と異 なる点は,

ボランティアの参加 があることと,ア ドボカシー機能,エ ンパ ワーメン ト機能 である とさ

れてい る.し か し,今 日の非営利セ クターの実像 を経済活動面か ら見 ると,収 入の大半 を

政府 と商業活動か ら得てお り,現 代 の非営利セクター とは,政 府セ クターか らも営利セ ク

ター とも近接 した存在であることは疑 う余地が無い.こ とに非営利セクター と政府 セクタ

ーは,共 に公益 を目的 とした活動 を行 う点で共通 していることか ら,政 府セクター との協

働 関係や相互に及ぼす影響 を理解す ることは,非 常に重要である,

以下では,こ うした非営利セ クター と政府セクター の相互 関係,あ るいは非営利 セクタ

ー と政府政策 の関係 が構築 されてきた経緯 とその課題 について議論 を進 めることに したい .

19Boris(1999)
,SteuerleandHodgkinson(1999)な ど.
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4非 営 利セク ター と政府 セ クター のパー トナー シ ップ

4.1パ ー トナ ー シ ップの拡 大

4.1.1福 祉国家の確立 と非営利セクターの拡大

第二次世界大戦後,先 進諸国では,高 度成長や都市化 の進展 に伴い,核 家族化や コミュ

ニティの崩壊が進み,家 族や近隣による助 け合いの仕組みが機能 しな くな り,社 会全体っ

ま り国家 による,様 々な支 え合いの仕組みが求め られ るよ うになってきた.こ うした社会

ニーズに応えて,政 府は福祉,医 療,教 育 などの機能を拡大 し,い わゆる福祉 国家化 を進

めてきたが,こ の動 き と同調 して非営利セ クターも拡大 して きた.非 営利セクターが,経

済社会において注 目を集めるよ うになった大 きな理 由は,政 府 が福祉国家化を進 めてきた

過程で,非 営利組織が政府 の重要なパー トナー と位置付 けられ てきた ことにある20.非 営

利セ クター と政府セクターは,元 来同 じよ うな公益的活動 を志向 しているため,営 利セ ク

ター とは異なる補助や助成,あ るいは税制上の優遇 を政府 か ら受 けることが多 く,協 調 し

やすい関係がある.こ のよ うな協調 関係のなかで,政 府 セクター と非営利セ クターは共 に

拡大 してきた.

例えばアメ リカでは,1930年 代までは政府 による福祉 はほ とん ど存在せず,民 間の慈

善組織が,福 祉 の中心的な担い手であった。 しか し,大 恐慌時代を挟んで,資 本 主義社会

の発展期 に見 られた深刻な貧困問題 を,自 助努力や民間ベースの助 け合いのみで解決す る

ことは,不 可能 であることが明 らかにな り,政 府 による福祉への取 り組みが徐々に進んで

きた.そ して1960年 代以降,政 府が,福 祉,教 育をは じめ とす る様 々な分野 に,積 極 的

に守備範囲を広げたことか ら,非 営利セ クター は大きな変貌 を遂げてきた.福 祉分野にお

いては,対 象者 が貧困者 のみでな く児童や支援 の必要 な家族,高 齢者,不 良少年な どに広

が り,内 容 も医療や リハ ビリ,職 業訓練 などを含 めて拡大 していった.そ の過程で政府 は

非営利組織 とのパー トナー シップを強調 し始め,具 体的には,1960年 代か ら公的な社会サ

ー ビスの供給者 である州政府や地方政府 が,非 営利組織か らのサー ビス購入 によ り社会サ

ー ビスのニーズの増加に対応す ることが増 え,連 邦政府 の州政府や地方政府 に対す る補助

制度 も,こ うした動 きを奨励 した21.ま た公 的保健医療制度である,メ ディケアやメデ ィ

ケイ ド22が拡大 してきた ことに伴い23,サ ー ビス提供者 として非営利組織 にも参入 の道が

20Kramer(1981
,1987)な ど.

211967年 のSocialSecurityAct修 正法 に よ り社 会 サー ビス の非 営利 組織 に対す るマ ッチ ン

グ ・グラ ン トが増加 し,1974年 のSocialSecurityActXXも り、N政府 や地 方 政府 が 非営 利組 織

か らの サー ビス購 入 を増や す 契機 とな った(Lynn(2002),Kramer(1987)),
22メ デ ィケ ア(Medicare)は 高齢 者 向 け の国 民健 康保 険

,メ デ ィケ イ ド(Medicaid)は 主 に貧

困者 向 け の保健 医療制 度 で あ る(藤 田2002).
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開かれた ことか ら,福 祉分野の非営利 セクターは大き く成長 してきた24.

こ うした状況 は,ア メ リカのみではな く,ヨ ー ロッパの先進諸国や発展途上国において

も同様で,各 国の非営利セ クターが拡 大 してきた背景 には,共 通 して政府セ クターの拡大

があった ことが,昨 今 の複数の国での非営利セ クター研究 か ら,明 らかにされている25.

日本 においても,第 二次世界大戦前までは,政 府 による福祉政策は非常に限定 されてお

り,民 間の慈善活動は一部に存在 していた ものの,家 族や近隣の助け合いが基本 とされ て

いた.し か し戦後,憲 法上に,政 府 が国家責任 として社会福祉 を担 うことが明言 され,ま

た政府 の福祉政策が,徐 々に拡充 してきた過程で,福 祉 の非営利セ クターは拡大 してきた,

ただ 日本 の場合,国 家責任 としての社会福祉 を委ね る先 として,特 別 な公益 を担 う民間組

織である社会福祉法人制度 が設 けられ,政 府の代理人 として公的福祉サービスを供給 して

きた.こ うした政府 と密着 した民間活動が,非 営利セ クター として捉 えられる ことはほと

んどなかったが,政 府の関与が非常 に大きな非営利セ クター として,そ の数や規模 が拡充

してきたとい うことは,ま ぎれ もない事実である.

4.1.2パ ー トナー シップの発見一サー ビス提供者 と資金提供者の相互依存関係 一

1970年 代以降の非営利 セクターへ の関心の高ま りは,「 福祉 国家の危機」 を背景 とした

ものであった.1970年 代のオイルシ ョックに端を発す る世界的な景気後退のなかで,肥 大

化 した福祉 国家の非効率性が大 きな社会問題 とな り,政 府セ クターのス リム化が至上命題

とな り,政 府 を効率化す る手段 として,民 間の非営利セ クター利用への関心が高まった26.

一連の福祉国家体制 の見直 しで
,ま ず考え られ たのは,政 府福祉支出の縮小であった.

その急先鋒 となったアメ リカの レーガン政権,イ ギ リスのサ ッチ ャー政権は,国 家による

福祉が人 々の 自立心を阻んできた ことを批判 し,こ れ まで政府 に委ね られてきた様 々な問

題 の解決手段を人々の手に取 り戻 し,人 々が 自発的に問題解決 に取 り組む ことによ り,真

に豊かな社会 が実現できる と主張 した.言 い換 えるなら,小 さな政府 を実現するためには,

近隣や ボランテ ィアによる民間べ一 スの助 け合 いである,非 営利 セクターを活用す ること

が有効 で,こ れ らが政府 の福祉 を代替することを期待 した.

しか し,こ うした見解 に対 して,非 営利セ クター は,政 府セクターを代替す るだけの存

在ではなく,政 府 と非営利組織 の間 には相互依存関係 があ り,非 営利セ クターが発展 して

きた過程では,政 府セクター との様々なパー トナー シップが,大 きな役割 を果た してきた

23AbramsonandSalamon(1999)に よ る と1980年 か ら1997年 の 間 に非 営利組 織 に対 す る連 邦

支 出 は60%増 加 した が,こ れ は メデ ィケ ア,メ デ ィケイ ド,所 得補 助 が大 幅 に増加 したた

め で,そ の他 の分 野 で は減少 して い る.そ れ 以前 の動 向 はSalamon(1992)に 詳 しい.
24Kramer(1987)

,Salamon(1987,2002),Smith(2002)な ど
25Salamon(1999)

26福 祉 の非 営利 セ クター の拡 大 には
,こ の ほか 地方 分権,施 設介 護 か ら在 宅介護 へ の流れ,

利 用者 の選択 権 や 消費 者権 を重視 す る動 きな どが後押 し とな った.
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こと を主 張 した のが,Kramer(1981,1987),Salamon(1987,1995),Gidronetal(1992)な

どで ある27.こ れ らの議 論 は,ア メ リカや ヨー ロ ッパ 諸 国 で は1960年 代以 降,政 府 が 医療

福 祉 政策 や 教 育政 策 を拡充 して き たな かで,非 営 利組 織 とのパ ー トナー シ ップ を深 めて き

た こ とが,非 営 利 セ ク ター の成 長 に繋 が っ て い る こ とを改 めて 強 調 した.彼 らは ま た,

Weisbrodの 「公 共財 論 」やHansmannの 「契 約 の失敗 論 」の非 営利 セ ク ター 論 で は,サ ー

ビス提 供 面 にお ける政 府 セ ク ター との代替 性 のみ しか 考 慮 され て い ない こ とを指 摘 し,両

者 の 間 には政 府 が 資金 提 供者 とな り,非 営利 組 織 がサ ー ビス提供 主体 とな る とい うパー ト

ナ ー シ ップ が存 在 す る こ とに注 意 を喚起 した.

一 連 の議 論 の な か で は
,歴 史的 に 見 て もア メ リカ,イ ギ リス をは じめ様 々 な国 で,様 々

な社 会 サー ビス が,政 府 とボ ラン タ リー 組織 の協 力 的 な 関係 のな か で,提 供 され て きた こ

とも示 され た.例 え ば1930年 代 ま で のア メ リカで は,民 間 の慈 善組 織 を中 心 に社 会 サ ー

ビス が提 供 され,政 府 の 関与 はほ とん ど無 か った と説 明 され る こ とが多 い が,私 立大 学 の

設 立や 運 営,ま た慈 善 団 体 の運 営 に は,18世 紀 か ら政府 か らか な りの資金援 助 が あった と

い う歴 史 が あ り,19世 紀 頃 の慈 善組 織 には,収 入 の過 半 を政 府 か ら得 て いた 例 もあ る とさ

れ て い る.ま た イ ギ リスで は,20世 紀 の初 め にWebb夫 妻 が,政 府 が最低 限 の社 会 サー ビ

ス を保 障 し,ボ ラン タ リー組 織 が補 充(supplement)す る とい う 「継 ぎ足 し梯子(Extension

Ladder)論 」 を提 示 し,政 府 とボ ラン タ リー 組 織 のパ ー トナー シ ップ論 と して,広 く受 け

入 れ られ てい た,こ の 精神 は1978年 の 『ウォル フ ェ ンデ ン報 告(Wol免ndenReport)』28

で も強調 され て い る.こ うした こ とか ら,非 営利 セ クター と政 府 セ クター のパ ー トナ ー シ

ップ は長 い歴 史 に基 づ い た もの で あ る と も主 張 され た29.

この よ うな非 営 利 セ クター と政府 セ ク ター のパ ー トナ ー シ ップ の形 態 は,政 府 の位 置 付

けや市 場 経済 の状況 の ほか,宗 教 の影 響 の大 き さ,法 制度,あ るい は中央 集権 的か分 権 的

か とい う要 因 に よ り,異 な っ てい る.ま た 中央 政府 か地 方政 府 とい う政府 の レベ ル によ っ

て も,非 営利 セ ク ター と政 府 の 関係 は異 な り,ま た サー ビス提供 か ア ドボ カ シー活 動 か と

い う機 能 に よって も,非 営 利 セ ク ター と政府 の 関係 は異 な る.し か し,上 記 で調査 対象 と

な った 国 で は,共 通 に,政 府 が 資金 提供 者 とな り非 営利 セ ク ターが サー ビス提 供 者 とな る,

パ ブ リック ・プ ライ ベ ー ト ・パ ー トナ ー シ ップ が存 在す る こ とが示 され てい る.

Salamon(1987,1995)に よ る と,拡 大 す る一 途 の社 会 ニ ー ズ に対応 す るた め,ア メ リカ で

は,政 府 が 民間 の 営利 ・非営 利 セ ク ター に多 くの事 業 実施 を委 ね,規 制 や 税制 優 遇 な どの

27同 様 の指 摘 はJames(1987)で もな され てお り,非 営 利組 織 は政 府 に比べ て,消 費 者 の選 好

や ニ ー ズ に きめ こま か く対応 で き,効 率 的 に低 コス トで活動 で きる利 点 は認 めつ つ,非 営

利 組織 の最 大 の寄 付者 が政府 で あ り,政 府 と非 営 利組 織 はサー ビス提 供 にお い て は代替 的

で あ るが,資 金 面 で は補 完 的 で あ る こ とを十分 理 解す る こ とが必 要 と して い る.
28Wol免nden(1978)The釦 加reofvoluntaWorganizations:repo丘oftheWo1免ndenCo㎜i賃ee .

29但 しSmith(1999)は こ うした政府 の 非営 利 セ ク ター へ の資金 提 供 は一 般 的 な もの では な
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手法を多用す ることで,政 府支出を抑制 しつつ,社 会全体 に対す る影響 を拡大 させて,「 第

三者政府(ThirdPartyGovernment)」 化 してきた30.一 方,非 営利セクターでは,細 分

化 され た困難 な課題 を扱 う活動 が増 え,様 々な専門家の関与や継続的な事業実施のために,

安定的な組織 が必要 になってきたことか ら,政 府か らの支援 をより多 く必要 とす るように

なった.こ のため非営利組織 と政府のパー トナーシ ップは,非 営利組織 と政府 の双方 にメ

リッ トがある関係 として拡大 し,相 互依存関係が深 まってきた.同 様にKramer(1987)も,

アメ リカの福祉の歴史は,言 わば政府セ クター とボランタ リー ・セ クター の責任分担 を巡

る歴史であ り,政 府は安価で効率的にサー ビスを提供す るためにボランタ リー組織 とのパ

ー トナーシ ップを望み
,こ うした関係 は,政 府 とボランタ リー組織の相互の利益になると

考え られることが多い としている,

イギ リスでは,20世 紀の前半頃か ら,福 祉 をボランタ リーな慈善活 動に頼 ることの限

界が明 らかにな り,次 第 に政府の福祉への関与が深ま り,第 二次世界大戦後,世 界 に先駆

けて,福 祉国家体制が確立 された.し か し1970年 代以降,肥 大化 し非効率が 目立ってき

た福祉国家体制は,大 幅 な見直 しを迫 られ,公 共的事業の民営化が大胆 に進 め られ ること

となった.こ の政策の方向転換 のなかで,福 祉の多元化(pluralism)が 唱え られ,ボ ランタ

リー組織 の役割 が,再 認識 され始めた.政 府 は社会サー ビスのボランタ リー組織へ の支援

を増やす と共に,公 的社会サー ビスの提供者 として,ボ ランタ リー組織 を位置付け,サ ー

ビス購入 を拡大 してきた.こ うした状況が,社 会サー ビスのボランタ リー組織の数や規模

を拡大 させてきた(Taylor1992).1970年 代まで,ボ ランタ リー組織 は,衰 退 しつつある

ことが問題視 されていたが,1980年 代以降は,肥 大化 した福祉国家 を代替す る存在 として

非営利 セクター の役割 に注 目が集 ま り,政 府 の福祉政策 と連動 しなが ら拡充 してきた.

1990年 代以降は,公 共的事業の効率化 の切 り札 として,公 共的事業の外部化 に伴 う契約の

相 手先 として,非 営利セ クターに大 きな注 目が集 まってきた(Kramer1990).

また1970年 代以降 のイギ リスでは,公 的サー ビスに欠 けている柔軟性やニーズへの即

応性 を補 う点で,ボ ランティア活動 に期待が高ま り,こ うしたなかか ら,伝 統的に中産階

級 によって担われてきた慈善団体や フィランソロピーに変わ り,社 会運動 の性格 を持つ新

しいタイプの非営利団体 も登場 してきた.地 方 自治体 の福祉サー ビスがボランテ ィアの積

極的な活用を進 めるなかで,市 民の自発性 に頼 る活動 を,長 期の在宅ケア体制に組み込む

ために,有 償活動を前提 としたボランテ ィア活動の組織化 も進み,全 国的に展 開された近

隣ケア事業な どで広 まっていった.こ れ らの事業の実施主体は,行 政主体,ボ ランタ リー

団体主体,住 民 グループ主体な ど様々で,そ の理念 も 「ボランタ リー ・サー ビス」のみで

く,か な り限定 され た ケー ス で あ る と して い る.
30一方

,第 三者 政 府(ThirdPartyGovemment)で は,政 府 の コン トロー ル が直 接 執行 の場 合

に比べ て非 常 に困難 で あ る こ とも指摘 され,第 三者 に公 共 的 事業 を委 ね る こ との 非効 率性

も指摘 され てい る.
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なく,「 相互扶助」 「地域社会開発 」「地域密 着型サー ビス提供」な ど多様であった.こ うし

た幅広いボ ランテ ィア活動の広が りが,中 産階級 の階級分化的な従来型 のボ ランテ ィア活

動の限界 を克服 し,現 代の地域社会に即 した新 しい福祉活動への市民参加 を促 してきた と

評価 され ている.ま た これに類似 した状況は,オ ランダ,ド イ ツな どで も共通 に見 られ る

とされている(武 川(1996),平 岡(1996)),

ドイ ツにおいて も,非 営利セ クター は政府の福祉政策の実践者 として,ま た重要なパー

トナー として成長 してきた.ド イ ツでは,国 家の正当性 に対す る疑念 と教会 の勢力が拡大

するなかで,補 完性の原則が法律的 に位置付け られ,政 府 と非営利組織の関係 が制度的 に

確 立 されてきた.政 府は社会福祉政策の実施にお いて,非 営利組織 に対す る特権 を与え,

非営利組織 の活動を支援 し,政 策形成 において も非営利組織の意見 を重視す ることを,制

度的に求 められている.ア メ リカにお ける非営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ

ップは,広 範 な分野 で存在す るが,単 一の原則に基づ く関係 はな く,各 々の事業 ごとに緩

やかな関係 が形成 されているのと比較す ると,ド イツのパー トナー シップは,制 度的に確

保 された形態 であると言われ てい る(SalamonandAnheier(1998),AIlheier(1992))31.

イタ リアや フランスな どで も,こ うした非営利セ クター と政府セ クター のパー トナーシ

ップが同様 に存在 し,中 央政府 と非営利セクターの関係 は 目立たない一方で,地 方政府 と

非 営 利 セ ク タ ー の 関 係 は 強 ま っ て き た と さ れ て い る(Pasquinelli(1992),

Mizrahi・Tchernonog(1992)).

日本 のパー トナーシ ップについては,非 営利セ クター と政府セ クターの関係が制度的に

規定 されてい る点で,ド イ ツと共通す る面 もある.た だ し国家に対峙す る国民 の態度 が両

国では大き く異な り,ド イ ツでは教会 と国家の対立か ら地方分権が確立 してきた歴 史を背

景に,非 営利セクターは政府 セクターか ら独立性 を確保 しているのに対 し,日 本 の場合 は,

非営利セ クターが政府の厳 しい規制 と監督の下で しか活動 できず,政 府 の関与が非営利セ

クター に厳 しい制約 を与え,弱 体化 を招いている と評価 されている(Salamon1999)32.

4.1.3パ ー トナ ー シ ップ と非営 利 セ ク ター ・政 府 セ ク ター の ウ ィン ・ウ ィ ン関 係

Gidronetal(1992),SalamonandAnheier(1998)に よ る と,ヒ ュー マ ン ・サ ー ビス の提

供 形 態 にお ける政府 セ ク ター と非 営利 セ クター の 関係 は,① 政府 独 占(資 金 ・供給)型,

② 非 営利 セ クター 独 占(資 金 ・供 給)型,③ 政 府 と非 営利 組 織 が 異 な るサー ビス を提 供 す

31ド イ ツでは
,一 部の非営利組織の立場 は制度的 に保障 されていることか ら安定 している

が,そ うでない非営利組織の参入障壁 は高 く,こ うした非営利セ クターの安定性が,顧 客

のニーズに敏感 でない行動 に結びつ く可能性 も,指 摘 されている.
32政 府 の関与が非営利セクターを弱体化 させているのは

,国 際的 に見て 日本 だけとい う見

解が示 されてい る.
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る連立型,④ 協働 一政府が資金提供 し非営利組織がサー ビス供給す る協働型に,分 けられ

る.④ の協働型 はさらに,非 営利組織が単なるエイジェン トである業者(Vbnder)型 と,非

営利組織 に複雑 な仕事 が委託 され,非 営利組織 に裁 量が あるパー トナー(Partner)型 に分 け

られ る.① の代表 は北欧諸国であ り,② は1930年 代 よ り前 のアメ リカ,③ は1950年 代 よ

り前 のイギ リスなどと考 えられ,④ のパー トナー シップは,1970年 代か ら1980年 代にか

けて欧米諸国で増 えてきた関係 である.こ のなかで今 日最 も注 目され,市 民社会 において

重要 な関係は,非 営利セ クターが一定の裁量 を持 ち独 自の役割 を果 たす可能性 が高い,④

の非営利セ クター と政府セ クターがパー トナー として協働す る関係 である.

非営利セクター と政府セ クターは,公 益的な活動 を行 う点で共通 してい るため,協 調 し

た り,影 響 しあった りす る存在であるが,非 営利セ クターは,ボ ランテ ィアの参加がある

こと,ア ドボカシー機能 を有す ること,エ ンパ ワーメン ト機能 を有す るとい う点で,政 府

セクター と異なる.非 営利 セクターの存在意義は,政 府セ クター とも営利セ クター とも異

なる民間の立場 で,独 自の社会的使命感 に基づ く活動 を行 うことにある.政 府セクターが,

拡大す る社会ニーズに対応す るために,非 営利セ クター とのパー トナーシ ップを深めてき

たのは,自 らの官僚性や非効率性 とい う弱点 を克服す るために,政 府 とは異なる,柔 軟で

多様 な非営利セクターの長所 に着 目したためである.政 府セクターは,非 営利セ クター と

の協働 により,機 動的なサー ビス提供 を可能 にし,組 織 の肥大化 を免れることがで きる.

一方
,非 営利組織 は,小 回 りがきき,柔 軟 なサー ビスが提供 可能な性質を有するが,慢 性

的に資金不足 とな りがちであるため,政 府資金が導入 され ることに より活動 を安定化す る

ことができる.こ のよ うに非営利セクター と政府セ クターのパー トナーシ ップは,両 者 に

利益のある,い わゆるウィン ・ウィン関係 と考え られ ることが多い.そ して,両 者の欠陥

を補い,非 営利セ クターの長所を社会全体に生か してい くためには,④ に示 されるよ うな,

非営利セクターの柔軟 な活動 が確保 され,非 営利セ クター に一定の裁量が持た され るパー

トナーシップを築いてい くことが,不 可欠 であることは言 うまでも無い.

しか し,政 府 の非営利セクターへ の関与の拡大は,非 営利セ クターの拡充に貢献 してき

た一方で,非 営利セ クターの活動 に,様 々な負の影響 も及ぼ している.ま ず考え られるの

は,非 営利セ クターに政府資金の導入が増 えることに よ り,非 営利セ クターの 自律性 が損

なわれ,官 僚化 してい くとい うことである.例 えばJames(1987)は,非 営利組織 は政府 と

の関係 を深 めるなかで,組 織基盤 を拡充 し,専 門的なスタ ッフを擁す る大規模 な組織に成

長す ると同時 に,政 治力を増強 し,政 府の支援を さらに増やす例が多い としている.ま た

非営利組織へ の政府補助 は,事 業内容 の基 準化や規制が伴 うことか ら,非 営利組織では運

営 コス トが増加 し自律性 が徐 々に失われ,次 第に政府の補助な しには成立 しえない準公共

的な団体になるとい う傾 向があ り,こ うした状況は世界的なもの と論 じている.ま た1970

年代以降アメ リカにおいては,政 府 の機能 の拡大が,地 域のボランタ リー団体を弱体化 さ

せているとい う議論が,盛 んにな された時期 もあった(Smith1999),
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これ に対 してKramer(1981,1987)は,ア メ リカ,イ ギ リス,オ ランダな どでの調査研究

か ら,政 府資金 の導入 が非営利セ クターの 自律性 を阻害する程度は,予 想 され るほ ど大 き

なものではない としている.ま たSalamon(1987)は,政 府資金の導入に伴い,非 営利 セク

ターの事業 には,政 府 と同様のアカ ウンタビリテ ィの確保が求 められ,正 確な会計処理,

サー ビス水準の確保,均 等雇用や障害者への配慮な ど煩雑な ことが増 えるが,こ れ らは対

応 可能な問題であるとしてい る.そ して近年 の福祉,医 療,教 育の分野では,サ ー ビス水

準を確保す るために,管 理運営や職業的専門性 についての基準や規制 が設け られ ることが

一般的で
,政 府 の監督や規制は政府の関連す る事業のみ に伴 うわけではない こと,さ らに

資金提供者 か ら活動内容 に制約がかか るとい う点では,政 府 も民間の大 口寄付者や助成団

体 も同 じであることに,注 意 を喚起 している,ま た政府資金の導入に より非営利セ クター

の活動 が安定 し,本 来の事業 を強化 した とい う調査結果や,政 府資金の導入 に伴 う活動内

容の条件が,非 営利セクターの活動を多様化 させ る効果がある事例 を紹介 している.Smith

andLipsky(1993)に よると,1960年 頃アメ リカでは,政 府資金 には規制がほ とん ど無か

った.し か し,政 府資金の規模が拡大す るに伴い,対 象者 となる非営利組織の活動 にアカ

ウンタ ビリティが求め られ,組 織体制や事業運営に様々な規制や監督が行われ,サ ー ビス

提供の対象者 が指名 され ることもあった.た だ1960年 代か ら70年 代にかけて,政 府 は非

営利セクターへ の資金提供 を増や したものの,非 営利セ クターの活動 に大きな変化 は起き

なかった としている.

またSalamon(1999)は,様 々な国での調査結果 か ら,非 営利セ クターの拡大は,先 進 国

や発展途上国 を含 めた世界的な傾向であ り,こ の拡大 には政府機能 の拡大が大きな影響 を

与えてい るとした上で,非 営利セ クター に対す る政府 の関与は,非 営利セクターの 自律性

を阻み,政 府依存 を強める とい うリスクよ り,非 営利セ クター の規模 を拡大 させ るプラス

の貢献の方が大きい と評価 している.例 えばイギ リスでは,非 営利セ クター と地方政府の

契約 が増 えることで,非 営利組織 の活動 目的が明確化 し,運 営体制が強化 され るな どメ リ

ッ トが生 じていることも,紹 介 されている33.非 営利セ クターのア ドボカシー活動 も,政

府資金が増加す ることにより,特 に減っていない としている.

4.2パ ー トナー シップの理想 と現実 一市場化す る政府セクター一

4.2.1市 場化す る政府一補助か ら契約そ して第三者支払いヘー

このよ うにパー トナーシ ップ論者か らは,非 営利セ クター と政府セクターの関係の深化

を,積 極的 に評価す る議論が少 なくない.し か し,政 府 資金 の拡大が もた らす非営利セ ク

33Taylor(1997).
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ターへの影響の評価 については,さ ま ざまな賛否がある.今 日では政府 が非営利活動の市

場化 を進めてきたことが,非 営利セ クターの存在意義 を脅か しつつ あるとい う見方が,確

実に強まっている.言 い換 える と,政府 が官僚性や非効率性 を克服す るための手段 として,

公共的事業 に競争原理 を積極的に導入 してきたことが,非 営利セ クター の事業活動 に大き

な変化を もた らし,結 果 として非営利セ クターの独 自性 を奪いつつある とい う危惧 が広ま

っている.

福祉国家体制 の危機 が叫ばれ るなか,イ ギ リスのサ ッチャー政権の福祉国家見直 しは,

市場原理の導入 を中心 に推 し進 められ,非 営利セ クター と政府セ クターの関係 は,補 助 か

ら契約 によることが,主 流 になってい った.政 府 は国民 の自立支援 を奨励 し,国 家 による

福祉 は最後の手段 と位置付 けて,ボ ランタ リー組織に代表 され る自らの助 け合いを第一 と

した ことか ら,ボ ランタ リー組織 の重要性が増 し,そ のための政府資金 も増加 した34.し

か し政府 資金はボランタ リー組織への助成か ら,契 約 によるサー ビス購入へ と変化 し,そ

の獲得のために競争原理が適用 され るようになっていった .こ うした動 きにっいて,当 初

ボランタリー組織は,契 約 に基づ くサー ビス購入 の方が従来のパ ターナ リステ ィックな政

府 の補助や助成 よ りも,対 等な関係 を保つ上で望ま しい として歓迎 した,し か し厳 しい市

場競争に巻 き込 まれ てい くなかで,ボ ランタ リー組織が,政 府 との契約獲得のために多大

なエネル ギーを費や し,本 来 のア ドボカシー活動や慈善活動に割 くための余力が減少 して

きた ことが明 らかになってきた.ボ ランタ リー組織では,市 場競争 を勝 ち抜 くことが先決

とな り,本 来の革新性,多 様性,柔 軟性 を発揮 し,消 費者ニーズに対応す ることが困難に

なってきた上 に,競 争による契約獲得方式は,ボ ランタ リー組織 の継続的な活動 を不安定

にし,組 織 の官僚化 を進 めることになった.政 府の影響は,権 威 によるボランタ リー組織

に対す る規制や監督 とい う形ではなく,契 約者 としての政府 の方針 とい う形で,1980年 代

以降のボランタ リー組織 の独 立性や本来の活動 に大 きな影響 を及 ぼすよ うになってい る.

同様 にKramer(1990,1994)も,政 府の規制 と監督が,非 営利組織の行動のイ ンセ ンテ ィブ

に大 きく影響 していることを指摘 してい る.

アメ リカにおける福祉国家の見直 しでは,レ ーガン政権によ り民間の ヒューマ ン ・サー

ビス団体への補助の削減 が行われ35,政 府資金 の利 用には次第 に営利事業のよ うな運営 と

成果が要求 され るよ うにな り,非 営利セクターは,厳 しい競争環境 にさらされ ることとな

34Ta
ylor(1992)に よる と,サ ッチ ャー 政権 の1期 か ら2期 の 問 に,ボ ラン タ リー組 織 のた め

の政 府 資金 は2倍 に増 加 した.し か し1986年 以 降 は ほ とん ど増加 してい ない .以 下 のイ ギ

リス の状 況 も同著 に よる.
35レ ー ガ ン政権 時 代 に政 府補 助 金 は パー トナ ー シ ップを崩 壊 した こ とを理 由 に20%削 減

され,民 間の ヒューマ ンサ ー ビス 団 体 の収入 は1980年 まで に40%減 少 した.Sal㎜on1997).

1977年 度 か ら1982年 度 の間 に政 府 の社 会 サー ビス支 出 は23%削 減 され た(Salamon1992) .

レー ガ ン政権 の連 邦 政府 支 出 につ い ては他 にSalamonandAbramson(1982)な ど ,
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った(Lynn(2002),Alexanderetal(1999))36.1960年 代のアメ リカにお ける非営利組織

への政府資金の提供は継続的な ものであったが,政 府 か ら非営利セクターへ の資金提供が,

補助や助成 か ら期間限定の契約重視 になってきた ことで,非 営利組織の立場は不安定にな

ってきた.近 年では,契 約や第三者支払いが増 え,ま た政府の保健 医療サー ビスの支払体

系 を制限的な ものに したマネ ジ ドケアの導入 によ り,非 営利セ クターの政府資金 の獲得や

政治状況 は,一 層不安 定な ものになってきている(Smith1999).

ただ公的保健医療制度であるメデ ィケアや メデ ィケイ ドの拡大な どにより,長 期的 に見

る と,政府 の社会サー ビス支 出は増加 し続 けたため,多 くの社会サー ビスの非営利組織 は,

政策 の変化 に対応 して事業 内容 を変化 させ,政 府 か らの資金獲得 の枠を広 げてきた(Smith

2002)37.し か し近年では,政 府の社会サー ビスや教育 に対す る公的支援が,非 営利セクタ

ーへの補助やサー ビス購入 とい う形か ら,バ ウチ ャー制の導入や 医療費の払い戻 し制な ど

に変わ り,生 産者サイ ドへの支援か ら消費者 サイ ドへの支援 に変化 しつつあ り,市 場競争

はますます激 しくなってきている(Salamol12002).特 にマネ ジ ドケアの導入 によ り,メ

デ ィケイ ドなどの医療保険 の料金払い戻 し額に制限が設 け られ,非 営利組織 が超過利潤 を

得 ることが困難になってきたことが,非 営利セ クターが本来の活動である慈善的なサー ビ

スや,コ ミュニテ ィサー ビスを実施す る余裕 を奪っている.非 営利組織 は,商 業活動 の超

過利潤 によ り,本 来活動 に内部補助す る とい う行動 をとることが知 られているが38,競 争

環境 の激化は,こ うした活動 を大き く制限す るよ うになっている.ま た第三者支払いの増

加やマネ ジ ドケアの導入 によ り,政 府 と非営利組織の関係は間接的なもの とな り,政 府 と

非営利組織の関係 は,複 雑化 してい る(Smith(1999),GrayandSchlesinger(2002)).

また非営利セ クター と政府 の資金的 な関係 が深ま ることが,非 営利セ クター の独 自性を

蝕む恐れ も払拭できない.非 営利組織は,政 府 との契約 を増やす こ とで,財 政的 に安定 し

専門性 を高めるとい うメ リッ トを享受 してきたが,そ の ことによ り初期 の使命感 が薄れ,

また 管理 コス トが増 大 す る とい うジ レ ンマ に 陥 っ て い る こ とが,指 摘 され てい る

(Smith1999)39.Alexanderetal(1999)は,ア メ リカでは,連 邦政府が州政府や地方政

府 に社会サー ビスの提供 を委ね,非 営利セ クターが第一 の実践者 となってきた過程 で,非

営利セクターは,補 助金や契約 な どの政府資金 のみでな く,専 門職の資格,技 術支援,訓

練,政 治的な支援や情報提供な どでも政府 に依存す るよ うにな り,そ れ が組織 の自律性 を

徐々に弱 めるこ ととな り,今 目の非営利組織の存続 は,政 府の事業方針 に合致できるか ど

36こ の改 革 は 同時 に
,州 政府 へ のブ ロ ック グラ ン ト導 入 に よ り,政 府 資金 の利用 が柔軟 化

し非 営利 セ クター の活 動 分 野 が広 が る とい うメ リッ トも伴 っ た.
37こ うした状 況 は

,社 会 サ ー ビス に隣接 す る保 健 医療(health)の 分 野 で も同様 で あ る(Gray

andSchlesinger2002).
38本 論4 .3を 参 照、.
39た だそ の影 響 は

,非 営 利組 織 の 分野,専 門性 の程 度,活 動 の起源,政 府 との関係 に よ り
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うかにかかっている と論 じている,Lynn(2002)は,政 府資金 が非営利組織に導入 され た

ことで,サ ー ビス内容が均質 にな り,必 要 な人にサー ビスが提供できる とい うメリッ トが

生まれ たが,反 面,政 府 の柔軟性 のない規制や,よ く変わ る政策の優先順位や手続 きな ど

が,非 営利組織の活動 に悪影響を及ぼ してい るとい う,二 つの側 面を指摘 している.

また政府の機能が拡大 し,非 営利セ クター とのパー トナーシ ップが広が ることは,非 営

利セ クターが独 自に担 う公益の意味を,見 えにくくしてきた.政 府 の公的保健 医療制度が

拡充 し,非 営利 セクターの役割の大部分が,政 府 のサー ビスの提供者 となってきた ことか

ら,保 健 医療分野の非営利セクターでは,独 自の慈善的なサー ビスの意味やその存在意義

が不明確 になってきたことも指摘 されている(GrayandSchlesinger(2002)40 .

このよ うに社会 サー ビスの非営利組織 は,政 府のサー ビス購入 が増加す るなかで ,政 府

との関与 を深 め,安 定的な資金を得 ることに成功 してきたが,そ のために管理 コス トが増

加 し,様 々な面で,政 府施策の影響 を受 ける度合いが増加 してきた .ま た,政 府の市場原

理の導入が進む につれ,政 府資金が医療費のよ うな料金の形 をとることが増えてきたこと

に伴 い,商 業的な活動を増加す ることが求め られ,本 来の 目的である慈善的なコミュニテ

ィの公益のための活動や,ア ドボカシー活動 などの独 自性 を発揮す ることが少な くな り41,

政府や営利組織 との差 が見えにくくな り,彼 らと同質化 し,政 治性や革新性 を失いっつあ

ることが,様 々な研究 によ り指摘 されている.

4.2.2非 営利セクターの競争環境 とその影響

先に述べた よ うにアメ リカでは,1960年 代頃か ら公的社会サー ビスを提供す る州政府

や地方政府 が,非 営利 セクターか らサー ビス購入 を行 うことが増 え,ま た公的保健 医療制

度のサー ビス提供団体 として,非 営利セクターの参入の場が増 えた.し か しこ うした非営

利活動の市場は,営 利セ クターに も同様 に開放 されたため,非 営利セ クター と営利セクタ

ーが競争す ることも増 えてきた.例 えば過去20年 の間に,子 供のデイケアや在宅ケアで

は,非 営 利 セ ク タ ー よ』り営 利 セ ク タ ー の シ ェ ア が 増 え て い る42.Grayand

Schlesinger(2002)に よると,こ うした非営利セ クター と営利セ クター のシェアの変化 は,

様 々 に異 な って い る.
40慈善 的 な医療 サー ビス と して は

,貧 困者 等 へ の医療 な どが あ るが,外 見的 に慈 善性 を判

断 しに くい例 と して,治 療 困難 な ケー スへ の対応,保 険 外診 療,医 学 研 究 な ど もあ る .
41Ly㎜(2002)は

,民 間 の慈 善活 動 は,元 々不利 な立 場 に あ る人 よ りは有利 な立場 にあ る人

を対象 に し,新 しい小 さな議 論 を呼 び そ うな 団体 よ りは,評 判 の確 立 した規模 の大 き な団

体 をサ ポー トす る傾 向が あ る と もこ と指 摘 してい る.
42Smith(2002)に よ る と1977年 か ら1997年 の 間の雇 用者 数 で み た非 営利 セ クター の シ ェア

は,子 供 のデ イ ケ ア の場 合53.9%か ら38.2%に 減 少 し,在 宅 ケ アの場 合73 .1%か ら58.3%

に減 少 して い る.そ の分 営利 セ ク ター が 増加 して い る.
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従来 の非営利セクターの理論一公共財論や情報の非対称性,利 益の非配分性 一のみでは説

明できるものではな く,そ のサー ビスが始まった時代背景,競 争環境,政 府 の政策によ り

影響 されている.福 祉 に隣接す る保健医療分野でみ ると,透 析セ ンター,リ ハ ビリ病院,

在宅医療,HMO(Healthmaintenanceorganization)な どのサー ビスでは,公 的保健医療

制度の対象 となった こと,さ らに多額の資本投下を要す る分野であることか ら,資 金獲得

が容易な営利セ クターのシェアが飛躍的に増 えた.一 方,病 院や老人ホーム,精 神病院な

どでも,医 療保 険制度の対象 となった ことが,営 利組織 の参入 を増や したが,そ の後,マ

ネジ ドケアの導入 に伴い,医 療費給付が抑制 され利潤獲得が困難 になったことか ら,営 利

セ クターの割合 は減少 してきてい る.こ れ らの分野で は,非 営利 の医療機 関への補助や営

利組織の参入要件の付与が あるな どの,非 営利セクターへの優遇策 が存在す ることか ら,

非営利セ クターのシェアは比較的安定 している.ま たホスピスの場合 は,慈 善活動 として

始ま り,非 営利組織への評価が安定 してい るため,営 利組織 の参入は少ない.こ の ように

政府施策の動向は,非 営利セ クター と営利セ クターの競争環境 の面で も,様 々な影響 を及

ぼ し,非 営利セ クター の方向性や活動内容 に影響 を与 えてい る.

4.2.3非 営利セクター と政府セクターの補完 ・代替関係の検証

こ うした政府施策が与 える非営利組織へ の影響 は,経 済学的にも分析 されている.具 体

的には,① 政府の非営利組織への支援策が非営利セ クター に与える影響 と,② 政府 と非営

利組織が同 じ分野で活動す る場合 に,両 者 は代替 関係 にあるのか,あ るいは相乗的に拡大

す る補完関係 にあるのか とい うことについて,い くつかの研究が行 われ てい る.

例 えばHansmann(1987b)は,同 じ分野で民間の営利 組織 と非営利組織 が競争す る分野

では,非 営利組織への公的補助 が,非 営利組織 のシェアを高めることを実証 している.こ

こでは病院,老 人ホーム,初 等中等教育,職 業訓練についての州別クロスセクシ ョン分析

から,政 府 の非営利組織へ の非課税措置(不 動産税,売 上税,所 得税)の 存在 が,非 営利

組織のシェアを拡大 させている結果が導かれている.ま た,政 府 と非営利組織 との補完,

代替関係 は分野 によって異な り,老 人ホーム と職業教育では補完 関係にあ り,病 院では代

替関係 にあることが示 されている.同 様にGulleyandSanterre(1993)で は,医 療機関に

おける政府,非 営利組織,営 利組織のシェア と非課税措置の関係 の分析か ら,非 営利組織

への非課税措置が,非 営利組織のシェアを伸ば してい ることが実証 され,ま た公的保健医

療制度で あるメディケアの加入率が高い地域では,非 営利組織のシェアが高 く,政 府 のシ

ェアが少 ない ことが示 されている.SchiffandWeisbrod(1993)は,州 政府 の福祉サー ビス

の外部か ら購入額が増 えることが,州 内の非営利組織 の数を増やす ことを実証 してい る.

またCordesandWesibrod(1998)は,非 営利組織 は商業活動(commercialactivity)を 行 う

ことを本 来望まないが,税 制優遇の効果が明 らかな場合には商業活動 を増やす傾 向があ り,

寄付 に占める政府資金の割合が高まることが,商 業活動 を減 らす ことを実証 してい る.
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この ように,税 制優遇や保健医療制度な どの存在が非営利セ クターを拡大 し,ま た政府

の補助や外部か らのサー ビス購入の増加が非営利 セクターを拡大す る可能性 が,こ れまで

の様 々な研究 により示唆 されている.政 府 と非営利組織 の補完 ・代替関係につ いては,分

野によ り異なるようであるが,政 策 の動向が,非 営利組織 の活動の規模や内容 に様 々な影

響を及ぼ しているのは,実 証分析か らも明 らかな ようである,

政府 の施策 が民間の寄付活動に与える影響 については,Steinberg(1993)が,寄 付 の ク

ラウ ド ・ア ウ トは存在す るが,そ の幅 は比較的小 さいこと43,ま たクラウ ド・ア ウ トとク

ラウ ド・インは,政 府支出あるいは寄付の分野,ま た連邦 ・州 レベル によ り異なることを

実証 している.例 えば,公 的扶助や初 中等教育の連邦政府支出は寄付 のクラウ ド・ア ウ ト

を起 こすが,保 健医療や高等教育の連邦政府 支出は寄付 のクラウ ド・イ ンを起 こし,福 祉

や保健医療の政府補助 は寄付 をクラウ ド・ア ウ トす るが,ボ ランティアはクラウ ド・イ ン

を起 こす とい う結果 が示 されている.ま たSchif6(1985)は 州政府 支 出,州 政府 の非現金給

付,地 方政府福祉支出は寄付のクラウ ド・イ ンを起 こす こと,Schif£(1ggo)は 福 祉 の連邦

政府支 出 は寄付 のク ラウ ド・ア ウ トを起 こす が,福 祉 の州 ・地方政府支 出 はクラ ウ ド ・

イ ンを起 こす こ とを実 証 している.SchiffandWeisbrod(1993)で は,福 祉の州政府支出

が民間寄付 と正の関係にあ り,寄 付者 は非営利セ クターが政府資金 を得 ることを高品質の

証 と考え,寄 付する可能性 を示唆 している.こ の ように政府支出の増加 による民間寄付や

ボランテ ィアに与える影響 は,分 野や政府支 出の内容に より異なるが,政 府 の活動が非営

利セクターの活動に様々な影響 を与えていることは,こ れ らの研 究か らも確認 されている.

4.3非 営 利 セ クター の 商業 化 とコ ミュニ テ ィの危 機

4.3.1商 業化する非営利セクター

非営利セ クターの活動 は,大 きく二分す ると,対 価 を求めない寄付型非営利活動活動 と,

一定の対価 を求める事業型非営利活動になる(Hansmann1987a)44
.前 者 は,社 会的に恵

まれ ない人々の生活支援や途上国支援,自 然環境保全 な どで,後 者 は,料 金 を伴 う高齢者

福祉サー ビスや学校以外の教育サー ビス,展 覧会や舞台芸術 などが考え られ る.非 営利セ

クターは,20世 紀 の後半に拡大 してきたなかで,そ の活動は,伝 統的な慈善活動か ら飛躍

的に発展 し,政 府セ クター とのパー トナーシ ップを深 め,様 々な事業活動 にも積極 的に取

り組み始 めた.今 日,非 営利セクターが取 り組む事業活動 のなかには,純 粋 な商業活動に

43過 去 の研 究及 び 自身 の 実証 結果 か ら
,1ド ル の政 府 支 出 に対 し0.5か ら35セ ン ト程

度 で あ る と してい る.
44Hansmann(1987)ineconomictheoryた だ事 業型 非 営利 活動 のな か には市 場価 格 や原 価 を下

回 る料 金設 定 が され る ものが あ り,寄 付活 動 が併 存 して い る場 合 もあ る と考 え られ る.
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近い活動 も多 く含 まれ る.こ のため今 日では,非 営利セ クター と政府セ クターや営利セク

ター とのボーダー が曖昧にな り,様 々なジレンマが生まれている.

1970年 代以降,ア メ リカの非営利セクターでは,政 府 の非営利組織へ の歳出削減や,

自立 して継続的に活動 を行 う組織 を確立す る必要性,ま た非営利組織 間の競争激化に直面

し,資 金源を増やす ことを迫 られ,商 業活動 を行 うことが増 えてきた.先 にみたとお り,

非営利セ クター に占める民間か らの寄付の割合は非常 に限定 されてお り,各 国の非営利セ

クターの収入 に占め る寄付の割合は,数%か ら多 くても20%程 度に しか過 ぎない ことも,

非営利セ クターが,事 業収入 を得 る商業活動 を増やす原因 となっている.

非営利組織の商業活動 には,本 来事業 に伴 う会費や料金な どの対価 を得 る商業活動 と,

本来事業 とは直接関係 が無いが収入源 を確保す るために行 う商業活動が ある.収 入 が見込

める商業活動 を行 う非営利組織の 目的は,組 織本来の,よ り望ま しい非営利活動に内部補

助す ることである(James(1983,1998),SchiffandWeisbrod1993).言 いかえると,非

営利組織の供給する財 には,① 好まれ る集合財(基 礎研究,貧 困者への医療,野 生生物保

護な ど),② 好まれ る私的財(高 等教育など),③ 好 まれ ない私的財(純 粋な商業活動)が

ある.そ して非営利組織は,外 部の寄付者や補助機 関あるいは非営利組織 の使命本体に与

える影響を考慮 して,こ れ らの財 を組み合 わせて供給す る(Weisbrod(1998a).例 えば非

営利組織 は,寄 付収入 が減 ると商業活動 を増や そ うとするが45,商 業活動 のデメ リッ トを

考慮 し,利 潤最大化す る点 よ りは低 い レベル で生産を行 う.同 様 にYbung(1998)も,非 営

利組織は,寄 付や補助な どの外部資金が減 ると商業活動 を増やすが,非 関連事業 よ り本来

事業か らの収入 を増やす傾 向がある とし,商 業活動の選択 においては,非 営利組織 として

の評判 を落 とさないこ と,ま た本来の使命 を重視す ることに非常に気を配 っていることを

示 している.ま た,同 じ商業活動であっても,営 利組織 と非営利組織の行動は異な り,営

利組織 が,需 要 と供給 の関係 のみで価格や供給対象者 を決 め,利 潤 の最大化 を目指すのに

対 し,非 営利組織では,高 い対価 を払 う人よ りニーズ の高い人 を優先 し,利 益幅の少ない

層 をよ り多 くカバー し,意 義のあるサー ビス提供を 目指す ことを行動原理 とす るとされて

いる(SteinbergandWeisbrod1998).

一方
,Wesibrod(1997)は,近 年の非営利組織の商業活動 は,ミ ュー ジアム ・シ ョップの

チェー ン化 のよ うな積極的なビジネスや,大 学 とスポー ツ用 品メーカーのタイア ップ広告,

大学によるコンピュー ター販売事業 など,様 々な形 で活発化 してい ることを指摘 してい る.

こ うしたなかで,病 院 によるジ ョイン ト・ベ ンチャーが トラス ト違反 として訴 え られ るケ

ースや,大 学が卒業生 に土地を売却 し,リ ー スバ ックす ることで,双 方が節税 を図 るケー

スな どか ら,営 利セ クター と非営利セ クター の境界が非常に見 えに くくな り,非 営利組織

45た だ し
,非 営利組織は収入源 に特定の選好 があるのではな く,あ る収入源 が減 る と他の

収入源 を求める行動 を取る とされ てい る.

40



に付与 された優遇策 に,疑 問を生 じさせ る事例が生 じていることを指摘 してい る.

Salamon(2002)は,今 日の非営利セ クターの危機 として,① 行動が商業化 し営利組織に

近づいて きたことによ り,非 営利組織 のアイデ ンテ ィテ ィの危機 に瀕 してい ること,② 会

費 ・料金収入への依存が強 くなった ことによ り,採 算 の合わない慈善的なケア,研 究,ア

ドボカシーなどの非営利組織の本来 目的 に関わる活動が苦慮 してい ること,③ 小 さな組織

の活動が困難になっていることなどを挙げている.こ の ように非営利セ クター が商業化へ

の傾倒 を強 めることが,非 営利セ クターのア ドボカシー機能やエ ンパ ワーメン ト機能 を失

わせつっあると言 う危惧が,様 々な研究者や関係者の間で広がっている.

4.3.2非 営利セクターの危機 と:コミュニティの危機

BackmanandSmith(2000)に よる と,非 営利 セクターの商業化 は,① 非営利組織が,

政府支出の削減 や民間寄付 の獲得競争 の激化 によ り,本 来の使命 と密接 な事業活動のみで

なく,収 益獲得 のための非 関連事業を増や してきた こと,② 政府が,非 営利組織への補助

金を,サ ー ビス購入契約やバ ウチ ャー制に変 えつつあること,ま た③民間寄付が ,伝 統的

なフィランソロピーか ら,事 業の効果 を重視す る戦略的フィランソロピーに変化 しつつあ

ることによ り,多 面的に進展 している.そ して,非 営利セ クターの商業化 は,社 会 におけ

る信頼,協 力,相 互支援の水準,い わ ゆるソーシャル ・キャピタル を向上 させ る力 を,減

少 させてい るこ とに警鐘を鳴 らしてい る.

非営利組織の商業化 は,事 業収入 を増や し経営効率を高める点で,組 織を健全化す るが,

商業主義のなかでは消費者 の個人的な欲求の満足が第一であるため,非 営利組織は,社 会

的使命 に基づ く活動 と,消 費者 の個人的欲求 を両立 させ ることが困難 になる.ま た商業化

の進行 は,非 営利組織の運営において効率性 を最優先 にし,営 利組織 との関係 を深 めてい

くため,地 域 コミュニテ ィとの関わ りが薄 くな り,主 要なステー クホルダー との親善的な

繋が りを,市 場交換 のよ うな関係 に変 えていく傾 向がある.こ のよ うに非営利セクターの

商業化は,地 域 の社会ネ ッ トワークのカを弱体化 させ,コ ミュニティの問題解決能力を,

小 さくす る傾 向がある,特 にコ ミュニティ との繋が りが重要な非営利組織 には,マ イナス

の効果 がある.こ うした観点か ら,社 会 の問題解決能力 を高め,地 域のネ ッ トワークを強

める重要な要素であると認識 され ている非営利組織 が,近 年 の商業化の進行によ り,市 民

活動 としての機 能を変化 させつつ あることが指摘 され ている,

Alexanderetal(1999)は,非 営利活動の市場化 は,非 営利組織 が,コ ミュニティの価値

を高め,協 調す る能力 を減少 させ るのみでな く,非 営利組織が民主主義の学校,つ ま り民

主主義のプロセスに自ら参加 し,議 論する機能を奪いつつ ある とする,ま た市場化の進行

によ り,コ ミュニティのニーズ よ り市場志 向にな らざるを得 ない ことか ら,非 営利セクタ

ー と政府セクター及び営利セ クターの境界が見えにくくな り
,非 営利組織 の政治的発言力
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が小 さくなる一方であることを問題視 してい る.ま た大規模 で伝統的な非営利組織は,商

業化 に適応 しっっある一方で,小 規模で コミュニテ ィ ・べ一スの組織では適応 が困難であ

り,ま た資金の減少 によ り独 自の貧 困者向けサー ビスの実施が制限 されてきた ことを指摘

している.ア ドボカシー団体においても,資 金獲得 の競争激化か ら,本 来の活動 が減少 し

てきている としてい る.

またReischandSommer£eld(2003)1ま,1996年 のア メ リカの社会福祉 改革46に よる政府

と,社 会サー ビスの非営利組織 の関係 を分析 し,政 府が就労支援重視の福祉政策 に転換す

るなかで,低 所得者 向けのサー ビスを放棄 してきたことか ら,非 営利組織 では,政 府の役

割 を補充す る(supplementary)活 動 が増 え,ア ドボカシー機 能を縮小 させていることを実

証 している.ま た福祉改革:に伴 う状況 の変化に対応 し,大 きな組織は活動 内容 を変化 させ

つつ あるのに対 し,小 規模 な組織 では十分に対応が出来ていない ことが,指 摘 されてい る.

この よ うに政府セ クターが競争原理 を積極的に導入 してきた ことが,パ ー トナーである

非営利セ クターの商業化を進 め,そ の影響 は小規模な コミュニティ ・べ一スの非営利組織

を直撃 し,コ ミュニテ ィのネ ッ トワー クを弱 め,社 会 を変革 してい くための発言力,つ ま

りア ドボカシー機能 を弱 めつつ あることが,様 々な研究者 によ り指摘 され てい る.非 営利

組織の特質のひ とつは,政 府 とは異な り小規模で地域 のニーズに柔軟 に対応 できることで

あるため,こ うした小規模な団体の活動 が困難 になることは,非 常に大 きな問題であるこ

ことは言 うまで もない.

4.4非 営利セクター と政府セクターの多重性

4.4.1非 営利セクターの制約 一ボランタ リーの失敗論一

非営利セ クターには,ボ ランテ ィアの参加 を得 る点,ア ドボカシー機能 を有す る点,エ

ンパ ワーメン ト機能 を有す る点で,政 府セ クター とも営利 目的の営利セクター とも異なる

とい う長所が認 められている.た だこれまで見てきた とお り,非 営利セクターは,政 府セ

クターや営利セ クター と全 く独立 し,存 在す るのではなく,こ の両者か ら様々な影響を受

け,活 動 内容を変化 させてきたこ とも事実である,非 営利 セクターは,他 の二大セ クター

の動 きに対 して,時 に受身であ り,時 に能動的な存在 であることを合 わせて考慮 した,非

営利セ クター と政府セ クターのパー トナー シップの議論 を進 めることが必要である.

Ben・ner(1986,1987)に よると,資 本家企業 と消費者の間に,情 報の非対称性が存在す る

場合,消 費者 が企業を直接統制す る非営利組織では,消 費者 の厚生が改善 され,同 様 に労

46「 個 人責 任 と就 労機 会 法 」(PersonalResponsibilityandWorkOppo血nityReconcileAct)に

よ り,政 府 は社会 福祉 政 策 をサー ビス供 給 か ら就 労機 会 の確 保 に シフ トした とされ る.
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働者 と企業が統合 した労働者組合 でも,資 本主義社会 では満 たされ ないニーズが満た され

る.し か し,こ うした状況が成立するのは,限 定 され た場合 であるとい うことが強調 され ,

非営利セクターの長所 が認識 されている反面,そ れは普遍的な存在ではない とされ ている.

またKramer(1987)は,ボ ランタ リー組織が,社 会サー ビスを供給する面で,政 府 よ り効

率的で効果的である保障はない とする.イ ンフォーマル な活動の小規模で柔軟性がある長

所 を評価 しつっ,安 定 した質のサー ビスを提供 できない恐れや,個 々の組織が個別 に活動

す ることによる,サ ー ビスの重複や地域的な偏 りの問題 を指摘 している.ま た,イ ンフォ

ーマル なネ ッ トワークには
,必 要な人にサー ビスが届 かない,ま たネ ッ トワー クに入れ な

い人にはサー ビスが提供 されない とい う普遍性 の面で,制 約 がある としてい る。

同様 の視点か ら,Salamaon(1987,1995)は,「 市場の失敗」や 「政府 の失敗」,あ るいは

「契約の失敗」か らボランタ リー ・セクターが説 明 され るのではなく,住 民の 自発的な活

動の集積 であるボランタ リー ・セ クターが,ま ず初 めに 「市場の失敗」 を補完す るが,ボ

ランタリー ・セ クター の活動には限界があるため,政 府 はそれを支援す ることが必要であ

るとす る 「ボランタ リーの失敗論」を提示 している.「 ボランタ リー の失敗」は,① ボラン

タ リー・セクターが提供す る集合財には,フ リーライダー の存在が不可避 であることか ら,

常に資源不足が生 じること,② 活動が特定化 しているため,幅 広い支援を得 にくい こと,

③業務 にプ ロフェッシ ョナ リズムが求め られ,事 業経費が嵩むにつれて,資 源提供者 の意

見が優先 され,貧 しい人たちのニーズが反映 されに くくなること,④ ボランタ リー ・セ ク

ターの社会 問題への対応 は,ア マチ ュア リズムに陥 りが ちなこととい う要因か ら起 こ り,

政府 はこ うした不完全な機能を行 うために,ボ ランタ リー ・セクターを支援す る必要があ

ると論 じている.

ただ,今 目の非営利 セクター と政府セ クターの関係 は,「 ボランタ リーの失敗論」で説

明 されるよ うな,単 線 の関係 のみで も,説 明 し尽 くす ことは出来ない.「 ボランタ リーの失

敗論」は,政 府 と非営利組織の関係 を包括的に再構築 した理論であるものの,政 府 と非営

利組織 の相互依存 し相互に増幅 してい く,複 雑 な過程 を全て説明 しているとは言い難 い.

非営利組織のボランタ リー性の不安定 さを補 うため,政 府はボランタ リーに始まった活

動に対 して,支 援制度を設 けた り,政 府の新 たな公共サー ビス として取 り込んだ りす るこ

とがあるが,政 府施策 の内容が,非 営利組織 の当初の 目的 と一致す るかど うかは保証の限

りではない.多 くの場合,政 府施策が実行 された後 も解決 され ない社会ニーズが残 り,一

方で,新 たな社会ニー ズが発見 されて来る.こ の隙間を埋 めるために,非 営利組織が再び

活動することが,十 分 に考え られ る.つ ま りWeisbrodの 「公共財論」は 「ボランタリー

の失敗論」によ り,政 府の支援が登場 した後でも再び成 り立つ.も ともと人々の社会ニー

ズが拡大する傾向があるなかで,政 府セ クターや非営利セクターの活動領域は,あ る意味

で一体 となって,拡 大 し続 けている,政 府セクター と非営利セ クターは,単 に公共サー ビ

スの提供者 として,代 替的 に存在するのみでなく,順 を追 って発生するものでもな く,輻
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較 し拡大 し続 ける存在である と考え られる.

4.4.2非 営利セクター と政府セクターの多重関係

Ybung(1999,2000)は,こ の ような非営利セクター と政府セクターの関係 を再整理 し,両

者 の間には,補 充(Supplementary)関 係,補 完(Complementary)関 係,敵 対(Adversary)

関係 があ り,こ の三者の位置付けが時代によ り変化 し,多 重的に存在 していると説明 して

い る.第 一の補充(Supplementary)関 係 とは,Weisbrodの 公共財論 のよ うに,非 営利組

織が,政 府 のサー ビスの不十分な部分 を補充 し,政 府セ クター と代替 関係 にあると捉 える

見方である.こ れ は,政 府が伝統的に非営利組織の活動 が多い分野に進 出す ることが,非

営利組織 の存在 を脅かす ことも説 明す る.第 二の補完(Complementary)関 係 とは,非 営

利組織が,政 府 と協調 して行 う活動で,非 営利組織がサー ビス供給 を行 い,政 府 が資金提

供す る,Salamonら のパー トナーシ ップ論に代表 され るよ うな関係 を指す.政 府 は,大 規

模な組織 を管理監督 し,直 接サー ビス提供す るよ り,外 部委託す る方が取引コス トを節約

でき,そ の委託先 として,非 営利組織 は,機 会主義的な行動 が少な く監視 コス トや交渉の

取引 コス トが安い好ま しい相手である.こ のため,補 完関係が成 立す る説 明され る47,そ

して第三に,非 営利セ クターの独 自性 を考 える上で非常に重要であるに も関わ らず,既 存

の非営利経済論 では明示的 に扱われ て こなかった関係 として,敵 対(Adversaries)関 係

を挙 げている.敵 対関係のひ とつは,ア ドボカシー機能である.基 本的 に,政 府 は多数派

を支持す るのに対 し,非 営利組織は少数派を支持 し,少 数派 のための財やサー ビスや先駆

的な事業 を行い,少 数派の問題への政府 の関心を高めるア ドボカシー活動 を行 う.こ うし

た方針の相違か ら,政 府 と非営利組織は,敵 対関係 となる構造がある.ま た政府 は,政 府

の方針 とは異な る非営利組織の活動 を制限す ることもある としてい る.

また,こ うした政府 と非営利組織 の関係 は,時 代によ り異なるとされ る.政 府 が受動的

な時代 には,非 営利組織 と政府の関係 は,補 充関係 あるいは敵対関係 とな る.非 営利組織

に刺激 され,政 府が公的サー ビスを開始す ると,非 営利組織 は補完す る機能を担 う.し か

し,政 府 が多様 なあ らゆる社会 ニーズに対応す ることは不可能 であるため,非 営利組織 と

政府の関係 は,再 び敵対,補 充,補 完す る関係 になる.時 代 により,三 つ の関係 が多重的

に入 り組んでい るとされている.

具体的には,80年 代か ら90年 代 のアメ リカの政府は受動的で,非 営利組織や ボランテ

ィアが,補 充す る関係 が強かった.同 時 に,非 営利セ クターへの政府資金が減少 し,補 完

関係 が弱 ま り,政 府は,非 営利組織や ボランティアへの期待 を高 めた一方で,非 営利組織

への課税優遇 を見直 し,政治的発言 に制限を行 うな どの敵対関係 が強 まった とされ ている.

イギ リスでは,政 府 ・非営利組織 の補完 関係 が強 まってきている.日 本 は,政 府 の非営利組

47Steinberg(1997)
,Salamon(1987),James(1986),Hansmann(1987b)
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織へ の関与が非 常に強 く,比 較対象 の4力 国48の なかで,政 府 を代替す る補充機能が最 も

強い と位置付け られている,

またGrayandSchlesinger(2002)は,非 営利組織 と政府の関係 が,時 代 によ り異なるこ

とを,非 営利組織のライフサイ クル と して説明 している.第1期 は,非 営利組織 が先駆的

な取 り組み を始 める時期,第2期 は,政 府 の取 り組みが始まるが供給量が不十分で,非 営

利組織が第1の 担 い手 となる時期,第3期 は,政 府 の制度が大半の対象者 をカバーす るな

かで,非 営利組織が,政 府 が対象外 とする者や採算の悪い患者 をカバーす る時期である.

この時期 において も,政 府 のサー ビス供給の第三者への委託が増加 し,政 府の監視が十分

に機 能 しない場合には,信 頼性や専門職 のプ ロフェッシ ョナ リズムを優先す る非営利組織

の果たす役割が,公 共の福祉 を守 る上で重要にな るとす る.特 に,非 営利組織 と政府 との

境界が見 えに くい時代においては,非営利組織 がこ うした信頼性 を確保 してい くことが,非

常 に重要であるとしている49.

4.4.3非 営利セクターの信頼性 一政府の補助 ・規制の役割一

非営利セクターが,政 府の社会サー ビスや 医療 の提供者 としての役割 を拡大 し,商 業活

動 を積極的に進め,政 府セ クターや営利セクター とのボーダー レス化が進む今 日,非 営利

セ クターの独 自性や,公 益 を担 うセクター としての信頼性が改 めて問われ てい る.非 営利

経済研究では,非 営利セ クターの公益性を確保す る要件 は利益の非配分制約 とされ,商 品

やサー ビスに情報の非対称性 がある場合,非 営利セクターは非配分制約 か ら消費者を裏切

る可能性 が低い とするHansmannの 契約の失敗論 によ り,非 営利セ クターの信頼性 の高 さ

を説 明 してきた50.し か し,非 営利セクター と他のセクター との境界が曖昧化 している昨

今,非 営利組織 の目的は,非 配分制約のみでは不十分 で,公 益的,利 他的で,善 意 に基づ

く行動面で,営 利組織 と異なることを十分に検証す る必要がある(Weisbrod1998b).ま た

今 日の非営利組織には,情 報の非対称性 を悪用 しない とい う消極的な意味でな く,積 極的

に信頼性 を示す ことが求め られている(GrayandSchlesinger2002).

こ うした信頼性 の問題 について,Wesibrod(1997,1998b)は,非 営利組織 の方が,営 利組

織 よ り,信 頼性が高い行動 をとる可能性があることを実証 している。具体的には,老 人ホ

ーム と精神病院にっいての実証結果か ら
,営 利組織では情報の非対称性 を利用 してい る可

能性があることや,老 人ホームや精神障害者施設 では,① 非営利組織の方が営利組織 より

看護 師や医師な どの専門職やボランティアが多 く,② 非営利組織の方が営利組織 よ り消費

48ア メ リカ
,イ ギ リス,イ ス ラエル,日 本

49こ の 後 の第4期 で は
,非 営利組 織 に対す る需 要 が減 り,活 動 の 量 よ りコ ミュニテ ィに も

た らす ア ウ トカ ムで非 営利 組 織 の存 在 意義 が説 明 され る と して い る.
50SteinbergandGray(1993)で は

,Hansmannの 契 約 の失 敗論 に関す る拡 張や批 判 を再 検 証 し,

非 営利 セ クター の特 質 を説 明す る理 論 と して現 在 で も支持 され る もの だ と して い る.
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者満足が高 く,③ 非営利組織 の方が営利組織 よ り利益幅が小 さく,④ 非営利組織 の方が営

利組織 より待機者率が多い ことが示 されている.ま た非営利組織の中で も,教 会系非営利

組織が,非 教会非営利組織 よ り信頼性 の高い行動 をとる傾 向が強い ことが示 されている.

一方Schlesinger(1998)は
,同 じく精神病院について,非 営利組織 と営利組織の行動の

相違 と外部環境について分析 した結果,政 府の規制が緩やかで,コ ミュニテ ィ ・グループ

の影響 も小 さい場合,非 営利組織 は,営 利組織 よ り公 益性が低 い行動を とる可能性がある

ことを示唆 している.そ して非営利組織は,常 に低 コス トで,コ ミュニテ ィ優先 のサー ビ

スを提供 しているわけではな く,状 況 に応 じて,公 益的,利 他的行動の内容が異な り,非

営利組織が安価 に望ま しいサー ビスを提供す るのは,規 制が実効 してい る場合 に成 り立つ

ことに,留 意す る必要 があるとしている.

Ybung(1999,2000)も,政 府の資金が非営利組織 に導入 され ることで,非 営利組織 と政府

の補完関係が強ま り,同 時 に,政 府の非営利組織 の事業 に対す る監督や規制 が増 えること

か ら敵対関係 も強 くな るものの,非 営利組織への信頼 を積極的に確保 してい くためには,

政府 が非営利組織 の行動を規制 し監視することが必要であるとしている.

非営利セ クター が,市 民 に支え られ る公益セ クター として成長 してい くためには,自 律

的 に信頼性 を発揮 してい くことが,最 も望 ま しい ことは言 うまでも無い,し か し近年,非

営利セクターが拡大 してきたなかで,伝 統的 な慈善団体 とは異なる,様 々な動機 を持つ非

営利組織 も増加 してきたことを考慮す る と,政府 の非営利セ クターに対す る規制や監督 は,

非営利セクター全体の信頼性を確保す るための安全弁 として機能 してい ることにも,留 意

が必要である,非 営利セ クターは,善 意 に基づ く活動 を前提 としているものの,そ の信頼

性の確保 には,政 府の規制 が一定の役割 を果たす とい う分析があることに注意 を喚起 した

い.非 営利セ クター は,公 益的な活動 を行 うとい うことを理由に,営 利セ クター とは異な

る補助や助成,あ るい は税制上の優遇 を政府か ら受 けていることが多いが,そ の条件 とし

て,活 動内容 に制約 あるいは規制が課せ られ ることが一般的である.こ うした政府 による

資金提供 と規制が非営利セクターに与 える影響は,非 営利セ クター の柔軟 な活動を制限す

るとい うマイナ ス面がある一方で,非 営利セ クターの社会 に対する信頼性 を確保す る点で

は,プ ラスに働 く可能性が ある.つ ま り,非 営利セクター と政府セ クターは,資 金 と規制

を通 じた影響の面 か ら見ても,多 重的に繋がった関係 を有 してい ると言 える.

4.4.4非 営利セクター と市民社会 一政治の失敗論 を超えて一

非営利セ クター と政府セ クターが共 に拡大 し,両 者 のパー トナーシ ップが深 まってきた

過程 で,公 共性 を巡 る議論 は複雑化 し,今 日の公 益性 は非常 に見 えに くい状況 にある.

Mansbridge(1998)は,公 共財 には,① 個人の利益は互いに相反する とい う競争性,② 愛や

義務な どの感情 に訴えることが場合 によ り民族の対立 を生む とい う危険性,③ 多数派の利

害やエ リー ト層 の都合 によ り歪みが生 じるとい う可能性があ り,公 益の判別 は非常に困難
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であることか ら,広 かれた議論によ り公益 の実態 を監視 し続 けることが必要であるとして

いる.ま たCalhoun(1998)は,単 一の公共財 を見つけることは,現 代社会 では困難であ り,

様々な相違や問題 があるコミュニテ ィにおいては,公 共財 についての議論に参加す る能力

を高めることが必要であるとしている.両 者 では,公 共性や公共財 は何か とい う問題に単

一の答えは無 く
,こ れ らにっいて様 々な議論が展開され ることが,市 民社会の形成のため

に非常に重要であることが示 されてい る.

こうした状況にっいてBrinkerhofrandBrinkerho舐2002)は ,こ れ までの政府 と非営

利組織 の関係論,つ ま り非営利組織の 「公共財論」,「契約 の失敗論」,「ボランタ リーの失

敗論」な どは,サ ー ビス提供面からみた両者 の関係論であ り,こ れ に加 えて,「 政治の失敗」

が存在す ることを提示 し,政 府セ クター と非営利 セクターのパー トナー シップにより,市

民社会 を形成 してい くためには,非 営利組織のア ドボカシー機能が必要不可欠であること

を指摘 している.そ して,今 後の非営利組織 と政府の関係論 は,役 割の相違や効率性 の優

劣 についての議論ではなく,非 営利セ クターが有する社会的な価値 を創造す るカや ソーシ

ャル ・キャピタル,ま た市民参加 とい う社会的な側面 についての議論に注 目すべきである

としてい る,

非営利セ クターのア ドボカシー機能は,公 益性 を確保 してい くために,非 営利セ クター

と政府セクターのパー トナーシ ップの歪みを補正す る装置,自 己調整機 能あるいは自浄装

置で あるとも言 える.先 に見たよ うに政府 は,多 数派 のニーズを代表 し,少 数派のニーズ

を無視 しが ちであることか ら,非 営利セクター と政府セ クターは構造的に敵対 関係 にある

が,異 なる利害 の対立 に政治的な争いが加わ ると,公 益を巡 る論争が ,公 益を離れ たパ ワ
ーゲームとなる危険性 もある

.非 営利セ クターのア ドボカシー機能は,こ うした政治的活

動に左右 されが ちな公益論争に,市 民の立場 か ら参加する役割 を担 うもので,非 営利セ ク

ター と政府セ クターのパー トナー シップを,市 民社会に とってよ り望 ましいもの としてい

くための 自己調整の機能であると言 える.

しか し,非 営利セクター と政府セ クターの関係が深 ま り,商 業化が進行す るなかで,非

営利セクターのア ドボカシー機能 が希薄 になってきたのは今まで見てきたとお りで,例 え

ばSmith(1999)は,政 府セ クター,営 利セ クター,非 営利セクターのなかで,営 利セ クタ
ーのパ ワーは安定 し

,非 営利組織の独 占分野への参入 も見 られ るのに対 し,非 営利セクタ

ーは
,社 会 からの期待 とは裏腹 に,政 府 か らの資金が制限 され,資 金源 を得 るために商業

行為 を行 うことを批判 され,ま た政治的発言 を行 うことが困難になっていることを問題視

している,ま たSalamon(1999)は,ド イ ツでは非営利セクターに対す る政府資金 の提供 と,

政策形成への参加 が法的に保障 され,ス ウェーデ ン,ド イツ,イ ギ リス,フ ランスなどの

国々でも主 目的が政治活動で無い場合 には,一 定のア ドボカシー活動 が認め られているの

に対 し,ア メ リカの非営利セクターは,他 国 と比較 して政治的活動 が厳 しく制限 されてい

ることか ら,非 営利組織 に政策決定への参加の道 が確保 され る必要性 を指摘 してい る.
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少数派 の意見を代表 する非営利セ クターは,ア ドボカシー機能 を発揮 し,政 府 の支援 を

増大 させ,自 らを拡 大 させ ることに,こ れまである程度成功 してきた.た だ,非 営利セク

ター と政府セクターの資金や制度 を通 じたパー トナーシ ップが深まることで,非 営利セ ク

ター の独 自性が見えに くくなってきた.こ のため非営利セ クターが,民 間セ クター として

の独 自性,ア ドボカシー機能やエ ンパ ワー メン ト機能 を発揮 してい くこ との重要性 が,今

日,改 めて問われてい る.政 府セ クター と非営利セ クターのパー トナー シップの拡大は,

一面で
,政 府 の権能 の及ぶ範 囲が非営利セクターの問に広がることを意 味す る.し か し,

繰 り返 し述べてきた とお り,政 府セ クターには官僚性や硬直性な どのデメ リッ トが内在す

る.こ うした時代 にあって,非 営利セ クターに求 められ る新 しいア ドボカシー機能は,政

府セ クター を,内 側か ら変化 させ るア クター として機 能す ることである.市 民社会におけ

る公益性についての議論 に参加 し,自 らの手 で新 しい公共を作 り上 げてい く重要 な手段 と

しての非営利セ クター のア ドボカシー機能に,新 しい文脈か らの期待が寄せ られてい る.

5非 営 利セク ター 政策の展 望

5.1パ ー トナー シップ政策の在 り方

行 き詰ま りを見せ る現代社会の改革の担い手 として,特 に肥大化 し硬直化 した政府セク

ター に取って代 わる存在 として,非 営利セクターに寄せ られ る期待は,高 まる一途である.

しか し,現 実の非営利セクターは,政 府セ クター とのパー トナー シップについての理解不

足 と,非 営利セ クター と政府セ クター,そ して営利セ クター とのボーダー レス化 に伴 うジ

レンマによ り厳 しい環境下にある.

ただ非営利セ クター と政府セ クターのパー トナー シ ップの成果 については,賛 否両論 が

あるものの,両 者 の関係,こ とに資金 を通 じたパー トナーシ ップが,今 後縮小 してい くと

い う見解 はほとん どない点で,一 致 している.非 営利 セクターが,今 後 も拡大 してい くた

めの鍵 となるのが,政 府セクター との関係 にあることは,疑 う余地がない.そ こで問われ

てい るのは,政 府セクターの効率化に結びつ き,か つ非営利セ クターの独 自性や特性を失

わないよ うな,パ ー トナーシ ップのあ り方である.し か し今 の ところ,様 々な理想論は展

開 されているものの,そ の具体的な処方箋は示 されていない.こ うした望ま しい非営利セ

クター と政府セクターの両者の メ リッ トを生かすパー トナーシ ップを築いてい くために,

「市場の失敗」や 「政府の失敗」 を克服す る存在 として,非 営利セ クター をある種の理想

像で語 るのみではな く,そ の実像 と限界,政 府セクターか ら大 きな影響 を受 ける存在であ

ることについての分析 が,様 々な分野で始まった とい うのが,現 段階である.

非営利セクターは政府セ クターか ら独立 し,民 間の立場で独 自の活動を行 う存在 である

が,そ れ は非営利セ クター が,政 府の政策か ら独立 していることは同義ではない。非営利
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セ クター と政府セクターのパー トナーシ ップの議論は,現 実の市場環境,政 治環境 を踏 ま

えた詳細な政策分析の上に成 り立つ ことを,十 分 に認識す る必要がある.非 営利セ クター

は,組 織 も枠組み も資金 も活動 も,い わばあらゆる面で政府セ クターの影響 を受ける存在

である.こ のことは,非 営利セ クターの政府 セクターへ の従属 を意味す るものでないが,

こうした影響下 にあることを熟知す ることな しに,両 者 の真 に望ま しいパー トナー シップ

についての議論は生 まれ ない.

先進諸国の政府 は,20世 紀以降,中 産階級の増加 と人権意識の高ま りを受け増大 して

きた社会ニーズに応 えるため,福 祉国家化 を進 めてきた.こ の歩み と平行 して,政 府セク

ターのパー トナー として,非 営利セ クター も成長 してきた,そ して福祉 国家 の危機 を背景

に,政 府セクターをス リム化 させ る手段 として,非 営利セ クターは,さ らに重要な政府セ

クターのパー トナー となってきた.一 方,政 府 が公共サー ビスの市場化を進 めるなかで,

非営利セ クターは,商 業化 に傾倒せ ざるを得 な くなって きた.こ うした ことか ら現代社会

において,非 営利セ クター は,活 動の規模や 内容 を拡充 してきた反面,政 府セクターや非

営利 セクターに接近 し,三 者のボー ダー レス化が進むなかで,独 自の存在意義を どう示 し

てい くべ きかとい う,大 きなジ レンマに直面 している,

そ して,三 者 のボーダー レス化が進むなかで,非 営利セ クターに対す る政策は,営 利セ

クター と同様 に扱 われ た り,政 府機能 を代替 させた りす る方向に傾 きつつ ある.例 えば

Weisbrod(1998b)は,政 府 の社会保障政策では民営化の議論が盛んであるが,競 争原理 に

しか関心が持たれ ていないことを問題視 し,同 じ非営利活動を行 う政府は課税権があるが,

非営利組織 にはそれがないため,公 益を担 う非営利セ クター行動特性 を理解 した政策が必

要であることを,訴 えてい る.Smith(1999)は,政 府 との契約 を増やす こ とで,初 期 の使

命感 が薄れ,ま た管理 コス トが増大するとい うジレンマに陥 っている非営利組織が,市 民

に効果的なサー ビス を提供 し,公 共の福祉 を増進 させてい くためには,非 営利組織 の健全

な 基 盤 づ く りを 実 現 す る よ うな 政 策 が 求 め られ る と し て い る.Reischand

Sommerfbld(2003)は,非 営利セ クターの本来 の機能 を発揮 させ てい くためには,1930年

代の大恐慌 の時代 に,民 間の社会サー ビス事業の脆弱 さゆえに,政 府 の機能 が拡大 してき

た とい う過程を教訓に,非 営利組織の能力の限界を見極 めた,支 援のための政策が必要で

あると指摘 している.ま た,非 営利セクター の特質 とも言 える,小 規模で地域のニーズに

柔軟 に対応できる,非 営利組織 の特質 を生かす支援体制が必要 としている.

非営利セ クターは,既 存の政府 セ クターや営利セ クター にはないカ を秘 めた存在である.

しか し,既 存の二大セ クター と比較 して,圧 倒的に制約 の多い存在でもある.非 営利セク

ター と政府セクターの関係 が,相 互依存的であ り多重的であ り,両 者の活動が様 々な面に

影響 を及 ぼ し合 っているとい うことは,こ れ まで見てきたよ うに徐 々に解 明 され,そ の問

題点が少 しずつ明らかにされ てい るが,こ うしたことについての一般の理解 は,ま だ十分

なものであるとは言 い難い.し か し,多 様化 し多元化す る社会への対応 として,こ れは決
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して望ま しいこ とではない.非 営利セ クター が政府セ クター を代替す る,パ ワフル な存在

であるとい う楽観的な図式が,非 営利セ クターの独 自性 を生 かせ る環境 を醸成 していくた

めに,超 えな くてはいけないハー ドル を見えに くくす るためである.

今 日の非営利セ クターに とって,政 府セクターは最大の資金提供者であ り,様 々な面で

両者のパー トナー シップは深 ま りつつあ り,一 面で両者 は同質化 しつっ ある.一 方,商 業

化 を積極的 に進 める非営利セクターは,営 利 セクター と類似 した活動を行 うこともある,

しか し,非 営利組織は,ボ ランタ リーな動機 に基づ く,独 自の社会的使命を持 った独 自の

活動 であ り,政 府セ クターや営利セ クター とは厳然 とした行動 の相違があ り,ま た制約 が

ある.こ うした相違 を十分 に理解 した上で,非 営利セクターが,そ の有用な独 自性 を存分

に発揮できるた めの政策 が求 められ る.

5.2非 営利セクターの新潮流一 拡大す る公益一

最後に,非 営利セ クター を巡る新 しい議論 として,公 益概念が拡大 しつつあ る潮流につ

いて,紹 介 したい.最 近では,起 業 として,社 会性 のあるベ ンチャー ・ビジネスに取 り組

も うとい う人 々が,世 界的に増 えつつ あることを背景 に,「 利益 を分配 しない こ と(NOIl

Distribution)」 と 「公益(PublicBenefit)」 の どちらが,非 営利組織の存在理由に とっ

て大切 なのかを再考す る必要があるとい う意 見が,見 られ るよ うになってきた(Ybungand

Salamon2002).ま たSalamon(2002)は,非 営利セクターの危機 を回避するためには,コ

ミュニティへの公益や本来の慈善 目的を再考す ることの必要性 を説き,非 配分制約 によ り

規定 され る非営利組織に非課税特典 を与えるのではな く,公 共 目的の活動や コミュニテ ィ

のための非営利活動 に対 して,非 課税措置を与 えることを考慮 して もよい と提案 してい る.

非営利セ クターの一つの要件 とされ る非配分制約 は,元 々アメ リカの非営利法人制度が

非課税の要件 としてい る制約 に基づ くものである.ヨ ーロッパの非営利組織は,社 会 目的

の保持や,コ ミュニテ ィや利 用者 の積極 的参加 を重視 し51,社 会的経済 に着 目す る人々は,

ヨーロ ッパで発達 してきた協働組合 の相互扶助や公共的な役割を評価 し,組 合員 に利益 を

配分(還 付)す るこ とが,非 営利性 に抵触す る とい う考 え方は採用 しない52.ア メ リカ流

の非営利セ クター と,ヨ ーロ ッパの社会的経済は同種の もの と認識 されつつ,別 々の場面

で議論 され ることが多かったが,非 営利セ クター と営利 セクターの境界が曖昧になるなか

で,頑 固なセクター論 を軽 々 と超 えた,新 しい動 きが見 えつつ ある.

私的な利益追求を直接 の 目的 としない ことと,公 共 の利益 は必ず しも常に,一 致 しない.

私的な利益の獲得 と,公 共の利益が共存す ることも十分 にあ りえる.古 くか ら大企業家 と

して名 を成 した人 々は,企 業,消 費者,社 会の全て に利益があるよ うな企業活動の重要性 を

51)ll口(1999)

52但 し
,前 述 のBen-Ner(1986)(1987)の よ う に,利 益 の 配 分 を 行 う組 合 を,非 営 利 セ ク タ ー
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述べている し,今 日の先進的企業の多 くは,社 会的責任(CorporateSocialResponsibility)

を重視 し,様 々な社会貢献を本業やその周辺分野で展開 している.

非営利セクター と営利セ クターのボー ダー レス化 は,非 営利セクターの公益性 を見えに

くくす るとい う問題 を生 じさせたが,逆 に,公 益性 の内容を問い直す とい う動きも見せつ

つある53.非 営利セクターの活動が,伝 統的な慈善活動か ら事業活動 に積極的 に取 り組む

方向へ変化す るなかで,単 なる私的 な利益追求 とは異な り,社 会 的起業 とい う名の元で,

利益の獲得 と社会変革の両立 を目指す とい う,新 しいチ ャレンジへ の関心が世界的に高 ま

っている.公 益の概念 が拡大 し,非 営利セ クターが新 たな展開をしてい く予兆 も見 られ る.

このように非営利 セクターの倫理 が,利 益一辺倒 であった営利セ クターの行動様式 に じ

わ じわ と浸透 し,周 辺部分 から徐 々に社会 を変革 してい く萌芽が,様 々な場面で広が りっ

つ ある.同 様 に非営利セクターが,積 極的に社会か らの信頼性 を得 よ うとす る行動 が,既

得権に守 られた政府セ クターに刺激 を与え,市 民の 目線か ら見た公益性 のあ り方 を再考 さ

せ る動きも見 られるよ うになってきた.こ うした動 きが大きな うね りとなってい るとは,

まだ言い難 い.し か し,非 営利セ クターの新 しい展開に繋 がるよ うな動 きが,世 界各地で

進行中である とい うことは,衆 目の一致す るところであ ろう.

政府セクターや営利セ クター と非営利 セクターのボー ダー レス化 によ り,多 くの市民の

参加 得て,市 民のエ ンパ ワーメン トが実現す るよ うな社会が どのセ クターにおいても可能

となるよ うな影響力 を,非 営利セ クターの方 か ら強 く発揮 してい くよ うな しかけや環境づ

くりが,今 後強 く望まれ る.

の 一 部 と 考 え る 研 究 も あ る.

53Dees(1998)
,OECD(1998),Deesetal.(2001),David(2004)な ど.
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第2章 日本 の パ ブ リッ ク ・プ ライ ベ ー ト ・パ ー トナ ー シ ッ プ=

ボ ラ ンテ ィ ア革 命10年 後 の 非 営 利 セ ク ター 論

1日 本の非営 利セ クター 論 ・パー トナー シ ップ論 の特質

日本 においては,1990年 代以降,非 営利セ クターの役割への注 目が急速 に高まってき

た.そ の理由は言 うまで もな く,行 政が公共サー ビスの供給 を独 占してきたことによる,

非効率や限界が問題視 され,こ れを打破 し,新 しい活力 ある社会 を築いていくための鍵 と

して,民 間の 自発 的な活動 に期待 が集 まってきためである,

先に見た ように,日 本 でも,子 供や青少年活動,障 害者や高齢者 のケアな どのためのボ

ランティア,あ るいは反公害や消費者運動な どの市民活動 が話題 に上ることが,1970年 代

以降増 えてきた.そ してバブル期 の1980年 代後半か ら1990年 初頭にかけて,国 際的な事

業展開を行 っていた大企業 を中心に,社 会貢献事業へ の積極的な取 り組みが注 目を集 めた

ことな どか ら,公 益活動は政府 セクターの独 占領域ではない とい う認識 が高ま り,様 々な

民間べ一スでの公益活動へ の関心が高まってきた1.こ うしたなかで民間の公益活動にっい

ての法人制度や税制度,ま た経済活動の比較研究が進 め られ,そ の過程 で,欧 米 に存在す

る非営利セクターの概念 が紹介 されて きた2.

それ以前 から,日 本 にも民間による様々な公益 目的の活動が歴史的に存在 していること

は認識 され ていたが,政 府セ クターや営利セクターでは担えない部分を担 う,民 間べ一ス

の社会的使命 を持つ公益的 な活動 を指す,非 営利セクター とい う概念が欧米か ら紹介 され

た ことで,民 間の公益活動 に新 しい光が当て られ,こ れ らを総称す る新 しい概念 として瞬

く間に広まってい くこととなった.そ して非営利セクター とい う用語が紹介 されて以降,

非営利セクターへ の関心が高ま り,そ の活動 を発展 させ ることに大 きく寄与 してきた.

こ うした動きを加速 させたのが,1995年 の阪神 ・淡路大震災 にお けるボランテ ィアの

目覚 しい活動である.日 本のボランティア活動は諸外匡1と比較 して低調である とい う見方

を覆す よ うなセンセーシ ョナル な動 きは,社 会全体 に大きな衝撃 を与え,さ まざまな民間

べ一 スでの活動に急速 に関心が寄せ られ るようにな り,こ の うね りのなかで,1998年 に特

定非営利活動促進法が制定 され ることとなった.

また公共分野 における非営利セクターの存在が重要視 されるよ うになったことは,こ れ

1こ の時 期 の企 業 の社 会貢 献 につ い ての文 献 には ,London(1991),四 方(1992),電 通 総

研(1991),島 田(1993)な どが あ る.「 企 業 市 民活 動推 進 セ ン ター」が設 立 され,企 業 メセ ナ

ク ラブや,経 済 団体 連 合会 の1%ク ラブ な どが話 題 を呼 ん だ時 期 で もあ った.

2橋 本 ・古 田 ・本 間(1986) ,本 間(1993),出 口(1993),三 島(1996)な ど.
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まで公共分野 を独 占してきた,政 府セ クター の役割 を見直す動 きも加速 した.政 府セクタ

ー と民間セクターの関係見直 しの議論は ,1970年 代半に福祉国家の危機 が叫ばれて以来,

公共部門の民営化を中心に進 められ てきたが,昨 今 ではこ うした議論 を一歩進 めて,政 府

セ クター と民間セ クターが主体的 に連携 し,新 しい公共サー ビスを提供 してい くために,

パー トナーシ ップを構築 してい くことにっいての議論 が,活 発に繰 り広げ られている.そ

して,新 しい公共 を切 り拓いてい く手段 として,公 益 を担 う点で共通す る非営利セ クター

と政府セ クターのパー トナーシ ップに,大 きな関心が寄せ られてい る.

しか し,そ こには課題 も少 なくない.そ の一つが,非 営利セ クター の捉 え方の問題であ

り,二 つ めは,非 営利 セクター と政府セ クターの相互依存関係 を議論 の対象か らはず して

きたことである.先 に見てきた とお り,今 日の非営利 セクターは,政 府セ クター とも営利

セクター とも異なる活動を本 旨とす るものの,広 範 に事業活動 を行 う事業体であ り,ま た

収入 の大半を政府 か ら得て活動す る存在 であることか ら,政 府セ クター とも営利セ クター

とも機能や性質がオーバーラ ップ した存在 である.し か し誤解 を恐れずに言 うな ら,日 本

において,非 営利セ クターへ の関心が1990年 代以降急速に高まるなかで,非 営利セクタ

ーの概念は,市 民活動 の理念 を中心に構築 されて きた.市 民活動 の理念のなかでは,民 間

性 と独立性 が至上命題 であるこ とか ら,政 府セ クター との関係が非常 に用心深 く扱われ,

市民活動以外 の非営利セ クターへの言及が,ほ とん どないままに進 め られてきた.そ こで

は,非 営利セクター と政府セクターの関係 強化 によるメ リッ トとデメ リッ トの比較衡量が

行われることがほ とん どな く,政府 との関係 は単に否定的な面か らのみ説 明されることが,

多か った.こ うした状況 を引き継 ぎ,非 営利 セクター と政府セ クターのパー トナーシ ップ

論 においても,主 流 は,政 府セクター と市民活動セ クターのパー トナー シップを対象 とし

たものである.ま た,非 営利セクター と政府セ クターは代替す るもの と考 えられ,両 者の

問に,相 互依存関係が多重的 に存在す ることについて も,ほ とん ど関心が払われて こなか

った.非 営利セ クターが市民活動 に収敏 してい る状況では,ど ち らか とい うと,対 立す る

側面 が強調 され ることが多かった.

しか し,非 営利セ クター と政府セ クター のパー トナーシ ップの重要性 についての関心が

高ま り,協 働 の場面が一層増 えている今 日において,こ の ように限 られた範囲のパー トナ

ーシ ップを対象 とす ることは,課 題 が多い と言 わざるを得ない.限 定 された範囲の議論 に

より,非 営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ ップが切 り拓 くはずの様々な可能性

を,阻 む ことにもな り兼ねないた めである.

ことに本論 の主な関心事である福祉分野では,1990年 代後半か らの社会福祉基礎構造改

革 のなかで,介 護保険制度や障害者 支援費制度 の導入,ま た保育所 への企業参入な どによ

り,政 府 の関与が強い非営利組織であ る社会福祉法人,市 民活動セ クターの雄 である特定

非営利活動法人,営 利企業,行 政 など様 々な主体 が,同 じ公的福祉 サー ビスの市場 で競争

する状況が生まれてきた.非 営利セ クター を市民活動に限った議論のみでは,政 府セ クタ
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一,非 営利セ クターそ して営利セ クターの間にある競争関係 や,相 互依存関係 を十分 に考

慮 したパブ リック ・プライベー ト・パー トナーシ ップについての議論が,困 難 になること

は言 うまでも無い.

こうしたことか ら本章では,日 本 の非営利セ クター論 の特質 を整理 した うえで,政 府セ

クター・非営利セ クター の多重的な相互依存 関係 を解 明 してい くことの重要性 を考 えて行

きたい.

2日 本の非営 利セ クター

2,1法 制度か らみた 日本の非営利セクター

非営利セ クター は,政 府セ クターで も営利セ クター でもない立場で,公 益活動 を担 う,

複雑化 し多様化す る現代の社会問題 を解決で きる存在 として注 目されているが,そ こには,

地域 の草の根 のボランテ ィア活動や,地 域 コミュニティを対象 とする活動 団体か ら大規模

な財団や国際協力団体 まで,多 様 な組織 が含まれていることから,一 律に把握す るのは容

易ではない.

一つの方法 として
,日 本の非営利セクター を法制度か らみ ると,ま ず広義の公益法人の

存在が挙 げられ る3.こ こには民法第34条 に基づ く社団法人 ・財団法人 のほか,学 校法人,

社会福祉法人,宗 教法人,医 療法人,更 生保護法人,特 定非営利活動法人 などが含 め られ

る.日 本の広義(以 下 「公益法人」とす る)の 公益法人数は,社 団法人 ・財団法人25,825(2003

年度),学 校法人7,620(1998年),社 会福祉法人18,313(2003年),宗 教法人182,634(2002

年),医 療法人29,192(1998年)で ある4.

各 々の公益法人 は,設 置根拠 とな る法令 によ り公益性 の レベルが異な り,認 可や認証の

基準や,税 制上の扱いは法人の種類に より異なる.社 団法人 ・財 団法人 は認 可主義 による

が,他 の法人 は許可主義あるいは認証主義に よる.ま た公益性 の具体的内容は行政 の裁量

に委ね られた部分が多い。社会福祉法人や学校法人は最 も公益性 が高い活動 として,所 得

税や寄付税制 の面で最 も優遇 され てお り,社 団法人 ・財団法人にも優遇制度が設け られて

いる,一 方,医 療法人は,法 制度上は非営利 であるが,原 則 として収益法人並 の課税がな

され る.少 なくとも,日 本 の公益法人制度では,公 益性 の認定要件にっいて明快な統一的

基準はなく,税 制優遇 との連動 もケース ・バイ ・ケースであるが,優 遇政策 の条件 として

3広 義 の公 益法 人 の概 念及 び 法 人数 は ,総 務省(2004)『2004年 度 公益 法 人 白書 』 に よ る.
4文 化庁website(2004) ,厚 生 労働 省(2004),経 済企 画 庁編(1999)に よる.
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組織や活動内容 には制約が付 され るこ とが多い.

また公益法人のなかには,政 府 か らの補助や助成が収入の大半を占める法人 もあ り,政

府か らの規制や監督を強 く受 ける法人 もかな りの規模で存在す る.一 方で公益法人の全て

が行政事:務の代行機 関 として機能 してい るわけではない.2003年 度の社団法人 ・財団法人

の場合,25,825法 人の総収入額 は19兆229億 円で,国 所管法人に対す る補助金 ・委託金

は,2002年 度決算べ一スで9731億 円(交 付対象971法 人),都 道府県所管法人に対する

補助金は,3509億 円(交付対象4421法 人),委 託金は5017億 円(交付対象3053法 人)で

あ り,収 入全体の約1割 が政府 か らの補助金 ・委託金等 と推定 され る5.ま た公務員出身理

事がい る法人の害1」合 は,国 所管法人で33.2%,都 道府県所管法人で26.8%と なってい る.

また現職公務員理事がいる法人の割合は,国 所管法人で0.6%,都 道府県所管法人で15.2%

となっている.大 型 の社団法人 ・財団法人 の多 くは,政 府施策の実行者 とな ることを目的

に設 立 され,事 業を実施す るイ ンフラの部分 にも多額の公費が投入 され てい ることか ら,

行政 と密接不可分な関係 にあることは周知 の とお りであるが,社 団法人 ・財団法人 のセク

ター全般で見る と,そ の繋 が りは,部 分的なもののよ うである.

また社団法人 ・財 団法人の年間平均収入額 は,7億3661万 円であるが,年 間収入規模

が1千 万円未満は21.0%,1千 万円以上5千 万 円未満 は25.9%で,年 間収入規模 が5千 万

円未満 の中小規模法人が約半数 である一方,平 均収入額 を超 える区分の10億 円以上の法

人は,わ ず か9.8%に 過 ぎない.つ ま りご く一部の大型法人に資金が集 中 してお り,行 政

の事業を代行す る大型 の法人 と,民 間主導で活動す る小規模 な法人に二極化 していること

が予測 され る6.

ところで こ うした社団法人 ・財団法人な どの法人格 を得 るための基準や資格要件 のハー

ドル は,小 規模 な非営利組織には非常に高い.小 規模 な非営利組織は長年,任 意の団体 と

して活動 してい るものが多 く,活 動 に様 々な制約があることが,長 く問題視 されていた.

このため,1998年 の特定非営利活動促進法によ り,認 証制度で法人格 を得 ることが比較的

に容易 な,特 定非営利活動法人 が誕生 した.こ の特定非営利活動法人数 の増加 は 目覚 しく,

2004年7,月 末時点で約18,000団 体 となってお り,制 度発足か ら5年 程の間に民間の非営

利法人の代表格 と見 られてきた社団法人・財団法人の数 に迫 りつつある7.(図2・1)こ れ ら

のほとん どは,市 民の 自発的 な意思によ り設立 された非営利活動 のための組織 で,今 日の

非営利セ クターが拡大 してきた象徴 となってい る.

5以 下 ,社 団法 人 ・財 団 法人 の状 況 は総 務省(2004)に よる.
6大 規模 法 人 と して は,公 庫 住 宅 融資 保 証協 会(6466億 円),高 年齢 者 雇 用 開発 協会(5220

億 円),民 間都 市 開発 推 進機 構…(4079億 円)な どが 挙 げ られ て い る(総 務 省(2004)),
7内 閣府websiteに よる .
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図2・1特 定非 営利活動法人認 証数の推移(1999年 ・2004年)
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(出所)内 閣府website

一方,非 営利セ クターには,こ れ らのいずれ の法人制度にも含 まれない小規模な活動 も

数多 く存在す る,内 閣府(2001)『 市民活動 リポー ト2001』 によると,法 人化 されていない

任意の団体 は,約86,000と 推計 されているが,こ れ は都道府 県が把握 した団体数の合計

であるため,実 際の任意の非営利組織が,こ の何倍 も存在す ることは想像 に難 くない.大

半は財政規模 が年間10万 円以下で,ほ とん どが無償 のボランティアのみ の小規模 な組織

で,継 続的な活動 を行 っているものばか りではないが,非 営利 セクターの裾 野を広げる重

要な存在である.

非営利セ クターには,こ のよ うに大小様々で,活 動内容や 目的,政 府 との関与の程度が

異なるな様々な組織 が存在 している.

2.2日 本の 非 営利 セ ク ター の 経済 規模

日本 の 非 営 利 セ ク ター の 経 済 規 模 は,先 に 見 たTheJohnsHopkinsComparative

NonprofitSectorProject(以 下 「JHCNP」 とす る)に よる と,1990年 時 点 で支 出規 模 は対

国 内総 生産 で3.2%,雇 用 規模 は全 国雇 用8の2.5%と 推 計 され,1995年 時 点 の支 出規模 は

対 国 内総 生産 で4.5%,雇 用規 模 は全 国雇 用 の3.5%と 推 計 され て い る9.ま た 山内(2002)

が 同様 の手法 で推 計 した 日本 の非 営利 セ クター は,2000年 時 点 で,支 出規模 は対 国 内総生

産 の3.5%で,雇 用規模 は全 国雇 用 の3.8%と 推 計 され て い る.(表2・1)

この調査 にお いて調 査 対象 とな る非 営利 セ ク ター は,① 組 織 としての 体裁 を有 す る こ と,

② 利 益 を配分 しない こ と,③ 政 府 の一 部 で はな い こ と,④ 自律 した組 織 で あ る こ と,⑤ ボ

8農 林 水産 業 を除 く,以 下 も同 じ.

9そ の結果 は ,跡 田(1993),跡 田他(1994)で 紹 介 され て い る,ま た 各 国 の調 査 結果 は,
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ランタ リー性 を有す ることと定義 され,日 本の非営利 セクターは,市 民活動団体のみでな

く,学 校法人や社会福祉法人や公 益法人な ども広 く含 む もの として推計 されている.

経済企画庁(1998)で は,日 本の非営利セクターにっいて,公 益法人や学校法人,社 会福

祉法人な どのほか,市 民活動 団体 についての推計 も試みた上で,1995年 度の経済規模 を推

計 し,一 般医療法人を含む広義 の場合 で,日 本の非営利セクターの付加価値は,国 内総生

産の3.1%,日 本 の非営利 セ クターの産 出額 は,国 全体の産 出額の2.9%と している.

これ らの推計は,非 営利セ クターに関する統計の未整備や,各 々の分野で異なる活動内

容や制度の複雑 さか ら,定 義や推計手法が一定 してお らず,数 値 の安定性 には若干 の疑問

があるが,概 ね 日本の非営利セクターは,国 内総生産額 に対 して3～4%の 割合を 占め,

全国雇用 に対す る割合 は3%程 度 と予測 され る.

また,日 本の非営利セ クター の資金源 は,会 費 ・料金収入 と政府支出が各 々約40%か

ら50%前 後を占めてお り,民 間寄付 は2%か ら3%に 過 ぎないこ とがいずれ の時点の調査

においても明 らかに されている10.事 業 による収入 と,政 府か らの資金がほとん どを占め,

民間寄付 は非常 に少 ない.活 動分野を有償雇用者数で見る と,教 育,保 健医療,社 会サー

ビスまたは社会福祉 の伝統的な三分野 で,90%近 くを占めてい る11.な お2000年 の推計

で見ると,教 育 は74%を 授業料 な どの会費 ・料金収入か ら得 てお り,保 健 医療 は75%を

保険料,福 祉は82%を 補助金 な どの政府支 出から得てい る.(図2・2)

制度化 された伝統的な分野が大部分を占め,資 金 は会費 ・料金収入や政府資金か ら大半

を得 てい るのが,日 本の非営利セ クターのマ クロの実像 である.第1章 で見た とお り,1995

年のJHCNPの 国際比較で も調査対象 国中で,収 入全体 に占める寄付 の割合が 日本 は最 も

少ない.分 野別 で見 ると,イ ンター ミデ ィア リでは61%を 民間寄付か ら,ア ドボカシーで

は19%,環 境では13%,国 際協力では11%が 民間寄付 か ら収入 を得てお り,比 較的新 し

い分野は,民 間寄付 の割合 が大 きい傾向があると言 える。

SalamonandAnheier(1994)に よる.
loな お先に述べた推計上の問題か ら,こ の割合 の増減 を年次別の推移 として捉え ることは

危険であ り,ご く大 まかな傾向 として紹介 してい る.
111995年 の社会サー ビス と2000年 の福祉 の割合 が大幅に異なるのは,JHCNPで は老

人ホームなどが保健 医療 に区分 されているが,日 本では福祉制度の一つであるため福祉 と

分類 したなどの定義 の相違 による.
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表2・1日 本の非営利セクターの経済規模 と活動分野

大阪大学NPP JHCNP

2000年1995年 1990年

非営利セ クターの支出額 17兆9千 億 円 2136億US$ 951億US$

非営利セ クターの支出規模(対GDP) 3.5% 4.5% 3.2%

非営利セ クターの雇用規模(対 全国雇用) 3.8% 3.5% 2.5%

(資金源)
民間寄付 2.5% 2.6% 1.3%

会費 ・料金など 45.0% 52.1% 60.4%

政府 44.0% 45.2% 38。3%

その他

(活動分野/有 償雇用者数の割合)

文化 3.2% 3.1% 1.1%

教育 ・研究 25.6% 22.5% 30.9%

保健医療/医療 19.4% 47.1% 37.1%

社会サー ビス/社 会福祉 41。5% 16.6% 19.4%

環境 0.1% 0.4% 0.2%
コ ミ ュニ テ ィ 2.6% 0ボ3% 0.3%

ア ドボカシー ・政治団体 0.1% 0.2% 0.8%

フ ィ ラ ン ソ ロ ピ ー 0.1% 0.2% 0.1%

国際協力 0.3% 0.2% 0.3%

専門 ・労働組合 6.9% 5.0% 6.3%

(出 所)SalamonandAnheier(1996),Sa!amonetal.(1999),山 内(2002)か ら作 成

(注)大 阪 大 学NPPの2000年 推 計 はJHCNPの 分 類 が 、 保 健 医 療 と社 会 サ ー ビ ス の部 分 で 異 な り、 老 人 ホ ー ム 等 を 社 会 福 祉 に

含 め て い る。

図2-2日 本の非営利 セ クター の分野別収入構成(2000年)
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3日 本 の非営 利セ クター 研究の現在

3.1非 営 利 セ ク ター へ 疑 問

日本 の非営利セ クター を語 る上で これ らの研 究成果は広 く共有 され てい るが,JHCNP

の定義な どによ り非営利 セクターを幅広 く解 す ることにっいては議論 も少な くない.非 営

利セ クター を対象 とす る経済研 究では,前 章で見てきた とお り,非 営利活動 を幅広 く捉 え

る ことが一般 的で,日 本 では例えば山内(1997)が 非営利セ クターの存在意義や,財 団,

医療機関,教 育機 関を含む非営利セ クターの経済行動分析や,寄 付税制 の分析 な ど大きな

視 点で捉 えた研 究成果 を広 く紹介 し,ま た山内(1999)で は 日本 の様 々な非営利セ クター

の実態 を紹介 してい るが,後 に述べるよ うに,日 本の非営利セ クター論では,市 民公益活

動や 市民活動 団体 と対象 とす ることが主流であ り,結 果 として非営利セ クター を幅広 く捉

える立場での研 究の蓄積 はあま り進んでいない,

日本 における非営利セ クター を巡 る議論 は,あ る意 味で,今 日においても錯綜 している.

JHCNPに ついては,営 利性 の強い医療法人や政府 の規制 が極めて強い学校法人が含 まれ,

今 日求め られてい る非営利組織の実態 を反映 した もの とは言い難い とい う批判や,非 政府

性やボ ランタ リー性 の要件 をかな り甘 く認定 し,行 政の外郭団体や,ボ ランテ ィアや 自発

的寄付のない団体 も入 っている とい う批判 が根強 く,民 間性や 自主性 を有す る真の意味で

の非営利 セクターの姿ではない とい う見解 も少な くない(東 京都1996),21世 紀ひ ょうご

創造協会(1995),田 中(1998)).

また,JHCNPは アメ リカの非営利組織制度 を色濃 く反映 した設計 で,同 国の非営利法

人制度 の要件 である,非 配分制約 を非営利組織 の条件 として採用 し,出 資者 に対す る配 当

を行 う組合組織 を対象外 としていることに対す る批判 もある12.1980年 代以降,ヨ ー ロッ

パ を中心に注 目が集 まってい る社会的経済 は,協 同組合 を含 む非営利セ クター を対象 とし

てい ることか ら,協 同組合 の研 究者か らは,利 益 よ りメンバーや共同体 のニーズ充足や 民

主主義的な意思決 定を重視す る協 同組合が,JHCNPの 非営利セ クター に含まれ ない こと

を批判す る声が根 強い.こ うした考えか ら社会的経済の枠組みのなかで 「非営利 ・協同セ

クター」 とい う概 念が提唱 されている(川 口(1999a,b)富 沢(1999))13.

12Salamon(1992)で は,非 営利セクターの形態や法制度 は,各 国の歴史や文化 により異

なることが認識 されている,組 織の公益性 を判断す ることの困難性 から,形 式的要件 とし

て把握が容易な非配分性 を選んだことも考 えられ る.
13川口(1994)で は協同組合を含めた非営利セ クターの分析がな され,富 沢 ・川 口(1997)で は

様々な協 同組合 の活動が,川 口 ・富沢(1999)で は非営利 ・協 同の概念や運営,機 能が議

論 され ている.

59



3.2市 民活動 と非営利セ クター

また非営利セ クター研 究の研究対象 と,非 営利セ クター に関わる人々の認識 にはズ レが

ある とい うのが,日 本 の非営利セ クター論 の一つの特質である.

現在 の 日本 では,非 営利セ クター あるいは非営利組織 とい う言葉 は,市 民公益活動団体

や市民活動団体の意 味で用 い られることが多い14.そ の理 由として,1995年 の阪神淡路大

震災で,社 会全体の機能が一時停止 したなかで,全 国か ら駆けつ けた多数のボランテ ィア

の 目覚 しい活躍が,人 々の関心を呼んだ ことが間違いな く挙 げられ る15.組 織の硬直化 の

ために非常時に うま く機能 しない政府に取 って代わ り,民 間のボ ランタ リーな活動が真 っ

先 に救援 に駆 けつけ,柔 軟 できめ細やかな活動 を展開す る場面 を多 くの人が 目撃 した.災

害の悲惨な状況のなかで,ボ ランタ リーな活動 が瞬 く間に広 がっていった ことは,人 々の

なかに,感 動 と連帯の気持 ちを育 くんだ.多 くの人が震災を契機 に,そ れ まで見過 ごされ

てきた民間の市民による公益活動の存在 に気付 き,そ れが政府を代替す る可能性 を有す る

ことを目の当た りに した.そ してボランテ ィアに社会の変革者 としての役割を期待す る機

運が,全 国各地 の様 々な分野で高ま り,そ の うね りのなかで1998年 に特定非営利活動促

準法が成立 した.こ うした経緯か ら,非 営利セ クターの中心的な担い手は,市 民公益活動

団体や市民活動団体 とす る流れが,自 然 と出来てきた と言 える,

加えて,こ うした非営利セ クター論の形成を リー ドしてきた論者 の多 くが,そ れまでの

市民活動団体での経験 をベー スに,議 論 を進 めてきたとい う事情 も挙げ られ る.1970年 代

か ら徐々に成長 してきた市民活動団体では,慢 性的な資金不足か ら事業活動 による収入 の

確保や,継 続的で効果的な活動のために,無 償のボ ランテ ィアの参加 のみでなく,有 給 の

スタッフを持っ ことの必要性 を痛感 していた ものの,当 時は市民活動が収入 を得 た り,そ

のスタ ッフやボ ランテ ィアが対価 を得た りすることに対 して,世 間の理解 はほとん ど得 ら

れない環境 にあった.こ うしたなかで1990年 代に入 り,欧 米の 「非営利セ クター」 とい

う概念が注 目され,民 間の立場 で社会的使命 に基づ く公益的な活動 を担 い,そ こでは しば

しば有給スタッフを抱 え,積 極的な事業活動や政策提言が行われ てい ることが広 く紹介 さ

れ るよ うになった.市 民活動家の多 くは,こ うした枠組み を得 るこ とで,従 前 のボランテ

ィア活動 を,大 きく成長 させ ることができる と確信 した としてい る16.

1990年 代以降の市民活動を巡 る議論 に大 きな影響を与 えた総合研究開発機構(1994)で

は,市 民活動 の意義 を,① 本来的に行政や企業に任す こ とのできない,あ るいは行政や企

14今 田 ・高 田(1999)
,山岡(1997)な ど.

15本 間 ・出 口(1996) ,立木(1997)な ど.
16松 原(1999) ,山 岡(1997)な ど.ま た早瀬(1997)は,在 宅福 祉 サー ビス にお ける有 償 ボ ラ

ンテ ィア と無 償 ボ ラ ンテ ィア の葛 藤 の経 緯 を論 じて い る,
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業 では出来ない活動,② 行政や企業だけではできない多元的 な社会 の実現,③ 行政や企業

では取 り組みに くい先駆的 ・冒険的な活動や,行 政や企業へ の独 自の問題提起 などに求 め

てお り,行 政や企業 と一線 を画 した立場 にあることを強調 してい る.ま た文献調査におけ

る市民活動の抽 出基準を,① 活動 ・事業内容に,独 立性 ・創造性 ・非営利性 ・継続性 があ

ること,② 設立主体が行政機関や業界団体の主導ではないこと,③ 活動拠点が行政機 関や

業界団体におかれ ていないこ と,④ 活動経費の うち半分以上が 自前 で確保 されている(行

政補助が1!2を 超 えない)と してお り,行 政や企業 との独立性 が強 く意識 された内容 とな

っている.

またこの文脈で,「 民法法人は主務官庁 によって設 立が許可 され,そ の後の運営 も監督 さ

れ る,そ の多 くは行政の縦割 りに沿った形 で しか存在できない.」 とされ,ま た 「社会福祉

法人 の大部分は政府の福祉サー ビスを肩代わ りす る組織 で,民 間 としてのユニークな活動

には必ず しも適 していない」 「上か ら組織化 された社会福祉協議会 も,純 粋 に民間のもの と

は言 いがた く,市 民の 自発的な活動 を育てる面では限界 もある」 と断 じられている.

一連の議論の根底 には多価値観社会 ・多元主義社会の理念があ り,市 民公益活動 の独 立

性 ・非政府性が強調 され,ま た少数者の代弁機能や代替案 を提示す る,政 策提言機能の重

要性 を訴 えてい る.こ うした行政 とも企業 とも一線 を画 した独立性や民間活動 としての,

独 自性や先駆性 を存在意義 とす る市民活動論が,次 第 に非営利セ クターの中核 を占める概

念 として,広 く認知 され るよ うになっていった.

3.3日 本における公益 と公益法人

非営利セクターに公益法人 を含 めることに対す る非営利セ クター関係者 の違和感 は,日

本の公益法人 を巡 る公益の概念が,民 間の市民の 自発的な意思 による公益活動 とは異 なる

次元で設定 されていることに由来す る.

日本 の非営利法人の代表である社団法人 ・財団法人や学校法人や社会福祉法人な どの特

別法 に基づ く法人や特定非営利活動法人な どには,公 益性を理 由に,制 度上の保護や優遇

策がある.こ の公益性 は,法 文上 に列挙 された業務類型 に該当す ることとされ るが,認 定

の際には政府の裁量が大きなことも知 られている.日 本 の公益法人制度 は,明 治時代の民

法法人の設立 当初 か ら,主 務官庁 による認可主義 が とられ,政 府 が公益活動 を一元的に評

価 し認定する とい う体制が取 られてお り,そ こにみ られる政府の非営利組織観 は,性 悪説

とも言 える(初 谷2001),

つま り法人制度や税制度でみ ると,日 本 にお ける公益は政府の志 向す る公益の枠 の中に

あるため,市 民の発想す る新 しい公益概念 とは,相 容れないこ とが しば しば起 こる.市 民

の立場で行われ る公益活動は,こ れまで政府 が対象 として こなかった,少 数派 のための新
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たな社会問題であることが多 く,政 府 の志向す る多数派 のための公益 には含 まれない こと

が多い.一 方で,公 益法人は政府 と同一化 した公益 を担 う存在 と考え られるこ とか ら,市

民活動 と公益法人の間には,断 絶に近い ものがある.

こうした 日本 の公益法人制度には興味深い歴 史もある.戦 後 日本 の税制 の基礎 となった

『シャウプ税制勧告』によると,第 二次大戦直後の 日本 には620,163の 法人 が存在 し,こ

の うち非課税法人 は財団法人,社 団法人,特 別法人合 わせて297,243法 人 とほぼ半数 もあ

った17.ま た同勧告では,当 時の民法や社会事業法による法人設立は容易で,政 府 は免税

特権 に対す る監督権 も事後審査権 も持たなかったため,非 課税法人 の多 くは利潤 を自らの

活動 の拡大や饗応のために消費 し,ま た収益 目的の活動面で,一 般法人や個人 との公正な

競争関係 が阻まれていることか ら,税 制優遇は正 当化 されない と結論づけ られ た,こ の考

えの背景には,ア メリカ型 の非営利法人免税制度 を導入する意向があったとされ る18.

この勧告を受 けた1950年3月 の税制改正によ り,公 益法人等 の収益事業は,一 律 に課

税対象 とな り,事 業の 目的が公益 か否かを問わず,限 定列挙 した収益事業に該 当する場合

は,法 人税が課税 され ることとなった.こ の収益事業には,物 品販売や各種 のサー ビス提

供 などかな り広範な事業活動が網羅 され,公 益活動 の本来 目的の事業でもこれ らに該 当す

れ ば,軽 減税率ではあるが,課 税対象 とな るとい うことになった19.

このため公益法人はそれまで認め られてきた課税優遇 が無 くな るとい う苦境に立た され

ることなった.こ とに社会福祉分野の公益法人 として活動 していた民間の社会事業者は,

第二次世界大戦後のGHQの 方針 により,社 会福祉が国家責任で行 われ るこ とと,公 私責

任の分離の原則が樹立 され,公 の支配 に属 さない社会福祉事業 には,公 金 の支出が禁 じら

れた ことか ら,課 税優遇 も公的補助 も断たれ るとい う厳 しい状況に陥 った.し か し当時 は

戦後の混乱期で あ り,社 会的に救済が必要な困窮者は膨れ上が り,施 設 の復 旧や整備 のた

めに多額の費用 を要することが明 らかであったため,民 間社会事業 の関係者は公的支援 を

行 うことを政府に強 く働 きかけ,そ の結果,公 の支配の下で特別な公益を担 う法人 として,

社会福祉法人制度が設立 され ることとなった(北 場2000).そ してその後,民 間の社会福

祉事業者 は,税 制優遇や政府資金 を得 るために,政 府 の指揮監督 の下で国の公益 を担 う,

つま り政府 と一体化す ることで,活 動 を存続 してい くことになった.

ところで非営利セクター大国であるアメ リカでは,利 益 の非分配によ り,公 益性 が担保

され ると考 える制度を採用 し,公 益活動 を幅広 く認 めてきた.ア メ リカの非営利法人は,

各州法によ り簡単な届出によ り設立 され,連 邦法人税や州固定資産税 などの非課税適用 も

原 則的 に付 与 され る,非 関連事 業 につ いては営利法人 並み の課税 がな され る.し か し

CordesandWeisbord(1998)に よると,今 日,非 営利組織が非 関連事業に係 る税金 を支払

17シ ャ ウプ税 制研 究 会編(1985)な ど .

18北場(2000 ,石 村(1992),武 田(1993)な ど
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うケース も課税額 も非常に少な く,多 くの非営利組織 では本来事業 の経費 を,非 関連事業

に転嫁 している可能性 が示 され てい る.

こうした 日米 の事情 は,今 日か ら見る と,非 常に興味深 い現象 を生んでい る.戦 前の 日

本の公益法人 は,公 益性 を官が評価す る体制下 にあった ものの,設 立は比較 的容易であ り,

戦後には20万 を超 える非課税 団体が存在 した.そ れ が戦後,ア メ リカ型 の非営利法人免

税制度をべ一ス とした制度の導入 によ り,公 益法人への課税強化 が図 られ,結 果 として,

公益法人 の本 来 目的か収益獲得 目的かを問わず,活 動に広 く課税 される制度 となった.こ

のため政府の特別な支援 を望む公益法人は,政 府 と一体化す ることを余儀な くされ るよ う

になった.一 方アメ リカでは,非 配分制約 による,い わば緩やかな非営利法人制度の もと

で,非 営利セ クター を拡大 させて きた とされ てい る.

日本 の非営利セ クターは,世 界的に見て も政府の規制や関与が強い存在 と認識 されてい

るが,そ の背景 にはこ うした構造上の様々な問題 も存在 している.

4日 本の非営 利セ クター論 の課題

4.1「 民 間性 」 「独 自性 」 の追 求

社団法人 ・財 団法人,学 校法人,社 会福祉法人な どは,主 務官庁 の統制が強い ことを理

由に,非 営利セクターの範疇に入 らない とす る意見,あ るいは非営利セ クター に含 めるこ

とに疑 問を呈す る意見は多い20.ま た公益法人 に対す る批判 も根強 く,多 くは設 立が認 可

制で,設 立の要件 とされる 「公益」については政府 の恣意的な判断が多い こと,ま た社団

法人 ・財団法人や,社 会福祉法人 は,政 府の規制 と補助が あるため,独 自の活動 を行 って

いない とす る見解 も少 なくない21.

このよ うに非営利セ クターの活動を,政 府か ら距離をおいた民間性 と独 自性 を有す る活

動 に限る考 え方 には,先 に見てきた とお り,日 本 の非営利セ クター論が,市 民活動論 を中

心に展開 されてきた ことや,公 益法人制度 が公益を限定的に解 し,政 府 の関与 と公益を半

ば同一視 してきたことが大き く影響 している.運 動論の立場 か らは,非 営利セクターの第

一の使命 は
,政 府セ クター とも営利セ クター とも異なる視 点で,新 しい問題 を提起 し続 け

ることであ り,政 府セ クター とも営利セ クター とも独立 した存在であることが,生 命線 で

19跡 田(1993) ,初 谷(2001)な ど.
20山 岡(1997) ,田 中(1998),松 原(1998)な ど.上 山(2002)は,特 殊 法人 や認 可 法 人,公 益

法 人 は,補 助 金や 財政 投 融 資 とセ ッ トにな っだ にせ もの"の エー ジェ ン シー と して い る.

21今 田(1999),林(1999).
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ある.欧 米の非営利セ クター論においても,使 命(mission)の 重要性は常 に強調 され るのは,

同様 である.た だ,活 動 の 目的が共通で非営利セ クター と政府セ クターが協働す る場合を

含 めて,非 営利セクターの範 囲を,か な り広 く取って きた.こ のため非営利セクターでは,

事業活動 の拡大に伴 う商業主義が広が り,政 府セ クター との近接 によ り準政府化が進み,

そのアイデ ンティテ ィが脅 かされつつあることか ら,非 営利セクターの独 自性 を明確 にす

るこ との議論が,危 機感 を持って論 じられている.

非営利セクターに とって,民 間性 と独 自性が最 も重要 であることは,い ずれの国におい

ても同様 だが,こ れまでの 日本 の非営利セクターの議論では,市 民活動団体が中心に論 じ

られ,そ れ以外 の社団法人 ・財 団法人,学 校法人,社 会福祉法人 などの非営利活動 は,い

わば十羽一絡げに,政 府 の監督 ・関与が強 く,独 自性 がないものと断 じられ てきた.自 治

会や町内会な どの団体 も,行 政 の関与が強い下請 け組 織 として,市 民活動や非営利セ クタ

ーの範疇外に置 かれ ることが多 い.し か し,そ こに どの ような政府 の監督 ・関与があ り,

独 自性 が存在 しない程度 の実態,あ るいはその原 因が制度 にあるのか,政 府の過干渉にあ

るのか,組 織 の構造的な要因によるものか とい うことについて,具 体的な分析はほとん ど

試み られないまま,対 象外 とされてきたき らいがある.し か し公益法人の全てが行政の補

完団体ではな く,社 会福祉 法人 のなかには先駆的な福祉サー ビスに取 り組 んできた例 も多

くはないが,確 実 に存在す る22.見 方 によっては,こ れまでの 日本の非営利セ クター論は,

市民活動型以外の多様性は認 めない とい う議論 に陥っていた可能性 もある.

4.2日 本の市民社会 の実態

また,こ うした市民活動 を主体 とする非営利セ クター論 は,日 本の一般市民の行動特性

とは,異 なる次元で展開 されて きた.市 民活動団体の立場か らは,非 営利セクターは社会

的使命 を持っ市民の 自発的 ・自立的な活動 と語 られるが,一 般市民の全てが 自立的な存在

とは言い難 い.市 民活動 が理想 とす る市民や非営利組織の姿には,残 念 なが ら限界がある.

そ もそも,市 民や非営利組織 による自助や 自己責任 では限界があることか ら,福 祉 国家の

道が選択 されてきた点 を,軽 視すべ きではな とい う議論 にも留意 が必要である23.

実際,総 務省 『社会生活基本調査』 によると,日 本人 の過去1年 間のボ ランテ ィア行動

率は30%に 満たず,平 均行動時間 も週に3分 か ら5分 で,20年 間ほ とん ど変化がない.

(図2・3)阪 神 ・淡路大震 災を契機 に,ボ ランテ ィアがブームのよ うに語 られた割 には,人 々

22第3章 を 参 照 .

23松 下(1998)な ど .
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の行 動 もほ とん ど変 化 して い ない24.

欧米 諸 国 と比較 して も,日 本 人 の ボ ラ ンテ ィア活 動 へ の参加 は少 ない こ とが知 られ てい

る.例 えば,内 閣府 「第7回 世 界 青 年意 識調 査」 に よる と,2003年 時点 で,ボ ランテ ィア

を行 っ てい る青少 年 の割 合 は,ア メ リカ(21.0%),ス ウェ ーデ ン(19.9%),ド イ ツ(8.2%),

韓 国(5.0%),日 本(3.3%)の 順 で,日 本 が調査 対 象5国 中で最 低 で あ った.同 様 に,「 第6回

世 界 青年 意識 調 査 」 で も,調 査 対 象11力 国 中最低 で あ っ た.

図2・3日 本の ボ ランテ ィア ・社会参加 活動 の活動時間 ・行 動者率
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(出所)総 務省 『社会生活基本調査』(各 年)

(注)ボ ランティア ・社会参加活動時間は1週 間の平均時間.同 行動者率は,過 去1年 間の行動者率.

また 日本では,政 府セ クターに協力す るこ とを,ボ ランテ ィア と考 える人々が少な くな

い25,行 政 とボ ランテ ィアの関係で は,ボ ランタ リー団体に所属す る人 よ り,行 政に協力

し,そ の指示の元 で仕事 をす る 「行政委嘱ボ ランテ ィア」や 「行政協力型のボランテ ィア」

が,大 勢を 占めている とい う見解 もある26.『2001年 社会 生活基本調査』によ り,ボ ラン

テ ィア活動者 の団体所属の有無や活動形態 を見ると,最 も高いのは 「町内会 ・青年団 ・老

人クラブ等に加入 した活動」(9.3%)で,次 に多いのは 「団体に加入せず地域 の人 と行った

活動」(7.3%)と なっている.「 ボランティアを目的 としてい る団体」は最 も少ない(2.6%).

24金谷(2001)

25非 営利セ クターが政府セ クター のために寄付やボ ランテ ィアを提供す ることはアメ リ

カで も少 な くない。政府資金の少 ない国立公園や州や地方政府 のモニュメン ト制作,博 物

館,図 書館の運営 な どの事業 に,寄 付が寄せ られ,ボ ランテ ィアが参加す る例 は多々ある

(Y)ung1999).
26佐 野(1999)に よる.民 生委員 ・児童委員 ・学校施設解放委員,美 化委員,消 防団な ど.
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「ボランティアを 目的 としている団体」の行動者率が最 も多い活動分野は,高 齢者対象

の活動である.し か しこの場合で も,「 町内会 ・青年団 ・老人 クラブ等 に加入 した活動」が,

「ボランテ ィアを 目的 としている団体」の行動者率 を,若 干上回っている.町 内会 ・青年

団 ・老人クラブ等は,一 面で地方 自治体 との関係 が深い住民組織で あることが知 られてい

るが,日 本人のボランテ ィアの多 くは,こ うした住民組織や居住地域を中心になされてい

ることがわかる.目 的指向型 のボランテ ィア団体に所属 した活動は,ど ちらか とい うと少

数派の ようである.(表2・2)

表2-2ボ ランティア活動の形態別の行動者率(2001年)

団体等に加入して行っている 団体等に加入しないで行っている

緻羅癖
総数(%)

うち高齢者を対象とした
活動(%)

28.9

5.1

(出所)総'2001年 社 会 生 活 調 査 」

2・6璽5228a・ 乳33・442

0.7窮1、10.60.60,90.60.70.7

また寄付行動 をみても,非 営利組織 より政府,と りわけ地方 自治体に寄付を行ってお り,

少 しま とまった寄付の受け手 として,政 府 は無視できない存在である とい う説 もある27.

市民活動 では,行 政 とは異なる先駆性や政策提言能力が強調 され,非 営利組織が1998年

の特定非営利活動促進法の成立過程 に与えた影響 などのよ うに,特 筆 され るものもあるが,

まだまだ行政のイニシアティブが圧倒的であるとい う説 もある28.

このよ うに,現 実の社会では,市 民が民間独 自の公益活動 を独立 して進 めてい くとい う

意識は,限 定 された範囲のものであ り,多 くのボランテ ィアは,住 民組織や居住地域のな

かで,行 政 と歩調を合わせ る活動 を好 む気質がある一方で,非 営利セ クターの先導論者 た

ちは,民 間性 と独 立性 を強 く主張す るとい うのが 日本 の現状 のよ うである.非 営利セクタ

ー全般 の議論 を
,市 民活動 の理念 に収敏 さすぎて きたき らいがあ ると言わざるを得ないの

が,現 在の 日本の非営利セ クター論の一面である.

27出 口(1999b)

28松 下(1998)に よ る と,東 京 都 と神 奈 川 県 の 自治体 を対象 に行 っ たア ンケ ー ト調査 に よ

る と,リ サ イ クル条 例 の制 定 に 与 えた市 民 団 体 の影響 力 の第 一位 は,国(36.0%),自 治 体 の

首長(28.0%),市 民 団体(12.0%)で あ った.
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4.3政 府の非営利セクターへの関心

一般市民による 「民間性 」「独 自性」のあるボ ランテ ィア活動へ の具体的な行動 が,な か

なか 目に見えない状況 のなかで,確 実 に変化 してきたのは,政 府セクターの対応である.

政府セクターのなかで,民 間のボ ランテ ィアの活用についての取 り組みが始 まったのは,

福祉や社会教育などの分野であった.こ うした取 り組 みは,1995年 の阪神 ・淡路大震 災,

そ して1998年 の特定非営利活動促進法の制定を受け,大 きく変化 した.今 日では,新 し

い行政施策 に,「 ボランテ ィア」 「非営利組織 」「住民参加 」な どの要素 の無いものは,ほ と

ん どない と言 ってもよいほ どである.

従前は,高 齢者 ・障害者 ・児童対象 の福祉活動,地 域活動,青 少年活動な どいわゆるソ

フ ト事業のなかで,住 民参加 を求める取 り組みが主流であったが,近 年 では,農 業分野,

森林整備,道 路整備,公 園づ くり,地 域開発やまちづ く りな どのハー ド整備 において も,

「ボ ランテ ィア」 「非営利組織」「住民参加」な どの要素は,不 可欠 なもの とな りつつ ある.

現行の法律等においても,非 営利組織やボランテ ィア活動が,行 政の事業の実施団体 とし

て,連 携先 として,ま た意見を聴取す る先 として,位 置付 けられ ることが増 えてきた.例

えば,「 高齢社会対策基本法」でボランティアの振興が,「 学校教育法」ではボランティア

活動 の努力義務 が,「 少年警察活動規則」ではボ ランテ ィア との連携が定め られている.ま

た特定非営利活動法人は,「 自然公 園法」によ り公 園管理団体 として,「 障害者 の雇用の促

進等 に関す る法律」によ り障害者 の職業安定のための業務 を行 う者 として,「 森林法」にお

いて施業実施協定に基づ く森林作業 の実施者 として,「 都市緑地保全法」によ り緑地管理機

構 として,「 密集市街地 にお ける防災街 区の整i備の促進 に関す る法律」によ り防災街 区整備

推進機構 として,指 定できる者 の一つに位置付 け られてい る,ま た特定非営利活動法人は,

「都市計画法」で都市計画の決定又 は変更を提案 できる者 とされ,「 都市再生特別措置法」

では都市再生整備計画に特定非営利活動法人の事業 を記載す ることもできる.「 公営住 宅

法」では,社 会福祉 法人や医療法人な どとともに,支 障の無い範囲で公営住宅 を使用す る

ことができる者 の一つ として,位 置付 け られ てい る.こ うした行政 と非営利組織やボラン

テ ィア との連携 は,1990年 代の後半に急速に進 んできた.

近年 の政府予算におけるボランテ ィア支援策 を見て も,そ の広 が りがよ くわかる29,非

営利セ クター と政府の関係 についての指針づ くりも各分野で進 め られてお り,パ ー トナー

シップのための手引書な ども,数 多 く出版 され ている30.

また,行 政 と住 民の関わ り方 も変わってきた.地 方分権が進むなかで,住 民 自治が一層

29日 本NPOセ ンターwebsite(2004)に よ る.

30都市 緑化 基 金(2000),建 設 省 関東 地方 建設 局 国 営 昭和 記念 公 園 工事 事 務所 ・公 園緑 地 管
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求められ る地方 自治体にお いては,こ うした動 きが ことに顕著である.従 前の住民参加 で

は,行 政の事業の側面的な支援 を期待 し,ア リバイづ く り的 に住民意見を聴 取 した り,住

民委員 の参加 を求めた りす る点的な関わ りが多かったが,近 年 では,行 政情報の共有や,

政策 の企画 ・立案 ・実施 ・評価 などの各段階で,行 政 と住民が協働することを 目指す動き

が広 がっている.ボ ランティア活動支援 のためのセ ンター も,全 国各地で設 立が相次いだ.

内閣府(2004a)に よると,2003年 度時点で,市 町村では66.3%,都 道府県では100%で

NPOと の協働事業を実施 している。協働事業 を開始 したのは2000年 以降が大半であ り,

市町村は51.8%で,都 道府県 は57.5%が,2000年 以降 に開始 している.一 方,協 働事業

により早 く取 り組み始 めたのは,住 民生活によ り密着 した市町村の方で あ り,阪 神 ・淡路大

震災のあった1995年 以前 から協働 を開始 していた市町村 は19.1%と なっている.こ れに

対 し,1995年 以前か ら協働 を開始 していた都道府県は,5.0%に 過 ぎない,都 道府県 にお

ける協働事業へ の取 り組 みは,1990年 代の後 半か ら一気に広がったのに対 し,市 町村 では,

先進 自治体の取 り組みは早かったものの,自 治体の数が多い こともあ り,取 り組み状況に

濃淡 があるよ うである.し か しいずれ にせ よ,非 営利 セクター と政府セ クターのパー トナ

ーシ ップへの関心が
,1990年 の後半か ら急速 に高まってきた ことは間違いない.

ここにお ける協働事業の内容 として最 も多いのは事業委託で,都 道府県で100%,市 町村

で80%が,NPOに 事業委託 を行 っている.次 いで多いのは事業 の共催 である.

しか し,非 営利セクター側か らの,こ うした行政のパー トナーシ ップ形成のための取 り

組みへの評価は,十 分 なものばか りではない.例 えば,人 と組織 と地球のための国際研 究

所(2004)で は,非 営利組織 との協働 を進めるための条例や指針 の策定は進んできたが,現

実の意思決定プロセスへの市民参加や,協 働 を進めるための推進体制は,不 十分 としてい

る.そ して非営利組織 との協働が,歳 出削減 のため手段になることを,強 く危惧 してい る.

一方で
,現 在 の 日本 の非営利組織 には,自 己の団体 の利益 を超 えた公益的な視点で,政 策

提言する能力 が,ま だまだ十分 でない ことも指摘 している.

政府セクターは,閉 塞感が 目立っ政府セ クターの息を吹 き返 させ る手段 として,非 営利

セ クター とのパー トナーシ ップに大きな関心を寄せているが,現 在の ところパー トナー シ

ップの内容 は,ま だ試行錯誤 の段階にある.日 本 においては,政 府セ クターが,非 営利セ

クター とのパブ リック ・プ ライベー ト ・パー トナーシ ップを先導 してい く,あ る意味でパ

ターナ リステ ィックな政府 セクター と非営利セクターのパー トナーシップが広 が りつっあ

るとも言 える.

理 財 団(2000)な ど
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5日 本 のパ ー トナー シ ップ論 の課 題

5.1パ ー トナー シ ップの 限定

非営利セクター と政府セクターのパー トナーシ ップについての議論 においても,パ ー ト

ナーシ ップの範囲が,政 府セクター と市民活動団体 との関係 を中心 に,論 じられ ることが

多 い.非 営利セクターを広範に捉 える立場 か らみ ると,こ こで展開 され ている議論は,間

口の限定 された議論である.

例えば東京都(1996)で は,パ ー トナーシップについて,① 自治精神の発揮,② 時代 によ

る互いの使命 の検証,③ 発展 ・変容への対応 の促進,④ 自主性の尊重 と対等 な横の関係,

⑤特性 を相互 に生かす協働 とい う,市 民活動的な非営利組織 を想定 した視 点が提示 され,

非営利組織 が発展す るた めの,環 境づ くりや協働 の しくみづ くりが課題 とされ ている.そ

の後の非営利セ クター と政府セ クターのパー トナー シップを巡 る議論 では,さ らに市民活

動的な視点が強ま り,政 府セクターか らの独立性 を強 く意識 した議論が増 えている.非 営

利組織あるいは市民活動 は,行 政 とは別個 の価値観 に基づいて事業 を行 うもので,行 政 が

行 えない,あ るいは行 うべ きでない事業 を行 うことに存在意義があるため,行 政代行型 で

はな く,行 政補完型 あるいは独立型の非営利組織であることが望まれ るとされ る,こ うし

た立場か らす ると,公 的支援への依存が強まるのは,決 して好ま しいことではない とされ

る.さ らに昨今の,市 民活動 を中心 にした非営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ

ップの議論 では,市 民活動の独立性や非政府性 がますます強調 され,両 者の関係の対等な

関係 や,あ らゆるプロセスでの協働 の重要性が,規 範的に論 じられる傾 向がある31.非 営

利セ クターが,政 府セ クターを補完す ることの否 定や,行 政の過度の介入 を戒 めるものも

ある32.た だ,政 府の非営利組織へ の介入 を危惧 して,非 営利組織の行政依存や,行 政 の

一方的な支援が否定 され,行 政の非営利組織への関与を深 めすぎることへの批判は強いが,

論者 によ り,許 容する内容にはかな りの隔た りがある33.共 通 しているのは,市 民活動 団

31東 京都(1996) ,吉 田(1999),久 住(1997),佐 野(1999),仙 台NPO研 究会(1999),今 田 ・

高 田(1999),椎 野(2003)な ど.久 住(1999)は,行 政 とNPOが 事業の企画か ら実施までの あ

らゆるプロセスで協働す ることが重要であ り,ま た行政のNPOへ の支援 は資金支援や人材

育成な どの個別支援 より,税 制や法人制度整備 な どの環境 ・基盤整備 がよ り重要 になる と

している.

32民 間非営利活動研究会 ・自治省地域政策室(1997)「 地域づ く りのための民間非営利活動

に対する地方公共団体の在 り方 に関す る研究報告」では活動の基盤整備 を重視 し,「個別団

体への補助金等 の資金助成は抑制」す ることが述べ られている(吉 田(1999)を 参照).
33久 住(1999)は 行政に資金依存す る市民活動 を否定 している.椎 野(2003)で は,行 政の

NPOへ の委託事業 は下請 けにな りかね ないこ とを指摘 してい るが,仙 台NPO研 究会 は,

NPOへ の委託事業 の必要性は認 め,そ れ を行政の下請けにするこ とは批判 している.ま た

事業補助は肯定す るが運営補助は否定 してい る.佐 野(1999)は 官設官営のNPOセ ンターの
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体 としての独立性 を確保す るために,い かに行政 との間に距離を置 くか とい う点が,注 意

深 く論 じられていることである.近 年では,欧 米のシンクタンク的な機能 を持つ非営利組

織 を手本 とした,非 営利セ クター の政策提言機能 に注 目した議論 も多い34。

しか し,非 営利 セクター と政府セ クターのパー トナーシ ップを考 える上で,非 営利セ ク

ターを市民活動 のみで捉 えることは,パ ー トナーシ ップの内容 を限定的にす る恐れが ある.

今後,政 府セ クターが これ まで独 占 してきた公共サー ビスの提供 を,目 的 を共有すること

ができる非営利セ クター との協働 によ り,提 供す る事業が増 えてい くことはほぼ間違いな

い.双 方 の関係 が深まるにつれ,市 民活動は もとより,地 縁 による組織や地方 自治体など

の政府 と密接に連携す る大小様 々な組織 を巻き込んで,非 営利 セクター と政府セ クターの

パー トナー シップが,多 様化 していくことが予測 され る.市 民活動論 のなかで規定 されて

きた先鋭的な民間性や独 自性 の概念が,広 がってい く可能性 もある.こ うしたことか ら,

パ ブ リック・プライベー ト・パー トナーシップを議論す る上では,非 営利セ クターを幅広 く

捉 えることが重要であることに,注 意 を促 したい.

5.2相 互依存す るパー トナーシ ップの存在一サー ビス提供 と資金提供の分離関係一

非営利セクター と政府セクターの関係論 では,政 府セ クター は公平性や公正性 を重ん じ

るが,一 枚岩 で融通 の効かない非効率 なセクター として,民 間営利セ クター は利益追求 の

み で,公 益への関心がないセクター として,ま た非営利セ クターは,社 会変革の志 と助 け

合 いの精神に基づ く民主的な活動 を行 うセ クター として,区 分 し説 明されることが多い.

1990年 代に 日本 の非営利セ クターの発展 に貢献 してきた論者 の多 くも,非 営利セ クター

を,多 元主義的な社会 を実現す るために,多 様な価値観 にもとつ く活動を行 う点で,政 府

セ クター とも民間営利セ クター とも異なる機能を持つ ものとして区分 し,各 々を代替的な

存在 と説明 している35.こ うした三区分 による議論は,非 営利セ クター が,政 府セ クター

や営利セ クターでは対処できない社会問題 を解決でき る,重 要 な存在であることを明快 に

説明す る.し か しその反面,こ うした三区分論 は,非 営利セクターのサー ビス提供者 とし

ての側面にのみ注 目した議論であ ることに,注 意が必要 である.

設 置 に批判 的で あ る一 方,椎 野(2003)は 行 政 が深 く関与 した擬 制 のNPOが 公 的施 設 を運 営

す る こ とを協働 とは言 えな い とい う.上 条(2003)も 自治体 がNPOの 組織 化 に乗 り出す こ と

を批 判 して い る.
34上 山(2001) ,鈴 木 ・上 野(1993),ア ーバ ンイ ンス テ ィチ ュー ト(1994)な ど
35中 村(1999) ,佐 野(1999),仙 台NPO研 究会(1999),久 住(1999),田 中(1998)な ど,出 口

(1999a)は,阪 神 ・淡 路 大震 災後,活 躍 した団 体 に は,企 業 や行 政 と積 極 的 に関 わ る 「パ ー

トナー シ ップ型 」が多 い と し,1970年 代 のイデ オ ロギー 色 が強 く行 政や 企 業 と対 立 して い

た 「70年 代 型」 と異 な る と して い る.

70



前章で見てきた とお り,非 営利セ クター と政府セ クターの間には,政 府 が資金提供 し,

非営利セ クターがサー ビス提供者 とな るとい う関係があ り,非 営利セクターは,政 府 の機

能 が拡大す るなかで,組 織や活動 を拡充 させてきた とい う側面がある.そ こには,政 府セ

クターが,非 営利セ クター の資金提供者 となるとい うパー トナーシ ップが存在 し,政 府施

策 が非営利セ クター の行動 に様 々な影響を及 ぼ し,ま た非営利セクターの活動が政府セク

ター の動 向に影響 を与 えるとい う,多 重的な相互依存関係 が,世 界 的に存在す る.

日本にお ける非営利福祉セ クター の歴 史的 な発展過程に も,同 様 の傾 向が ある.例 えば

明治 ・大正期 には,個 人や宗教団体な どの 自発的な慈善事業 として,福 祉 の非営利活動が

数 多 く始 められたが,財 政基盤 を確保す るために多大 な労苦を要 し,一 代限 りで消滅せ ざ

るを得 なかった事業 も少 なくない.し か し社会的弱者へ の救済 の社会ニーズは増加す る一

方であ り,社 会事業者 は政府 か らの資金支援を強 く望んだことか ら,政 府の民間助成制度

が,徐 々に整備 されてきた.そ して,戦 後 の社会福祉制度の整備 ・拡充 の課程 で,社 会福

祉法人が設立 され,日 本独特の官民一体型 の社会福祉体制が形成 されてきた.政 府が資金

提供者 とな り,非 営利組織 がサー ビス提供者な る関係 は,日 本の非営利福祉セクターにも

広 く存在 し,非 営利福祉セ クターを拡大 させ ることに貢献 してきた.こ うした政府の関与

が強い関係 をパー トナーシ ップ と称す ることには,民 間性や独立性 を重視す る市民活動論

の立場か らは抵抗があることも予測 され るが,非 営利セ クター と政府セ クターのパー トナ

ーシ ップの一形態 として,両 者の関係 は拡大 し,非 営利福祉セ クターは成長 してきた.

また戦後 の人権意識の高ま りと共 に,ボ ランタ リーな民間主体の活動が始まったものの,

社会 ニーズの高 ま りに応 えるだけの十分 な資源 を確保 できず,地 域の 自治体の支援 を受 け

るこことな り,そ れが先駆的な取 り組 みである場合には,国 による一般制度化 が行 われ る

とい う事業 の例 もしば しば見 られ る36.こ うした詳細は次章で述べ てい くこととす るが,

非営利セ クターを広 く捉 えることによ り,政府セ クター と非営利セクターの間にある,様 々

な相互依存関係 が存在す ることが見 えて くる.

ところが,非 営利セクター と政府セ クターの関係 を巡 るこれまでの 日本の議論では,非

営利セ クターの側 か らは,非 営利セ クターの対等性や独 立性 を重視す るあま りに,非 営利

セクター と政府セクターが,同 様 の公共的な 目的 を持 ち協働す る場合 の相互依存関係に,

ほとんど関心が持たれ なかった といっても過言ではない.む しろこ うした相互依存 関係 に

おいては,も ともと大 きな資源 を配分 されている政府セ クターが,非 営利セ クターを従属

させ てい く危険性が危惧 され,政 府 の関与は否定的に捉 えられ,議 論す ることす らいわば

門前払 い されてきた.一 方政府 の側 か らも,福 祉国家の危機 が叫 ばれ て以来,市 民活動 を

中心 とす る非営利セ クターは,小 さな政府 を実現す るために有効な手段 と見な され,政 府

36し か し一旦中央集権体制に組み込まれ ると,官 僚制の弊害か ら免れ ることができず,非

効率 ・硬 直性 ・地域 ニーズの無視 な どの問題が生 じる.
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の機能 を代替す る役割に主 な関心が注がれたため,非 営利セ クター とは,政 府セ クター と

は資金的 に独立 した,地 域 に密着 したボランテ ィア活動を意味す ることが,暗 黙の前提で

あった.非 営利 セクター と政府セ クターの資金 を通 じたパー トナー シップが,正 面か ら議

論 され ることは,ほ とん どなかった と言 える.

こ うした状況について,川 口(1999a,1999b)は,い わゆる 「福祉国家」に変わる存在 と

して,多 様 な供給者 によ り構成 され る 「福祉多元主義モデル」 あるいは 「福祉 ミックス・

モデル」が 日本に紹介 された際,も ともとの ヨー ロッパ の議論 では 「供給は多様化」 しつ

っ 「財源 は公的責任 を維持」す る とい う議論 であったものが,「 供給の多様化」と 「財源の

多様化」が同一視 されて論 じられ,ボ ランテ ィアなどインフォーマルセ クターが,政 府セ

クターの機能 を,供 給面で も財源面でも代替す るとして説明 されて きたことの,弊 害 を指

摘 してい る.そ して 日本 の福祉多元化論 は,公 的責任 をサー ビス供給,財 源共 に減少 させ,

インフォーマル なセ クターである家族や地域社会,ボ ランテ ィアに代替 させ よ うとす る議

論 に摩 り替 えられた としている.

北島(2002)は,Kramer(1981),Salamon(1987),Gidronetal(1992)な どが示 した福祉

サー ビスのファイナ ンスとサー ビス供給の分離モデル以降,比 較的最近でも,こ れに匹敵

するよ うな影響力のある概念やモデルは呈示 されてお らず,こ うしたファイナ ンス と供給

の分離 を示 したモデル にこそ,今 後 の行政 と非営利組織関係 が,多 様な方向 に発展 してい

く可能性 を見出す ことができると論 じている.た だ,政 府のファイナ ンスの方法,供 給主

体の民営化,市 場化のあ り方の組み合わせや,非 営利組織のア ドボカシー機能忙 よ り,福

祉 国家 に与 える影響が,異 なることを指摘 している.ま た宮本(2002)は,非 営利組織 の活

用は,小 さな政府 につながるもの として,北 欧社会主義国な どでは認めがたいもの とみな

されてきたが,近 年ではむ しろ社会 サー ビスの質的向上 と,福祉 国家 の発展の手段 として,

位置付け直 され ていることを紹介 している,

松下(2002)は,今 日,自 治体で使われ てい るパー トナーシ ップの源流の一っ は,ア メ リ

カにおけるまちづ くりの手法であるとし,そ こで注 目され る独 立型 の非営利組織のデ ィベ

ロッパーであるCommunityDevelopmentCorporation(CDC)も,1970年 代以降,政

府の包括補助金の対象 となったことによ り,大 きく発展 して きた としてい る.

このよ うに,日 本にお いて も非営利セ クター と政府 セクター のパー トナーシップを考え

る上で,両 者の行動の相違 を理解す ると同時 に,同 様 な 目的のために両者 が協働す る場合

の,相 互依存関係 を議論す ることの重要性 に注 目す る論者 も,少 しずつ増えてきてい る.
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6パ ー トナー シ ップ論の展望

日本 にお ける非営利 セクター論では,政 府セ クター でもな く営利セ クターでもない非営

利セクターだけが,閉 塞 した社会 の風穴を開 けることができるとい う期待や,新 たな社会

を構築す る変革者,あ るいは市民活動 としての非営利 セクターの役割が,議 論 の中心を占

めてきた.こ うした文脈か ら,非 営利セクターの政府 セ クターか らの独 立性や民間性 は,

政府か ら資金的 にも独立 していることと同義 に解 され,非 営利セ クター と政府セクターの

関係では,対 等性が至上命題 となってきた.こ のため非営利セ クター と政府セ クターの間

に存在す る,多 重的なパー トナーシ ップの実態が考慮 されることは少な く,む しろ非営利

セクター と政府セ クターの関係 の深化 は,非 営利セクターの独 自性 を阻む要 因 とい う側面

か らのみ,語 られ る傾 向が強かった.政 府 と深 く関わる非営利組織 は,真 の非営利セ クタ

ー とは見な されない とい う議論 も,少 な くない.

しか し,市 民活動 を中心 とする非営利セクター論 には,落 とし穴 もある.非 営利セ クタ

ーは,政 府 か らは基本的に小 さな政府を実現す るための手段 と考 えられ てい る.政 府 は,

一般 的に非営利セ クターを活用することで行政 コス トを削減 し,あ るいは限 りな く低 コス

トで公的サー ビスが提供できることを期待 している.こ のため,非 営利セ クターが,政 府

か ら資金的な独立 を含 めた独 立性を 目指す こ とは,非 営利セ クター に対す る政府資金の提

供 は必要無い とい う,政 府セ クターに とって都合のよい結論 を容易 に導 く.と ころが現実

には,こ れまで見て きた とお り,非 営利セクターが,活 動に必要なコス トを 自前で,つ ま

り民間か らの寄付や事業活動のみで用意できることは,非 常に少 ない.非 営利セ クターは,

政府セ クター と比較 して,低 コス トでサー ビス提供が行 えるが,組 織 の本来 目的 を果たす

ためには,必 要な コス トが存在す るのは政府セ クターや営利セ クター と同様 であ り,組 織

の継続 のためには,行 き過 ぎた低 コス トの運営は死活 問題 となる.非 営利組織 の強みを,

政府 より安価で良質なサー ビスが提供できる点にみ る意見 は,非 営利組織の当事者か らも

ある37.し か し,行 政 が経費節減 を目的 とし,非 営利組織 と協働事業 を行 うことは本 旨で

はない とす る批判 があるのは38,政 府の効率化を 目指ための非営利セ クター との協働 は,

場合によっては,非 営利セ クター 自身 を弱体化す る恐れが十分にあるためである.非 営利

セクターが,政 府がス リム化す る緩衝帯 となることのプ ラス ・マイナスについては,十 分

な検討が必要である.

前章で先 に見て きた とお り,非 営利セ クター とは基本的に制約 が多 く,自 立 して存在す

ることが困難な存在で ある.非 営利セ クター と政府セ クターの間にある,組 織や人的,資

金的な影響力の相違 を認識 しないままのパー トナーシ ップ論 は,非 営利セ クター に過大な

37上 条(2003) ,田 中(1998)な ど.

38松 下(1998),人 と組 織 と地 球 のた め の国 際研 究所(2004)な ど,
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期待 と役割 を背負 わせ るこ ととにな り,非 営利セクターの活動 を危 うくす る可能性 さえ孕

んでいる,

また非営利セクターの独立性や対等性の確保の議論 は,課 税権のある政府 と自ら資金獲

得の努力が必要な非営利セ クターでは,必 要な資金を得 るためのハ ンデ ィが大き く異 な り,

存立基盤 が全 く異なることを,十 分認識 した上でなされ るべきで ある.ま た,今 日の政府

セクターに不満 を感 じている人々は多いものの,社 会ニーズの拡大に伴い政府機能が拡大

してきた ことか ら,政 府セ クターに第一の公共サー ビスの提供 を期待す る人 々の傾向は,

依然 として弱まっていない.さ らに,非 営利セクターに対する社会全体の期待は高まって

いるものの,そ れ をサポー トす るための寄付やボランティアは,そ の期待 ほ どには増えて

いない.非 営利セ クター の提供す る公共財 にも,政 府 の提供す る公共財 と同様に,フ リー

ライ ドが避 けられない ことは,長 い歴史が示 してい る現実である.

こ うしたなかで必要なのは,政 府 に集 中 している資源 を,様 々な民間の非営利セクター

に配分 してい くプロセ スを確立 していくことである.非 営利セ クターへの政府資金の導入

は,そ の手段の一つである.非 営利セ クターが,幅 広 い市民の支持 を得 られ る公益性 を発

揮で きる存在であるな ら,非 営利 セクターの活動 に,政 府セ クター を経 由 して市民の拠出

した税金 を,必 要に応 じて配分す るルールがあって もおか しくない.非 営利セクターに政

府か ら投入 され る資金が,パ ターナ リステ ィックな補助や支援のみであるな ら,政 府の関

与の深い大規模 な公益法人な どの歴史か ら明 らかなよ うに,政 府資金の導入 は非営利セク

ターの独 自性や 自立性 を阻む ものにな りなる.し か し政府セ クター に集約 された税金の配

分 について,非 営利セ クター と政府セ クターが対等 な立場 で議論 を尽 くし,市 場の失敗,

政府の失敗,ボ ランタ リーの失敗,政 治の失敗 を少 しで も克服す るよ うなルール作 りを進

めることが可能な ら,政 府セ クター と非営利セ クターのパー トナー シップの深化は,社 会

全体 にとって,実 り多い ものとなることは間違いない.

市民活動を主体 とする非営利セ クターが,政 府 の関与が強い公益法人が独 自性や 自立性

を確保 できなくなってきた とい う教訓か ら,政 府 か らの関与や資金 を自制す ることで,独

立 し自立 した,非 営利 セクター の確立を 目指す とい う姿勢は潔 いもの と言える.反 面,厳

しい言い方をす るな ら,そ れは現実を直視 していない楽観的な理想論 に基づ く姿勢で もあ

る.今 後,非 営利セ クター と政府セ クターの関係 は拡大す ることはあって も,縮 小 してい

く可能性 は非常に薄い.両 者 の資金的な繋 が りもますます強 くなってい くことは間違いな

い.非 営利セ クターの拡大は時代の要請であると同時に,非 営利セクターの拡大 は,政 府

セクター とのパー トナーシップの拡大 により実現 してきた ことを,日 本 の非営利セ クター

関係者は,正 面か ら直視す る必要があると考 える.

同様に,非 営利セクター と政府セ クター の間にある様々な濃淡の様々な形の相互依存関

係 が存在す ることを認識 し,非 営利セ クターへの政府 関与のメ リッ トとデ メ リッ トを客観

的に評価 し,分 析することが必要である.言 い換 えるな ら,非 営利セ クターの多様性 を幅
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広 く認 め,様 々な形 のパブ リック ・プ ライベー ト・パー トナー シ ップが存在す ることを認

識 してこそ,両 者 の関係が新 しい社会の価値 を創造 し,社 会を変革す る動 きにつなげるこ

とが出来 る.パ ブ リック・プライベー ト・パー トナーシ ップへの関心の高ま りに応 えてい く

ためにも,非 営利セクター を多面的に捉える研究が,一 層進んでい くことが望まれ る.
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第3章 日本の非営利福祉セクター と政府セクター

1社 会福祉政策 と非営利福祉セクター

1.1日 本の非営利福祉セクターの特殊性

これまで見てきた とお り,非 営利セ クター と政府セクターの関係 は,サ ー ビス提供面では

代替的 である一方,資 金提供 を通 じたパー トナーシ ップ面では相互依存的で,こ うした関係

が多重的に存在 してい る.ま た両者 の境界は,非 営利セクター と政府セクター とのパー トナ

ーシ ップが
,深 化すればす るほ ど,曖 昧になる傾 向がある.こ うしたなかで 日本の非営利福

祉セ クター には,後 に見 るよ うに,非 営利セ クター と政府セ クターの関係形成が,政 府施策

との一体化 に終始 してきた とい う歴史がある.こ のため,政 府 の関与がある非営利セ クター

は,限 りなく政府セ クターに近接 した存在 とな り,非 営利福祉セ クターの多 くの場面に,政

府 のパターナ リズムが及んできた.

非営利セクター と政府セ クターの境界が曖昧であることは,日 本 の非営利福祉セ クターの

捉 え方 を様 々なものに してい る.例 えば岡村(1983)は 民間社会福祉 を,財 源が税金 である

「法律による社会福祉」 と,自 発的 な活動である 「自発的社会福祉」 に区分 し,前 者 は公営

社会福祉 と同 じである とし,両 者 の相違や相互関係 を論 じてい る.こ の ように非営利活動を

政府 と離れた市民の主体的な活動 に限定す る立場か らみ ると,戦 後政府 の役割 が拡大 してき

たことと比較 して,日 本 の非営利福祉 セクターの活動は,非 常に限定的であると論 じられる

ことが多い1.一 方,政 府の立場か らは,福 祉の民間活動として,政 府の関与が強い①民生委員 ・

児童委員,② 社会福祉協議会,③ ボランティア活動等,④ 共 同募金,⑤ 日本赤十宇社などを中心

に,非 営利福祉セクターの役割の大きさが,論 じられることが多い2.このように同じ非営利セクターを

語っても,対 象とする範囲や活動への評価が,か なり異なることが少なくない.

ただいずれ にせ よ,非 営利セ クター と政府セ クターのパー トナーシ ップの展望を考 えてい

くためには,政 府 との境界線 の線引き論争 に終始す ることな く,多 種多様 な非営利組織 を視

野に入れ てい くことが不可欠 であると考えるのが,本 論 の立場で ある。非営利セクターは,

政府 と異なる民間の立場で非営利 活動 を行 うことが特質 の一っで ある と同時に,同 じような

公共的 目的のために活動す る点で,政 府 か ら様々な影響 を受 ける存在であるためである.

このよ うな広義 の非営利セ クタ「の捉 え方 を採る と,日 本の非営利福祉セ クターは,政 府

の関与が強いセ クター と,政 府か ら距離 を置いた市民の主体的な活動か ら成 るセ クター に分

1伊藤(1996) ,栃 本(1996)な ど.
2厚 生 労働 省(各 年)『 厚 生労 働 白書 』『国 民 の福 祉 の動 向』,厚 生省(1996)な ど,
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断 されている点に,大 きな特徴があると言 うことが出来る.他 の先進諸国 と同様 に,日 本に

おいても,非 営利セ クターが政府 の政策 と密接な関係 を持 ちなが ら成長 して きた とい う過程

が見 られ るが,日 本 の非営利福祉 セクター には,官 主導の非営利組織 と民主導の非営利組織

が存在 し,前 者 と後者では,目 的,組 織,財 政基盤,活 動 内容が大 きく異な り,そ の差はい

わば断絶 に近 い とも言 える.し か しこの両者 は,歴 史的 に見れば,元 々は民間の 自発的な意

思か ら活動が開始 された点で共通 してい る,政 府 の社会福祉政策 が変遷 してきたなかで,一

方は政府の政策 と一体化 し,他 方は民間の 自主性の名 の下で 自立 した運営が期待 され るとい

う,異 なる道 を辿 って来た.た だ活動 内容を詳細に見 ると,官 主導の福祉 の非営利組織 にも

民間 の自主的な活動が存在 し,政 府 と全 く同一化 しているケースばか りではな く,詳 細な検

討 が必要である.

また政府 の社会福祉政策 は,近 年,政 府主体でサー ビスを提供す る体制か ら,様 々な民間

セクターの活力 を導入す る体制に大 きくシフ トして きてお り,こ の流れが今後弱ま る可能性

は限 りな く低い.官 主導にせ よ,民 主導にせ よ,福 祉 の非営利組織は,政 府 の影響 を受 け変

化 してきている.ま た官主導型 と民主導型 の壁を乗 り越 えてい くよ うな,非 営利福祉組織の

活動 も現れ てきている.

この ような 日本 の非営利福祉セ クター と政府 の社会福祉政策 との関係 を,社 会福祉制度の

内外 で活動す る,様 々な民間の非営利活動 の歴史を概観 するなかで改めて確認 し,非 営利福

祉セクターの現状 と課題,そ して展望 について論 じてい くこととしたい.

1.2資 本主義社会の社会福祉政策 と民間非営利福祉活動

非営利福祉セ クター の発展の過程 は,政 府 の社会福祉政策 の動向 と密接 に関係 している.

資本主義の発達期 において,救 貧政策を中心 とす る社会福祉政策は一種の治安維持装置であ

り,循 環的に起 こる恐慌や不況がもた らす失業や貧困は,労 働者 自らが解決す る問題 と考 え

られ ていた.そ の先進 国であるイギ リスでは,16世 紀始めに貧民法が制 定 されたが,負 担 を

危惧す る資本家の抵抗によ り,長 い間,国 家による貧民救済は極端に制限 され ていた.そ の

後,資 本主義が発展 してい く過程 で,失 業や貧 困が慢性化 し深刻化 した ことか ら,こ れ らの

社:会問題の解決 を訴 える社会主義運動が激化 し,国 家 としての取 り組みが強 く求め られ るこ

ととなった.し か し20世 紀初頭まで,国 家 による社会福祉は非常 に制 限的な もので あった3.

このためイギ リスでは,貧 困者救済 を目的 とする中産階級 による自発的 な慈善活動が活発

化 し,慈 善 団体 の連 絡 や 調 整 そ して組 織 化 の た め に慈 善 組 織 協 会(COS:Chari七y

OrganizationSociety)が1868年 に設立 された.大 学人や有産階級 を中心 としたスラムの社

3以 下 ,第 二 次大 戦までのイギリスの社会 福祉 政 策 につい ては,古 川(2001a),遠 藤(2003),岡 村

(1983),社 本(2001),安 部(2001),ア メリカについては遠 藤(2003),古 川(2001b)(2001c),小 松
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会改良運動である,ソ ーシャル ・セ ツル メン ト運動 も広がっていった,ま た大英帝国発展 の恩

恵 を受 けた労働者は,自 助組織 を形成 し,「 節約 と自助」の精神による熟練労働者 のための 「友

愛組合」が生まれ,数 ・規模 を増やす とい う動 きもあった,一 方,独 立後 のアメ リカでは,

貧窮の原因は,個 人 の無能力や努力の欠如 にある と広 く認識 され,産 業資本の確立期 に広ま

った 自由放任主義の思想 がこれに一層の輪 をかけた,こ うした ことか ら労働 可能者に対する

救済の多 くは,民 間の慈善組織 に委ね られ,19世 紀の末 にはイギ リスか ら導入 されたCOS

が全土 に広が り,政 府は貧民院による院内救:済を担い,院 外救済 は自発的な慈善活動が担 う

とい う流れ が出来,政 府 の救済策が縮小 し,民 間の慈善活動のみが発達 してきた.

しか し,そ の後 も市場の失敗 による弊害はますます拡大 したため,貧 困な どの社会問題の

解決 には,専 門家による科学的,系 統的な取 り組 みが必要 とい う認識 が広がった.ま た 自発

性 に頼 る,ボ ランテ ィア ・べ一スでの啓蒙活動 を中心 とした慈善組織 には限界があるとい う

問題意識 が次第 に高ま り,政 府 による本格的な取 り組み が,一 層強 く求 められ るようになっ

た4.な かで も1929年 に始 まる世界的な大恐慌 の影響 は甚大で,こ れ を契機 に資本主義諸国

では一様 に,ケ イ ンズ流の経済政策への傾斜 を強め,国 家による社会福祉 が,徐 々に制度化

され るようになっていった.そ して,政 府 の社会福祉政策が拡充 し,社:会 福祉の執行機 関の

設置が増加 するに従 い,民 間の慈善活動への注 目度は下が り,社 会福祉 の主な担い手は,公

的機 関に所属す る専門家へ と変化 していった5.

第二次世界大戦によ り,こ うした国家の社会福祉政策は中断 されたかに見えたが,イ ギ リ

スでは,「 ゆ りか ごか ら墓場まで」で知 られ る1942年 の 「ベバ レッジ報告」によ り,社 会保

障制度,完 全雇用対策 を目標に掲 げた福祉 国家体制 が,世 界に先駆 けて整備 され ることとな

った.そ れまでの救貧事業や保護事業を中心 とす る社会福祉は,社 会的 困窮者 のみを対象 と

していたのに対 し,福 祉 国家は一般国民 にまで対象 を広げ,福 祉 の概念 を飛躍的に拡大 した

6
.

第二次世界大戦後はこ うした動きがさらに顕著 とな り,先 進諸国は経済成長 を背景に,社

会保障支出を拡大 し,福 祉国家化を推 し進 めた.ア メ リカにおいて も1960年 代に 「貧 困の

再発見」を契機 に,「 偉大な社会」 を 目指 して社会福祉制度の整備が進んだ7.そ して この過

程 で,政 府 のパー トナー として,非 営利セクターの役割 が拡大 して きたのは第1章 で見てき

た とお りである.

日本 における社会福祉政策 と民 間非営利福祉活動 も,基 本的には,こ うした資本主義社会

の形成過程にお ける動 きと軌 を一 に して,発 展 してきた.詳 細は後 に詳 しく見るが ,資 本主

(2001)な ど.

4岡 村(1983)

5Salamon(1995)

6右 田(2001)
,岡 村(1983)な ど.

7遠 藤(2003)
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義経済体制の確 立期であった,明 治 ・大正期の政府の社会福祉政策 は非常に制 限的であった.

このため民間の慈善活動が発達 してきた.し か し民間の慈善事業 は,個 人的な努力の限界や

経済不況の荒波のなかで,独 立 した活動を行 うことが困難 にな り,次 第 に政府 の補助 を強 く

要求す ることとな る.結 果 的に,民 間の慈善事業 あるいは社会事業は,政 府 の補助 と引き換

えに政府の指導監督 下に入 るこ とを受 け入れ,時 代が戦時体制に突入 して行 くなかで,政 府

と一体化 した社会福祉事業を展開することとなった.

そ して第二次世界大戦後,民 主主義国家 となった 日本では,日 本国憲法 によ り国家に よる

社会福祉の責任 が初めて明言 され,戦 前の軍事優先で制限的な社会福祉 とは異なる,国 民一

般 を対象 とする社会福祉制度が確立 してい くことなった,具 体的には福祉 関係法の整備が進

み,社 会福祉 の給付対象や給付 内容は年々拡 充 し,社 会福祉への社会的ニー ズが高まるにつ

れ,福 祉サー ビスは,量 的 にも質的 にも拡大 してい くこととなった.こ のよ うに政府 の社会

福祉政策が拡大す るなかで,民 間社会福祉事業の役割 も大 きくなって行 った.し か し,社 会

福祉 は,行 政の措置権 により与 えられ る制限的な制度 として,ま た政府 と非営利福祉セ クタ

ーの関係 は公私一体型が保持 され,戦 前の影 を一部引きず った姿で,進 展 して行 くこととな

った.

1.3民 間非営利福祉活動の再登場

先進諸国では,第 二次世界大戦後,急 速 な経済成長 を後ろ盾に,福 祉 国家化を推 し進 めて

行 った.と ころが1970年 代のオイル ・シ ョックを機 に広がった各 国の財政危機 は,こ うし

た状況を大 きく変 えた.景 気後退 に苦 しむ先進諸国を中心に,社 会福祉の拡充 は経済成長の

妨 げになる とい う批判が広 が り,福 祉 国家体制 は大きな見直 しを迫 られ ることになった.そ

の最先鋒であったイ ギ リスでは,公 的部門への競争原理 の導入や民営化を進 め8,ア メ リカで

は,連 邦支 出の削減,規 制緩和,福 祉改革,州 権 の拡大 を基本方針 とし,医 療 ・福祉支出の

抑制策が講 じられた9,

社会福祉政策論者の間では,権 威主義的な 「福祉国家」への批判 か ら 「福祉社会」を構築

す ることの議論 が盛んにな された10.「 福祉社会」 につ いての議論は様 々な立場か らなされ,

市場や家族や コ ミュニテ ィを政府の役割に優先 させ るべき とす る議論や,あ るいは政府 では

なく自律的な個人が社会 を形成 し,民 間非営利部門が社会 サー ビスを供給す る福祉共同体 を

理想 とす る考えなどが提唱 され た,一 方で,こ うした 「福祉社会」 と 「福祉国家」 は対立あ

8武 川(1992)

9武 智(1992)

lo以 下 の議 論 は ,武 川(1996),今 村 ・武 智(1992)な どに よ る.「 福 祉 ミックス 」はRoseand

Shiratori(1986),「 福 祉 多 元 主義 」 はJohnson(1987),「 福祉 社 会 」 と 「福祉 国家 」 の共 存 関

係 はRobson(1976)な ど.「 福祉 ミ ックス」につ い て の 日本 にお け る議 論 は,丸 尾(1996),加 藤 ・

丸尾(1998)な ど。
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るいは代替するものではな く,「 福祉社会」が形成 され ても,政 府の機能の拡大 を求める分野

が存在す るとい う考えも主張 された.

また社会サー ビスの提供者 は政府 のみでな く,家 族や近隣,民 間非営利組織,民 間営利事

業者な ど様々な主体が存在 してい るとい う 「福祉 ミックス」論や,多 元的な供給主体に より

社会サー ビス供給 を発展 させ てい くことを 目指す 「福祉多元主義」が提唱 され,民 間の非営

利活動へ の社会的な関心が再び復活 してきた.特 にイギ リスでは,福 祉国家体制を整備す る

なかで,基 幹的サー ビスは地方 自治体 による直接供給が基本 とされてきたが,80年 代に入 る

と 「福祉多元主義」 「福祉 ミックス」の名 の下で,ま た1990年 代の 「コミュニテ ィ ・ケア改

革」llの 中で,競 争原理の徹底 と民営化 を進める政策 の方針に より,福 祉施設 の民営化や各

種サー ビスの委託 ・購入 が,大 胆 に進め られた.ま た福祉サー ビスの民営化 あるいは商業化

は,公 的な医療や福祉サー ビスの質 の低 さや応答性 の欠如 を理 由に,消 費者 の立場 を改善す

るとい う理由か らも進 め られた12。 こうしたなかで,民 間の福祉サー ビスの提供者 として,

効率的にかつ住民ニーズを反映 したサー ビスが提供できる主体 として,ボ ランタ リー ・セ ク

ターへ の関心が再び高ま り,そ の役割 が拡大 して きた.

しか し一方で,ボ ランタ リー ・セ クターへ の公的支援は助成か ら事業委託の形態を とるこ

とが増 え,政 府セクター と非営利セ クターの関係 は,補 助か ら契約 に変化 し,民 間営利セク

ター との競争が生 じてきた13.コ ミュニティ ・ケア法が成立 して以来,チ ャ リテ ィ団体の新

規登録数が大幅に増 え,財 政規模 も大きくなったが,組 織の制度化や官僚化が進むなかで,

ボ ランタ リー性 が失われ た り,継 続的で安定 していた補助や助成 と異な り,契 約は将来 を保

障 しないため,事 業 の安定性 が損なわれ るとい うデメ リッ トが問題 になった りしている14,

アメ リカにおいても,社 会福祉制度の対象者 が拡大 し,サ ー ビス内容 が多様化す るなかで,

政府 が外部 からサー ビス購入 を行 うことが増 え,非 営利 セクター は政府 との契約を巡 り,厳

しい競争の波に晒 され ることが増 えてきた.特 に低所得者対象の医療扶助プ ログラムである

メデ ィケイ ドや メデ ィケアの供給事業者に,民 間の非営利事業者 も営利事業者 も参入可能 と

なったことが,こ うした競争を一層激 しくして きたのは,第1章 で見てきた とお りである.

日本においても,1970年 代の後半から,福 祉のバ ラマキへの批判が政治家 を中心に高ま り,

福祉 の見直 しが盛んに議論 され るようになった.こ こでは 「増税なき財政再建」のス ローガ

ンのもとで行財政改革が進 め られ,政 府支出の見直 しが進む と共 に,国 有企業の民営化 を始

め とす る民間活力導入が様 々な分野で進 め られた.そ の一例 として 「日本型福祉社会論」が

111990年 の国 民保 健 サー ビス及 び コ ミュニ テ ィ ・ケ ア法や コ ミュニテ ィ ・ケア改 革 に よ り
,

福 祉 国家 型 の社 会 サー ビス の提供 が,ボ ラ ンタ リーセ ク ターや 企 業 も含 め た多元 的 な シ ステ

ム に変 わ った.

12秋 元(1996)

13平1岡(1996)(1993)

14川 口(1999a) ,経 済 企 画庁(1999)な ど.
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提唱 され,高 福祉高負担 による大 きな政府で も,低 福祉低負担 による小 さな政府で もなく,

家族 ・親族 ・近隣 ・企業 ・地域社会な どの助 け合い を活用 し,効 率的な福祉国家 を目指す と

い う日本独 自の路線が提唱 された.こ れ に対 し社会福祉 関係者 の間か らは,大 きな政府か ら

小 さな政府 を 目指す福祉 国家体制の再編 のなかで,政 府以外の様 々な民間の福祉の供給主体

に注 目すべき とい う議論が示 され,ま た社会サー ビスの供給体制 にお ける公私関係のあ り方

が,問 われるよ うになってきた.ま た政府 は,1990年 代初頭 に 「参加型福祉社会」を提起 し,

社会福祉 のボランテ ィアの重要性 と振興策の必要性 を強調 した.一 方,民 間サイ ドでも自発

的で先駆的な活動が現れ,福 祉 の供給主体の多様化 は年々進んでいった.

そ して1990年 の福祉関係各法改正 によ り,国 による集権的な社会福祉 は,市 町村重視 の

分権的な福祉へ と大き く方向転換す ることになった,こ の福祉改革では,民 間福祉 サー ビス

への期待 も明示 され,こ の頃か ら日本 においても民間活力導入 の名 の下で,公 的な福祉サー

ビスの供給 を,様 々な民間事業者への委託す ることが急速に増 えていった.ま た1990年 代

後半か ら始 まった一連の社会福祉基礎構造改革によ り,戦 後 の社会福祉制度が根本 的に方向

転換 し,社 会福祉 は,行 政の措置制度か ら利用者 による選択制度 とな り,社 会福祉 の提供主

体 として,様 々な民間事業者 に参入 の道が開かれ ることとなった.2000年 の介護保険制度の

導入 は,そ の一つの到達点であると言 える.

ただ振 り返 って見 ると,福 祉 国家 の危機 が喧伝 されていた間も,社 会福祉政策 は拡大 し続

けていた.産 業化 と都市化 の急速な進行がもたらした核家族化や地域 コ ミュニティの分断に

よ り,旧 来は家族や地域内で行われてきた,自 助や互助の機能が政府 に求め られるよ うにな

った ことか ら,社 会福祉や社会保障の制度が拡充 して きた.し か し,産 業化 の進行 は新たな

社会問題 を生み続 け,人 々の社会ニーズは多様化 し増加 の一途であったためで ある15.そ し

て拡大 し続 けてきた政府 の社会福祉政策 は,非 営利福祉セクター にも,様 々な影響 を与 えて

きた,非 営利福祉セ クターは,政 府のパー トナー として成長 して きたが,近 年では,効 率化

を 目指 し,民 営化や競争原理 の導入 を推 し進 める政府の方針 によ り,非営利福祉セ クター は,

同 じセ クター内のみな らず,民 間営利 セクター とも競争す る場面が増えてきた.お おまかに

言 うなら,こ うした流れのなかで,イ ギ リス,ア メ リカ,日 本 をは じめ とす る先進国の非営

利福祉セクター と政府の関係は,変 遷 してきている.こ うした状況が,日 本 においては具体

的に どの ように展開 してきたのかを,以 下では,さ らに詳 しく見てい くこととしたい.

15今 村 ・武 智(1992)
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2日 本の社会福祉 と非営利福祉セ クター

2.1近 代社会の始ま りと社会事業

2.1.1社 会事業の始動 と公的関与の否定

日本 において,社 会福祉16の 制度化 は,明 治以降の産業化や戦時体制 のなかで,徐 々に進

んできた.明 治時代の社会福祉 は,現 在の生活保護にあた る憧救制度が中心であった17.1905

年か ら1915年 における国の社会事業関連 内務省歳出は,国 家歳出全体の0.02%～0.06%,

地方の場合 も歳出全体の0.2%～0.5%に 過 ぎない.当 時の政府は,救 済事業の制度化が国民

を惰民化することを非常に警戒 してお り,国 としての関与 に否定的であった.政 府の立場 は,

長 らく家族 ・親族や地域 の相互扶助,自 主独立 を基本 とし,救 貧事業の制度化 は固 く否定 さ

れていた.そ の理 由として,当 時,イ ギ リスなどの ヨー ロッパ諸国では,救 貧制度 が設立 さ

れた後,救 済貧 民が増加 し,救 済費の肥大化 に苦慮 しているとい う事情が挙 げ られ てい る.

ただ急速に進む産業化の中で,社 会問題 は悪化す る一方であ り,貧 民 を放置す ることが出

来ない とい うジ レンマにあった政府 は,1908年 か ら始 まる救済事業 の中で,国 民を精神的 に

教化 ・感化する感化救済事業 と,国 家 の指導の もとに青年団,矯 風会,産 業団体な どの地方

の民間団体 を育成 ・奨励 し,倹 約貯蓄や風紀改良を進 める地方改良事業によ り,防 貧体制の

整備 を進 めた.イ ギ リスにお ける社会改良(refbrm)が,国 家 として資本主義の弊害か ら生 じ

る社会問題に介入 し改良することを意味 したのに対 し,日 本 では国民の精神面での改良 ・改

善すなわち 「感化」を重視 し,国 民 による 自治 自営,あ るいは自発的な社会改良の機運 を醸

成 しようとした.一 方 で,国 家利益 に対立す る共同体的なものはすべて否定 され,排 除され,

国家のための共同体 として,統 一 され てい くことが強 く求 められていた18.こ れ らの事業が,

軍事体制の確立 に向けた,国 家体制統一のための取 り組みであったことは言 うまで もない.

一方で
,政 府は,直 接 の救済 には関わ らない建前 は貫いたものの,天 皇の恩賜や聖 旨によ

る民間寄付 による救済事業は否定 しなかった.現 実の貧困者の増加 は,精 神論のみ で乗 り越

えられ る状況ではなかった ことと,恩 賜や聖 旨に よる救済事業 であれ ば,惰 民が発生するこ

とに伴 う国家の責任 は問われ ない とい うことが,そ の考えの根底 にあった19.こ うした事情

が,日 本 に独特の官主導の官民パー トナーシ ップを誕 生 させ た と言える.天 皇や皇后による

恩賜活動 は,歴 史的に飢饅や災害時の際に繰 り返 し行 われてきたが,そ れ は明治以降 も引き

16社会 福祉 は ,社 会 福祉 制度 が整備 され た 第二 次大 戦 後 に用 い られ るよ うに なっ た言葉 で,

それ 以前 は社 会 事業 と称 され た.社 会福 祉 は,制 限的 で あった社 会 事業 に,貧 困の 防止 や福

祉 の 拡充 な どの積極 性 を加 え る意 味で使 われ るよ うに なっ た.但 し,本 論 で は こ うした 区分

を厳密 には採 らな い.
17戦 前 の 日本 の社 会事 業 につ いて は ,遠 藤(2003),右 田 ほか(2001),池 本(1999),百 瀬(1997a),

池 田(1994),岡 村(1983)な どに よ る

18池 本(1999)

19池 本(1999)
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継がれて拡大 し,戦 前までの間に,博 愛社(後 の 日本 赤十字社)の 設 立や支援 をは じめ,民

間の社会事業 に対 して様々な支援 が行われた.そ の一つである恩賜財 団済生会は,明 治天皇

からの下賜金150万 円を元 に1911年 に設立 され た.恩 賜財団済生会の設立に際 して,政 府

は資産家か らの寄付金 を広 く募った結果,1800万 円を集め,内 閣府 が事務を取 り扱 い,地 方

庁に委嘱 して,病 院設置や医療給付,巡 回診療な どの事業が全国的に展開 された.し か し組

織,事 業 としては,あ くまで民間の救療事業 とされ た20.

また感化救済事業の講習会が継続的に実施 され る過程で,救 済事業施設 の組織化や様 々な

協議会組織が結成 され た.そ の一つである中央慈善協会 はイギ リスのCOSを モデル とし,全

国の慈善事業団体の連絡調整 を行 う民間組織 として,1908年 に設立 され,そ の下に大阪慈善

協会や,北 海道慈善協会な どの地方組織 も作 られた.な お 中央慈善協会 は,慈 善事業の啓蒙 ・

指導 を 目的 とす ると同時に,行 政 を翼賛す る内容 も含 んでお り,事 実上 は,政 府が全国の慈

善事業 を統制す る色彩の強い ものでもあった21.

このよ うに政府は,資 金面での救済事業へ の関わ りを否定 しつつ,官 製の民間社会事業の

組織化や,地 域や民間べ一スでの助 け合いの重要性 を強調す るとい う施策 により,最 少 の資

源で社会問題への対応 を図ろ うとした.国 家 目的の達成 のた めに,個 人の自主的な行動 が組

み込まれ統合 されてい くとい う,日 本独特の官 民パー トナーシ ップの萌芽が ここに見 られ る.

しか し,産 業化が進むにつれ,構 造的な貧困層 の蓄積 が大 きな社会問題 とな り,第 一次大

戦後の慢性 的な不況 のもとで,1918年 に始まった米騒動な どの社会問題 の激化か ら,政 府 に

よる貧困者対策 の取 り組みが急務 となった.こ のため政府は,1920年 に社会局を設置 し,よ

り積極的な社会政策 としての社会事業 を開始 し,1929年 には公的扶助義務 を明 らかにした救

護法が成立 し,1932年 か ら施行 され ることとなった22.世 界恐慌 による慢性的な不況が,こ

うした動 きに拍車 をかけた,た だ救護法 によ り,救 護の対象者 は位救規則 の救済人員 の10

倍 になったが,救 護 を要す る人数 はその10倍 とされ,対 象 が依然 として限定 され た制度で

あった ことに変わ りはなかったのであった23.

2.1.2民 間の慈善事業 ・社会事業

明治 ・大正時代 から第二次世界大戦終戦までの間,政 府 による社会福祉が非常 に限定的で

あったなか,民 間主導の福祉事業が,日 本 でも地域の篤志家や宗教関係者 によ り少 しずっ広

20林 ・山岡(1984)で は,明 治及び大正期に企業人や篤志家 によ り設立 された財 団の発展 の

過程 と,戦 前 ・戦後の社会経済環境 の中で活動が変遷 し,財 団 によっては活動休止 に至 る過程

を詳細に描いてい る.他 に山岡(1999)な ど.
21土 井(2001)」 池本(1999)

22救 護法 により民間の救護施設は政府 の認 可制 とな り,管 理 ・統制が行われ るよ うにたった

反面,公 的 な補助や税制上の優遇が与え られ ることとなった(田 多2001).
23池 田(1994)
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がっていった.日 本で最 も早い博愛(フ ィランソロフィ)の 用語 は,仏 教の啓蒙思想家によ

り結成 された楽全会の1875年 の 「訓盲会会社条例」に登場 している.「 市民的社会事業」の

提唱者である片山潜は,学 生有志のボランティアであるセ ツル メン トの拠点キングス レー館

を,1897年 に設立 した24.

また明治 ・大正時代 か ら,民 間の篤志家や宗教関係者の 自助努力 により,様 々な救済事業

施設や慈善事業施設が運営 され るよ うになった。明治時代 には窮民収容施設 である孤児育児

施設や養老院が,民 間の事業 として各地に設立 された.そ の流れ には,以 前か らの地域扶助

の歴史によるもの と,個 人の道徳 的あるいは宗教的な動機 に基づ くものとがあった25.ま た

慈善事業 としては,石 井十次の岡山孤児院,岩 田民次郎 の大阪養老院 などが知 られ,慈 善事

業への助成 としては,大 日本仏教慈善会財団 のほか,原 田積善会,斉 藤報恩会,三 井報恩会

な どの財団や大原研究所 な どによる社会事業 に対す る支援 が知 られ てい る26.こ うしたの慈

善事業の多 くは,個 人 による献身的な取 り組みであ り,自 らの人生をすべ て捧 げて養老院や

保育所 の設 立や運営に身 を粉 に して献身 して きた人々の活動 としても知 られている.

一方
,慈 善事業が増 えて くるに従い,政 府 の関与 も徐 々に増 えてきた.窮 民対策 には治安

維持の 目的 もあったため,市 や府 県の関与す る窮民対策施設 も現れ始め,民 間の慈善事業に

県や市の補助 が入 るこ とも,少 しずつ増えて きた,そ して,慈 善事業の組織化 が民間主導で

始ま り,1903年 に大阪で全国慈善団体 同盟大会が開催 され るに至ったものの,そ の後 の慈善

事業の組織化 は,内 務官僚を中心 とした官主導で進む こととな り,1908年 に中央慈善協会が

発足 された27.先 に見た とお り,中 央慈善協会は,慈 善事業の啓蒙 ・指導 を目的 とす る と同時

に行政 を翼賛す る内容 も含 んでいた.

なお当時の民間の慈善事業は,強 い使命感 に支え られ ていた事業であったが,財 政的な基

盤 は不安定であった.政 府 の補助金 としては,1907年 か ら司法保護事業の奨励金,1908年

か ら成績優 良民間団体への奨励金,1920年 か ら紀元節 当 日社会事業 団体御奨励,ま た明治時

代以来の慈恵救済基金や賑位資金 などが存在 したが,そ の割合 は非常に低かった.例 えば,

1926年 にお ける東京府 下の民間社会事業団体の収入状況 をみる と,事 業収入,財 産収入,寄

付金 の合計割合 は50%に 満 たないなか,政 府補助金は5%に す ぎず,財 政基盤の弱 さを示 し

ている28.

24吉 田(1997)

25池 田(1994)や 百瀬(1997)に は 明治 ・大 正期 の民 間の 救済 事業 や 慈 善事 業 が詳 しく紹介 され

て い る.

26林 ・山岡(1984) ,川 添 ・山岡(1987),吉 田(1997)
27池 田(1994) ,右 田 ほか(2001),池 本(1999)
28池 田(1994)
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2.1.3官 製の民間ボラ ンティア

国家 による社会福祉への関与 を制限的なものに留 め,救 貧事業 よりも防貧事業 を重視 し,

国民 による自発的な社会改良の機運を醸成 しよ うとした政府が採 ったも う一つの手段は,民

間のボランテ ィアの活用 であった.こ の時代の官民パー トナーシ ップのも う一つ の例 として,

方面委員(後 の民生委員)の 存在 が挙げ られる.

方面委員制度は1918年 の岡 山県の救世顧問制度,1918年 の大阪府方面委員制度 として始

まった制度が全 国各地に広が り,1936年 に方面委員令 によ り制度化 された29.岡 山県の救世

顧 問制度 は,当 初,篤 志家 の協力 による地域住民への貧 困防止 のための啓蒙活動や,助 け合

いを進めることを 目指 し,篤 志家 のボ ランテ ィア精神 に訴 える活動 として創設 された.ま た

大阪府の方面委員制度は,貧 困者 の生活状況 を詳細に調査す るこ とによ り,救 貧行政 を効率

的に行 うことを目的 とし,こ の実施 のために,行 政や社会事業関係者 な ど民間関係者 か らな

る調査会が設 けられ,提 言 された様 々な事業 を実施す るために幅広い民間寄付 が募 られ た.

つま り公民の福祉 関係者か ら様々なアイデ ィア を募 り,大 企業な どか らの寄付 を得て,貧 困

問題 を解決す ることを 目指 していた.た だ方面委員制度は,そ の後全国に広がってい くなか

で,救 護法の実施促進 を担 う行政の補助機 関 として位置付け られ,次 第に官僚的な制度 にな

っていった.ま たその後 の戦時体制において,隣 保組織 と繋 が り,翼 賛組織 に飲み込まれて

行 った とい う側面 も有す る30.

しか し方面委員制度は,行 政の社会事業に対する財政面での制約が生んだ,極 めて 日本的

な官民パー トナー シップの一形態で あることは間違 いない,政 府の主導で始 まったボランテ

ィア活動 が,事 業の拡大 に伴い,行 政 と同一化 し,官 僚性が内容の柔軟性 を無 くす とい う限

界を示す一つの事例である.ま た方面委員はその後民生委員 とな り,第 二次世界大戦後の社

会福祉事業法に より,行 政 の協力機関 として位置付けが変わったが,今 日でも社会福祉の行

政機 関と住民のニーズの橋渡 しをす る上で,一 定の役割 を果た していることが,そ の査証 と

言えよ う.

2.1,4政 府 と民間社会事業の一体化

20世 紀 の初頭 まで,日 本 の国家に よる社会福祉への関与 は,基 本的 に,少 数の困窮者 を

対象 とした ものであったが,1929年 の大恐慌 を機 に社会福祉 の制度化が先進諸国に広が り,

1930年 代以降は,社 会事業の体 系化,そ して社:会事業の公営化が進んで行った.大 衆の生活

難が,も はや個人的 な問題 ではな く,社 会全体 として取 り組ま ざると得ない とい う認識 か ら,

政府は社会事業 とい う言葉を用い るようになった31.こ うしたなかで,当 時の経済不況 によ

29以 下 ,方 面委 員 制度 の設 立経 緯 は小野(1994)に よる.

30百 瀬(1997b),吉 田(2001)な ど,

31吉 田(2001)
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る経営難に苦 しんでいた民間社会事業団体は,1931年 に私設社会事業に対する国庫補助の請

願 を行 うこととな り,1936年 には,全 日本私設社会事業連盟 を結成 した.当 時 の社会事業施

設は4千 近 く存在 し,そ の8割 以上は私立で,民 間事業者 の役割 が圧倒 的であった32.そ し

て長年の要望や運動の結果,1937年 に社会事業法が成立 し,社 会事業に対す る国庫補助が制

度化 されることとなった.

ただ社会事業法では,民 間施設への補助 と合 わせて政府 の厳 しい指導監督 も規定 された.

これ は独 自の財源 を確保できない民間社会事業者 が,苦 渋の選択 として,政 府 の関与 と引き

換 えに補助 を望んだ結果でもあった.ま た社会事業法は,1937年4月 に公布 され た国家総

動員法 とも関連 し,社 会事業 を戦時体制下の国家政策 に協力 させ ることも目的 としていた.

そ して民間社会事業への国家統制は,こ の後,一 層進 んで行 くこととなった33.

1930年 代 よ り前 の社会事業施設の収入構成 を見 ると,政 府補助金は5%に 過ぎず,事 業収

入,寄 付金,会 員拠金な どの 自主財源が大半を占めてお り,民 間の 自助努力 中心で施設経営

がなされていたことが よくわか る.数 千の規模 で存在 した社会事業施設の設置運営者 は,今

日の非営利組織の原型 を,既 に形成 していた.そ れが1940年 代以降は,国 庫補助の導入に

より,民 間か らの寄付や会費の割合が大 きく減 っている.公 費による経営の安定化 と引き換

えに,民 間か らの支援や 関心が次第に薄れていった様子が窺 える.(表3-1)

このような第二次世界大戦前の民間の慈善事業や社会事業 については,経 営基盤 の脆弱 さ

や事業経営面での理念の無 さ,ま た戦時 中の社会事業思想 が,伝 統的な家族制度,隣 保制度

と天皇制が不可分 に結びついた,官 民一体の全体主義 を中心 とす るものに変わって行 った と

い う自己反省か ら,低 い評価 しか与え られないことが多い34.方 面委員制度 についても,日

中戦争そ して太平洋戦争へ と突 き進む時代のなかで,戦 時体制 を確立す るために,隣 保組織

と繋が り翼賛組織に飲み込 まれて行 ったことか ら,否 定的な評価 が少 な くない35.し か し政

府の社会福祉が非常に制限的であった明治 ・大正期 に,キ リス ト教や仏教な どの宗教 を基盤

にした民間の慈善事業家が輩 出 し,溢 れ るほどの使命感 に基づ く活動 を,全 国各地 で展開 し

ていたことは,非 営利セ クター研究の面か らは決 して見過 ごす ことのできない事実である36.

黎明期にあった 日本 の社会福祉事業 は,事 業の理念や経営方針について,試 行錯誤 を続 け

るなかで,戦 時の軍事中心 の挙国一致体制を推 し進 める過程 に飲み込まれて行 った.一 方で,

国家の 目指す利益に対立す る共同体的な ものはすべて否定 し排除 され,あ らゆる活動が国家

的に統一 されてい くことが強 く求め られたことか ら,制 度の枠の外 にある民間非営利福祉活

動の場 も極端 に制限 された,全 てが軍事優先の挙国一致体制 は,福 祉分野 においても例外で

32増 田(2001)

33池 田(1994)
,田 多(2001)

34吉 田(1997) ,高 澤(2001a)

35百 瀬(1997b)
,高 澤(2001a)

36林 ・山 岡(1984)
,川 添 ・山 岡(1987)
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はなかった.日 本の非営利福祉セクターが政府 と一体化 してきた背景には,こ うした悲劇 と

も言 うべ き歴史が横 たわってい ると言 える37.

表3・1民 間社会事業の収入源

(%)

[1 1926(大 正15)i1934(昭 和9) 1950(昭 和25)

事業収入 19.5 46 11.5

寄付金 15.4 7 2.8

法による収入(措 置費)
一 一 61.5

共同募金配分金 一 一 13.3

財産収入 13.6 11 3.2

臓 団体よりの徽 金 12.0 5.5

t韻 拠金 繰齢 その他 39.5 29.5

注:1926年 、1934年 は東京市内民間施設、1950年 は大阪府下民間施設の決算総額による

(出所)全国社会福祉協議会連合会社会事業研究所(1954)「 日本社会事業総覧」日本社会事業調査会

2.2戦 後 日本の社会福祉制度の成立 と発展

2.2.1社 会福祉制度の確立 一 「公的責任」 と 「公私責任分離」のジ レンマー

日本が民主主義 国家 とな り,社 会福祉 を受けることがあらゆる国民の権利 となる,制 度的

な社:会福祉 が成 立す るのは,第 二次世界大戦後の ことになる.1946年 の 日本国憲法制定に よ

り,初 めて 「社会福祉は国家の責任」(第25条)と い うことが明記 され,社 会福祉制度 は発展

してい くこととなった.社 会福祉制度は戦後の混乱期 に対応す る救済策 として,ま ず戦災者

や引揚者 を中心 とす る生活困窮者 の最低 限の生活 を保障する生活保護法38,戦 災孤児 を主な

対象 とす る児童福祉法,戦 争傷疲者の対策 としての身体障害者福祉法の福祉 三法体制か ら始

まった.

こうした戦後 日本 の社会福祉制度 の確 立には,占 領軍(GHQ)の 方針が大き く影響 してい

ることが知 られ ている39,1946年 のGHQの 「社会救済 に関す る覚書」では,① 無差別平等

の措置,② 国家責任 と公私分離の明確化,③ 救済に必要な費用の拠 出とい う三原則が示 され

た.ま たGHQの 指導理念が色濃 く反映 された 日本国憲法では,国 家 による社会福祉の責任 を

37古 川(1997)は ,戦 前 の 日本 の社 会福 祉 を特徴 づ けた の は,官 民協調 体 制 と官 の民 に対 す る

責任 転 嫁 の構 造 で あ った と論 じてい て い る.
381946年 に旧生 活保 護 法 が制 定 され,新 憲 法 の も とで1950年 に新 た な生活 保護 法 が制 定 さ

れ た.

39以 下,戦 後 日本 の社 会 福祉 制 度 の成 立 過 程 とGHQの 関係 は,池 田(1994),百 瀬(1997a),

古川(1997),北 場(2000),高 澤(2001b)に よる.
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明確化す ると同時に,「 公の支配に属 さない民間団体への公的助成の禁止」(第89条)が 謳 わ

れ,国 家の責任 を民間に転嫁す るよ うな民間団体への補助の禁止が明示 され た.さ らに1949

年のGHQの 「体系整備 のための六原則」(GHQ・ 厚生省合同会議議事録)で は,① 厚生行政

地区の確立,② 市厚生行政の再組織,③ 厚生省 による指導 ・助言 の実施,④ 公私社会事業の

責任 と分野の明確化,⑤ 社会福祉協議会の設置,⑥ 有給専門職員 の現任訓練が示 された.

しか しGHQの 示 した公私の責任分離 の方針 は大きな波紋 を呼ぶ.先 に見てきた ように,

戦前の 目本 の社会福祉 では公の関与が非常に制限的で,民 間社会事業者 の役割 が大きかった

ことか ら,敗 戦直後の政府 には,民 間社会福祉事業者の力 を得ることが不可欠 であった.ま

た民間社会福祉 事業者 にとっても,公 私分離 の方針 による公的補助の打ち切 りは死活問題 で

あったため,新 しい公的補助制度の創設 を求 める機運が高まった.

この よ うに戦後混乱期の喫緊 の貧困者対策 として制定 された個別 の福祉 関係法 と,GHQ

の指導方針 が錯綜す るなかで,社 会福祉事業の体系 を総体 として整備す るために制定 され た

法律が,1951年 の社会福祉事業法40で ある.社 会福祉事業法によ り,政 府 の監督 のもとに公

的責任の範囲内の社会福祉 を委ね るとい う措置委託制度 と,そ の担い手 となる社会福祉法人

制度が創設 され た.措 置制度 とは,行 政が措置権 によ り福祉 サー ビスの対象者や内容を一方

的に決定す る制度で,受 給者 には選択の余地 を与えない制度である.ま た社会福祉法人 は,

民法上の公益法人 よ り公益性が高い法人 として制度化 され,行 政が措置 した福祉サー ビスの

提供 を,独 占的に受託す る民間社会福祉事業者 と位置付け られた.こ の措置委託制度によ り,

政府の指導監督 のもとで,必 要な措置委託費が支弁 され ることとな り,民 間社会福祉事業者

への公的助成の道が開かれ ることとなった.こ れ以降,日 本 の社会福祉事業は,行 政処分で

ある措置制度 と,社 会福祉法人へ の措置委託が両輪 とな り,あ るいは政府 と民間社会福祉事

業者である社会福祉法人の二人三脚 により拡大 していった.た だ この公私一体型の社会福祉

事業は,制 度による社会福祉が,政 府 と社会福祉法人 に独 占され る状態を,長 らく継続 させ

ることにもなった.

そのほか社会福祉事業法では,様 々な民間の社会福祉 団体 を再編することを期 して,社 会

福祉協議会の設置が規定 された,社 会福祉協議会 は民間の組織 とは言 うものの,戦 前の日本

社会事業協会,全 日本民生委員連盟,全 日本 同胞援護会を母体とした,財 団法人 中央社会福祉

協議会を改組 した全国社会福祉協議会と,都 道府 県の組織を母体としていることから,官 の関与が

強い民間組織であることが知られている.

同時期 の1947年 には,民 間の社会事業の資金:不足を解消する手段 として,社 会事業共同

募金会が,政 府の主導のもとで設立 された41.

また政府 と民間の社会福祉事業 の分離 とい う方針か ら,社 会福祉事務所 な どの行政組織が

402000年 に社 会福 祉 法 に 改正 .

41中央 共 同募 金 会(1966) .
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全 国一律 に整備 され ることとな り,行 政の補助機関 として生活保護 の決定に関わっていた民

生委員制度 は,行 政の協力機 関 とな り,行 政の執行機 関 とは切 り離 され ることとなった.

その後,福 祉 三法 に加 えて,経 済成長 の恩恵に預かる事の少 ない精神障害者,老 人,母 子

世帯の生活改善 を図る ことが新 たな課題 とな り,精 神薄弱者福祉 法42,老 人福祉 法,母 子福

祉 法43が制定 され,い わゆる福祉六法体制が確立 され た44,

この福祉六法 の整備 と,関 連す る施策の実施 によ り日本の社会福祉政策 は拡充 してい く.福

祉国家 を 目指 して,戦 前の頑 なな公的関与 の拒否 と打って変わ り,官 の積極的な,さ らに言

うな ら官主体 での社会福祉へ の取 り組みが始 まった.

表3・2戦 後社会福祉制度の成立の歴史

纏 慧麟織曇懸 、雛 期
1946年(旧)生 活保護法(引 揚者等貧困者対策)

1947年 児童福祉法(浮 浪児,孤 児対策)

1949年 身体障害者福祉法(戦 争による身体障害者対策)

1950年 生活保護法(貧 困者全般を対象,生 存権保障を明確化)

1951年 社会福祉事業法(社 会福祉事業の範囲,社 会福祉法人,社 会福祉事務所などの基盤整備

を規定)

灘 欝期
1960年 精 神薄弱者福 祉法

1963年 老人福祉法

1964年 母子福祉 法

(出典)厚 生省(1998)『 社会福祉基礎構造改革の実現に向けて』134p「 社会福祉制度の発展過程」から抜粋

42そ の後 ,知 的障害者福祉法 に改正
43そ の後 ,母 子 ・寡婦福祉法に改正
44社 会福祉各法の成立過程や行政組織については蟻塚(2003),厚 生労働 白書(各年),潮 谷

(2003)な ど。
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2.2.2公 私一体の戦後社会福祉一施設福祉の供給体制一

政府 主導で進 められた戦後 日本 ゐ初期の社会福祉 は,困 窮す る人々を施設 に収容す るこ と

が中心であ り,社 会福祉 の拡充はイ コール公立 ・私立 あるいは公営 ・私営45の施設整備の拡大

であった.こ の うち民間の社会福祉施設の設置 ・運営の中心 となったのが,先 に述べた社会

福祉 法人である,

社会福祉施設 の数は,戦 後増加の一途 を辿 ってきた.統 計が整備 され始 めた1956年 には

12,086施 設であったのが,1970年 には,早 くも約2倍 の23,917施 設 となった,戦 後直後の

社会福祉施設整備 で重点が置かれ たのは児童福祉施設 であ り,1950年 代か ら1960年 代 にか

けて,社 会福祉施設 の85%以 上が児童福祉施設であった.児 童福祉施設 の大半は保 育所であ

るが,戦 後の一時期 は戦災孤児対策 として,児 童養護施設 も増加 した.

その後 も社会福祉施設は急増 を続 け,2002年 では1956年 の7倍 近い82,270施 設 となっ

ている,社 会福祉施設 の拡大は,政 府 の社会福祉政策の拡充ぶ りを端的に表 している.

(表3-3)

表3・3社 会福祉施設数 の推移(1956年 一2002年)

総'
備 §几

老人福祉施設

婦人保護施設

児童瘤祉施設
矢暇障害者援護施設

母子福祉施設

その他

出戸 旱 シ旱

身体障害者更生援護施設

精補璋害者社会復帰施設

1956191965.1971975191985119922002

12,08613,70716,45323,91733,09641,93147,94351,00658,76875,87582,270

1,1501,208

105139

065

10,55811,91614,01720,48426,54631,98033,30933,17633,23133,08933,266

504

795

169

67

70

400

1,194

263

61

204

52

2723798281,259

ピ き一 一口 口」

(注)2000年以降の特別養護老大ホーム、通所介護、短i期フ斬 生活介護は「介護サービス施設・:事業所調査1による。

349

2,155

謝

60

430

60

3,112

347

3,354

530

723

75

4,864

353

4,610

躍

1,140

88

7,539

351340296292

5,52912,90428,64333,419

1,0331,321'1,7662,022

53525050

1,5762,3123,0023,650

92929091

902335211,082

9,1068,2838,4188,398

戦後 日本の社会福祉施設 は,当 初,政 府が直接 に設立運営す る公立施設が先導 して,整 備

が進んだ.先 に述べた とお り,明 治 ・大正期 の社会事業施設は9割 以上が私立であった.そ

れ が昭和初期か ら徐 々に公立の割合が増え,戦 後 の新 しい社会福祉制度のも とでは,公 立が

大き くシェアを伸 ば した.施 設の公 私割合 の変化 を見 る と,公 立施 設の割合 は戦後直後の

1949年 では45%(7033中3133)で あったのが,1970年 には66%(23,917中15,769)と

45厚 生 省(厚 生 労働省)「 社 会 福祉 施 設 調査 」 の公 私別 が1956年 か ら1970年 ま では公 立 ・

私 立別 とな っ てお り,1975年 以 降 は公 営 ・私営 別 とな っ てい る.
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徐々に増加 してお り,高 度成長期までの社会福祉施設 の整備 は,公 立施設 が牽引 して きたこ

とがわかる.当 時,需 要が急増 した保育所な どの児童福祉施設の多 くは,市 町村によ り設置

された.(図3・1)

一方 で
,公 立 と私立 の社会福祉施設 の整備 内容や職員の処遇の格差が問題 とな り,私 立の

社会福祉施設の整備や職員 の処遇改善の補助制度が設 け られ るよ うになっていった.い ずれ

にせ よ,戦 後の社会福祉施設の整備 において も 「公私一体」の姿勢は強調 され,文 字 どお り

政府 と民間社会福祉事業者 が一体 となって,施 設福祉サー ビスが拡充 されて きた46.

図3・1社 会福祉施 設の公 私割合 の推移(1911年 一2002年)

010000200003000040000500006000070000800009000

1911

1918

1928

1949

1960

1970

1980

1990

2000

2002

(出所)1911年 ～1949年 は,全 国社会福祉協議会連合会社会事業研究所(1954),1960年 以降は

厚生労働省(各 年)『 社会福祉施設等調査報告』

(注)1970年 までは公立 ・私立別,1975年 以降は公営 ・私営別

公立主導であった社会福祉施設の増加の動 向は,1970年 代 を境 に変化 してい く.公 営の社

会福祉施設は,1970年 代同様 に1980年 代 にも増加 し続 けたが,公 営の割合は,徐 々に減少

し始 めた.社 会福祉施設の総数 は,そ の後 も増加 し続 けてきたが,1990年 代の後半に,全 社

会福祉施設の私営 の割合 が公営を逆転する.社 会福祉施設従事者数で見ると,既 に1980年 代 に

私営が公営を上回り,入所施設 のキャパシティを示す定員数では,1990年 代の半ばに私営が公営

を上回った.こ のように,社 会福祉施設の整備 においては,1980年 代から徐 々に私営施設のシェア

が拡大した.そ して2002年 では82,270の 社会福祉施設のうち,52,308(63.6%)が 私営で,定 員総数,

従事者数でも,私 営が公営を上回っている.(表3-4)

46「1965年 社会福祉施設調査報告」 「1970年 厚生 白書」な ど,ま た 「1962年 社会福祉施設

調査報告」では戦前に建築 された施設 の7割 が私立施設 で老朽化 していると指摘 している.

また1971年 度か ら 「社会福祉施設緊急整備 五 ヵ年計画」が開始 され た(百 瀬1997a).
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表3・4社 会福祉施設の施設数 ・定員数 ・従事者数の公私割合

1971 1980 1990 20002002

数/人 割合 数/人 割合 数/人 割合 数/人 割合 数/人 割合

施設数(公 営)

施設数(私 営)

16,033

9,194

63.6%26,722

36.4%15,209

63.7%30,689

36.3%20,317

60.2%

39.8%

30,52340.2%29,962

45,35259.8%52,308

36.4%

63.6%

利用者定員(公営)

利用者定員(私営)

896,992

629,244

58.8%1,442,408

41.2%1,080,383

57.2%1,343,655

42.8%1,223,308

52,3%

47.7%

1,239,24243.9%1,218,765

1,586,78756.1%1,724,295

41.4%

58.6%

従事者(公 営)

従事者(私 営)

129,560

142,547

47.6%259,117

52.4%240,332

51.9%279,841

48.1%338,018

45.3%

54.7%

328,13030.9%271,891

733,32669.1%744,088

26.8%

73.2%

(出所)厚 生省/厚 生労働省(各 年)「社会福祉施設等調査」

社会福祉施設の種類別でみ ると,増 加 し続 けた児童福祉施設の数 は1980年 代以降,横 ば

い とな る一方,知 的障害者援護施設やその他 の施設の伸び率が大き くな り,1990年 代以降は,

老人福祉施設 が急増 してきた.社 会福祉施設 の大半 を占める児童福祉施設では,1965年 度以

降一貫 して,60%以 上が私立あるいは私営であったが,知 的障害者援護施設では当初の1965

年 か ら,身 体障害者 更生援護施設では1975年 か ら,老 人福祉施設 では1985年 か ら,私 立 あ

るいは私営の割合が公営を上回ってきた.身 体障害者更生援護施設 は1949年 の身体障害者

福祉法,老 人福祉施設 は1962年 の老人福祉法による制度発足か ら,そ れぞれ約20年 間の施

設数が横 ばい状況であったが,私 営の割合が公営 を上回 った時点か ら,急 速 に施設数 が増加

している.つ ま り,高 度成長期以降 に急増 した新たな社会ニーズに応える社会福祉施設の整

備 の牽引役は,ま ぎれ もな く民間社会福祉事業者であった と言える.(図3・2)

この ように,日 本の社会福祉制度の基礎部分である,社 会福祉施設の整備 は,政 府と社会福祉

法人という官主導の非営利福祉組織 が一体的に担い,福 祉各法の整備とともに発展 してきた,そ し

て,戦 後 日本 の社会福祉政策が拡大 してきた初期 には,政 府 による施設福祉サー ビスの直接

供給が進んだが,福 祉 国家 の見直 しが進んだ1970年 頃か ら,民 間の福祉 事業者者 のプレゼ

ンスが徐々に高ま り,公 私一体の官民のパー トナーシ ップ も拡大 してきた.1990年 代 の後半

以降,そ の傾向はよ り顕著 とな り,今 日に至 っていると言える.こ とに比較的新 しい分野で

ある高齢者福祉 の施設 サー ビスは,大 半が公私一体 の官民のパー トナー シップによ り,供 給

され てい る,こ うした関係 は,政 府が資金提供 し,非 営利福祉セ クターがサー ビス提供を行

うパー トナーシ ップの典型例であるものの,政 府 のパー トナーは社会福祉 法人 にほぼ独 占さ

れ,政 府 が社会福祉 法人 の事業 内容,サ ー ビス提供者 を決定 し,実 施 の方法を指導監督す る

とい う,排 他的で不平等なパー トナー シップであった47.憲 法の規定によ り,政 府 の関与の

47武 智(1996)は 日本 の政府 と非営利団体は,財 源 ・人員 ・情報 ・権 限をめ ぐり相互依存 関係

にあ り,社 会の安定性 を重視す るため平等でな く,不 平等な依存関係 にある と論 じている.
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もとで,社 会福祉法人 が社会福祉事業 の実施主体 とな らざるを得ないとい う制約 があったも

のの,こ のよ うに 日本独特の支配従属的なパー トナー シップが形成 されてきた とい う基本的

な部分は,戦 後 か ら今 日までの間 にほ とん ど変化 していない.

図3・2社 会福祉施設の種類別公私割合の推移
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2.3民 間主体の福祉サー ビスー地域社会重視 と市場原理の導入一

2.3.1民 間福祉 ・地域福祉への期待 ・

経済成長を追い風に,日 本の社会福祉事業は徐々に拡大して行ったが,1970年 代のオイル ・シ

ョックに伴 う世界的な景気後退によ り,よ うや く整備が本格化 しっつ あった 目本 の社会福祉

制度は,見 直 しを迫 られることとなった.福 祉国家体制は経済成長 を阻害す るとい う問題意

識が高ま り,社 会福祉 がバラマキ行政の典型であるとして,批 判 の対象 になった。このため,

例 えば1979年 の経済審議会答 申 「経済社会7ヵ 年計画」では,わ が国固有の 「福祉の含み資

産」である,家 族 ・親族 ・近隣 ・企業 ・地域社会 による相互扶助 と連帯 を基軸 に,「 社会 によ

る福祉」を構築すべ きとい う,「 日本型福祉社会論」が提唱 された.そ こで強調 されたのは,

高福祉高負担による大きな政府で も,低 福祉低負担に よる小 さな政府 でもな く,社 会の助け

合いを活用 し,効 率的な福祉国家を 目指す とい う姿勢であった48.

その後,第 二次臨時行政調査会 が設置 され,政 府部門の肥大化や社会保障 ・社会福祉 予算

の膨張 を,行 政改革や地方分権 によ り改革 してい く方針 が示 され,1985年 には国の補助金等

の整理及び合理化並び に臨時特例等 に関す る法律が制定 され,高 率補助金 の削減 が実施 され

た.ま た1986年 には,地 方公共団体の執行機i関が国の機関 として行 う事務 の整理及び合理化

に関する法律 が制定 され,社 会福祉関係の事務の大半が,機 関委任事務 か ら団体委任事務 と

な り,地 方 自治体の事務 に移管 された.

一方
,戦 後 の社会福祉政策は,長 らく施設サー ビスを充実 させ ることを第一 としてきたが,

高度成長に伴 う都市化 と過疎化 の進行や,1970年 代以降の高齢化 の進展が コミュニティ問題

への関心 を高 めたことか ら,地 域福祉へ の関心が徐 々に高まってきた49.そ して1970年 代頃

から,施 設福祉 に代わる在宅福祉サー ビスが,一 部 の自治体や社会福祉協議会な どによ り徐 々

に開始 され るようにな り,在 宅福祉 を重視す る考 え方 が,政 府の社会福祉政策 にも取 り入れ

られ るよ うになっていった50.

こ うした地域福祉への関心を高めた背景には,ノ ーマ ライゼーシ ョンの思想 の普及 もある.

1960年 代後半,北 欧ではノーマ ライゼーシ ョンの思想 が,ア メ リカでは 自立生活運動が展開

され,障 害者 の 自由 と平等,機 会 の均等,ま た人権尊重の立場か ら,施 設処遇 の改善が促 さ

48日 本型社会福祉論については,高 齢者介護な どを女性 の負担 に期待す る歪みを有す るもの

であった ことが指摘 され ている(大 澤(1993),伊 藤(1996)).
491969年 の東京都社会福祉審議会答 申 「東京都 にお けるコ ミュニテ ィ・ケアの進展」や1971

年の中央社会福祉審議会答 申「コミュニテ ィ形成 と社会福祉」な ど(中 野(1997),三 浦(1996)).

ここでは,イ ギ リスのコミュニテ ィ ・ケアが,1960年 代後半か ら紹介 されてきた影響 も指摘

され ている,
501979年 の全国社会福祉協議i会 「在宅福祉サー ビスの戦略」な ど.
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れ,脱 施設化の運動 が広が り,1975年 には 「障害者 の権利 宣言」の国連決議がな された.そ

の後 の1981年 の国際障害者年 を契機 に,ノ ーマ ライゼーシ ョンの思想は様 々な場面 に広が

って行 った51.こ うした考 えが,地 域の中で出来 るだけ長 く住み続 けられ る環境 を整備す る

ことを 目指す,地 域福祉へ の関心 を高めて行 くことになった.

2.3.2在 宅福祉の供給主体の多様化

福祉 国家体制 の見直 しは,関 係者 に も様々な議論 を起 こし,社 会サー ビスの供給体制 にお

ける公私関係の あ り方が問われ るなかで,受 益者負担 の考 え方や,行 政以外の多様な福祉サ

ー ビスの供給主体の重要性 が,改 めて認識 され るよ うになった52.

1987年 には中央社会福祉審議会の福祉関係三審議i会合同企画分科会 の意 見具 申 「今後 のシ

ルバーサー ビスのあ り方 について」が出され,「 公主民従」の福祉供給 システムを 「民主公従」

に転換 し,民 間営利事業の ほかに住 民参加型福祉 サー ビスな どの様 々な福祉サー ビスの導入

した,多 元的福祉 システムの開発 の必要性 が指摘 され た.ま た1987年 には,社 会福祉士及 び

介護福祉 士法が制定 され,民 間の有料老人ホー ムな どの福祉 サー ビス従事者 に国家資格 を付

与す ることでサー ビスの質 を高め,社 会福祉 の民営化 を進 めるこ とが企図 され た.

こうした議論や取 り組み を受 けて,1989年 の同福祉 関係三審議会合同企画分科会 は意見

具 申「今後の社会福祉のあ り方について」を出 し,21世 紀 にふ さわ しい社会福祉 のためには,

①市町村の役割重視,② 社会福祉事業の範囲の見直 し,③ 多様 な福祉サー ビス供給主体 の育

成,④ 在宅福祉の充実 と施設福祉 の連携強化,⑤ 施設福祉 の充実な どの具体的な方策が,必

要であることを示 した.

1980年 代 に入 ると,高 齢化社会 の到来を 目前に した対応 が急務 となったが,当 時の 日本

の高齢者福祉 の対象は,低 所得者な どの困窮者に限定 され てお り,社 会的な福祉サー ビス基

盤 は不十分であった.そ の結果,福 祉サー ビスの代替 として高齢者 の社会的入院が増加 し,

老人医療費の増大が問題 とな り,一 方,核 家族化が進む中で,家 族 のみ に頼 る高齢者介護 の

負担 の限界 が露呈す るな ど,介 護 を巡 る様々な問題 が表面化 して きていた.こ のため同 じく

1989年 に,高 齢者保健福祉推進10ヵ 年戦略(ゴ ール ドプ ラン)と して,初 めて高齢者福祉

基盤 の整備 目標 が設定 され,高 齢者福祉サー ビスが急速 に拡充 して行 くこととなった.具 体

的には,特 別養護老人ホー ムや老人保健施設な どの施設サー ビス と合 わせて,訪 問介護(ホ

ームヘルプ) ,短 期入所(シ ョー トステイ),通 所介護(デ イサー ビス)と い う在宅福祉サー

ビスの整備 目標値が示 され,在 宅福祉の整備が本格的に進む こととなった.

そ して1990年 には福祉 関係各法(老 人福祉法,身 体障害者福祉法,知 的障害者福祉法,

児童福祉法,母 子及び寡婦福祉法,社 会福祉 事業法,老 人保健法,社 会福祉 ・医療事業団法)

51忍(1997)

52全 国社 会福 祉 協 議会(1987),三 浦(1987)な ど.
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が改正 され,国 による集権 的で施設 中心の社会福祉政策が,市 町村重視 の分権的で在宅福祉

中心の政策へ と,大 き く方 向転換す ることとなった.福 祉 関係8法 改正では,具 体的には,

①在宅福祉サー ビスが福祉各法 に明確 に位置付 け られ,② 市町村 に措置権 を委譲 し,在 宅福

祉 サー ビス と施設福祉サー ビスを,一 元的 に提供する体制が整備 された.ま た在宅福祉サー

ビス等の支援体制 を強化す るため,③ 市町村社会福祉協議会が在宅福祉サー ビス等の実施団

体 と位 置付 けられ,ま た様々な民間の福祉活動を支援す るために,④ 共同募金 の配分緩和や,

⑤長寿社会福祉基金 の設置 がな され ることとなった.

社会福祉政策が,こ の ように高度成長期の70年 代を経 て,施 設中心か ら在宅ケア重視の

地域福祉へ と重点がシフ トしてきたなかで,民 間の福祉 の担い手は在宅福祉サー ビスを中心

に多様化 していくこととなった,同 時に,民 間福祉サー ビスを拡大 させ るための規制緩和や,

条件整備が徐 々に進んできたことか ら,政 府 の福祉サー ビスの提供者 にも,様 々な民間事業

者の参入が進む こととなった.

この間,福 祉の担い手が多様化 してきた様子は,市 町村の訪問介護(ホ ームヘル プ)事 業

の実施状況を見 ると,明 らかである.訪 問介護事業は,1962年 に家庭奉仕員 として国の制度

化がなされ,当 初は市町村 による直接実施か,政 府の関与が強い民間非営利組織である社会福

祉協議会へ の委託 によ り実施 された.社 会福祉協議会は,政 府の在宅福祉政策が拡充 してき

たなかで,市 町村 の訪 問介護事業の主な受託先 とな り,ま た給付対象者 の所得制限が無 くな

った1982年 を境 に,サ ー ビス量 を飛躍的に伸ば し,市 町村 の事業 に占める委託割合 も年 々

高めていった.(図3・3)

しか し1989年 以降,訪 問介護事業の委託先が,社 会福祉法人や一定の基準 を満たす民間

営利企業な どに広が るなかで,民 間委託の割合が拡大 し,委 託先 の多様化が進む こととなっ

た.特 にゴール ドプ ランが開始 され た1990年 度以降は,社 会福祉協議i会以外の民間:事業者

の伸びが 目立っている.介 護保険制度が開始 され る直前の1999年 度に至っては,市 町村 の

設置す る訪問介護員のほぼ100%近 くが民間委託によるものであったが,そ の うち社会福祉

協議会への委託率は半分以下であった.戦 後の社会福祉制度の中でも比較的新 しい在宅福祉

では,官 民のパー トナーシ ップの拡大が,施 設福祉 よ りさらに顕著であ り,ま た政府のパー

トナー となる民 間事業者 の多様化 も進んできた と言 える,た だ後 に見るよ うに,民 間の事業

者 として,政 府 との関係 が深い社会福祉協議会のプ レゼンスが依然 として大 きな ことについ

ては,今 日でも議論がある.
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図3・3訪 問介護員数 と委託先の推移
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(出所)厚 生省(各 年)『 社会福祉行政業務報告』

2.3.3地 域住民 と政府の役割の変化

効率的な行政サー ビスを実現す るために,政 府 は,福 祉サー ビスの提供主体 を徐々 に多様

な民間事業者に開放 してきた一方で,行 政サー ビスの外 にあるボランタ リー な福祉活動 にも,

注 目す るよ うになった,具 体的には,1993年4.月 に厚生省告示 「国民の社会福祉 に関す る

活動へ の参加の促進 を図るための措置に関す る基本的な指針」が,ま た1993年7,月 には中

央社会福祉審議会地域福祉専門分科会意見具申 「ボランティア活動 の中長期的な振興方策に

ついて」が相次いで出 され,「 今後の社会福祉 は,従 来の与 えられ る福祉 から,基 礎 的な福祉

ニーズへ の公的サー ビスに よる対応 を前提 として,地 域住民や さま ざまな団体が,主 体的に

参加 し,ともに築きあい,支 え合って創 りあげてい く」 とい う考えのもとに,「 参加型福祉社

会」が提唱 された53.い ずれ も社会福祉 のボ ランテ ィアの重要性 と振興策 の必要性 を,強 調 し

たものであった.

「参加型福祉社会」論 には,ヨ ー ロッパ で展開 された 「福祉 多元主義」の影響が指摘 され

ているが,こ れに対 しては政府 の公的な責任や負担 を回避す るものであ り,サ ー ビスの決定

過程や供給過程 への住民参加の視点が欠落 し,ま た公的サー ビス とボランティアの役割分担

53厚生省社会 ・援護局監修 ・全国社会福祉協議会(1993)
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が不明確 であるとい う手厳 しい批判 もある54.ま た福祉国家 に変わる存在 として,「 福祉多元

主義」が 日本に紹介 され た際,も ともとの ヨー ロッパの議論 では 「供給は多様化」 しつつ,

「財源は公的責任 を維持」す るとい う議論であった ものが,日 本 の福祉多元化論 においては,

公的責任 をサー ビス供給 と財源 の面で共に減少 させ,イ ンフォーマル なセクターである家族

や地域社会,ボ ランテ ィアに代替 させ よ うとす る議論にす り替 えられた と言 う指摘 もある55.

「参加型福祉社会」 に代表 され る,無 償 のボ ランテ ィアを暗黙の前提 とした非営利活動の捉

え方は,政 府 と資金的に独立 したボ ランタ リーな活動 のみ を非営利福祉セ クターの対象 とし

がちな,日 本に独特の非営利セ クター論 を形成す る一助 ともなっている.こ うした議論 にお

いては,非 営利セ クターが政府 か ら資金 を得 てサー ビスを提供す る とい うパー トナーシップ

についての考慮 は,ほ とん ど見 られない.

なお法制面で見る と社会福祉事業法では,社 会福祉 の担い手は政府 と社会福祉法人 とい う

状況が長 く続 いていたが,1990年 の社会事業法改正 では,新 たな基本理念 として,国,地 方

公共団体,社 会福祉法人その他社会福祉事業 を経営す る者 は,福 祉サー ビスを必要 とす る者

があらゆる分野 の活動 に参加 し,地 域 において必要なサー ビスが提供 され るよ う努 めること

が,定 め られ た,こ こにおいて初めて,地 域住民が社会福祉事業への協力者 として位置付 け

られ ることとなった56.

2。3.4社会福祉基礎構造改革 と特定非営利活動促進法

こ うした動 きと合 わせて,1990年 代後半,非 営利福祉セ クター を巡 る環境 は大きく変化 し

た,そ の一つが政府 の社会福祉基礎構造改革である。戦後の政府の社会福祉制度は,困 窮者

への救済策 として,措 置制度 を中心 に整備 されてきた.そ れが時代 とともに,保 育や介護な

どの比重 を増 し,社 会福祉 が普遍的 なサー ビスへ と変わるなかで,サ ー ビス提供の対象者や

サー ビス内容 を行政処分 として一方的に決定す る措置制度では,多 様化す る住民ニーズに十

分に対応できない ことが明 らかになってきた.ま た社会福祉事業の運営が,政 府や社会福祉

法人にほぼ限定 されて きたことか ら,福 祉サー ビスの提供に市場原理が働かず,非 効率が 目

立ってきた.さ らに,厳 しい政府 の指導や監督下で,独 占的な立場 にある社会福祉法人にお

いて,多 額 の福祉施設整備や運営 の補助金 を巡る汚職や不祥事が頻発 し社会問題化 した.こ

うした様 々な理由を背負 って,1990年 代後半か ら,社 会福祉基礎構造改革が始まった57。

そして1997年8,月 か ら,社 会福祉事業,社 会福祉法人,福 祉事務所な ど社会福祉 の基盤制

度そのものの見直 しが検討 され,中 央社会福祉審議会 での議論を受 けて,2000年5月,戦

54伊 藤(1996) ,井 岡(2002),
55川 口(1999a ,1999b).同 様 の 日本 型福 祉 社会 の家族 な どへ の責任 転 嫁 を論 じた もの と しては

大沢(1993)が あ る.
56栃 本(1996)は ,こ の改 正 を従 来 の社 会福 祉 事 業 とは明 らか に異 な る原 理 と評 価 してい る.
57一 連 の議論 の過 程 は厚 生省 社 会 ・援護 局(1998) .
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後50年 間続 いてきた社会福祉制度 を抜本的に見なおす ための,社 会福祉事業法及 び関係福

祉法の改正が行われ た.こ れ らを貫 くのは,① サー ビス利用者 と提供者の対等 な関係,② 地

域での総合的な支援,③ 多様 な主体の参入促進,④ 質 と効率の向上,⑤ 透明性 の確保,⑥ 公

平かつ公正な負担,⑦ 福祉文化 の創造である.

改革中で最大のものは,政 府の福祉サービスが,措 置制度から利用者が選べる制度へと方向転

換したことである.この改革により,民 間の非営利 ・営利事業者と政府が福祉サービス市場で競争す

ることになった.具 体的には,1998年 の児童福祉法改正 により,保育所への入所が措置から選択制

に変わり,2000年 導入 の介護保 険制度も,契 約 により介護サービスを選べる制度として出発し,

2003年 からは障害者福祉も,措 置制度から利用制度に変わった.こ の時点で社会福祉施設 の定

員の約9割 は,利 用制度 によるサー ビスを受けることになった.

こうした政府の福祉サービスの民間シフトを後押しする重要な出来事として,1998年 に成立した特

定非営利活動促進法にもとつく,特 定非営利活動法人(以 下,「NPO法 人」という)制度が挙げられ

る.特 定非営利活動促進法 により,従 来草の根レベル で活動してきた団体は,法 人格取得が容易

になり,活動の幅を広げる追い風を受けることとなった.福 祉分野のNPO法 人は,介 護保険の指定

事業者として,参 入が可能 になり,また保育所運営にも参入の道が開かれた.

2000年 の社会福祉事業法等 の改正(社 会福祉事業法 を社会福祉法 に改正,身 体障害者福

祉法,知 的障害者福祉法,児 童福祉法,民 生委員法,社 会福祉施設職員等退職手 当共済法,

生活保護法の一部改正)で は,地 域住民や社会福祉の活動者が,社 会福祉事業 を経営す る者

(社会福祉法人等)と 並列で,地 域福祉 の担い手 と位置付 け られ,地 域住民の果 たす役割へ

の期待が一層大 き くなった.そ して政府 の役割 は,社 会福祉 の提供者か ら,条 件整備 を図る

ことに重点 を置 く立場に変化す ることとなった58.

社会福祉基礎構 造改革で進 め られた一連の動 きは,政 府の福祉サー ビスが,様 々な階層の

人々を対象 に した,自 由な選択が可能なサー ビスへ と,大 き く方向転換す ることを何 よ りも

意味す る.ま た介護保険給付や障害者 の支援費制度 には,公 的機 関のみな らず,民 間の非営

利事業者や営利 事業者のサー ビス も含 まれ ることか ら,福 祉 の供給者サイ ドに大きな規制緩

和が行 われ,福 祉サー ビスの市場化 が大 きく進む ことになった59.こ れ まで社会福祉政策 に

おける福祉 サー ビスの供給者 は,徐 々に多様化 してきた とい うものの,原 則的 には社会福祉

法人を中心 とした,排 他的な制度の下にあった.社 会福祉基礎構造改革 により,制 度 の外 で

活動 してきた民間の非営利福祉組織が,こ うした福祉サー ビスの供給者 として,幅 広 く参入

できるよ うになった意義は非常に大きい.一 方で,活 動 の内容 によっては,草 の根のボラン

582000年 の社会福祉法改正 では,第4条 で地域福祉の担 い手 として 「地域住民,社 会福祉

を 目的 とす る事業 を経営す る者及び社会福祉 に関す る活動 を行 う者」が位置付 けられ,第6

条で,国 及び地方公共団体の責務 は,社 会福祉 を 目的 とす る事業 の広範で計画的な実施のた

め,サ ー ビス提供体制やサー ビスの適 正利用のための施策 を講 じることととされた.
59社 会福祉基礎構造改革 の意義 にっいては古川(2002)(2003b)な ど.
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ティア活動 として地域で活動 を続 けてい くのか,あ るいは介護保 険サー ビス事業者な どとし

て参入 し,組 織の規模拡大を図ってい くのかの選択 を迫 られ る事態 も生 じてい る.事 業型の

組織を 目指す場合には,初 めて営利セ クターや政府セ クター と競争す るとい う経験に も,直

面す ることとなった.こ のよ うに,今 後 の活動の展開 を再考する必要 も生 じているが,制 度

外 の非営利福祉セクターには,大 きなチャンスが巡 ってきたことは間違いない.

この変革のなかで,国 家責任 による政府 の社会福祉 事業 の実践者 として,特 に手厚 い保護

と規制で守 られてきた民間の社会福祉事業者 も,根 本 的な事業の見直 しを迫 られ ることにな

った.競 争 のない環境や高 コス ト体質を再考 し,政 府 と民間の営利 ・非営利 の事業者 が,同

じ土俵で競い合 う時代に応 じた,効 率的な運営を 目指す ことが急務 となっている.

なお社会福祉基礎構造改革によ り,福 祉サー ビス供給 の市場化 を推 し進める上では,真 に

福祉 サー ビスを必要 とす る利用者 の権利 を守る とい う議論 も必要 である60.戦 後の 日本 の社

会福祉政策 は,国 家責任の名 の下で,様 々な規制や監督 によ り社会福祉の提供者 を排他 的な

もの としてきたために多 くの反省 点があるものの,一 面でそれは,社 会福祉 の公益性や非営

利性,ま た事業の継続性や安定性 を,一 定程度,確 保 してきた.利 用者 の権利 を守 る必要性

の議論が,制 度 に守 られてきた非営利福祉組織 の既得権の確保のみに関連づ けて議論 され る

ことは,決 して望ま しい ことではない.し か し,社 会的な弱者を支援す る社会福祉が,元 々

採算 の採 りにくい事業 として公的関与 を増や してきたとい う本質を振 り返 ると,福 祉 の市場

化の議論 には,効 率化を 目指 した単なる民営化礼賛の議論 のみではな く,社 会的使命 とい う,

非営利セクター の論理 を並存 した,新 しい福祉セクターを構築 してための幅広 い視 点が必要

であると言 える.

2.3,5時 代を先取 りする非営利福祉セクターの登場

以上は主に,政 府の社会福祉政策のなかで活動す る非営利福祉セ クターの姿であ り,政 府

とは距離 を置 く,民 間活動関係者 の立場か らみた非営利福祉 セクターの姿は,こ れ とはかな

り異なる.戦 後,「 社会福祉 の国家責任」とい う原則 のもとで,様 々な社会福祉制度が確立 し

てきたが,そ れは住民ニーズを完全に満たす ことを保 障す るものではなかった.政 府の福祉

サー ビスは,行 政処分 あるいは措置 として与 えられ,住 民ニー ズの多寡や内容にはあま り関

係な く,政 府が実現可能 な範 囲で給付 され てきたのが実態であった.社 会福祉 は行政裁量の

範囲で与 えられ るもので,国 民 に請求権はない とい う判例 もある61.つ ま り社会的な支援を

要する人達 にとって,政 府 による福祉サー ビスは常に不足気味で,こ れ を補完す るために,

多 くの民間非営利の福祉活動が行われてきた.そ の中には,単 なる量的な補完のみではな く,

利用者のニーズを反映 した,新 しいサー ビス開発を進 めてきた ものも少 な くない,

60古 川(2003a)(2003b) ,福 祉 労働 ・福祉 経 営共 同研 究 会(2003)な ど,
61坂 田(2002) .老 人 ホー ムで の養 護 は権利 で はな く反 射 的利 益 との判 例 もあ る(堀(1996)).
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また,政 府の動 きに受動的に左右 され るばか りが,非 営利福祉セクターの姿では決 してな

い.非 営利組織 の特質は,社 会 的使命感 に基づ き,一 元的で硬直 した政府には取 り組 めない

新規性のある事業 を,営 利追求を 目指す営利組織が取 り組まない公益的な部分 で,先 駆的に

担 うところにある.多 くの非営利福祉組織では,政 府施策 とは全 く異なるペースで,時 代に

先駆けて新 しい事業 を先導 してきた.さ らに福祉サー ビスは,政 府 によりほぼ独 占的に提供

されてきた実態はあるものの,住 民に対 して福祉サー ビスを提供す る市町村の現場では,営

利 ・非営利 を含む様 々な組織 によ り事業が実施 されてきた とい う長年の実績がある62.

非営利セ クター全体 のなかで,福 祉 は伝統分野の一つ として,団 体の活動分野でもボラン

ティアの活動分野で も,大 きな割合 を占めている.内 閣府(2001)の 市民活動団体調査やNPO

法人 に占める割合で見ても,福 祉関係 の活動 は常に上位 を 占めている.ま た今 日の非営利活

動は,旧 来の福祉 とい う枠 を離れ,環 境問題,国 際貢献,ま ちづ く りなど多方面に広がって

いるが,依 然 として,福 祉は非営利活動の中でかな り大 きな位置 を占めている.(表3・5)

この ように,非 営利セ クター全体 の裾野 を広げているのが,民 間主導の非営利福祉活動 で

あ り,他 方 で公私一体 とな り社会福祉制度 による福祉 サー ビスを提供す る社会福祉法人が巨

大なプ レゼンスを示 しているのが,日 本 の非営利福祉セ クター の姿である。 この両者 の間に

は,組 織や行動様式の相違 があ り,大 きな格差あるいは断絶が存在す るものの,元 々は共 に

乳幼児 か ら高齢者,障 害者 をはじめ とする社会的な支援 を必要 とす る人たちのために,民 間

べ一スで始まった活動である点で,共 通 してい る.

以下では,こ の ような官主導 と民主導の多彩な非営利福祉活動 の実像 に迫 り,そ の課題 と

展望 について考 えてい くことに したい.

表3・5市 民活動団体の活動分野(2001年)

分野
・矢'・ 目

まちづくり

環境の保全
文化 ・芸術 ・スポーツ

国際協力
子どもの健全育成

社会教育の推進

地域安全活動
災害救援活動

人権の擁護 ・平和の推

男女共同参画
NPO団 体への助言 ・

その他

無回答

(出所)内 閣府(2001)

%

N魁動賭市

1

1

8

9

4

7

0

8

1

1

0

7

8

4

年

a

L

g

a

5

4

4

1
・
L

L

L

α

4

4

㎝

4
↓
-

珍

62小 林(2002)な ど,

101



3日 本 の非営利福祉 セク ター の現 状

3.1官 主導の非営利福祉組織

3.1.1社 会 福 祉法 人

官 主 導 の非営利 福 祉組 織 の代 表 例 は,こ れまで見 てきた とお り社 会福 祉 法人 である.社 会福 祉 法

人 は,1951年 の社会 福祉 事 業 法 により創 設 され,一 般 の公 益法 人 よりさらに高 い公 益性 と,十 分 な

資 産 が求 められ,設 立 は都 道府 県知 事 または厚 生 労働 大 臣の認 可 による.事 業 内容 は,① 高 齢者,

障 害者,児 童 等 が対 象 の社 会福 祉 施設 の経 営 と,② 居 宅 介護 や 通 所介 護(デ イサー ビス),地 域 の

社 会 福祉 事 業 の調整 などの二 っ に大 きく分 かれ,運 営 内容 につ いては,様 々 な基 準 ・規 制 があり,

行 政 の指 導 監督 も受 ける.資 産 要 件 としては,施 設 経 営 法人 につい ては,土 地 などの必 要な物件 の

所 有権 を有 していること,ま た施設 を経 営 しない法 人 にっいては,原 則1億 円以 上となってお り,か

なりの資産 を有 する法人 であることが前 提 となっている63,

2002年 の社 会福 祉法 人 数 は17,705で,1970年 の3,536か らの30年 の間 に,5倍 近 く増

加 して い る.2001年 時 点 の 内訳 は施設 経 営 のそ の他 が13,498(78.9%)と 大 半 で,社 会福 祉 協

議 会3,405(19.9%),社 会福 祉 事業 団152(0.9%),共 同募 金 会48(0.3%)で あ る.(厚 生 労働省

社 会 ・援 護 局(2004a)ほ か)(図3-4)

図3・4社 会福祉法人数の推移

む

む

む

　

む

　

む

む

　

む

　

㎜

脚

枷

姻

㎜

㎜

脚

㎜

㈱

㎜

り乙

1

1

1

1

1

1770518313

Q
し

17,103
.▲

14,δ3∠
/

▼

コ1£ ワ リ

⊥o,⊥σu

/ 脇.
瀟

⊥■,u■ 臼

/ 声
9,471 / /

6110 /ノ 灘"!
『照 μ
》 》 》

/爵/
γ

!

κ
慶

1藥1
祭1 集 」 柴 .」 一一襲1

藥1 集緊

+総 数

一灘一 一般法人(施設

営等)

苧 社会福祉協議会

櫛 一 社会福祉事業団

→← 共同募金会

197019751980198519901995200120022003

(出所)厚 生労働省社会・援護局(各年)「社会福祉法人数調」,総務庁(1992)『社会福祉法人の現状と課題』

63そ の他 ,社 会福祉法人の制度や要件は,第8回 中央社会保 障審議会福祉部会資料(2004

年2月7日),第9回 同(2004年4月20日)に よる.
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社 会福祉法人 は,主 に社会福祉施設を運営するために設立され,私 営の社会福祉施設の約9

割は,社 会福祉法人が経営している.先 に見たとおり,2002年 では,82,270の 社会福祉施設のうち,

52,308(63.6%)が 私営で,定 員総数,従 事者数でも私営が公営を上回っている(厚生労働省2004b).

先に見たように,1970年 代には保育所などの児童福祉施設の3分 の2近 くが公営であったが,1980

年代以降に増大してきた高齢者福祉 にっいては,民 営化シフトが進 み,2002年 では,私 営が全体

の約3分 の2と逆転している,

第二次世界大戦後の社会福祉制度 は,社 会福祉施設の整備を中心 に進められ,社 会福祉法人

は社会福祉 政策 の拡大と共 に成長し,非 営利福祉セクターの一翼を形成してきた,社 会福祉法人

が経営する社会福祉施設は,政 府からの措置委託事業として,ほ ぼ全ての費用が公費から支弁 さ

れ,経 営は安定化してきた.し かし同時に政府事業の執行者 として,様 々な規制と監督 の対象 とな

ったため,社 会福祉施設の運営で,独 自の事業が展開されることは非常に少ないとされる.この原因

としては,政 府の規制や監督が硬直的で厳格過ぎることと合わせて,社 会福祉法人に民 間性を発揮

していく意欲が不足しているということも指摘されている64.社会福祉事業法が,民 間の社会福祉 を

中心でな く補助的な位置付 けに してい ることが,社 会福祉法人の民間性 を喪失 させ,ま た社

会福祉施設の増加が設置者 の大衆化 を招 き,本 来の精神性や民間性 を空洞化 させた と論 じる

もの もある65.ま た社会福祉法人に対 しては,施 設整備や運営のために,多 額の公的補助や委

託費が支給 され ることか ら,不 正経理や収賄 などの不祥事 が,近 年相次いで起 こり,大 きな

社会問題 となった.1995年 度の国 ・都道府県監査 によると,理 事会運営で13.6%,就 業規

則 ・管理規定で16.6%,会 計事務処理で19.1%,入 居者処遇方針 で11.3%の 社会福祉法人

に問題 があ り,1992年 度 と1997年 度 の行政監察で も,多 額 の繰越金 を残 した問題法人例な

どが報告 されている66.

一方
,戦 前からの慈善事業の理念 を受け継 いだり,地域 で先駆的な福祉活動 や社会福祉施設

経営を行ったりしている社会福祉法人の例も,限 定的ながら存在する.例 えば,生 協 のボランテ ィ

アが生んだ社会福祉法人たす けあい倶 楽部(千 葉県)が,家 庭的な雰囲気のなかでユニ ッ ト ・

ケアを実践す る例,教 会が母体の社会福祉法人函館カ リタスの園(北 海道)が 地域住民の物

心両面 の支援 を得て,個 室型特別養護 老人ホームを経営する例67,知 的障害者社会福祉施設

と小規模作業所の一体的な運営 をす る,社 会福祉法人シンフォニー(大 分県)や,セ ツル メ

ン ト運動 を継承 した児童福祉施設 の運営や,地 域活動 を行 う社会福祉法人興望館(東 京都)

な どの例68が 報告 され てい る.社 会福祉法人 ことぶ き福祉会(島 根県)は,高 齢者 が住みな

64小 笠 原(2003)な ど .

65栃 本(1996)

66総 務 庁(1992) ,総 務 庁(1997a)(1997b)

67大 森 彌 ・東 日本 監査 法 人(2002)

68東 京 財 団研 究推 進部(2002)
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れた地域で暮 らし続 けることを可能にす るために,制 度福祉で得 られない地域密着型 の在宅

福祉サー ビス事業 を先駆的に取 り組み,そ の実績 か ら社会福祉法人化 し,痴 呆性老人 のグル

ープホームを先駆的 に運 営 してきた と紹介 されている69.阪 神 ・淡路大震災後の被災地 では,

24時 間ケア対応のグループハ ウスを先駆的 に運営 した社会福祉法人園田苑70や,高 齢者の暮

らしやす さや人権に配慮 した,小 規模ケアのモデル となった社会福祉法人尼崎老人福祉会 の

あ しや喜楽苑 な どが注 目を浴びた71.こ の ほかにも,社 会福祉施設 による地域住民への相談

事業,ボ ランテ ィア活動支援,サ テ ライ ト ・デイサー ビスや配食サー ビスな どの地域貢献事

業が多数あることが報告 されている72.

また社会福祉施設 は,伝 統的 に,ボ ランティアを多く受 け入れてきた組織でもある。『社:会福祉施

設等調査報告』によれば,老 人福祉施設,身 体障害者施設,児 童福祉施設 な どいずれの施設

において も半数以上で,様 々な分野のボランテ ィア受け入れの実績がある.2000年 調査でみ

ると,活 動 内容で最 も多いのは,各 種行事 の手伝 い(対 象施設の57%～87%)や 演芸 ・演

劇(同40%～79%)で,趣 味や音楽の指導な どレクリエーシ ョンの分野で全般 に受け入れ が

多 く,理 容 ・美容(同40%～51%),草 の手入れ ・園芸 ・草む しり(同35%～54%),清 掃 ・

洗濯(同31%～51%)な ど日常生活 に関わ る分野で も,半 数近い施設 がボランテ ィアを受 け

入れている.身 体障害者施設 では7割 近 くで,散 歩や外出介助 のボランテ ィアを受 け入れて

いる73(厚 生労働省2002a).

施設運営以外の社会福祉法人 としては,日 本の民間のボランテ ィア活動 を先導 して きた大

阪ボランテ ィア協会や,障 害者 を納税者 にす ることを目指 し就 労支援 を行 うプロップ ・ステ

ー シ ョン74な どのユニー クな存在 も知 られている。北海道いのちの電話は,多 数 のボ ランテ

ィア と会員理事 により,自 主的に運営 されている組織例 として報告 されている75.

しか し社会福祉法人が,日 本 の非営利福祉セクターのなかで,特 権的な立場にあることは

議論の余地がない.官 民パー トナーシ ップの民側の雄 として,厳 然 として存在 している.公

私一体で社会福祉事業 を提供す る事業者 として,政 府セ クター に所属す る組織 と考 える向き

も少 なくない.た だ,社 会福祉法人 として,必 要な事業経費が公費 によ り賄われ,税 制上 も

優遇 され る制度が確立 しているこ とが,上 記 のよ うな様々な先駆的な取 り組み生み出す余地

69堀 越(1997)

70中 村(2004) ,グ ル ー プハ ウス尼 崎website
71喜 楽苑website

72社 会福 祉施 設 経 営者 協 議会(2003)

732000年 の調 査対 象 の老人福 祉 施 設 は
,養 護 ホー ム,軽 費 老人 ホ ー ム,有 料 老人 ホー ムで,

特別養 護 老 人 ホー ム が入 っ てい な い.特 別 養護 老 人 ホ ー ム も対象 とな っ てい た1997年 の同

調 査 で は,理 容 ・美 容 の ボ ラ ンテ ィ ア受 け入れ は642%,草 の手 入 れ ・園 芸 ・草 む し りは54.8%,

清 掃 ・洗 濯 は65.8%と2000年 の調 査 よ り高 か っ た.
74藤 本(2004)な ど.

75小 島(1998)
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を可能 に してきた と言 うこ ともできる76.官 僚的で硬直 した非効率な組織である とい う一般

的な評価 を,大 きく覆す ことは困難 であるが,民 間の非営利福祉 セクター としての努力の一

端が存在するこ とも,見 過 ごせない事実である.

社会福祉法人を巡 る最近 の動き としては,設 立要件や運営基準な どの規制緩和が進んだ こ

とが挙げ られ る.2000年 の社会福祉法改正 により,基 本的 に1億 円以上だった設立の資産要

件が,訪 問介護(ホ ー ムヘル プ)事 業や小規模通所授産施設 を行 う法人 については,1000万

円以上 となった。ただ都道府県所管 の社会福祉法人 で 「その他」(社 会福祉施設経営や社会福

祉協議会等でないもの)は,2000年 か ら2002年 の間に,97か ら122に 増加 したに過ぎず,

こ うした規制緩和の効果 は,ま だまだ十分 とは言 えないよ うである(厚 生労働省2003c).

また,規 制と助成にいわば守られた社会福祉法人 には,減 価償却や損益概念のない独 自の会計

制度 や法人制度上の制約などの,柔 軟な運営を妨げる矛盾点があったことから,2003年 に会計や

サービス内容の情報公開を条件 に,措 置負や運営費などの運用が弾力化されることとなった77.

これ らの改革が進め られ ると共 に,社 会福祉法人 が民間の非営利福祉セクター としての存

在意 義を示 してい くために,2004年 か ら中央社会福祉審議会 において,今 後 の社会福祉法人

のあ り方を巡 る議論 も始 められ た78,こ うした問題 意識 には,社 会福祉制度外にある様々な

民間主導 の非営利活動 の活発化 が影響 しているこ とは想像 に難 くない.社 会福祉法人の民間

性 を発揮 して行 くための取 り組みが,様 々な ところか ら始 まったことは非営利福祉セクター

の活性化 の面で評価 され る.た だ今後は,社 会福祉法人 が,政 府のパターナ リズムを脱 し,

民主導で 自発的に,民 間独 自の役割 を議論す るよ う,脱 皮 してい くことが期待 され る.

3.1.2社 会福祉協議会

施設福祉 に対する地域福祉 の中核的な担い手の社会福祉 法人 は,社 会福祉協議会である.社

会福祉協議会 は,公 私の福祉関係機 関等から成る組織で,民 間の社会福祉団体の再編を目指し,

1951年 の社会福祉事業法により,都 道府県単位の地域福祉の組織と,その連合会である全国組織

が位置付けられ,発 足した.そ の後,市 区町村でも順次,組 織化が進み,2000年 度では,市 区町村

社会福祉協議会が3,368,都 道府県 ・指定都市社会福祉 協議会が59と,全 自治体に及んでいる.

法人類型としては,社 会福祉 法人の一つである.

市区町村の社会福祉協議会 は,地 域 の福祉 関係 団体や施設 との連携機関の役 目も担い,福

祉 問題への意識啓発,人 材育成,情 報提供 な どを幅広 く行ってい る.1990年 以降は,福 祉政

策が施設福祉か ら地域福祉 にシフ トす るなかで,在 宅福祉 事業等の実施主体 と位 置付 けられ,

76但 し施設経営以外の社会福祉法人 には事業費の公費負担 が確保 されてい る訳 ではない。

77規 制改革:推進3ヵ 年計画(2003年3 ,月28日 閣議決定(再 改定))に よる.

78第8回 中央社会保障審議会福祉 部会資料(2004年2 ,月7日),第9回 同(2004年4月20
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市町村が実施する訪問介護(ホ ームヘルプ)や 通所介護(デ イサー ビス)な どの在宅福祉サ

ー ビスの主な委託先 となっていった .ボ ランテ ィア ・セ ンターの運営 も現在 では90%以 上 に

ある79(全 国社会福祉協議会2001a).こ のほか独 自の福祉事業や,住 民参加型の食事や見守

りな どの福祉サー ビスの提供 も行っている.

社会福祉協議会の発足に際しては,「公私責任 分離の原則 」により,民 間の社会福祉活 動に公

金支出が禁 じられたことから,資 金獲得源として,共 同募金 会との関係も強固なものとされた(中 央

共同募金会1966).社 会福祉協議会は,当 初,民 間資金 のみで活動を開始 した経緯 もあるが,

寄付 のみに頼 る運営 は,瞬 く間に困難 になった80.こ のために,政 府の社会福祉政策 の担い

手 として,政 府 の関与 と資金 を受 ける非営利福祉組織 として成長 して行 くこととなった,そ

の結果,今 日における社:会福祉協議会 と行政 との関係 は,財 政的にも人的に も,か な り密接

である.2000年 度時点 における,市 区町村社会福祉協議会の事務所の所在地は,役 所 内が

12.1%,行 政等の運営する施設 内が48.6%で ある.ま た会長 の出身団体の うちで,行 政の首

長が35.3%と なってい る.財 源 に占める公的補助金や助成金の割合 も高い.民 間社会福祉 の

振興のために,官 主導で設立 された共同募金:会との関係 も深 く,例 年,募 金 の7割 近 くが社

会福祉協議会 に配分 され ている(中 央共同募金会website),こ のた め官僚的な硬直性があるこ

とを指摘する声 も少な くない.

1992年 の新 ・社協基本要綱 では,社 協は ・住 民福祉活動の組織化,・ 連絡調整機能,・ 事業

の企画 ・実施 を3っ の基本機能 とし,「公共性 ・公私協働性」 と 「自主性,民 間性,住 民主体

性」を併せ持っ と規定 されている.し か し社会福祉協議会は,政 府 の一部分 と見な され るこ

との多い組織で もある,

ただ福祉サー ビスは,も ともと採算の採 りに くい活動であるため,政 府か らの安定的な資

金源 を持っ ことが,社 会福祉協議会が,様 々な先駆的な取 り組みを行 うことを可能に してき

た ことも事実である.1967年 に民生委員 と共同で実施 した全国的な 「居宅ねたき り老人実態

調査」や 「ひ とり暮 らし老人調査」 は,在 宅福祉施策促進運動の契機 とな り81,1970年 代か

ら,在 宅ケア活動に先駆的に進 めてきた.70年 代 か らは,市 区町村社会福祉協議会内に奉

仕活動(ボ ランテ ィア)セ ンターの設置 も進 め られ,そ の後のボランテ ィア活動や,行 政施

策 の充実を促進 させてきた.ま たボランテ ィア と協力 した訪問介護活動や,話 し相手活動,

障害者 の外出支援介助やふれあい活動 などの新 しい福祉 サー ビスの開拓 を行い,地 域住 民の

自主的な福祉活動を奨励 し,障 害者 などの福祉 問題 を抱 える人々の組織づ くりも行ってきた.

日),第10回 同(2004年6月23日)な ど
79早 瀬(1999)は 社会協議会 の事業社協化 は,ボ ランテ ィアセンターの事業 の中立性 を弱 める

危険性があることを指摘 している.
80例 えば兵庫県社会福祉協議会(1991)で は発足 当時 ,民 間募金による運営 を目指 したが,

間 もなく行 き詰 ま り公的資金が導入 されるよ うになった経緯が紹介 され てい る.
81和田(1999) ,井 岡(2002).
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社会福祉協議会 は,市 町村の在宅福祉サー ビス事業の中心的 な委託先 となって きた延長 で,

今 日では介護保険事業者 として,訪 問介護や居宅介護 支援,通 所介護,訪 問入浴な どの事業

も幅広 く実施 している.要 介護認 定調査 も,約 半数の社会福祉協議会で受託 してい る.日 本

の福祉分野 において,官 主導 の非営利福祉セ クターのなかで,在 宅福祉 サー ビスの大きな担

い手 として成長 し,現 在で もかな り大 きな位置 を占めている,た だこの ように,民 間の福祉

サー ビス提供者 として,社 会福祉協議会のプ レゼ ンスのみが大きなままであることは,福 祉

サー ビスの供給主体 を多様化 し,市 場化 を進 めるとい う今 日の社会福祉政策 とは,若 干矛盾

している.地 域の福祉 関係団体や施設 との連携機関の役 目を担 う社会福祉協議会が,事 業団

体 としての性格 を強 めるこ とが,他 の民間事業者 の活動 を制限す ることを危惧す る声 もある.

ただ,社 会福祉協議会 の地域福祉 における役割 は,都 市部 と町村部 では大 き く異なる.在

宅福祉サー ビスの供給者 として,介 護保険前の行政サー ビスの受託者 としても,介 護保険指

定事業者 として も都市部での役割 は小 さいが,町 村部ではそのシェアが一般 に非常に大 きい

(厚生省2000,日 本労働研究機構…2002).(図3-5)こ のこ とについては,郡 部 では採算 を重

視す る民間事業者が参入 しに くい とい う側面 と,社 会福祉協議会のプ レゼ ンスの大き さが新

規参入を阻む とい う側面が共に考え られ るため,容 易に回答が出せ る問題ではない.ま た郡

部 などの地域で,様 々な民間のボ ランテ ィアを結びつ けた先駆的できめ こまかな地域福祉サ

ー ビスが実施 され る際には,社 会福祉協議会 が核 となっている例 も報告 され,独 自の事業 を

行ってい ることへの評価 もあ る82.こ うした様 々なジ レンマに立ち向かっているのが今 日の

社会福祉協議会 である,

82和 田(1999) ,小 林(1999),鈴 木(2000),田 中(1998,藤 田(1997)な ど.
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図3・5市 町村の訪 問介護 員 の委 託先(1999年 度)
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3.2民 主導の非営利福祉組織

3.2,1運 動型の非営利福祉組織

◆児童福祉の非営利組織

90年 代以降,非 営利セ クターに対 し社会的関心が高まってきた背景 には,硬 直化 した政府セ

クターでは担 うこ とが出来ない,き めこまかな社会的ニーズへの対応や,営 利一辺倒ではない

志 をもつ新たな社会の変革者 として,非 営利セ クターに期待が集 まったことがある.だ が,先

に見た官主導の非営利福祉セ クターは,基 本的 に公的 ・制度的な福祉サー ビスの枠内で,政 府

の設定す るサー ビス を提供 してい るため,新 規性 はあま り期待できない と言 わざるを得 ない.

当然の こととして,非 営利福祉セ クター の新 しい動きは,制 度の枠外で起 こっている.戦

後,社 会福祉が制度化 し,社 会福祉が国民の権利 となったことによ り,政 府 が提供す る社会

福祉の枠外 でニーズが顕在化 してきた分野については,し ば しば関係者 自らの取 り組みや,

熱 心な制度化への要望活動に より,公 的制度 の整備や拡充 が行われてきた.

その一例 として,1970年 頃からの急激な都市化 と,働く母親の増加が生んだ保育所運動がある.

保育ニーズの増大 に,認 可保 育所 の整備が追いつ けない切迫した状況のなかで,篤 志家 により青

空保 育が始められたり,父 母の 自主的な共同保育が行われたり,父 母会 の協力を得て無認可の保

育所が住民の手により運営されてきた83.一 方で,こ れは保育所の増設運動ともなり,その後の公共

セクターによる保育所の増設 に繋がっている.

近年でもなかなか解消されない保 育ニーズの需給ギャップに対しては,認 可外保 育施設が急増

し対応 している.2002年 度時点では認 可外保 育施設は,約1万 箇所あり,23万 人の児童が入所 し

ている.(全 国保育団体連絡会2004).同 時期の認 可保育所は,施 設数2万2千 箇所,在 所者数20

1万 人であることから,認 可外保育施設 は,認 可保育所の施設数で46%,在 所者数で11%に 相 当

する乳幼児のケアを担っていることになる.(表3-6)

2003年 の認可外保育施設の運営主体は,個 人が58.1%,会 社が23。5%,任 意団体が5.4%,そ

の他が13.1%で ある(厚 生省(2004c)(1999)).1997年 と比較すると個人の割合 が減少し,会 社が増

加 している.そ の多くは民間営利事業であるが,昨 今では制度の枠 にとらわれない,柔 軟な保 育を

提供するNPO法 人による活動も増えてきている.都 市部を中心 に,保 育ニーズが高い状況と,社 会

参加 を希望する地域 の女性の力を得て,地 域の子育て支援活動という,新しい活動が広まりっつあ

る(NPO事 業サポートセンター2002).2000年 からは,企 業やNPO法 人なども認 可保育所の運営

に参入可能となったため,様 々な形態の保育事業 が,今 後一層広がっていくことが予想される.(表

3-7)

83東 京都社会福祉協議会(1967),東 京都保育所保護者会連合会(1970)な ど.
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表3・6認 可外保育施設 と保育所

1995年 度 2000年 度 2002年 度

施設数 在所者 施設数 在所者 施設数 在所者
事業所内保育施設 3,425 52,709 3,622 53,267 3,445 49,971

ベ ビーホテル 511 13,910 1,044 25,261 1,386 27,785

その他 3,797 123,276 4,771 144,263 5,463 151,159

認可外保育所計
■

7,733 189,895 9,437 222,791 10,294 228,915

認可保育所計 22,488 1,678,866 22,199 1,904,067 22,288 2,005,002

認可外保育所/認可保育所 34.4% 11.3% 42.5% 11.7% 46.2% 11.4%

(出所)厚 生省児童課調べ及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課調査(2000年 は 『保育 白書2003』,

2003年 は保育 『白書2004』 から引用)

(注)認 可保育所数は,社 会福祉施設等調査報告の同年度のデータによる

表3-7認 可外保育施設の類型別設置主体

(単位:%)

1997年 2003年

総数 総数 繍 べ野 鞭
個人 71.7 58.1 4.053.9 71.3

難 11,1 23.5 51.137.3 13.0

任意団体 8.8 5,4 2.52.9 6,8

その他 8.4 13.1 42.55.8 8.9

調査対象数 4196 6,856 9791,438 4,439

(出所)厚 生労働省(1999) (2004) 「地域児童福祉事業等調査報告」

また母親が働 く小学校低学年児童 の放課後 の対策 として,地 域の父母や保育関係者な どの

協力 により始め られた学童保育がある.こ の活動は1950年 代から,保 育所関係者の自主的な取

り組みにより,保 育所卒園児の学童保育として始められ,1970年 代以降,父 母達の自主的な運動と

して,急 速な広がりを見せた,そ して,1998年 の児童福祉法の改正時に,法 的 に位置付けられた放

課後児童クラブとなった.ま た1994年 に策 定されたエンゼル ・プラン(緊 急保育対策5ヵ 年計画),

及び新エンゼル ・プランにおいて,設 置 目標数が定められたことから,急 速 に設置数が増加している.

2004年 現在,全 国に14,678の 児童クラブが設置され,2003年 時点で約54万 人の児童が登録して

いる.(図3-6)

2001年 時点の調査で見ると,児 童クラブの8割 は,市 町村 により設置されている.運 営委員会・

父母会 ・任意団体 ・個人などの民主導の団体 による設置は,13.6%と 少ない.つ まり,今 日の児童クラ

ブは,自 治体の主導で設置が進められていることがわかる.一 方,児 童クラブの運営主体を見ると,

市町村47%,社 会福祉法人等19%,運 営委員会 ・父母会 ・任意団体32%,行 政直営と民間運営
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が,そ れぞれ半数を占めている,市 町村設置の児童クラブは,半 数近くが民間の運営主体に委ねら

れ,な かでも社会福祉法人等が運営する児童クラブの75%は,市 町村設置のクラブである.ここでも

社会福祉 法人は,行 政の福祉 サービス提供者としての大きな受け皿 になっていることがわかる.一

方,運 営委員会 ・父母会 ・任意団体 ・個人などの民主導の団体が運営する組織 は,57%が 市町村設

置のクラブで,42%は 自らの設置するクラブであり,自 主的な活動 の割合が高い,(表3-8)

なお1997年 の調査と比較すると,市 町村の運営が3ポ イント減り,民 間運営が若干増えている

(厚生省2003b).福 祉サービスの民営化の進展に伴 い,今 後もこうした傾 向は一層強まることが予測

される.(表3-9)

図3・6児 童 クラブの数 の推移
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(出所)全 国保育団体連絡会(2004)『 保育白書2004年 』

表3・8児 童クラブの運営主体別の設置主体の割合

総数 (設置主体)

市町村 社会福祉法人等
運営委員会 ・父母

会 ・任意団体 ・個人

総数 12,020 (100.0%) 9,647(80.3%) 605(5.0%) 1,631(13.6%)

(運営主体)

市町村 5,632 (46.9%) 5617 5 10

社会福祉法人等 2,333 (19.4%) 1752 577 3

運営委員会 ・父母会 ・

任意団体 ・個人
3,868 (32.2%) 2188 22 1616

(出所)厚生労働省(2003)「2001年 地域児童福祉事業等調査報告」厚生統計協会

(注)「その他」 「不詳」を省略 している。
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表3・9児 童クラブの運営主体の変化

2001年 1997年

総数 12,020 (100.0%) 9,109 (100.0%)
(運営主体)

市町村 5,632 (46.9%) 4,498 (49.9%)
社会福祉法人等 2,333 (19.4%) 1,108 (12.3%)

運営委員会 ・父母会 ・任意団体 ・個人 3,868 (32.2%) 2,729 (30.3%)
その他 187 (1.6%) 774 (8.6%)

(出所)厚 生労働省(2003)「2001年 地域児童福祉事業等調査報告」

◆障害者福祉の非営利組織

障害者福祉の分野では,小 規模作業所の動きが挙げられよう.小 規模作業所とは,一 般の企業

などで働 くことが困難な障害者のための,働 く場であり生活の場である.障 害者 自身や家族,地 域の

ボランティアなどにより運営され,1960年 代後半から始まった共同作業所づくり運動により,全国各

地で設置が進んできた.社 会福祉各法の制度外 にある通所施設を総称して,共 同作業所,無 認可

作業所とも呼ばれることもある84.

小規模 作業所は,制 度に基づく障害者の通所作業所の量的な不足を補い,ま た様 々な障害とニ

ーズを持つ障害者のための,自 由度が高い活動の場として,自 らが積極的 に運営 にも関わる自主

性の高い組織として,多 くの利用者の支持を得てきた.2003年 現在で,6,025箇 所の小規模作業所

が把握され,90年 代後半は年300近 いペースで増加し続 けている(き ょうされん(2002)(2004)).(図

3-7)

同様の事業を行う制度 上の通所型の社会福祉施設(身 体障害者通所授産施設,身 体障害者小

規模通所授産施設,身 体障害者福祉 工場,知 的障害者通所更生施設,知 的障害者通所授産施設,

知的障害者小規模通所授産施設,知 的障害者福祉 工場,精 神障害者通所授産施設,精 神障害者

小規模通所授産施設,精 神 障害者福祉工場)と比較すると,各 年とも制度外の小規模 作業所の数

が,そ の2～3倍 の規模で活動していることがわかる。両者とも1980年 代半ばから増加 の一途を辿っ

ている.小 規模作業所の活動の拡大により,障 害者のニーズが顕在化し,制 度に基づく類似の社会

福祉施設の増加を促してきたことも予測される.

また1995年 度時点の調査によると,制 度外の小規模作業所 は,制 度内の類似福祉施設である身

体障害者,知 的障害者及び精神障害者の通所授産施設 に対して,施 設数では約5倍,定 員では2

84小笠原(2002)は 社会福祉施設の不足 を補 うものとして ,障 害者の小規模作業所や学童保育

の動向を紹介 している.
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倍以上となっている(共同作業所全国連絡会1997).

図3・7小 規模作業所 と法定通所施設の数の推移
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(注)通 所型施設(法 定)に は、身体障害者通所授 産施設 、身 体障害者小規模 通所授産施 設、身体障害者福 祉工場 、知
的障害者通所更生施設、知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、精神障害者
通所授 産施設 、精神 障害者小規模 通所授産施設 、精神障害者福祉 工場 を含 む。

(出所)き ょ うされん(2004)「 社:会保障審議会 障害者部会(第8回)2004年4月14日 提 出資料」

小規模作業所も,長 年の運動の結果,運 営費の公的補助を得てきており,2000年 度の改正社会

福祉法 により,制度化された事業となった.併 せて小規模通所授産施設 については,社 会福祉法人

設立の資産要件 が大幅に緩和されたことで,社 会福祉法人化への道も開かれた.し かし既存 の社

会福祉法人と新設の小規模通所助産施設等を経営する新しい社会福祉法人では,制 度や補助の

内容に格差があることを指摘する声もある(きょうされん2002).

3.2.2事 業型の非営利福祉組織

◆在宅福祉サー ビス

1970年 代以降,特 にニーズが顕在化 して きた高齢者福祉 の分野でも,新 しい動 きが見 られ

るようになった.高 齢者福祉サー ビスは,1963年 に老人福祉法が制定 されて以来,特 別養護

老人 ホームや家庭介護員の派遣な どが制度化 されてきた ものの,当 初は所得 の低い高齢者 な

どを対象 とした,非 常に限定 された制度であった.高 齢者福祉制度 によるサー ビスは,量 的

にも質的にも極端に制限 され,一 方で市場による福祉サー ビスはほ とん ど存在 しないと言 う
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状況が長 らく続いた.こ のた め,高 齢者福祉制度の対象 とな らない地域 の高齢者 を支援す る

ために,在 宅福祉サー ビスの様 々なボ ランテ ィア活動 が活発化 していった.そ してそこに新

しく登場 したのが,有 償 のボ ランテ ィア ・サー ビスである.こ れは無償 のボ ランティアでは

事業の継続 の面で限界があること,ま たサー ビスの受 け手が気兼ねなく依頼 し続 けけるため

には,実 費程度の料金 を介 した方 が,お 互いに遠慮が無 くて良い とい う考 えに基づ くもので

あった.ボ ランティアは無償の奉仕活動 とい う考 え方 が大勢 を占める中で,当 時はその是非

を巡ってかな りの議論 を呼んだが85,90年 代になって関心が集ま り始めた非営利組織の一っ

のひな形が,こ こに登場 したと考 え られ よ う.

市民の 自発性,在 宅福祉サー ビス提供者 と受 け手 の助け合い と対等性,事 業性 を考慮 した

このシステムは,住 民参加型 の在宅福祉サー ビス団体 と総称 され るようになる.こ の住民参

加型在宅福祉サービス団体は2001年 度で1,915に 上り,住民互助型948,社 協運営型388,ワ ー

カーズ・コレクティブ125,生 協型157,行 政関与型42,農 協型151等 となっている.1991年 度から

の10年 間に,全 体では5.3倍 になり,住 民互助型は8.9倍,生 協型,農 …協型,ワ ーカーズ・コレクテ

ィブは5倍 以上増加しているのが,特 に目立っ.(図3-8)

図3-8住 民参加型在宅福祉サー ビス団体数の推移
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(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「 平成14年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」

85田 中(1994)な ど .
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当初,在 宅福祉サー ビス団体の多 くは,任 意団体 として活動 を開始 したと予測 され るが,

2002年 度でみる と半数以上が法人格を取得 してい る.1998年 に成立 した特定非営利活動促

進法 によ り,法 人格が取得 しやす くなった ことで,こ うした動きは加速 している.社 協運営

型,生 協型,農 協型 は母体組織が法人格 を有 し,行 政関与型では福祉公社な どの財団法人 と

して設立 され てい るが,住 民互助型やワーカーズ・コレクティブといった住民主導型の団体も,大

半がNPO法 人格を取得していることは注 目に値する.NPO法 人格は,介 護保険事業者として活動

するための基礎 要件であることに由来すると考えられるが,地 域 の住民間の助け合 いから始まった

活動が,次 第に組織化され,事 業体として成長してきた証とも言えよう.こ うした活動 の広が りが,

2000年 に開始 された介護保険制度 を担 う非営利福祉セ クターの一つの基盤 を形成 してい る.

(図3・9)

将来の介護不安や老後不安をきっかけにして,住 民 自らが立ち上がり行動を始めた住民参加型

在宅サービス団体の活動から,ボ ランティアの時間預託制度という新しいしくみが編み出され,昨 今

話題 となっている地域通貨の先導的な取り組みとなり,また民間在宅福祉活動の支援団体が生まれ,

民主導の全国的なネットワーキングが形成されてきたことも注 目される86.

図3・9住 民参加型在宅福祉サービス団体の法人格取得の状況(2002年 度)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

住民互助型

ワーカーズ・コレクティブ

生活協同組合

農業協同組合

社協運営型

行政関与型(福祉公社等)

國特定非営利活動法人 團生協・農協 圃社会福祉法人 團社団・財団法人 ■その他 ロなし(無回答含む)

(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「 平成14年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」

86長寿社会文化協会やさわやか福祉財 団など(安 立1998).
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生活協同組合(以 下「生協」とす る)は80年 代後半以降,全 国的組織的な福祉活動 の展開に

カ を注いできた87.ボ ランティアの活動状況 をみ ると,2003年 度 のくらしの助 け合 いの会等

の家事援助活動 には75生 協の約7万4千 人の会員 が参加 し,食 事会や配食 も36生 協で11

万6千 食 と報告 され てい る.助 け合いの会 の活動 は1990年 か ら活動者数,利 用者数,活 動

時間数共 に急増 してお り,介 護 保険制度外 での活動の拡大や,子 育て家庭への支援 な どに活

動 を広げてい る.食 事サー ビスでは生協 らしい食材への こだわ りも持った活動が実施 され て

いることが報告 されている。設立当初の活動 の社会性が年々薄れ てきた生協では,こ うした

組合 の助 け合い活動か ら発展 させたボランティア活動に より,営 利組織 とは異なる社会的使

命 を帯びた活動 を再び重視 しよ うとい う気運 と,生 協の信頼感 を生か した介護保険事業への

参入 による業務拡大へ の意欲 の両者 が見 られ る.(図3-10)

図3・10生 協の助 け合い活動の活動者数 ・活動時間数
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(出所)日 本生活協同組合連合会website

農業協同組合(以 下 「農協」 とす る)も 同様 で,高 齢者 の生活充実活動や生活援助活動 を

進めてきた88.1992年 には農 業協同組合法が改正 され,農 業協 同組合 による高齢者福祉事業

の実施が法的 に位置付 け られ た.1993年 度か らはJA助 け合い組織が運営 され るようになっ

た.組 合員 ・地域住民向けの福祉活動 がJA女 性組織等の協力で進 め られ,2004年 現在で947

組織 の約5万 人が助 け合 い組織 で活動 してい る89.農 村社会で農業や生活に根付いていた助

87生 協 の福 祉事 業 につい て は ,益 田(1997),日 本 生活 協 同組 合 連 合会websiteな ど.蟻 塚

(1999)は,生 協 及 び農 協 の福 祉 事業 に詳 しい.

88農 協 の福 祉 事 業 につ い て は ,JA高 齢者 福祉 ネ ッ トワー クwebsite,藤 井(1997),栃 本(1996)

な ど.

89日本 生 活 協 同組 合連 合website及 び 全 国農 業 協 同組合websiteに よる
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け合 いに一定のルール を設 定 し高齢者福祉活動にア レンジ された活動が,組 合員や住民のボ

ランティア活動 として実施 されている.心 のケアや地域 コミュニテ ィの活性 化を 目指 した活

動があることも報告 されている.ま た農協は,1992年 か ら市町村 の訪問介護事業 の委託先 と

して認 め られて きた ことか ら,行 政 の在宅福祉サー ビスの委託実施機関 ともなってきた.介

護保険事業にも積極的 に参入 している.ま た生協や農協が社会福祉法人を設立 し,社 会福祉

事業 を一体的に展開す る例 も見 られる,

一方 ,行 政関与型の多 くは福祉公社 とい う地方 自治体が関与 し設 立す る在宅福祉 サー ビス

組織 として1980年 代 か ら設 立 されてきたgo.当 時,社 会福祉制度による在宅福祉 は,所 得制

限のある限定的なサー ビスで,福 祉ニーズはあって も家族 によるケアを受け られない高齢者

の存在が問題であった ことか ら,措 置対象外 の人たち向けに有料の在宅福祉 サー ビスを提供

す る組織 として発足 した,そ の後,1989年 のゴール ドプランの実施 を機 に,在 宅福祉事業組

織の核 として福祉公社が想 定 されたことか ら,財 団法人化が進んだ.2004年 時点の全国福祉

公社等連絡協議会の加盟団体は44と なっている91.福 祉公社のサー ビスの対象者 は中間所得

層であった こともあ り,大 半は大都市部に集 中し,町 村にはほとん どない.ま た福祉公社 は

措置制度 による在宅福祉サー ビスの底上げに貢献 してきたものの,介 護保険制度の開始によ

り,公 と民の狭間 にある組 織 として独 自性 を どう発揮 させ るかが課題 とな り,解 散 した福祉

公社 もある.

◆グループホーム

さらに制度 内の福祉サービスを超える新しいサービスを先導する動きもある.高 齢者 の施設での生

活を支 える例 として,特 別養護老人ホームな どの大規模 な施設 ではな く,家 庭的な環境 で地域

のボランテ ィアな どの助 けを得て暮 らす グルー プホー ムの活動が ある.グ ルー プホー ムは,

1980年 半 ば頃か ら広が りを見せ,99年 時点で1300カ 所 を超 えてい る(宅 老所 ・グループホー ム

全国ネ ッ トワー ク2001).運 営主体 は住民団体や個人あるいは社会福祉法人やNPO法 人な ど様 々

だが,公 的補助 も徐々に整備 され,介 護保険の対象事業 にも加 え られた.2002年10,月 時点で痴

呆対応型共同生活介護(グ ループホーム)を 運営す る介護保険事業者は2210と なってお り,NPO

法人 もそ の指定事業者 として参入 してい る.全 国的なネ ッ トワー クも90年 代 に誕生 し,こ うし

た動 きを全国に広め る契機 となってきた(宅 老所 ・グループホー ム全 国ネ ッ トワー ク2003).

昨今,社 会福祉施設では,よ りよいケアを 目指 して小規模化が試み られ てい るが,そ の端緒

は多 くの場合,民 間や個人の努力によ り切 り開かれてきた.既 存の大規模施設では,多 人数 の

入所者 を規則や スケ ジュールで管理せ ざるを得ない.こ うした高齢者 のケアに限界 を感 じた

人々が,自 らの理想 とす る高齢者 サー ビスを提供 できる宅老所や グループホームの設立に尽力

go福 祉 公社 につ い ては 高橋(1997),山 本(1994)な ど.

91長 寿 社会 開 発セ ン ターwebsite
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し,こ れを全国各地 に広 めてきた92.高 額 な施設整備費を要す る特別養護老人ホームな どと比

較す ると,高 齢者が多 く住む地域の空 き家な どの既存施設 を利用す るため,設 備投資が各段に

小規模であ り,地 域のボランテ ィアなどの人的資源を活用 とした,効 率的かつ効果的な高齢者

福祉サー ビス と考 えられている.ま だまだ需要に対す る供給が追いつかない高齢者福祉 の新 し

いイ ンフラとして,今 後 の動向が注 目されてい る,ま た子供か ら高齢者 まで,障 害の有無に関

わ らず幅広 く対象 とす るグループホームや,通 所サー ビス,短 期宿泊,在 宅介護サー ビスな ど

多 くの機能を担 うグループホームも増えてきた.高 齢者 が地域 の人々による支え合いのなかで

暮 らし続 けるしくみ として,ま ちづ く りにも大 きな影響 を与 えている.

このよ うに,福 祉分野にお ける様々な民間の活動 は,常 に制度福祉の先導役 あるいは補完サ

ー ビス として
,新 しい しくみ を全 国的に普及す る動 きを担 っている.非 営利組織が既存の社会

を変えるきっか けを提供 してきた一端がわかる.

運動型非営利福祉組織 の一部 には,民 間での取 り組 みを公的制度に位置付 けることを 目的

とす る場合 が多いが,事 業型非営利福祉組織では,市 民の発意 による事業 の展開を 目的 とす

ることが多い,両 者の性格 を共 に持つ ものもあるが,行 政 に支援 を要望す るのみでな く,自

らの主体的な取 り組み と事業性 を発揮 してい ることが,昨 今 の民主導型 の非営利福祉組織の

多 くに見 られ る特徴である.

3.3福 祉分野のボランティア ・ボランティア団体

3,3.1官 主導のボランティア

政府 の社会福祉政策において,ボ ランテ ィアの重要性 が認識 されてきた歴史は古い,全 国

社会福祉協議会連合会社会事業研 究所(1954)で は既 に 「ヴォランテ ィア」の項が設 け られ,

その動きが紹介 され てい る.そ こで注 目されてい るのが,官 民一体型 の全国的なボランティ

ア組織である民生委員制度 である.民 生委員制度は,先 に見た とお り1936年 に方面委員令

によ り制度化 された方面委員制度 を前身 とし,生 活保護 法の前身である救護法の実施促進 を

担 う行政の;補助機 関であった.し か し戦後,1946年 の民生委員令 により方面委員 は民生委員

と改称 され,行 政の協力機 関 となった,ま た全 日本民生委員連盟は,1951年 の全国社会福祉

協議会の前身 である中央社会福祉協議会に加盟 したことか ら,民 生委員は社会福祉協議会 と

一体的な活動 を行 っている.

今 日の民生委員は,民 生委員法によって設置 が定め られ,ま た児童福祉法によって民生委

員が児童委員 を兼ね ることとなっている.民 生委員 ・児童委員(以 下 「民生委員」 とす る)

の任期は3年 間で,2002年 現在全国で約22万 人が活動 している.委 員一人ひとりに担当する

92小 笠 原(2002)
,加 藤(2001)な ど.
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区域が定められ,設 置基準は市町村の人 口規模別で異なるが,概 ね200世 帯に1人 の割合で設置

されている。民生委員 の選任 は,市 町村の民生委員推薦会 により選 考 され,都 道府県が厚生労

働大 臣に推薦 し,厚 生労働大臣が委嘱す ることにより行われ る.

民生委員 の活動は,地 域 のボランテ ィアとして自発的 ・主体的な活動であ り,地 域住民 と

の連 帯感 をもって,謙 虚 に無報酬 で活動を行 うこととされている.そ の活動 には,① 「声か

け」や 「安否確認」による住民の福祉ニー ズについての社会調査,② 地域住民に対す る相談,

③社 会福祉 の制度やサー ビスについての情報提供,④ 福祉サー ビス を必要 とす る住 民 と関係

行政機 関,施 設 ・団体等 とのパイプ役 となる連絡通報,⑤ 社会福祉制度やボランテ ィア によ

るサー ビスの調整,⑥ 支援活動への取 り組みやボランティアのネ ッ トワー ク形成な どによる

住民の生活支援,⑦ 問題点や改善策 についての意見具 申とい う,7つ の役割がある.民 生委

員 の業務 は,当 初 は生活保護 の受給に関す る相談や情報提供 を中心 としていたが,近 年 では

高齢者福祉 に関す る事業が 中心 となってい る.具 体的 には,高 齢者福祉 サー ビスの受給 につ

いての相談や情報提供,生 活の支援,ま た近年 では児童虐待や家庭 内暴力の被害者への支援

な ども行ってい る.

法制面 では,民 生委員は,生 活保護 法のほか,身 体障害者法,知 的障害者福祉法,売 春防

止法,老 人福祉法によ り社会福祉行政機 関に協力す ると位置付 け られてお り,住 民の福祉 ニ

ーズを行政に橋渡 しす る役 目を担 っている.公 私一体型の社会福祉 事業 を,民 間ボランテ ィ

ア として支 える基盤 の一っであると言 える.2002年 度の民生委員の活動実績 をみると,1人

あた り平均の年間相談 ・支援件数 は40件,調 査実態把握22件,地 域福祉 ・自主活動22件,

訪問活動136件 に上 り,平 均の年間活動 日数 は112日 となってお り,年 間 を通 じて様々な活

動 を行 ってい ることがわか る(厚 生労働省2003c).(表3・10)

表3・10民 生委員 の活動状 況(2002年 度)

1人 あた り件数 ・回数

相談 ・支

援件数

その他活動件数

訪問活動 活動 日数
調査実態 行事 ・会 地域福 研修 その他
把握 議への参 祉 ・自主

加協力 活動

40 93 222822165 136 112

(出所)厚生労働省(2004)『2002年社会福祉行政業務報告』

(注)民生委員分の実績の一部を掲載
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民生委員は,民 生委員令の時代 には要保護者の立場 を代表 しうる者 とされ ていたが,現 在

の民生委員法では 「広 く民意 を代表す る」者 とされてい る.無 給の非常勤公務員で,名 誉職

的に理解す る人 もいるが,地 域 の福祉 ニーズを行政のサー ビスに結びつける役割 を担 う,無

給の非常勤特別職 の公務員 と位置付け られた,極 めて 日本的 といえる官製ボランティアであ

る.

3.3.2民 主導のボランテ ィア

戦前のボランテ ィアについては,大 正時代 のセツルメン ト運動な どが知 られている.終 戦

直後の 日本で も,戦 災孤児や 引揚者対策な どの緊急課題 のために,戦 前の人道主義や博愛主

義 の流れ を汲む ボランテ ィア活動が盛んにな り,1955年 には全国セツルメン ト連合会が結成

され,同 時期 にBBSやVYS活 動 も活発 になっていった93.

こ うした民間のボランティアが社会的に定着す るよ うになったのは,1960年 代後半か らで

ある.当 時の活動者 の中心は大学生 で,活 動分野 は障害者施設,児 童福祉施設に限 られた も

のが多かったが,社 会福祉政策が,施 設 中心か ら地域福祉中心へ と変わるなかで,ボ ランテ

ィア活動の舞台 も,施 設 か ら地域社会へ と広が りを見せ るよ うになった.民 間のボ ランテ ィ

ア活動 も広が りを始 め,1965年 には民間の大阪ボランティア協会が設立 された.社 会福祉協

議会がボランテ ィアセ ンターの設置 を始 めたのは1973年 であるが,そ れに先立つ取 り組み

として,1962年 に徳島県 と大分県の善意銀行が設立 され,兵 庫県ボランテ ィア ビュー ローが

1967年 に設立 されていた.

また1970年 代か らは,政 府 によるボランティア振興策 が始まる,こ れは,高 齢化の進展

による福祉ニーズの増大,コ ミュニティ問題 の多発,非 行防止な どの児童健全育成化問題,

オイル ・シ ョック以降の財政難 による民間活力導入 の必要などの理由を背景 としていた.こ

れを受 けて社会福祉 協議会において,住 民のボランテ ィア活動の促進事業が1970年 代 か ら

実施 され,ボ ランテ ィアセ ンターの設置 も進 められた.そ の結果,2000年 度では9割 以上

の社会福祉協議会 にボランティアセンターの設置が広がっている.こ れ らは政府 の補助事業

として実施 され ているもので,福 祉分野を主 に対象 とするもので あるが,全 国のボランテ ィ

ア活動の中でも大 きな位置を示 していることが予想 され る.目 本の福祉分野 においては,政

府が施設福祉,在 宅福祉,そ してボランティアの振興についても,大 きな存在を示 してい る

と言 える.(図3・11)

1985年 か らは社会福祉協議会 にボランテ ィア活動推進協議会 を設置 し,ボ ランティアにつ

いての啓発や登録・斡旋,情 報提供,活 動場所の確保な どが,「 ボラン トピア事業」 として始

められ た.

全国の社会福祉協議会 で把握 しているボランティア ・団体の調査でみる と,2002年 で団体

93以 下 のボ ランテ ィアの歴 史 につ い ては筒 井(1997)
,李(2002)な どに よる.
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数 は101,972,ボ ラ ンテ ィア活 動 者 総数 は7,396,617人 に上 る.団 体 数,ボ ラ ンテ ィア活 動

者 数 と もに1980年 か ら一貫 して増 加 して お り,こ の22年 間 で,団 体 数 は6倍 以 上,活 動 者

数 は4倍 以 上 伸 び て い る(全 国社 会 福 祉 協 議 会 全 国 ボ ラ ンテ ィア 活 動 振 興 セ ン ター2003).

(図3-12)
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図3-12全 国の社会福祉関係ボランテ ィア活動者数 ・団体数の推移
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これ らの団体 の 活動 対象 は,高 齢 者 や介 護者(55.2%),障 害児 ・障 害者 や そ の家族(52.5%),

子供(18.8%)が 三大 分野 とな って い る.具 体 的 な活動 内容 で多 い もの は,交 流 ・遊 び(46.2%),

話 し相 手(37.2%),配 食 ・会 食 サ ー ビス(26.4%),趣 味 ・レ ク リエ ー シ ョ・ン活 動 へ の支 援 ・

指導(26.4%),手 話 ・点 訳 ・朗 読 等(25.1%)で あ り,身 近 な活 動 に よ り高齢 者 や 障害者 の生

活 を支 える活 動 が主流 を 占め てい る.ま たボ ランテ ィ アの職 業 は,主 婦(38.1%),定 年退 職

者(24.5%)と な って お り,担 い手 の中心 は他 に職 業 を持 た ない 人達 とな って い る(全 国社 会

福 祉 協議 会2001b),(表3-11)

表3・11社 会福祉ボランティアの活動分野 と属性

(ボランティア活動の対象者)

団体所属 個人 ポラ
ボラ ン ンテ ィア

テ イア(%)

(%)

(ボラ ンテ ィアの職業)

内訳

局 フ1百

障害児 ・障害者やその家族

子供
子育て中の人
難病患者やその家族

【∠

5

8

1

3

5

∩∠

8

9

4

く
ゾ
5

1

638

52.9

22.2

10.0

5.0

(%)
一
定年退職者245

自営業9.6
パー ト・アルバイ ト9。0

企業 ・行政機関の管理職 ・至7.1

企業 ・行政機関の事務職 ・一8.0

(出所)全 国社会福祉協議会(2001)「 全国ボランティア活動実態調査」

4新 時代 を切 り開 く非営利福祉 セ クター

4.1介 護保険 と非営利福祉セクター

4.1.1競 争市場への参入

介護保 険制度の導入 によ り,非 営利福祉セ クターの活動の環境は大 きく変わった.一 連 の

社会福祉基礎構造改革は,民 主導 の非営利組織 にとって朗報であった ことは間違いない。慢

性的な資金不足 に悩む民主導の非営利組織が,行 政 の福祉サー ビスの提供者 として参入 でき

る意味は大きい,と りわけ介護保険制度に より,政 府セクターが公的資金の配分を決める補

助や助成の形ではなく,福 祉サー ビス市場での消費者 の選択 によ り配分が決 まるとい うシス

テムが導入 されたことで,各 々の福祉サー ビスの供給主体は政府セクターへの過度 の従属 を

免れ,サ ー ビス利用者 の満足度 に比例 して,そ の成果 が手に入 ることになったためである.

実際に,住 民参加型在宅福祉サー ビス団体 に占める介護保 険収入は,か な りの ウェイ トを占

めるよ うになってきてい る.
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ただ,厚 生労働省 『2003年 介護サー ビス施設 ・事業所調査』 で見てみ る と,介 護保 険開

始時に高まった民主導の非営利組織への期待 とは裏腹 に,官 主導の非営利福祉セ クターや営

利事業 と比べて,民 主導の非営利福祉セ クターであるNPO法 人や協 同組合の割合はかな り

小 さい.訪 問介護事業では,社 会福祉法人のシェアは33.0%,営 利法人は44.8%に 対 し,民

主導のNPO法 人のシェアは4.7%,協 同組合 は4.2%で ある.ま た,NPO法 人で最 もシェア

が大きいのは痴呆対応型共同生活介護(グ ループホー ム)の6.2%で あるが,社 会福祉法人の

同シェアは27.3%,営 利法人は42.8%と なってい る(厚生労働省2004d)。(表3・12)

表3-12介 護保険サー ビス事業所の開設者別割合

構 成 割 合(%)

事業所数 特定非地方公 社会福 医療法

営利活総 数 共団体 祉法人 人
動法人

協暮組 営梨法職 の他

(2003年10月)

訪問介護

通所介護

痴呆対応型共同生活介護

15,701100.01533.09.04.74.244.81.8

12,498100。03,661.97.94.Ol.719.ll.0

3,665100.00527.322.46。20.242.80.4
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0

(2002年10月)

訪 問 介 護12,346100.0

通 所 介 護10,485100.0

痴 呆 対 応 型 共 同 生活 介 護2,210100.0

2.1

4.6

0.8

39.310.13.94,836.12.1

69.27.03.Ol512.71.1

32.924.86.40.134.10.7
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」

0
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0

(2000年10月)
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通所介護

痴呆対応型共同生活介護

9,833100.06.643.210.42.14.630.3-

8,037100.022.266.04.21。31.145-

675100.03.637.531.1550321.2一
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/
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(出所)厚 生労働省(各年)『介護サービス施設 ・事業所調査』

2000年 と2002年 を比較する と,民 主導 の非営利福祉セクター は,訪 問介護,通 所介護,

痴呆対応型共同生活介護 でシェアを伸ば してい るのが注 目されるが,官 主導の非営利福祉セ

クターや営利セ クター との比較 においては,ま だまだ小 さな存在で あることは否 めない.

官主導の非営利セクターである社会福祉法人では,訪 問介護事業 にお けるシェアが,2000

年の43.2%か ら2003年 は33.0%へ と大き く減少 してい る反面,営 利セクターである営利法

人は2000年 の30.3%か ら2003年 の44.8%へ と大 きくシェアを伸ば している.通 所介護 にっ

いても同様で,社 会福祉法人のシェアは2000年 の66.0%に 対 し2003年 は61.5%と 若干減少

してい る一方,営 利法人 のシェアは2000年 の4.5%に 対 し2003年 は19.1%と 大き く伸 びて

い る,認 可制である社会福祉法人 の数 は限定 されているため,介 護保険事業 に参入 している

社会福祉法人は総数では若干増加 した ものの,従 来 これ らが独 占してきた分野 に営利法人を
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中心 とす る民間事業者の参入が急速 に進んできたため,全 般的に営利セ クターのプ レゼ ンス

が高まっている,訪 問介護や痴呆対応型共同生活介護な どでは,半 数近 くが営利セクター と

な りつつ ある.と ころで これ らの分野は,先 にみた とお り,民 主導の非営利 セクター の得意

分野で もあることか ら,今 後の民主導の非営利セ クターでは,官 主導の非営利セ クター と営

利セクターの両者 との競争 が激化 していくことが窺われ る,

4.1.2民 主導の非営利福祉組織のアイデ ンテ ィティ

ただ民主導の非営利福祉セクターの介護保険事業 には,介 護保険料 とい う安定財源 を確保

し,こ れを原資 として,独 自の保険対象外 の非営利の在宅福祉サー ビス事業 を展開 している

例 も多い(渋 川2001).非 営利組織の使命 に基づ く当事者の立;場に立 った訪問介護やケアプ

ランの作成 のみな らす,グ ループホームの経営や保育サー ビスの実施な ども行 う例,あ るい

は逆 に地域の支え合い活動 を重視する例な ど,さ まざまな介護系非営利福祉組織 の活動が紹

介 されている(田中 ・浅川 ・安立2003).

また全国社会福祉協議i会(2000)に よると,2000年1,月 時点で,住 民参加型在宅福祉サー

ビス団体 の全体 の約3割 が介護保険制度の指定事業者 となる方針 を持 っていた.団 体の種類

によってこの傾 向は大 きく異な り,行 政 関与型 で6割,ワ ーカーズ ・コレクテ ィブで5割,

農協型で4割,住 民互助型で3割 強,生 協型で3割 が,介 護保険参入 の方針 を持っていた一

方,社 協運営型では1割 にも満たなかった.調 査時点 で,実 際に指定居宅サー ビス事業者の

指定 を受 けた ・受ける予定は2割 であった.一 方,介 護保険への参入 より意欲 が強いのは,

独 自事業へのこだわ りであった.同 調査では,全 体では5割 弱 が介護保険の指定を全 く受け

ず,独 自のサー ビスを提供す ると回答 してお り,種 類別では社協運営型の8割,生 協型 の5

割,住 民互助型の4割 がこ うした方針 を取 っていた.

2002年 度時点 における住 民参加型在宅福祉サー ビス団体の うち,住 民互助型,ワ ーカー

ズ ・コレクテ ィブ型,フ ァ ミリーサー ビスクラブ型またはNPO法 人,つ ま り社会福祉協議

会や農協 ・生協な どの親組織がない独立系 の民主導の非営利団体では,介 護保 険事業を実施

しているのは約3割 であった.(表3・13)た だ,介 護保険事業 を実施 している団体のみに注 目

する と,当 該団体のサー ビスの6～8割 が介護保険サー ビス事業であるとい う回答が最 も多い.

民主導の在宅福祉サー ビスの非営利組織 では,介 護保険事業 に積極的に取 り組む団体 と,ほ

とん ど実施 しない団体 とに二極化が進んでい るこ とが覗われ る.し か し介護保険事業 しか実

施 しない とい う団体はほとん ど無い.(図3-13)
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表3・13住 民参加型在宅福祉サービス団体の介護保険制度への取 り組み(2001年 度)

(%)

指定事業所 基準該当

訪問介護

通所介護

26.4

10.3

5

(
∠

4

1
1

(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「2002年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」

(注)住民互助型、ワーカーズコレクティブ、ファミリーサービスクラブ、NPO法 人のいずれかに該当する561団体の回答

図3・13介 護保険事業を実施す る住民参加型在宅福祉サー ビス団体 における介護保険サービス

の割合(2001年 度)
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(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「2002年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告
(注)現在介護保険を実施 している160団 体の回答

いずれにせ よ,民 主導 の在宅福祉の非営利福祉組織 が介護保険事業 に取 り組む場合 には,

収益事業 としての介護保険 と,非 営利 事業 として の福祉サー ビス を,程 度の差はあれ,同 時

にあるいは連続 して提供す る意向が強い ことがわか る.介 護保険制度 の一律 なサー ビスでは

十分 なケアが確保 できない人達に対 しては,こ うした柔軟な取 り組みがア ピール し,非 営利

福祉組織が,利 益重視の営利事業者 よ りも利用者の信頼 を拡 大 してい く可能性は多い にある.

また,非 営利福祉組織 に働 く人達に とって も,介 護保 険制度の規制に限定 されたサー ビスに

縛 られず,利 用者本位 で枠 のない 自由なサー ビスが提供 できることが,自 らの仕事への満足

感 を高める可能性があるだろ う.こ うした民主導の非営利組織の社会的な使命感 に基づ くサ

ー ビスの提供方法が広 く支持 されれば,利 益一辺倒 であったこれ までの ビジネ スー般 のあ り

方に,大 きな一石 を投 じてい くことも十分予測 される.実 際,生 活 クラブを母体 としたワー

カーズ ・コレクティブを対象 とした調査 による と,市 民による福祉活動のメ リッ トとして,

そのサー ビスの質 と価格 が他の事業者 のサー ビスに影響 を与 え,全 体の福祉サー ビスの質 を
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向上 させ る効果があることが挙げ られている(椋 野2004),

先に見た ように,民 主導の非営利福祉活動は,在 宅福祉の分野 を中心 に拡大 してきたが,

今 日でも公的な福祉サー ビス と民間の自発的で柔軟なサー ビスを ミックス させ,新 しい福祉

サー ビスの提供のあ り方を提示 してい るとい うことが出来 る.

4.2ユ ニバーサル社会 を先導する非営利福祉組織

4.2.1ノ ーマライゼー シ ョン社会の先導

社会福祉の世界 では,1970年 代か らノーマ ライゼーシ ョンの思想が注 目され始 め,障 害

の有無に関わらず,あ らゆる人 々が地域で 自律的に生活できる社会 を目指す ことが理想 とし

て掲 げられ るよ うになった.ノ ーマライゼーションとは,障 害者や高齢者 が施設に隔離されてケア

を受けるのではなく,彼 らが普通の人々と同じ様に,地 域のなかで暮らし,あ らゆる場面で対等に活

躍できる社会づくりを目指すものである.「完全参加 と平等」をスローガンとした1981年 の国際障害

者年を契機 に 日本でも広く普及し,以 後,福 祉 に期待される領域には,障 害者や高齢者が地域 で

暮らし続 けるためのバリアフリーの環境整備 や移動 の確保を含むまちづくり,教 育や仕事の確保 を

はじめ,文 化やスポーツ,レ クリエーションや旅行など幅広い分野が含められるようになってきた.

しかし政府の社会福祉政策 は,障 害者や高齢者の最低 限の生活を保 障するレベルからなかなか

抜け出せなかった94.こうした新しい理念をいち早く実際の活動 に結びつけていたのが,先 進的な非

営利福祉セクターであった.例 えば,大 阪ボランティア協会では,1970年 代から障害者などの「当事

者参加 」を活動の基本理念として位 置付け,障 害者 の視 点で障害者 とともに活動を進め,こ れが,

「地下鉄にエ レベー ター」の運動や ,「 おお さか ・行動す る障害者応援セ ンター」の設置 につ

ながってい ると報告 されてい る(岡本1999)95。 障害者 が当事者 として参加 した運動が,確 実

に地域のバ リア フリー環境の整備 に貢献 した(尾 上 ・池 田1999).そ のほかにも全国各地で,

行政の社会福祉政策 とは異な る理念で,自 由で柔軟な活動を展開す るボランティアが全国各

地で登場 してい る(日本青年奉仕協会1999).

昨今の福祉関係のNPO法 人などの活動を見ても,身 体の不 自由な人のための移動介助,障 害

94政府 の障害者対策推進本部 はノーマ ライゼーシ ョンの理念を実現す るために
,1995年 に

「障害者 プラン～ ノーマ ライゼー ション7か 年戦略」を決定 した .し か し社会福祉政策や制

度の内容 がこれ に伴ってい くのはもっと先 となる.
95同 書では1965年 に民間活動 として発足 した 「大阪ボランティア協会」では

,そ の初期か

ら,① 「人づ くりの重視」(設 立当初 より)② 「参加 システム」(70年 か ら75年)③ 基本的

人権の擁護,民 主主義的な精神 と手続き,市 民的性格の堅持 などの 「協会の理念」の確立(71

年か ら74年)④ 当事者参加(1973年 か ら1975年)を 特色 と していた.70年 代 当初か らの 「ボ

ランティア活動は当事者を基点に展開することが正 しい」 ことを学び,以 後,同 協会には次

第 に障害者 の出入 りが活発化 し協会の体質が変革 した と報告 されている.
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者 によるスポーツや芸術文化活動から,高 齢者や障害者のためのファッション,あ らゆる人が使いや

すい共用品の開発,バ リアフリーの住宅改修から福祉マンションづくり,あらゆる人が快適 に暮らせる

まちづくりまで,活 動の幅は非常に広範である(日本NPOセ ンターwebsite).

高齢者 ・障害者のための住宅改修事業のように,福 祉 ・保健 ・建築分 野の専門家の 自主的な研究

会が各地で始まり,この動きが一部の自治体の住宅改修助成制度の創設 に繋がり,その後NPO法

人となった活 動もある.高 齢者 などが助 け合いながら暮 らすグループハウスやグループリビングも

1980年 代後半から現れ,NPO法 人福祉マンションをつくる会なども誕生した.ま た保育所や学童保

育,あ るいはデイケセンターなどの高齢者福祉 施設を施設内 に備えるコーポラティブ住宅を,建 築

家と福祉の専門家がコーディネートする事業も見られるようになってきた(上 野2004).

また,こ のように拡大した福祉分野の民間活動を支える民間の助成事業も,徐 々にではあるが増

えてきた.学 習障害児 の社会 自立のための調理プロジェクト,障 害者を主役 にした地元の祭の復活,

視覚 障害者の映画鑑賞支援事業,女 性 によるバリアフリーのまちづくり調査,市 町村の地域福祉計

画策 定への非営利組織の関わりの調査,障 害者 ・外国人・地域住 民の異文化交流とまちづくりの拠

点づくり,高齢者 ・障害者 ・地域住民が参加した市民テレビ局など,各 々の当事者のニーズから発想

され,そ れを地域のまちづくりのための資源 開発と結びつけたユニークな事業 が,全 国各地で展 開

されている(住友生命社会福祉事業団 ・コミュニティケア活動支援センター2003).

これらは画一的な政府の福祉サービスでは満たせない分野をカバーし,当 事者でなければ思い

つかないような,き め細かな工夫が生きた多彩な活動の好事例となっている.

高度経済成長社 会のなかで核 家族化 が進み,従 来 の地縁,血 縁 で結びつ いた地域社会は

徐 々に崩れ,人 々の暮 らしは新 しい社会的な支援抜きでは成 り立たない状況 が生まれてきた.

また社会が成熟化す るにつれ,次 々 と新 しい社会問題が顕在化 してきた.児 童虐待や家庭 内

暴力,高 齢者の虐待,犯 罪被害者 の支援,外 国人の支援 な ど,従 前 は見過 ごされていた問題

にも,人 権意識の高ま りか ら新たな対応が求 められ るよ うになってきている.こ うした問題の

初期段階にまず立ち上がっているのは,多 くの場合,民 間の非営利福祉組織の活動である.

また,福 祉という概念 自体が戦後大きく変わり,人 々が福祉に求める内容は,質 的にも量的 にも変

化してきた.対 象者も障害者や支援が必要な高齢者や児童などに限定されず,一 般の高齢者 や児

童,女 性や外 国人などを含めて考えることが増 えてきた.こ うしたなかで今 日では,障 害の有無や年

齢,性 別,国 籍などに関わらず,あ らゆる人 にとって快適で暮らしやすい社会を意味する,ユ ニバー

サルな社会の構築に関心が集まりっつある.もはや 「福祉」という概念を中心にこうした動きを総称す

ることは,困 難 にさえなりつつある.そ れでも行政は縦割り主義のなかで,法 律や制度 に基づく社会

福祉を中心に発想せざるを得ない限界を,な かなか抜け出せない,一 方,多 くの非営利福祉組織 は,

あらゆる人 にやさしい社会をつくるという共通の理念の下で,現 実のニーズに即した動きを始めてい

る.そ の一例は,こ れまでに見た非営利組織の活動のなかで紹介 したとお りであり,全 国各地で,

様々な分野で,旧 来の分野や縦割りの制度をクロスオーバーし,新 しい理想の社会を実現するため

の様々な非営利組織やボランティアが,既 に活動を展開している.
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4.2.2政 策提言する非営利福祉組織

非営利セクターの役割 は,社 会 の隙間を埋めて様 々な非営利 の福祉サー ビスを提供す る事

業体 としての役割 のほかに,市 民の立場 か ら発言す る とい う役 割で も目立 ってきた,2002

年度 に活動 していた住民参加型在宅福祉サー ビス団体では,地 域 の行政 の審議会や社会福祉

協議会の委員会な どに参加す る割合が,共 に2割 以上で,行 政 と地域の橋渡 しとな り様々な

提言 を行 う立場に成長 しつつあることがわかる.(表3・14)介 護保険事業 を実施 してよかっ

た ことにつ いて も,「 利 用者 自身 の負担 が減 った」(21.9%),「 団体 の運営 が安定 した」

(19.4%)と い う事業運営上 のメ リッ トに次いで,「 市民の立場 か ら介護保険にっいて行政 に

提案できる」(18.1%)が 挙げ られ てい る.こ れ らの団体は介護保険 を単 なる収益事業 として

利用す るのではな く,民 間非営利組織 の立場 を活 か して,社 会 を変革す る切 っ掛け として利

用 しようとい う意欲が読み取れ る96(全 国社会福祉協議会2003).女 性によるバリアフリーのま

ちづくり調査,市 町村の地域福祉計画策定への非営利組織の関わりの調査など身近なところから行

動する動きもある(住友生命社会福祉事業団 ・コミュニティケア活動支援センター2003)。(表3-15)

近年では,福 祉のオンブズマン活動も目立つようになってきた,介 護保険事業の評価を行う市民

活動も生まれてきた(福 祉オンブズマン研究会2000).政 府 と非営利組織 の過度の相互依存や敵

対 ・緊 張関係 を超えて,官 民が対等 な立場で,よ りよい社会福祉 の制度づくりの素地 を築き始 めた

新しい動きとして,今 後が期待される.

表3・14住 民参加型在宅福祉サービス団体の政策形成への関与(2002年 度)

全体
ワーカーズ・コ住 民互助型

レクティブ

行政が設ける福祉に関する検討会 ・審議会等

行政が設ける市民活動促進に関する検討会 ・審議会等

社協が設ける福祉に関する検討会 ・審議会等

地元杜協ボランティアセンターの運営委員会

24.7%

15.5%

21。4%

17.4%

29.8%

22.7%

23.1%

22.3%

34。8%

17.4%

19.6%

4.3%

(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「2002年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」

96介 護保険事業 とそれ以外 の活動 のバ ランスで も,「介護保険事業 を中心 として拡大す る」

は15.0%に 過ぎず,「介護保険事業 は現状維持 ない し縮小 しそれ以外の活動を拡大す る」は合

わせて11.9%で 大きな差 はない.
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表3・15住 民参加型在宅福祉サービス団体の介護保険制度への評価

◆介護保険事業を実施 して最 も良かったこと

2001年 度2002年 度

利用者 自身の負担が減った

団体の運営が安定 した

市民の立場か ら介護保険について行政に提案できる

利用者が増えた

助け合い活動の必要性が会員や市民に認知された

新たな地域の課題がみえた

担い手が増えた

27.6%

23.6%

1.6%

12.2%

0.8%

1.6%

1.6%

2L9%

19.4%

18.1%

9,4%

8.8%

8.8%

8.8%

◆介護保険事業を実施 して発生 した新たな問題

2001年 度2002年 度

団体の業務が増えた

担い手が足 りない

助け合いの利用者が減った

本来の市民活動がおろそかになって しまった

当初予想 したほど利用者がいなかった

団体の財政が苦しくなった

0.0%

9.8%

13.0%

28.5%

10。6%

43.1%

25.0%

17.5%

10。0%

75%

5.6%

3.8%

(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「2002年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査報告書」

5非 営利福祉セクターの課題 と展望

5.1官 主導型 と民主導型の非営利福祉セクターの格差

このよ うに 目本 の非営利福祉 セクターを,市 民活動のみ に限定せず,幅 広 く捉 えるな ら,

官主導型 から民主導型 まで様 々な活動 が存在 し,非 常 に幅広い.た だここにある大 きな課題

は,政 府 の関与 の程度 によ り,非 営利福祉 セクターのなかに組織力や制度上 の扱 いの格 差が

厳然 と存在す ることである.社 会福祉施設 を経営す る社会福祉 法人 には,施 設整備 に公費が

3/4補 助されている.また措置時代の社会福祉施設においては,施 設運営費用は措置費や人件費

補助などとして,全 額公費で支給されてきた97.年 間数千万か ら数億 円の規模 の年間収入額に占

める公費割合 はほぼ100%に 近く,民 間寄付金や独 自の事業収入 はごくわずか に過ぎない(民 間

社会福祉財政研 究会1995).(表3-16)介 護保険制度などの導入で,措 置費は保 険料となったが,

現在 も収入 の大部分 は公費 によると予測 され る.ま た,市 町村 の社会福祉協議会の平均収入

97社 会福祉施設の整備課程や措置 の経緯 については小笠原(2002),現 状 については厚生労

働省(2003)「 厚生労働 白書」な ど.
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は1億 円を超え るが,3/4は 行政からの補助金・助成金となっている.1999年 度の全国の市町村

社:会福祉協議会の平均収入額は1億2000万 円で,収 入内訳 は,行 政の補助金 ・委託金74%,

共同募金 を含む民間寄付は7%,会 費3%で あった(全 国社会福祉協議会2001a).(表3-17)

表3・16社 会福祉施設 の財 源 内訳(1993年 度)

収入内訳(%)
1施 設あた り年

間収入(万円)措 置費 補助金 寄付金

特別養護老人ホーム

知的障害者更正施設

知的障害者授産施設

身体障害者療護施設

身体障害者通所授産施設

26,095

19,132

9,177

36,211

4,591

82.9

90.0

92,2

91.6

85.1

1

8

7

傷∠

8

7
'

4

3

4

9

3

3

7
～

(∠

へ∠

0

0

0

0

2

(出所)民 間社会福祉財政研究会(1995)「 施設の地域福祉サービスと民間財源」により筆
(注)回 答施設計429の 種類別の平均

表3・17社 会福祉協議会の財源内訳(1999年)

平均収入(万 円)

収入内訳(%)

行政委託

行政補助

会費

事業(料 金)

寄付金

その他

12,009 .

49.4

24.5

3.0

3.4

7.0

10.1

(出所)全 国社会福祉協議会 「1999年社会福祉協議会活動実態報告書」

(注)財 源 内訳 は市町村社協 の平均.団 体数3430.

これ に対 し,草 の根 団体を含む市民活動団体の原状を見る と,福 祉関係 の団体 は,市 民活

動団体全体の平均 と比べて財政規模が小 さく,年 間財政規模 が10万 円未満の小規模団体 が

40%と 全分野の中で最 も多い.収 入の大半は会費や事業収入で,行 政の補助や委託は20%程

度である(内 閣府2001)。 年間予算が10万 円未満の福祉 のボランテ ィア団体 ・グループは45%

とい う結果 もある(全 国社会福祉協議会2001b).官 主導 と民主導の非営利福祉セ クターは,

活動の対象や 内容 が全 く異 なるために単純な比較には問題が あることを承知 の上で言 うと,

同 じ非営利福祉セクター とい うカテ ゴリーにあって,財 政規模や収入構成が全 く異 なること

は,認 識 してお くべ き重要なポイ ン トで ある(金 谷2002).(表3-18)

こうした構造は,住 民参加型在宅福祉サー ビス団体の種類別 の財政規模 にも現れてお り,

住民主体の住民互助型,協 同組合型,ワ ーカーズ ・コレクテ ィブでは,500万 円未満が6割
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近 くであるが,地 方 自治体が関与す る行政関与型では5000万 円以上が6割 となっている98(全

国社会福祉協議会2000).(図3-14)

表3-18福 祉 と福祉以外の市民活動団体 ・NPO法 人の収支規模の比較

◆市民活動団体の財政規模 (%)

10万 円10万 円50万 円100万 円～500万 円 ～1000万 円～5000万 無 回答

未 満 ～50万 ～100万500万 円未1000万 円未5000万 円未 満 円以 上

円未満 円未 満 満 満

保 健 ・矢'.、・ 畠

全 体

40.02557.4

32.926.89.9

3

0
/

8

21

3

1

2

3

l

1

3

つ
」

0.912.5

1.010

出所 閣 ・国民 活 局2001民 活 レポ ー ト」

◆特定非営利活動法人の収入規模 (%)

100万 円200万 円500万 円1千 万円～3千 万円～55千 万円～1億1億 円以 無効

未満 ～500万 ～1千3千 万円未 千万円未満 円未満 上

円未満 万円未 満

祉
体

福
全

87178110

12.820.910.5

/0

く
」

0
0

4

1

1

0

0

7

4

4

5

4

(∠

08318

1.533.3

(出所)経 こ 究 所(2003)2003α 人 活 実 態調 」

図3・14住 民参加型在宅福祉サー ビス団体の種類別財政規模(1999年 度)

圓100万 円未満 図100～500万 円未 満 ロ500万 円～1000万 円未 満 ロ1000万 円～5000万 円未満 ロ5000万 円～2億 円未 満 圏2億 円以上 ロ 不日

全体

住民互助型

ワ ー カ ー ズ ・コ レクテ ィブ

生活協同組合型

農業協同組合型
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行政関与型
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(出所)全 国社会福祉協議会(2000)「 住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」

981999年 度 の 自主事 業 費 .
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民間助成 にも行政偏重の傾向があることを,指 摘す る声 もある.助 成財 団の分野別助成の

中で,福 祉分野は件数,金 額共に約半数 を占め最 も多いが,こ れは主に社会福祉法人 を対象

とした,施 設 の工事費や 自動車の寄贈な どの高額な助成 が含 まれ るためとされ る99.ま た市

民活動への助成プログラムが少 な く,地 域の社会福祉協議会や行政機関に推薦依頼 している

もの も多い とす る報告 もある(湯瀬1999).ま た共同募金の配分先 は,共 同募金会 が社会福祉

協議会 による民間社会福祉活動 のための資金 を得 る目的で設立 され たとい う経緯か ら,社 会

福祉協議会や これ に関連す る活動への配分が,今 目でも大半 を占めている,そ の他の非営利

福祉組織への配分 も徐 々に広が りつつあるが,官 主導の非営利福祉セ クター優先である事情

に大きな変化はない(共 同募金会website).

行政の関与の強 さが,経 営内容の安定性や質の高さをある程度保証す るとい う期待 が,こ

うした団体への公的資金や民間資金の傾斜 的配分の理由 として考 え られ るが,先 導的な民間

活動 はこうした逆境 のなかで,よ り新 しく社会にイ ンパク トを与 えるきめ細かな活動 を期待

されているとい うのが現実である.

こうした苦 しい事情はあるものの,非 営利福祉セ クターの活動の環境 を大きく変 えたのが,

2000年4,月 にスター トした介護i保険制度 である,特 定非営利活動法人のみを対象 とした調

査 による と,福 祉 系団体の平均財政規模 は,他 の分野の平均 を上回る とい う傾向が見 られ る

(経済産業研究所2003).(表3-18)こ うした状況の背景 として,介 護保 険な ど制度福祉への

参入が可能になった一定規模 以上の福祉系のNPO法 人 は,他 分野のNPO法 人よ り財政力を高め

てい ることが考 えられ る100,非 営利福祉セ クターに占める介護保険 の影響 は,住 民参加型在

宅福祉サー ビス団体の収入構成 で,介 護保険料が全体の50%以 上 となってい ることか らも窺

える.(図3-15)

991997年 度の実績 .
loo但 しNPO法 人 の認証 を得た団体は,非 営利組織 のなかでは一定規模 の要件 を備 えた組織

であるため,前 記 の社会福祉の市民活動 団体の全体の底上げに繋がっているかは,さ らな る

検証が必要である.
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図3・15住 民参加型在宅福祉サー ビス団体の収入構成比(2001年 度)
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(出所)全 国社会福祉協議会(2003)「2002年 度住民参加型在宅福祉サービス団体活動実態調査」

5.2非 営利福祉セクターの財政構造

5.2.1非 営利福祉セクターのマクロ経済規模

最後 に,非 営利福祉セクターが社会の中で どの位の経済規模 を持 つのかを概観す る.前 章

までで見て きた よ うに,非 営利福祉組織の役割は非常に多岐に渡 り,か な り複雑である.こ

のため,非 営利福祉セ クター全体の経済規模 を推計す るために,個 別の要素を積み上げてい

くこ とは,デ ー タの未整備 もあ りほ とんど不可能に近い.そ こで本稿では,内 閣府の 「民間

非営利 団体実態調査」によ り,福 祉部 門全体 の経済規模 を推計す ることとす る。

「民間非営利 団体実態調査」の福祉部門の収入額によ り,非 営利福祉セクターの経済規模

を見る と,ゴ ール ドプ ランが策定 された1989年 を挟む今 日まで,ア ップダ ウンを しなが らも

規模 は拡大 し続 け,約10年 の間に1.5倍 になっている.社 会福祉施設,在 宅福祉 ともに民間

セ クター によるサー ビス提供 の比重が高まっていった実態が,非 営利福祉セクターの経済規

模 の拡大 に繋がっていると言 える.90年 代 の最後 には伸びがやや鈍ってきている.な お2000

年以降は,介 護保険事業が医療サー ビス同様 に産業 として扱われ るよ うにな りそ の部分は含

まれていないが,介 護保険事業分 を除いて も非営利民間福祉組織 の経済規模が拡大 してきた

ことは,注 目に値す る.(図3-16)
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図3・16社 会福祉の民間非営利 団体の経済規模 と社会福祉支出
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①内閣府経済社会総合研 究所 「民間非営利 団体実態調査報告書」(各 年)の903-909児 童福祉 事業～その他の社会保険 ・社会福祉

について、収入額 を計上。

②国立社会保 障 ・人 口問題研究所(2001)「 社会保障費統計資料集一時系列整備」及び同(各 年)「 社会保 障給付費」の 「社会福

祉」の欄。

(注)共 に介護保 険事業は除く

一方
,社 会福祉へ の公的負担である社会福祉支出は,こ の30年 間,国 民所得の増加 を上回

るペースで コンスタン トに伸びてきたlo1,2000年 か ら従来 は社会福祉支出に計上 されていた

事業 の一部が介護保 険事業 として別会計 に計上 され るよ うになった ため,社 会福祉支 出は

2000年 に大きく減少 しているが,今 後 また増加 してい くことが予測 される.

次に,非 営利福祉セクターの収入構成 をみると,こ の10年 間で,「 会費等の移転収入」の

割合が20%ポ イン トも伸びてい るのが 目立つ.(図3-17)事 業収入 は1997年 頃を ピー クに減

少に転 じている.「 会費等の移転収入」の大半は,措 置費 などの公的補助であると考 えられ る

ため,こ の間,非 営利福祉セクターは総体的に自主財源 を減 らし,政 府 への依存 を強めてき

た と言 えよ う.

これ らをまとめると,戦 後,社 会福祉制度が確立 したことで,社 会福祉への公的支出は増

加 の一途をたど り,そ の実際の担い手 として,民 間の福祉事業者者 の比重が増 し,非 営利福

祉セクターは成長 してきた.同 時に,公 的支出がこれ を上回ペースで伸び,ま た非営利福祉

セクターにお ける支出割合 を増や していることをみる と,非 営利福祉セクターに対する公的

な関与 も進んできた ことが予想 され る.

5.2.2深 まる政府への依存

先 に述べた とお り,こ れ は多 くの非営利福祉組織 が望んだ成果 でもある.民 間の 自主的な

活動 を制度化に結びつ け,事 業の安定化のために公的補助 を引き出す.そ れ は,全 国一律 の

101第5章 参 照 .
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補助制度を次々に増や し,全 国的 な格差 を生まないための細 かな規制 と補助金 を伴いっっ,

図3-17社 会福祉の民間非営利団体の収入構成

囲会費等の移転収入 園事業収入 ロ利子収入 ロ配当収入 團賃借料収入

(出所)内 閣府経済社会総合研究所(各 年)「 民間非営利団体実態調査報告書」

政府 は民間の非営利福祉セ クターへ の関与 を深めてきた.も とも と財政基盤 の弱い非営利組

織に とって,公 的資金 のパイプを太 くす るこ との意義 は非常 に大きい.先 述した児童福祉や

障害者福祉 にみられる多くの運動型の非営利福祉セクターは,そ の 目標を公的制度と公 的助成の

獲得に置くことが多いため,財 源 に占める行政からの補助や助成 の割合が増えるのは,望 ましい結

果のはずである.しかし,社 会福祉行政の分権化,民 営化が進む課程で,官 の組織や権限が拡大

し,そ の強化も進んだという鋭い指摘もなされている(新藤1996).当 初は限定 した地域や グループ

問では うま く働いていた仕組みが,全 国の平均値 で再構築 され,公 的制度に組み込 まれ るこ

とによ り,非 営利の民間福祉活動がもともとの柔軟性 を失い硬直化 してい く恐れ もある.公

的補助が政府セクターへ の隷属 につなが るのも,珍 しい話で はない.こ のあた りは,社 会福

祉法人への補助が年々手厚 くなるにつれ,民 間性 が次第に薄れ,あ る種 の硬直性 を示 してき

たことが,一 つの反省材料 になるだろ う.民 間の福祉事業の役割へ の期待が高ま り,公 共セ

クター と非営利セクターが共に拡大 してい るとい う事実のなかで,ど の ようなパー トナーシ

ップ,あ るいは依存関係 が生 じつつあるのかについては,今 後も多面的な検討が必要だろ う,

明るい材料 としては,少 子 ・高齢化の急速な進展 により,福 祉ニーズが増大 してきた こと

で,福 祉系 ビジネスが一つの成長分野 として注 目され,新 規創業の支援や介護人材雇用へ の

助成 とい う形で,公 的資金が多様化 してきたことが挙げ られ る.非 営利セ クターがその ミッ

シ ョンを保 ち,自 律 した活動を継続 させ るためには,資 金源 を多様化す ることが不可欠であ
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る.し か し,阪 神 ・淡路大震災以後 も,非 営利セクターやボランテ ィアへの関心の高ま り程

には,民 間か らの寄付金や助成金 などの資金はほ とん ど伸びていない現状 を考えると,公 的

資金のパイプを複数持っ ことも,非 営利セ クターの自立性を保つ上で有効 と言えるだろ う.

5,3社 会福祉基礎構造改革 と非営利福祉セクター 一競争条件の課題 一

急激 に進む福祉サー ビスの市場化の荒波の中で,任 意のボランテ ィア団体の活動 として,

組織化にあま り力 を入れ てこなかった非営利福祉組織のなか には,方 向を見失 うケース もあ

るかも しれない.し か し一連の社会福祉基礎構造改革が,非 営利福祉セ クター にとって,朗

報であったことは間違 いない.慢 性的な資金不足に悩む非営利セ クターが,公 的な福祉サー

ビスの提供者 になれ る意味は大 きい.と りわけ,介 護保 険制度 の導入 によ り,政 府セ クター

が公的資金 を配分す る補助や助成の形ではな く,福 祉サー ビスの市場 での消費者 の選択 によ

り配分が決まる とい うシステムが導入 され たことで,各 々の福祉サー ビスの供給主体は政府

セ クターへの過度の従属 を免れ,自 主努力 の内容 に応 じて,そ の成果 を手に入れ ることが可

能 となったためである.

ただ,残 念なこ とに現状は,福 祉サー ビス市場への参入者 は,完 全 に平等 な立場ではない.

長い年 月をかけて 日本 の社会福祉制度では,政 府 と民間の社会福祉事業者 が車の両輪 となっ

て発展 してきた過程 で,社 会福祉法人な どの非営利福祉組織 には,補 助や優遇税制 の面で非

常に手厚い保護が整備 され,厳 しい参入規制がなされ てきた.こ うしたいわば既得権 をかな

りの部分に残 して,福 祉サー ビスの市場化は進みつつ ある.一 方で,政 府で も営利団体でも

提供できない隙間を埋 める民主導 の非営利 セ クターには,独 立性や社会的使命 を重視する立

場を逆手に取 られ,他 の参入が少 ない採算の取れに くい部分 を,自 助努力によ り埋 めて行 く

ことを期待す る論調 もある.社 会福祉基礎構造改革の趣 旨を生かすためには,参 入できるサ

ー ビスや施設運営
,保 険料単価 な どの面で,官 主導の非営利福祉セ クターにも新規参入者で

ある民主導の非営利福祉セ クターや営利事業 にも,中 立な制度設計が強 く望 まれ るところで

ある.

6福 祉 セ ク ター の パ ブ リック ・プ ラ イ ベ ー ト ・パ ー トナ ー シ ッ プ の今 後

日本の非営利 セクターは,幅 広く捉えるなら,そ の歴史や内容 は共に奥深く幅広い.た だ 日本の社

会全般に及んでいる政府のパターナリズムを色濃 く反 映しながら,非 営利福祉セクターは発展してき

た.言 うならば,政 府セクターと一体化することにより,存続を図ろうとした非営利福祉組織の存在が巨
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大であったことから,日 本の非営利セクターの独 自性は,非 常 に見えにくい状態となってきた.し かしこ

うした部分を含 めて,日 本の非営利福祉セクター は存在している.こうした事実を直視 することが欠か

せないのは,取 りも直さず,今 日の市民活動を中心とする非 営利セクターが直面している活動 上のジ

レンマー活動の社会 的意 義は認知されているものの,社 会的な支援が十分に集まらないということ一

について,そ の問題 の所在 の大きさ,そ してその解決方策の一つとして,政 府とのパートナーシップを

深めて行くことの帰結を,先 例として提示しているためである.

政府 のパターナリズムにより形成されてきた,非 営利セクターと政府セクターの一体化という日本独

特のパートナーシップの成果 には,確 かに反省材料が多い.政 府セクターとのパートナーシップの深

化が非営利セクターの存在意義 が危うくするという世界的な傾 向を,日 本は最も顕著に経験していると

言えるかもしれない.し かし,パ ターナリズムを離れたところで成長してきた非営利福祉組織も,確 実に

存在する.非 営利 セクターが,政 府 セクターとの資金や制度を通じた相互関係から離れていくことは,

今後も不可避であることを考えると,この関係 にいかに非営利セクターの自律性を確保するしくみを組

み込んでいくかということを,過 去の反省を検討材料にしつつ,議 論していくしかない.

少子 ・高齢化が年々進むなか,福 祉ニーズがこれからますます大きくなっていくことは間違い無い.ま

た政府 の構造改革が進 むなか,小 さな政府を目指し,公 共的な事業を民間セクターに委ねる動きも,

ますます加速していくだろう.こうした状況のもとで,非 営利福祉セクターの役割 は,一 層重要になって

行く.社会福祉基礎構造改革により,政府セクター・民間の非営利 ・営利セクターが対等な立場で,協

調あるいは競争する環境も整えられつつある.た だ,長 い歴史のなかで培われてきた,政 府 と非営利

福祉セクターの関係 には見直すべき部分も少なくない.

世紀末 を挟 んで,社 会福祉 の制度や市場環境 は文字通 り,ド ラステ ィックに変革 されつつ

ある.こ の変革の多 くはまだ途上にあるため,今 後の展望を明快に述べ ることは容易ではな

い.た だ,1998年 の特定非営利活動法,2000年 の介護保険制度の開始 とい う大きな うね り

が,非 営利福祉セ クターにプ ラスの効果 を生 じさせた ことは間違いない.従 前,福 祉分野の

草の根の市民活動は,他 の分野 に比べて,財 源,ス タッフ,事 業規模全てにおいて,小 規模

で脆弱な傾 向があった.し か し,非 営利 ・営利 の福祉 サー ビスへ のニー ズの高 ま りや,介 護

保険制度への非営利組織 の参入機会 が,非 営利福祉 セクターを他の分野 より成長 させている。

一方で
,戦 後50年 をかけて構築 されてきた,福 祉分野 の非営利セクターにお ける古い公

民の強固な関係 を,一 朝一夕で変 えるのは,至 難 の技であることもわかってきた.希 望 と混

沌のなかで,社 会全体 としてプラス となるような官民のパー トナー シップについて,議 論を

さらに深 めていくことが,今 後の最重要課題 と言 える,非 営利福祉セ クター全般 に及 んでい

る政府 のパ ターナ リズムを少 しずつ排 し,民 主導の非営利福祉セクターの果敢な努力に影響

されて,官 主導の非 営利福祉セ クターが本来の民間性 を取 り戻 し,ま た市民活動 としての民

主導の活動 と官主導の活動が,イ コール ・フッテ ィングな立場 で活動できる環境づ くりが強

く望 まれ ところである.
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第4章 訪問介護市場の法人別経営実態の分析

1は じめに

2000年4月 にスター トした介護保険制度によ り,高 齢者福祉 サー ビスは,行 政措置か

ら利用者 が選択 できる制度へ と大きく変わった.介 護保険事業のなかで も在宅サー ビスの

柱 とな る訪問介護事業1で は,民 間事業者 にも市場参加 の道 が大 きく開かれ,福 祉サー ビス

の市場化 が進展す るこ とが期待 されている.

一方
,福 祉サー ビスの市場化 の前提 は,各 々の事業者 が公平なスター トライ ンに立 って

競争 を行 うことであるが,日 本 の社会福祉制度の成 り立 ちか ら,法 人形態 によ り,有 利 ・

不利 が存在す ることが指摘 され てい る.戦 後 日本 においては,社 会福祉における 「国家の

責任 」 と 「公私責任分離 の原則」の狭 間で,公 的社会福祉事業を担 う 「民間」組織 として

社会福祉法人が創設 され,官 主導の非営利組織 として様 々な補助 と規制を受 けなが ら成長

してきた.一 方,制 度 の外で草の根的 にあるいは住民主体で活動 を始 めた民主導 の非営利

組織 も,様 々な分野で活発化 してきているが,両 者の組織や行動は大 きく異な り,社 会福

祉 の非営利セ クターは分断 された二重構造 となっている(山 内 ・金谷(2002))。 介護保険制

度では,こ うした二重構造を残 したまま市場化 が進め られている可能性 が高いが,そ の実

態を明らかにした研究 は,ほ とん ど進んでいない.

また非営利経済の研 究においては,非 営利組織が行 う使命感 に基づ く公益性の高い本来

事業 と,事 業収入獲得が主な 目的の収益事業 とのバ ランスや関係が関心事 の一つであるが,

これ までの介護保険事業者 の経営実態についての調査研 究は,後 者の収益事業の分析がほ

とん どであ り,非 営利組織 の特徴 の一つである非営利活動 と,収 益事業の関係につ いて分

析 した例はほ とん どない.

このため本報告では,大 阪大学介護保険研究会が全国の訪問介護事業所 を対象 に実施 し

たア ンケー ト調査によ り,社 会福祉協議会や社会福祉 法人な ど旧来の社会福祉制度内にあ

った非営利組織 と,NPO法 人や協同組合な どの制度外 の非営利組織,そ して営利組織の

訪問介護事業の経営状況 を分析す ることか ら,訪 問介護市場 の公平性について考察する.

また合わせて,介 護保険事業外で行われ る行政委託 ・補助事業や,独 自の非営利事業の実

施状況 について も分析 し,福 祉分野 における営利 ・非営利組織 と政府間の関係や,営 利 ・

12001年5 .月か ら2002年3,月 の厚生労働省 「介護給付費実態調査,月報」による と在宅

サー ビスの うち訪問介護サー ビスの給付額は最多で月平均328億 円,27%を 占める(集 計

筆者).
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非営利組織 の非営利活動 の状況 についても考察を進めたい.

2介 護保険制度の経緯 と現状

2.1訪 問介護事業の成 り立ち

介護保険制度 は,急 速 な高齢化や家族形態 の変化 によ り,社 会福祉が困窮者への限定 さ

れたものでなく普遍的なサー ビス となって きたこ と,ま た措置制度 と一体で整備 されてき

た行政密着型の社会福祉事業のなかに非効率が 目立ってきた ことな どを背景 に,1990年 代

後半か ら始まった一連の社会福祉基礎構造改革のなかで,2000年4,月 に導入 された.

この介護保険制度 は,全 くの新規事業 ではな く,従 来 の政府 による措置中心 の高齢者福

祉制度 を,保 険 による事業 として発展 させ たものである,こ こで取 り上げる訪 問介護事業

の場合 は,1956年 に長 野県上田市,諏 訪市な どが市町村社会福祉協議会 に委託 した 「家庭

養護婦派遣事業」に端 を発す る.そ の後,こ の事業は各地に広が り,1962年 に国庫補助対

象事業 とな り,1963年 に老人福祉法で 「家庭奉仕員」として位置付 け られ全国に普及 した.

当初 は主に低所得者 に限定 したサー ビスであったが,高 齢化の進展や在宅福祉政策の拡

充のなかで,1982年 か ら派遣対象世帯が大 き く広げ られた.市 町村事業の委託先 も初期 に

は社会福祉協議会 に限定 されていたが,1989年 か らは特別養護老人ホームな どを経営す る

社会福祉法人や一定の水準を満たす民間事業者 が加わ り,1992年 には農業協同組合,自 治

体が設立 した在宅福祉サー ビスのための福祉公社,在 宅介護支援セ ンター を運営す る医療

法人な どが加 え られ,順 次広がっていった(日 本地域福祉学会(1997)・ ホームヘルパー養

成テキス ト作成委員会(2001)),こ のよ うに行政の訪問介護事業は量的に拡大 しつづ け,事

業の民間委託 も年々進 んでいった結果,介 護i保険開始直前の1999年 時点での全 国市町村

の訪問介護員の委託率は90.5%と な り,そ の内訳は社会福祉協議会委託が30.5%,社 会福

祉法人委託 が15.2%,そ の他委託が33.1%で あった(厚 生労働省2000)2.

一方
,1970年 代以降,高 齢化の急速な進展や高齢者介護 が社会問題化す るなかで,措 置

事業の一つ として利用者 が限定 され る行政の訪問介護事業では,十 分なサー ビス量を確保

出来ない ことが明 らかにな り,住 民相互 の助 け合い をべ一スに したボランティアに よる訪

問介護事業 も徐々に増 えてきた,特 に注 目される動 きとして,ボ ランテ ィアは無償 とい う

それまでの概念 を破 り,実 費程度の料金 を伴 う有償 のボランティアが登場 してきた ことが

2委託先については地域差 が非常に大きい.例 えば社会福祉協議会への委託は都道府県によ

り10%か ら90%の 幅で異な り,一 般 に大都市圏では低 い.
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挙 げられ る.こ れは全 くの無償サー ビスでは利用者に過度の遠慮が生 じること,あ るいは

在宅福祉ボ ランテ ィア団体 が事業を継続 してい くためには一定の財源確保 が必要 とい う問

題 を解決す るために,考 え られた仕組みであった.こ うした団体 は住民参加型在宅福祉 サ

ー ビス団体 と総称 され
,住 民互助型,農 協型,生 協型,ワ ーカーズ ・コレクテ ィブ,社 会

福祉協議会運営型 な ど様 々な形態 で運営 され,年 々全 国に広 がっていった.現 在介護保険

事業者 として事業を展開 しているNPO法 人な どの多 くは,こ うした活動 をべ一 スに して

い ると予測 され る(全 国社会福祉 協議会全国ボ ランテ ィア活動振興セ ンター(2000),全 国

社会福祉協議会(2000),関 西総合研究所(1996)).な お,住 民参加型在宅福祉サー ビス団体

の うち,2000年1.月 時点で介護保険事業に参入す る意 向は全体の3割 未満であったのに

対 し,介 護保険事業者 にな らず独 自サー ビスを提供す るとい う団体の割合 は4割 以上で,

使命 に基づ く独 自の非営利活動 を重視す る傾 向が窺われる(全 国社会福祉協議会2000).

このよ うに行政の高齢者福祉施策の拡充は,高 齢者福祉 を救貧的,慈 善的な事業 か ら普

遍的な ものに変え,そ の過程で訪 問介護事業は市場性 を有す るサー ビスへ と変化 してきた.

同時 に,住 民主体のボランテ ィア活動が高まるなかで,使 命感 に基づ く独 自の訪 問介護事

業 も成長 していった.こ の二つの波 のなかで,介 護保 険制度 は始まった と言 える.

2.2訪 問介護事業についての先行調査 ・研究

2.2.1訪 問介護事業所の調査 ・研究

介護保険制度の動向には各界 か ら関心が寄せ られ,訪 問介護事業 につ いて もこれまでに

い くつかの調査や研究の結果が,公 表 されている.

訪問介護事業所の大規模 な経営状況調査 としては 日本労働研究機構(2002)が あ り,2000

年10月 時点の調査(分 析対象は全 国3671事 業所)か ら,① 介護保険制度前設立の事業所

では赤字が5割 であるのに対 し,介 護保険制度後設立の事業所では赤字が7割 と高いが,

②法人形態や事業所の所在地 による経営状況 には,大 きな差はない としている.鈴 木 ・佐

竹(2001)は2000年9,月 時点の調査(対 象 は関東1都6県 で有効回答 は445事 業所)か ら,

①新規事業者の赤宇事業者率 は,既 存事業者 よ りやや高い こと,② 法人別 ・規模別では,

営利事業者でかつ大規模事業者の赤字事業者率が特に高 く,社 会福祉協議会の赤字事業者

率も同様 に高いことを報告 している.内 閣府(2002)は,①2000年 度(サ ンプル数396)

では全体の6割 近 くが赤字で,新 規事業者 と営利事業者 の7割 近 くが赤字だったが,2001

年度の収支見込(サ ンプル数427)で は,新 規事業者 と営利事業者 を中心に収支が改善 し

つつあるとし,② 法人別 の収益率 では,社 会福祉協議会 と営利法人が約0%,社 会福祉法

人が約 一20%,医 療法人が約一15%と してい る.ま た厚生労働省(2002b)は2002年3

月時点の調査で,訪 問介護事業(回 答 は全国752事 業所)の 場合,補 助金 を含む全体の収
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益率は0.6%で,法 人別 の収益率は,社 会福祉 法人 一7.7%,社 会福祉協議会 一1.8%,医

療法人 一4.7%,協 同組合1.3%,営 利法人9.5%と 報告 している.こ れ らの結果 を見る1と,

介護保険開始直後の2000年 時点では,新 規事業が既存事業者 より赤字割合が高かった と

い う共通の傾 向は読み取れ るが,法 人形態別の収支状況についてはかな りばらつ きがある.

また公正取引委員会(2002)は,介 護保険事業者 の調査か ら,① 事業者 の多 くは,社 会福

祉法人や 医療法人 は施設サー ビスをあわせて提供 している点や施設整備 に公的助成を受 け

ている点な どか ら,経 営上有利 な立場 にあると感 じていることや,② 介護保 険に関連す る

市町村の業務委託 の方法等が利用者獲得 に影響 してい る可能性 を指摘 してい る.

非営利 ・営利 の訪 問介護事業の経済分析 として,理 論面では,南 部(2000)が 既存事業者

の経営 をべ一スに した介護 報酬 単価 では社会的 な非効率 が生 じる可能性 を指摘 し,浜 田

(2000)は 最適な参入規制に より,非 営利団体 のみが存在す る場合に社会的な最善 が達成 さ

れ ることを分析 している.実 証分析 としては,鈴 木(2002a)がHansmann(1980)の 契約 の

失敗説 一消費者は営利組織 より,非 配分制約 のある非営利組織の方が高品質 の財やサー ビ

スを提供す ると期待 し選ぶ 一を実証 し,① 非営利業者(社 会福祉法人,民 法法人,NPO法

人,農 協,生 協 など)は,営 利業者 よりサー ビスの質が高い とは言 えない こと,② 非営利

業者 は,そ のサー ビス水準か ら想定 され るよ り多 くの利用者 を得ているとい う結果か ら,

事業者 間のイ コール ・フ ッティングが な されてい ないこ とを指摘 してい る.ま た内閣府

(2002)は,① 公的事業者(行 政 と社会福祉協議会)は,非 営利事業者(社 会福祉法人,

NPO法 人,農 協,生 協)や 営利事業者 よ りサー ビスの質が低 いこ と,② サー ビスの質 を

考慮 した上での経営効率性 は,公 的事業者が営利 ・非営利事業者 よ り経営効率性が高 く,

営利 ・非営利事業者 間では明確な差がないこ と,ま たその原因分析か ら公的事業者 は,立

地や利用者 の面で,一 種の先発利益 を反 映 しているこ とを指摘 してい る.ま た③新 旧事業

者 の比較では,サ ー ビスの質 に明確 な差はないが,質 を考慮 した経営効率 では,新 規事業

者 が高いとしてい る。また大 日(2003a)は,法 人形態別 の収支状況は,社 会福祉法人(社

会福祉協議会を除 く),公 益法人,医 療機関 ・薬局,有 限会社等が高 く,株 式会社 と社会福

祉協議会が低いことを検証 している,ま た規模 の経済が存在する ことや操業期 間の長 さが,

効率性の向上につながっているこ とを示 している.

大津:(2003)は,介 護保 険事業所 におけるサー ビスの質向上の取 り組み について,介 護サ

ー ビス技術 向上の面では
,非 営利事業所での取 り組み割合が高 く,満 足度調査や第三者評

価,職 員 とのコミュニケー シ ョンでは,非 営利事業者や営利事業所の評価が高 く,社 会福

祉協議会では評価 が低い ことを示 している.ま た研修回数が多い事業所 は,収 支が黒字で

あるな どの結果が示 されている.大 日(2003c)は,訪 問介護事業所において,身 体介護,複

合型,家 事援助,訪 問入浴介護 の報酬点数 の変動 は,自 己価格 については非弾力的である

ことや,家 事援助 と身体介護,あ るいは家事援助 と複合型 はそれぞれ補完的な関係 にある

ことを検証 してい る.経 営形態別では,社 会福祉協議会や地方 自治体な どの公的色彩の濃
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い組織 においては,自 己価格弾力性が他 の経営形態 より非弾力的で あ り,逆 に営利法人で

は,複 合型 と家事援助 につ いて他の経営形態 より弾力的であることが実証 され ている.

2.2.2介 護保険に関する経済分析

介護サー ビスや介護保険制度のマ クロ経済分析 としては,木 村(1996)が 介護サー ビスの

充実 に伴 う労働需要の増加がGDPを0.14%上 昇 させ ると試算 したほか,一 瀬(1998)は 新

ゴール ドプランの実施 によ り22 .1万 人 の労働力が増 え,GDPを0.24%上 昇 させ る と推計

し,大 守(1998a)は 介護サー ビスの充実が リスクプール としての家計の貯蓄を減 らし,消

費水準を2.4%上 昇 させ,GDPを1.3%上 昇 させ ると試算 している.ま た吉 田(2001)は,

介護保険制度の導入によ り介護サー ビス消費量が増加す ることで,経 済活動水準が0.26%

上昇 し,全 体的 な厚生水準は0.04%上 昇す るが,介 護サー ビス量を負担す る低所得層 の高

齢者 の厚生水準 は下がることを推計 している.

介護保険の実施にかか る費用の推計 としては,丸 山(2002)が 介護保 険費用 を再計算 し,

2010年 には厚生労働省が試算 した6.9兆 円よ り多い10兆4千 億 円が必要 にな り,2050

年には保険料 は2000年 時点の約4倍 になる ことを指摘 している.ま た鈴木(2002b)は,

在宅介護サー ビス費用の増加は,認 定率の増加 と,要 介護者数 自体の増加 でほぼ説 明でき

ること分析 し,介 護保険制度が定着 した際にお ける認定率の水準,在 宅サー ビスの受給者

になる確 率,介 護サー ビスの1人 当た り費用額 を予想 し,介 護保険の介護 費は2010年 で

8.7兆 円程度 に達す るとい う長期推計 を行ってい る.

在宅介護 サー ビスの需要に関す る研究 としては,大 日 ・鈴木(2000)が,介 護サー ビス需

要曲線は通常の財 と同 じ右下が りとなることを実証 し,介 護サー ビスは家庭 内介護 と強い

代替性があることを確認 している.さ らに大 日(2002a)は,介 護保険サー ビスの需要の所得

弾力性は1以 上 となる場合 もあ り,居 宅介護サー ビスは奢修財である可能性 もあることを

示 し,大 日(2002b)は,介 護サー ビスの需要は,全 ての要介護度分類 において価格 について

負 で有意 であ り,要 介護度2以 上では価格弾力性が一1以 下で,価 格上昇 に伴 いそれ以上

に需要が減速す ることを実証 している.ま た大 日(2003b)で は,利 用者 とケアマネージャー

対象の仮想質問調査か ら,身 体介護 は価格弾力的だが,家 事援助,複 合型介護,訪 問看護

は価格非弾力 的であることや,サ ー ビス価格 に変化 がある場合 には身体介護,複 合型介護,

訪問看護の間で代替 が起 こる可能性 を確認 している.ま た実際 の需要 に基づ く分析か らは,

身体介護,家 事援助,複 合型介護 は価格弾力的で,訪 問看護は価格非弾力的であることを

確認 している.

介護保 険政策に関する研究 も数多 く,例 えば高山(1996),大 守(1998b),人 代(2000)の よ

うに,普 遍化 してきた介護ニーズに社会的に対応 してい くためには,競 争原理の導入が不

可欠 であ り,ま た公平な競争条件の整備が求 め られ るとい う主張が多い.一 方で,介 護サ

ー ビスに内在する情報の非対称性の問題か ら
,駒 村(1999)や 塚原(1999)は,介 護保険事業
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の市場化 は認 めつつ,公 的 関与が必要であることを指摘 している.

2.3本 研 究 の視 点

2.3.1制 度内福祉NPOと 制度外福祉NPO

先に見た ように既存 の訪問介護事業の関す る調査や研究は,新 規事業者 と既存事業者 の

間,ま た法 人形態間や営利 ・非営利 ・公的事業者 の間の差異 に着 目し,収 益や経営効率な

どを比較 した ものが大半である.結 果を見 ると収益状況 などで新旧事業者 に差異があるこ

とが共通 に見 られ るが,法 人形態間 あるいは営利 ・非営利 ・公的事業者 の間 にある収益状

況 な どの差異については,一 定 した結果 が見 られない.そ の理 由として,ま ず調査研究の

対象や対象期間の相違が考え られるが,介 護保険制度が長 い歴史を背負 ってスター トし,

また介護 サー ビスへ の市場化導入後 も,措 置時代 の補助制度や優遇策な どが一部存続 した

ままであるとい う複雑 な背景を,新 規事業者 ・既存事業者 あるいは営利 ・非営利 とい う単

純な比較では,捨 象 して しまっている恐れ があることも考え られ る.

介護保険制度 は,福 祉 サー ビス市場が初 めて民間に大き く開放 された制度 であるものの,

戦後の施設 中心型の社会福祉制度 を担ってきた社会福祉法人や,地 域福祉の拡充の時代 に

中核的組織 となった市町村 の社会福祉協議会 な どと他 の法人の間には,前 提条件や行政 と

の関係に相違がある.一 例 として組織形態 により,介 護事業収入の課税の扱いは大 きく異

なる3.(表4-1)NPO法 人を含む多 くの公益法人では,介 護サー ビス事業は,法 人税法上の

収益事業である医療保健業 として課税対象 となる.社 会福祉法人のみが,特 に公益性の高

い事業 を営む法人 として,例 外的に非課税扱い とされている,ま た法人事業税 は,社 会福

祉法人 と医療法人のみが非課税 とされ ている.ま た介護保険事業 となった特別養護 老人ホ

ームな どの施設 はもとよ り,デ イサー ビスセ ンターや老人短期入所施設,在 宅介護支援セ

ンターな ど在宅サー ビスのための高齢者福祉施設の揚合 も,施 設整備補助は,地 方公共団

体か社会福祉法人 に限定 されている4.

3現 行 の法人税制では,公 益法人が行 う事業の収益性 は,そ の活動が本来 目的か否 かでは

なく,限 定列挙 され た33の 収益事業 に該 当す るか否 かで判 断 される.33の 収益事業には,

物品販売や各種のサー ビス提供 な どかな り広範な事業活動 が網羅 されてお り,公 益活動 の

本来 目的 がこの収益事業 に該 当すれば,軽 減税率ではあるが課税対象 となる問題 も指摘 さ

れている(林(1986),跡 田(1993)),
4厚 生省(1991)に よる.例 外 として痴呆性高齢者 グループホームの整備補助 は,2001年

か ら2004年 までの間,NPO法 人,民 法法人,組 合 も対象 となっている.(厚 生労働省2001)
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表4・1介 護サー ビス事業におけ る法人形態 と税制の相違

法人の腫類 公益法人等 協司組合 普遡去人

紅織D例 示 社会猛蜘 社団去人
財郵去人

特定井営若1活動去

ノ《圃 去勺

農i繍i蛤
生活協司組合

株式会辻
郁艮会社

医寮去人

法人獺 捌象 齢 騰 騰 事業全体 事業全体

介護サ〕ビズ事業にカ
かる法人税 緻 収益事業糺て

課磁盟ge
収益事業ビしズ課

税(30殉

繍
(盟go

課税(30%)

介護ト ビズ事業にう
カる法κ事業税

欄 課磁与9.6ゆ 課 磁5-9.㈱ 課 磁5-6.6紛 課 磁5-9.碗 轍

鰹
撫
鍮撚

灘
翻響

このように福祉 ・保健分野で中核 を担ってきた法人には,既 存の制度を もとに介護保険

制度導入後 も特恵的な立場が与 えられ,そ れが現在の介護保 険事業に影響 していることが

予測 され る.こ うしたことか ら,本 研究においては,特 に既存 の制度内にある非営利組織

と制度外 にある非営利組織 の経営状況の相違や,過 去の高齢者福祉制度 での実績や現在 の

行政 との関係 が訪問介護事業 の経営状況 に与 えている影響を中心に,分 析 を進 めたい.こ

れ までの営利 ・非営利事業者の経済分析 と異なる点の一つは,非 営利組織の定義範囲であ

る.例 えば内閣府(2002)で は,① 公的事業者(行 政 と社会福祉協議会)② 非営利事業者(社

会福祉法人,民 法法人,NPO法 人,農 協,生 協)③ 営利事業者 とい う分類 を用いてい るが,

本論では前述のとお り,福 祉 ・保健制度内外 にある法人別 のパ フォーマ ンス比較に関心が

あるため,社 会福祉法人,社 会福祉協議会,福 祉公社(本 調査では社団 ・財団法人),医 療

法人5を 「制度内福祉NPO」,NPO法 人,農 協,生 協を 「制度外福祉NPO」,株 式会社,有

限会社 を 「営利法人」 として分類 し分析 を進 める6.な お各々の法人の特徴は(表4・2)の と

お りである.

5医 療 法人 は ,社 会福 祉 制度 で は中核 的存 在 で は ない が,隣 接 す る老 人保 健 制 度や 医療 制

度 で の中核 的 な担 い 手 で あ るた め,こ こで は 「制 度 内福 祉NPO」 に分類 す る.

6TheJohnsHopkinsComparativeNonprofitSectorProjectの 定義 に よ る とNPOは ① 利

潤 の非 配分 性,② 非 政府 性,③ 組 織 の形 式性,④ 自己統 治性,⑤ 自発 性 の 要素 が あ る組織.

社会 福祉 法 人,社 団 ・財 団法 人 な ども広 義 のNPOと 考 え られ,日 本 のNPOセ クター の規 模

推計 に も含 まれ る(山 内(2002))。
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表4・2訪 問介護事業に参入 してい る各法人の主な特徴

社会福祉法人
(社会福祉協議会以外)

ほとんどが社会福祉施設(本調査対象の多くは介護老人福祉施設(特別養護老人
ホーム))の経営法人.民間法人では介護老人福祉施設の設立・経営をほぼ独占.介

護老人福祉施設には,通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステ
イ),在宅介護支援センターなどが併設されることが多い.

社会福祉協議会
地域福祉の中核組織として位置付けられ,全国の全市町村に設置されている.法人

格は社会福祉法人.市町村の在宅福祉事業(訪問介護や訪問入浴など)の主な委託
先として成長.地域のボランティアの中心的な支揚組織との位置付けもある.

医療法人
医療施設の経営法人。介護老人保健施設(老人保健施設)とこれに併設される短期

入所生活療養介護(ショートステイ)や通所リハビリテーション(デイケア)などの主な担
い手.訪問介護事業には,在宅介護支援センターを設置する医療法人として参入.

社団法人・財団法人

本調査回答の多くは福祉公祉 福祉公社は,訪問介護事業が措置制度により低所
得者に限られ,また市場サービスが十分になかった時代に,福祉制度対象外でも生
活支援が必要な人にサービス提供するため,自治体出資で設立された公益法人.行
政の訪問介護事業の受託者にもなった.協力会員と利用会員の間で行う有償ボラン
ティア事業もある.

特定非営利活動法人(NPO法 人)

特定非営禾1」活動促進法に基づく法人 住民参加型(有償ボランティアなどを含む)
で非営利の介護サービスを実施してきた団体が,事業経営を安定させるために介護
保険事業に参入する例も多い。

1

農業協同組合・
生活協同組合

組合員の助け合い活動と合わせて介護事業にも進出.介護保険制度前から,市町
村の在宅福祉事業が委託されていた組合もある.母体が社会福祉法人を設立し社会
福祉施設を経営するケースもある.

1

株式会社・有限会社
営利法人の代表.介護保険制度前から,一定の要件を満たした事業者には市町村

の在宅福祉事業が委託されていたが,介護保険制度導入後に急増している.

2.3.2福 祉分野の商業化 と公益性

介護保険制度 の導入 によ り,一 つの分野に民間の営利組織,非 営利組織そ して政府組織

が混在す る市場 が 日本に初 めて登場 したこ とになるが,国 外 に 目を転 じると,こ うした混

合市場はアメ リカで は1960年 代頃か ら存在 し,民 間の営利 ・非営利組織 の経済行動の相

違や,税 制 を始め とす る非営利組織への優遇政策の影響 についての研究 も進 め られてい る

(Hansmann1987).例 えばJames(1983)やSchiffandWeisbrod(1993)で は,非 営利

組織 のマネー ジャー は非営利事業か らは正 の効用 を得 て,収 益事業か らは負 の効用 を得て

いるため,自 らに とって好ま しい非営利事業に内部補助す ることを目的に収益事業 を行い,

市場で営利組織 と競争す るとされている.

こ うした一連の研究の前提 となっているのは,言 うまでもな くアメ リカの非営利法人制
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度 であ り,非 営利組織 の 「非営利性 ≒公益性」は利益 を配分 しないとい う 「非配分制約」

より担保 され,ま た非営利組織の事業 は,本 来の公益事業 と本来事業 と関連 のない非関連

事業 により,税 制上の扱いが異なる ことをベースに した経済行動モデルである,

また昨今アメ リカでは,非 営利組織 の商業化(commercialization)の 功罪 についての関

心も高ま りつっ ある(YbungandSalamon2002).1980年 代頃か ら政府 の福祉 ・保健政

策が拡充 してきた ことによ り,福 祉サー ビスは,特 に困窮 した人々へ の救済事業 として市

場性のない公共財 であった ものが,普 遍的なサー ビス として質的 ・量的に拡大 してい く過

程で,公 共財 か ら市場性 を有す る準公共財へ と徐々に変化 してきた.こ うした福祉分野 の

商業化 によ り,非 営利組織 は政府 の各種 プログラムの第一線 での実践者 として,団 体数 ・

規模共 に大きく成長 してきた ものの,19世 紀か ら連綿 と存在 してきた,慈 善的動機 に基づ

くコミュニテ ィーべ一スの本来事業 を継続 してい くこととのジレンマが生 じてきていると

報告 されている,政 府 のプログラムはその宿命 として,様 々な制約条件 があ り,ま た運営

の効果や効率性 が求め られ るのが常であるためである(Smith2002).

現在の 日本では,規 制緩和の大合唱のなかで,福 祉サー ビスの市場化 による社会 的な効

率性 を高めることに,こ と経済 に関心のある人々の問では議論 の大半が集中 している.し

か し,福 祉分野の非営利組織 が担 う社会的使命 としての非営利活動の動向については,あ

ま り議論 がない.現 行 の非営利組織 の法制度では,社 会福祉法人 の介護保険事業は 「公益

事業」で,他 の法人の場合は 「収益事業」 と扱われてお り,こ の区分 は法人 の事業 目的の

如何 を問わず法人形態 によ り区分 され る.そ の合理性 についての議論 は後に譲 るとして,

公益事業 とも収益事業 とも解 され る介護保険事業 を市場性のある収益活動あるいは商業的

事業 とすれば,各 々の非営利組織 が行 う独 自の,本 来の使命に基づ く非営利活動 の実態は,

法人形態 によりどの程度異 なるのか,ま たこ うした独 自の非営利活動の存在が,介 護事業

全体の経営に どんな影響を与 えているのか,あ るいは実態 としての公益性 の高 さと法制度

上の公益性 の高 さに整合性 はあるのか,と い うことが本研 究のも う一つ の関心事である.

日米の非営利法人制度の相違か ら,前 述の よ うな非営利組織の非営利活動 と収益活動の分

析 を行 うことは困難であるが,そ の前段 として 日本 の福祉分野にお ける非営利組織 の非営

利活動 と,収 益活動あ るいは商業的:事業の実体 を,ま ず解 明 していくこととしたい.
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3訪 問介護事業の経営の実態

3.1訪 問介護事業の経営実態調査の概要

3.1.1調 査 の概要

本論 では,大 阪大学介護保険研究会(代 表:山 内直人大阪大学大学院国際公共政策研究

科教授)が 独 自に実施 した 「訪問介護事業経営実態調査」に より得 られたデー タをもとに

分析 を進 める7.大 阪大学介護保険研究会の 「訪問介護 サー ビスの現状 に関す るア ンケー ト

調査」は,2002年9月 中旬 か ら10月 下旬にかけて,WAM-NETか ら全国の訪問介護事

業所約15000件 をランダムサ ンプ リング し,約 半数の7965事 業所を対象 に郵送形式 で行

われた,全 国規模 で実施 された詳細な経営 内容についてのア ンケー トとしては,調 査時点

においては,全 国で初 めに近い ものであった.サ ンプル数 は母体数7965件 の うち回答 さ

れたアンケー ト1300件(回 答率16.3%)で ある.

このア ンケー トでは,2000年 度 ・2001年 度の訪 問介護事業所の事業について,基 本属

性のほか,介 護保険制度 に対す る意見,事 業 内容,サ ー ビスの質や 内容,利 用者 の特性,

組織体制,経 営状況 と多岐に渡 る設 問について調査 している.具 体的 には,① 基本属性 と

して所在地,経 営主体,経 過年数,介 護保険開始前の行政 との関係 な どを,② 介護保険制

度 に対す る意見 としては,制 度 に対す る公平 ・不公平感や 当事業所のア ピール点 について,

③事業内容 としては,介 護保 険対象事業 の実施状況に加 えて介護保険対象外 の事業の実施

状況及び市民活動やボ ランテ ィアへの取 り組みな どについて,④ サー ビスの質や内容 とし

ては,サ ー ビスの管理体制,研 修体制,衛 生対策,苦 情処理 ・情報提供,サ ー ビスの利便

性,緊 急 時 ・事故時 の対応,職 員管理,プ ライバ シー保護 などの評価について,⑤ 利用者

の特性 としては,訪 問介護サー ビスの利 用経路や利用者 宅までの移動時間について,⑥ 組

織体制 としては,従 業員構成,職 種別の賃金 について,⑦ 経営状況 としては,訪 問介護サ

ー ビスの利用量及び収支決算 などについて調査 した .

回答数は1,300(回 答率16.3%)で,全 国47都 道府県か ら回答 が寄せ られた.回 答 の

あった法人別 の内訳は,社 会福祉 法人(社 会福祉協議会 を除 く,以 下 同 じ)259(19.9%),

社会福祉協議会209(16.1%),医 療法人100(7.7%),社 団・財 団法人41(3.2%),株 式会社

173(13.3%),有 限会社266(20.5%),NPO法 人71(5.5%),農 業協 同組合(以 下 「農協」)

33(2.5%),生 活協同組合(以 下 「生協」)31(2.4%),そ の他法人28(2.2%),地 方 自治体32(2.5%),

無回答57(4.4%)で あった.厚 生労働省(2003)の 構成割合8に 比べる と,NPO法 人がやや多

7本 調 査 の詳 細 は大 阪 大学 介 護i保険研 究会(2004)と して公 表 され て い る.

8厚 生 労働 省(2003)に よる と,2001年10月1日 に活 動 してい た訪 問 介護i事業所 は11644

で,内 訳 は,社 会 福祉 法 人42.0%(う ち社会 福 祉 協議 会19.2%),医 療 法人10.7%,社 団 ・

財 団 法人2.0%,営 利 法人34.0%,NPO法 人3.1%,協 同組 合5.0%,地 方公 共 団体2.0%,
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く,社 会福祉法人 と社会福祉協議会がやや少 ないが,お おむね代表性は確保 されていると

考 えられ る.

3.1.2比 較の視点

本論での分析 は,介 護保険制度の もとで事業展開す る民間事業者 を対象 とす る,こ の民

間事業者 は,活 動 の営利性 ・非営利性で分 けると,営 利事業者 と非営利事業者 に分 け られ

る.前 述の とお り,非 営利法人 については,従 前の行政の訪問介護事業 を含む社会福祉制

度 と密接 な関係 にあった事業者 と,特 に密接 な関係はなかった事業者の間に どのよ うなパ

フォーマンスの差があるのか とい うことが主な関心事であるため,以 下では,社 会福祉法

人,社 会福祉協議会,福 祉公社(本 調査では社 団 ・財 団法人),医 療法人を 「制度内福祉

NPO」,NPO法 人,農 協,生 協 を 「制度外福祉NPO」,株 式会社,有 限会社 を 「営利法人」

として分類 し分析を進 める.

3.1.3本 調査対象の属性

本調査対象の事業所 の所在地を人 口規模別 に見 ると,全 体の35.8%は 人 口5万 人未満の

郡部や小都 市で,18.2%は 人 口5万 人以上15万 人未満の小都 市,11.8%は 人 口15万 人以

上30万 人未満の中都 市,34.1%は 人 口30万 人以上 の中 ・大都市 となっている.

法人形態別 で分布の差は大き く,社 会福祉協議会 は70%以 上,農 協は50%以 上が人 口

5万 人未満の郡部や小都市 にあ り,NPO法 人,生 協及び営利法人の半数近 くは中 ・大都

市 に所在 し,郡 部型 と都市型 に分かれてい る.全 般 に制度内福祉NPOは 郡部や小都市の

割合が高い.(表4・3)

また,新 旧事業者については,介 護保険法が成立 した1997年 度以前に設立 されていた

既存事業者 が全体 の90.9%,1998年 度以降設立の新規事業者が9.1%で あった9.既 存事業

者では制度 内NPOが53.4%,営 利法人が33.8%で あったが,新 規事業者 では制度内NPO

が23.2%,営 利 法人が61.6%で 多 くの新規事業者 は営利法人であった.

その他1.2%.
9他 の先行調査 と比較す ると新規事業者の割合が低いが,既 存事業者及び新規事業者 の法

人別割合は,ほ ぼ同 じである.
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表4-3訪 問介護事業所 の基本的属性

怯人形潮喀恰)

社翻録 社協 医寮去人社団・財迂N℃法人 農協 生協 株弍会社郁殿 辻その他 鉢
割合
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19%161%7秘a2%

25920910041

55垢2既2概
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1a3垢m既a(班

173266117

10α(%

1困0

(人口規期1所蜜也

社翻鉱 社協 医寮鉱 櫃 卜賑N硯 鉱 農協 生協 株趨 土;郁劃 全体

5万麟 満

5万人以」ゴ5万人飛禮

15万入以圃 硝 筏

130万入以上

35脳7α1%35脳 兇 劉14%5上 〔%14鍛

2L名17名 盤 秘25〔 班1a賜19覗17畷

14%25后1上8溢17蜴 聡9%9税1α 縦

丞 脳1α(玩 ⑳(%28鍛4Z翫19鄭571%

盟2%25〔 班

12%17.綴

1上7垢128%

瞼2%4a8%

翫 跳

18麟

1上8溢

3生1%

1事業所劉鐡

社臨 社協 医疑宏人社団一N遅 塞人 農協 生協

繍 数鯖 6,5130445,4554355

株式会社;郁鐙

534、1

鉾
66

3.2訪 問 介護 市 場へ の 公 平感 及 びア ピー ル 点 ・問題 点の 比 較

まず 「訪 問介護 市 場 で は公 平 な競争 条件 が 達成 され て い るか?」 とい う質 問 につ いて の

意識 を見 る と,回 答 は法人 間 で 大 き く異 な る.「 公 平」 と感 じて い るの は制 度 内福 祉NPO

に多 く,社 会福 祉 法 人(33.9%)や 社会 福 祉 協議 会(38。6%)は,平 均(21.8%)よ り高 い割 合 で

公 平 と感 じてい る.「 公 平 で な い」と考 えて い るの は営利 法 人 に 多 く,株 式会 社(32.7%),

有 限会社(42.9%)は,平 均(25.8%)よ り高 い割 合 で不 公 平感 を持 って い る.制 度外 福 祉

NPOで は,NPO法 人 で 「公 平 」 と回 答 した割合 が低 い(12.9%)の が 目立 つ.(図4・1)

次 に訪 問 介 護 市 場 が 不 公 平 と考 え る 内容 を見 る と,全 体 平 均 で は 「行 政 との 関 係 」

(38.6%),「 補 助 ・助成 」(35.8%),「 参 入 業種 」(29.2%),「 税 制 」(23.3%)の 順 で 回答割 合

が 高い,特 に営 利 法人 と制 度外 福祉NPOで は,ほ ぼ半数 あ るい はそれ 以 上 が,「 行 政 との

関係 」 「補 助 ・助 成 」 で不公 平 を感 じる と回答 して い る.(図4-2)

一 方
,事 業所 がア ピール で き る点 につ い て の回 答項 目を見 る と,「 介 護 保 険制 度 前 か らの

実 績」 の 割合 は,社 会 福祉 協 議 会(79.4%),NPO法 人(53.5%),社 会福 祉 法人(52.1%)の

順 で 高い,「 同 じ経 営 法人 が行 う訪 問 ・通所 サ ー ビス との連携 」 で は社会 福祉 法 人(78.4%)

と医療 法 人(77.0%)が,「 同 施 設 サ ー ビス との連 携 」 で は社 会福 祉 法 人(56.4%)と 医療 法

人(56.0%)が,他 法 人 を引 き離 して い る.「 地 元 自治 体 との連携 」をア ピール 点 と した のは,

社 会 福祉 協 議会(62.7%),社 団 ・財 団 法人(福 祉 公 社等)(36.6%)の 順 で あ る.

経 営 上 の問題 点 につ い ての 回答 項 目を見 る と,「 勤務 体 制 の管 理 」 「報 酬 単価 が低 い 」 を

問題 とす る割 合 が60%以 上 で共 通 に高 く,介 護 保 険制 度 自体 が 抱 え る問題 点 が上 位 にあ る.
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「職員の確保」を問題 とす る割合 は,有 限会社(60.5%)で 最 も高いのに対 し,社 会福祉協

議会(41.6%)は 最 も低い.「 利 用者の確保」では有 限会社(68.4%)が 最 も高いのに対 し,農

協(27.3%),NPO法 人(35.2%),社 会福祉法人(38.6%),社 会福祉協議会(43.1%)で 低 い.

「専門施設 との連携」を問題 とす る割合は,NPO法 人(33 .8%)と 有限会社(29.3%)で 高いの

に対 し,社 団 ・財団法人(福 祉公社等)(9.8%),医 療法人(14.0%),社 会福祉法人(17.8%)

では低い,「 行政 との連携」 を問題 とす る割合 は,有 限会社(21.4%)で 最 も高いのに対 し,

社会福祉協議i会(8.1%),社 会福祉法人(8.5%)で は低い.な おいずれの場合 も,前 者 は全体

平均 よ り有意に高 く,後 者は有意 に低 い.全 般的 に,営 利法人,制 度外福祉NPO,制 度 内

福祉NPOの 順 で問題点が多 く挙げ られてお り,特 に営利法人のなかでも小規模 な有限会社

に問題が多い10.

こうした介護保険事業所 の意識 か ら,法 人類型 によ り①介護保険事業の範囲や,② 介護

保険制度前か らの実績や行政 との関係が異 なるとい う前提条件 の相違が,結 果 として③利

用者 の確保や,④ 職員 の確保や専門性な どに影響 していることが考え られる.こ のため以

下ではこうした点を中心 に,そ の実態 を見てい くこ ととしたい.

図4-1訪 問介護の市場は公平 と思 うか?

国公平な競争条件を達成

社会福祉法人

社会福祉協議会

医療法人

社団 ・財団

□ある程度公平、不公平もある 團公平な競争条件ではない

o

岬・法人 睡辮 澱 輔

農協

生協

株式会社

有限会社

65.7% 騨

10経営上の問題点の質問項 目は,日 本労働研究機構…(2002)を参考に した.本 調査結果の傾

向は概ね同書 と同 じであった,ま た介護労働安定センター(2001)も,営 利 法人や制度外福

祉NPOで,ヘ ルパー等職員が不足気 味 とい う結果 を示 している.
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図4-2訪 問介護市場が不公平だ と思 う理 由
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3.3訪 問 介護 事 業 所の プ ロフ ィー ル

3.3.1同 じ法人が経営 している介護保険関連事業

本調査 によると,訪 問介護事業所の経営法人 が併営す る他 の介護保険関連事業は,居 宅

介護支援事業(77.3%),通 所介護(デ イサー ビス)(38.3%),在 宅介護 支援セ ンター(31.7%)

の順で多い.

この うち在宅サー ビス利用者獲得 の要 とも言 われ る居宅介護支援事業 と在宅介護支援セ

ンター の併営割合 を法人別 に見 ると,居 宅介護支援事業は,医 療法人(95.0%),社 会福祉

法人(87.6%),社 会福祉協議会(87.4%)の 順で高 く,在 宅介護支援セ ンターでは,社 会福

祉法人(72.1%),社 団 ・財団法人(福 祉公社等)(48.8%),医 療法人(42。0%)の 順で高い.制

度内福祉NPOの ほぼ全てで,こ の2事 業 の併営割合が平均 よ り有意に高 い.

また現行制度 で参入制限がある施設 系サー ビスでも,法 人間の差は大 きい.社 会福祉法

人で は,介 護老人福祉施設(63.6%)や これ に多 く併 営 され る通所介護(デ イサー ビス)

(81.4%)や 短期入所生活介護(70。2%)な どを併営す る割合が高い.医 療法人では,介 護老人

保健施設(34.0%)や これ に多 く併営 され る短期入所療養介護(48.0%),訪 問看護(82.0%)や

通所 リハ ビリテーシ ョン(59.0%)な ど医療系サー ビスの割合が高い.社 会福祉協議会で

は,介 護保険制度前に行政委託 の多かった訪 問入浴(40.1%)や,通 所 介護(デ イサー ビス)

(46.9%)な どの割合が高い11.

11社 会福祉協議会の活動 内容は,全 国社会福祉協議会(1998)(2001)な どに詳 しい.
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制度外福祉NPOや 営利法人では,ほ とん ど全ての事業で,介 護保険関連事業の併営の

割合 が平均 より低 い.例 外は,株 式会社 で福祉用具貸与(39.3%)や,生 協で訪問看護(35。7%),

福祉用具貸与(35.7%)な どの実施割合 が,全 体平均 よ り高い部分である.(表4-4)

こうした状況の多 くは,介 護保険制度が従前の高齢者福祉制度 と連続 していることを予

測 させ る.な お,制 度 内福祉NPOが 併営す る高齢者福祉施設 ・在宅サー ビスには,施 設

整備や事業実施 の補助や支援制度が存在す る場合 があることにも,留 意が必要である.

表4-4同 じ法人 が経 営す る介護保険関連事業(在 宅サー ビス ・施設)

制斐麟0 制嚢顯 塾Pつ 齢 怯入 鉾
樹融 人 社協 医寮甕入社団嗣団 圃 臥 農協 生協 株式会繍郁蹴一 翫6%榊874妬 琳95〔%榊 肌9垢 田L2垢 →昧 〔戴7垢78,G泌 76.9光57.7垢 琳 77.3垢

訪謁入浴 21.7%狙1%榊6(%嚇19,5光 42垢 →熔27.3垢17.9% 24.3%6.(猫 嚇 19.5殆

訪隔護 11.6あ嚇53溢 淋 組(%榊 砥3垢 榊 ag溢 嚇18.2垢357泌 榊 14.5垢4.5%嚇 17,4%

訪葎リノゼ県 泊ン 4税 α5%琳41.〔%琳19.5溢 榊 1.概 琳3,0%10.7焔 23%→*1.5垢 →昧 67%

騰 81働 琳 狙9垢 榊340%3a〔% 254冶 一聯6.1%嚇 鍛3垢 24.9%嚇11.3%→ 緋 38.3垢

通所リノゼ リテーシ臼ン 124溢 α0%琳59〔 泓 榊 鍛3垢 榊 1,4%→ 詠3.(%跳(脱 榊 2.3垢 一琳L1%→* a7垢

福祉用具貸与 11秘 琳20.3垢15〔%1Z1% &5%一 聯2乳3垢35.7賂 榊 鍛3殆 榊1&5% 19.(%一 7α2%榊5.3垢 一赫20,0%14.〔% 1.4%→ 熔3.〔 跳 嚇 α〔%琳 23酪 →蛛1.5%→ 詠 18,3垢一 7.鰯1.4垢 嚇 砥0沁 榊12.2% 1.4%→ 陣0.(%0.0沁 1.7%一 琳 α8溢 →暗 66港

居宅療養鯉 旨導 ag沁 一琳0.(%嚇45.(%榊7.3垢 L4垢 →*6.1%14.3% 23%→ 陪1.5%一 聯 67%
b・

'置 百'1護 13.2溢 榊1.(%一 林20.〔%榊73% 5.〔%0.(】 沁 α0光 40%2.3垢 →腺 62泌

特識 所者彗括介護 27%1.(跳4、(%榊24垢 1.4%0.(%0.0% 3.5溢 榊0.〔%一 牌 1.8殆

燃 融綴 63〔%榊a4%一 琳4(%嚇(1(跳 一琳 1.4%→*0.〔%琳0.(%琳 L7%→ 昧0.〔%→ 儲 14.4垢一 7.0%1.〔%淋3生 σ垢榊 聡8溢 榊 1.4%0.(%0.(% 1.7垢 →*α8%→ 儲 56垢騰 23焔1.σ%淋27.(泓 榊4.9% L4%0.〔%α 〔% 1.2%0,8鴻 嚇 3麟

在宅介護支援センター 72.1%+綜41.1%榊42.0%榊48.8%榊 42%畷*18.2%→*21.4殆 14.5垢 一鉢3,4殆 嚇 31.7%

物翻 甥 飢71α フ41 π39∠ 召 !zヲ% %

油+(→籾」5%有意水準翻 大(ノ」うを示す:以下同二

3.3.2介 護保険制度前の実績 一訪 問介護事業所の経過年数と行政事業の受託実績

訪問介護事業所の経過年数 は,訪 問介護事業開始時か ら行政 の事業委託先であった社会

福祉協議会が13.0年 と最 も長い.次 いで社会福祉法人 が6.5年,NPO法 人及 び生協が5.5

年,社 団 ・財 団法人(福 祉公社等)が5.4年,株 式会社が5.3年,医 療法人が4.4年,農

協が4.3年,有 限会社が4.1年 で,社 会福祉協議i会以外 の差は大 きくない.

次に行政 との関係の深 さを見る指標 として,介 護保険制度前における訪問介護事業受託

実績 の有無 の割合 を見 る と,制 度 内福祉NPOの 方 が制度外福祉NPOよ り明 らかに高 く,

社会福祉 協議会(84.7%),社 会福祉法人(61.9%),社 団 ・財団法人(福 祉公社等)(46.2%)

の順 で多い.こ れ を1999年 度 の1事 業所あた り実績額 で見 ると,株 式会社が1億141万
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円,社 団 ・財 団法人(福 祉公社等)が9,157万 円,社 会福祉協議会が5,022万 円の順で多

い.株 式会社の平均受託実績額が高い理由 としては,行 政の委託先 となる営利法人は一定

以上の規模が必要で あった可能性が考え られ る.福 祉公社は大都 市や都 市部 に多いことか

ら,平 均受託額が大 きい可能性 が高い12.(表4・5)

こうした介護保険 関連事業の経営の範 囲や,介 護保 険制度前の実績 は,実 際の利用者の

獲得 にどの程度有利 に働いてい るのであろ うか.本 調査で法人別 に利用者の 申し込み経路

を見る と,制 度 内福祉NPOで は,「 経営上関連がある居宅介護支援事業者や在宅介護支援

セ ンター経由」の割合 が約30%,「 介護保険制度前 か らのつなが り」の割合が約20%(医

療法人は除 く)と なっている.社 会福祉法人 と社会福祉協議会では,こ の2ル ー トの割合

が,共 に平均 よ り有意 に高い.一 方,制 度外福祉NPOで は,NPO法 人で 「介護保険制度

前か らのつ なが り」 の割合 が平均 よ り高い以外は,こ の2ル ー トの割合 は,平 均 よ り低い

場合 が多い.営 利法人 も同様 にこの2ル ー トの割合が低い.(表4・6)こ うした結果か ら,

介護保険関連事業の併営の有無や介護保険制度前の実績 は,利 用者獲得 の上で有利 に働い

ていることが予測 され る.

表4・5介 護保険制度前の行政事業の受託実績

詣働 瘤姻D 制妻タ序融FO 営蓉1法尺 盤

社臨 社協 麟 法尺梱 測雪Nて法へ 農協 生協 株趨i£;郁蕊

受灘 責的

物 吻
1♪

吻 吻

6土9垢8生7%1&(%総2粘

盈12061、 劣

91485〔 辺1,190乳157

留 老9711

1α2賂 お8溢3L3%

汐 ヱ9」6

51125102即

453

m4賂166垢

刀3157

1q14125P

1429

総3溢

鎧

缶(肥

翅
1

1

表4-6利 用者の 申し込み経路

1
痢醐 避つ 制妙幅梱℃ 営F怯尺 鉾

黍搬 猷 相協 騰 社団財弼職 鋤、農協 甥 杉賦会社;郁蹴1
騰騒繍
謄 3L8賂 榊2乙5垢 榊 訟3垢 榊2ag溢 1a3酪 →*2}7渇2生4略 ⑳5賂 →*17.2垢 嚇 2生5焔

グ醐呆i飾1麟揃 うち
㈱ …り

R〔%榊 盟7沁 榊a3賂 嚇19.4妬 2生〔%榊65垢 →畔7〔%嚇 7%嚇1α4沁 →牌 15,1%

経齪懸 漏居宅扮護
鰹

翫2垢 ⑳ 説 琳 隠3泌 瓜〔% 2乙6垢3L2垢Z乙9垢 30.4渇榊2a2お 2乱2酪

縢 62后 琳a1%淋14〔 跳 榊37酪 耐 54垢 一林1α8賂14〔% 15.4蛤榊144垢 榊 98沁

禾1用勧嫌 み 154殆 琳21.5胎198垢2生1% 26」6垢 瓜8垢2生 嘱 皿働2a脳 榊 皿 〔%

獅翻 細.獺9砂37 z13930 」69、 卿 雄

油幅 の多・止鵬項目にづ'噸麟 合居礪 騰 業在糊 麟 厳援ビ'ター

12な お本回答 の株式会社 と社 団 ・財 団法人サ ンプル数は十分でなく注意 も必要である.
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3.4訪 問介護事業の利用実績 ・収支の実態の比較

3.4.1介 護事業収入と介護事業収益

次に,事 業範囲や過去の実績 が大 きく異なる各法人 における,訪 問介護事業の具体的な

利用実績や収支について,見 ていきたい.

2001年 度 の法人別の1事 業所 あた り介護事業収入 は,社 団 ・財 団法人(福 祉公社等)が

1億3,093万 円,株 式会社が6,873万 円,社 会福祉協議会 が6,050万 円,NPO法 人が4,289

万 円の順で多かった.概 ね制度内福祉NPO,営 利法人,制 度外福祉NPOの 順 で介護事業

収入の平均値 は高い.

2001年 度の1事 業所あた りの介護事業収益率は,農 協(11.7%),生 協(9.9%),社 会福祉

法人(9.1%),社 会福祉協議会(8.3%),NPO法 人(6.6%)の 順で高 く,医 療法人(一1.8%),

株式会社(0.9%)と 有限会社(1.7%)で 低い.制 度外福祉NPOと 制度内福祉NPOは,ほ ぼ

同程度の収益率である13,参 考までに法人別の収益率の平均値で見 ると,社 会福祉法人及

び社団・財 団法人(福祉公社等),生 協 は,全 体平均 よ り有意に高い14.(表4・7)

収入の内訳を見 ると,補 助金割合が,社 会福祉法人(6.0%),社 会福祉 協議会(5.0%)及

びNPO法 人(9.0%)で,平 均(4.1%)よ り高いのが 目立つ.ま た支出面では,営 利法人 と制

度外福祉NPOは,人 件費以外 の支 出比率が20～26%に 対 し,制 度内福祉NPOで は,人

件費以外の支出比率 がやや少な く12～20%で ある.収 益率が高めの制度内福祉NPOは,

補助金獲得の面で も有利なのか,あ るいは補助 により現行水準の収益率をよ うや く確保 し

ているのか,ま た制度内福祉NPOと 制度外福祉NPOや 営利法人のいずれが効率的,あ

るいは余裕のある経営 をしてい るのかなどについては,よ り詳細 な分析 が必要であるが,

本調査結果 を見 る限 り,制 度内福祉NPOが 有利な立場 にあることが窺える.

13本結果は厚生労働省(2002b)と 大き く異なる.両 調査 でサンプル が大 きく異なる ことも予

想 される.前 者 は年 間収支 を対象 とし,後 者 は2002年3,月 分の収支 とい う相違がある.
14生 協のサ ンプル数 は少な く注意 を要す る.ま た株式会社,有 限会社,NPO法 人の収益
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表4-71事 業所あた り訪 問介護事業所収支状況(2001年 度)

◆収ん費腎収益
希槙内翻 呼0 制麟 融{〕' 営纏 …入 鉢

社留鉱 社協 医寮去入櫃 鐵団 Nて法入 農協 蠕 職 土葎艮議

介欝 獅ひ(万円 3騰 q(励1,脇 13,0i氾 姻 9⊆61 2餅 6873 3845 生晒

騰 用C石円 3娚 5鰯1,蜥 12,鎗1 生oα3 2〔潤 2餅 6窟 a窺 4鵬一 謝 5〕3-34 而 捌 謝 断 65 ㏄ 鵬

囎 a1% 8.3%4.8% 59耗 66給 11.7垢 99遅 α9賂 1.7% 6」2光

収益率呼均 丑4酪 78賂 一118殆 1.7遅
一総6酪

融1% 155% 必8殆 一7n畷 一127%

物吻 惚 π421 18 万 即 6 47 留 溜

油収益率一 又入

㎜
鑑1痩村副N℃ 制鯛 禦0 営蓑1嶽 鉢

社臨 餐協 医酷 入社団・財覇F職 鋤、農協 生協 株趨 土有限鍛

グ醐1報入

灘

910蛤 舩1%9Z4佑m(%

6(%5(%27垢 α0溢

認5処 飢6%%9垢

a〔%1侃0.(%

翫6賂9乙5賂

11%L1%

舩(%

41%

欄
■

制姻 翻聾0 瀬嬢麟0 営蓉1法入

1

錨
社臨 鵬 騰 、楓 錘団脳 騰 甥 株趨 …ヒ有1雌杜

1

人件費

減面償梼費

襯

79.7%

31%

17,0垢

87.3処

α8溢

115略

87.8賂

34垢

&8光

8a3殆

α4%

13.3垢

80.2沁

α9賂

16ユ%

74、7垢

22%

2:}1%

73.7洛

α1%

26.2垢

陰3殆77。(%

27%上3賂

21.1%20.3溢

巴0賂

L8后

15.〔%
1

3.4.2訪 問介護の種類別利用実績 と1人 あた りの利用単位

訪問介護の種類別利用実績 を,2001年 度の利用単位ベースで見 ると,報 酬単価 の低い家

事援助 の割合が平均 より有意 に高いのは社会福祉協議会(31.1%)で,医 療法人(21.3%),株

式会社(21.9%),生 協(20.6%)で は有意に低い.報 酬単価 の高い身体介護iの割合が高いのは,

医療法人(52.5%),株 式会社(50.8%),生 協(50.3%)で,低 いのはNPO法 人(36.1%),

社団・財団法人(福 祉公社)(41.7%),農 協(422%)の 順 である.(表4-8)

2001年 度の1人(1回)あ た り利用単位 では,い ずれの介護種類で も,営 利 法人 が制

度外福祉NPOや 制度内福祉NPOよ り高い.特 に有 限会社 では,全 種類で平均 より有意

に高い.家 事援助 の場合,有 限会社が351単 位 に対 し,社 会福祉法人は233単 位 で,身 体

介護 の場合,有 限会社は620単 位 に対 し,社 団・財団法人(福 祉公社等)は401単 位 と差

率 には一5以 下が1～2件 あ り,こ の影響で収益率の平均が大 きな負 の値 となっている.
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が大きい.

全般的に営利法人は単価の高い介護 の割合 が高 く,1人 あた り単価 も高い傾 向がある,

制度内福祉NPOは 単価の低い介護 の割合が高 く,1人 あた り単価 も低 い傾 向があるよ う

である.(表4・9)

表4・8利 用単位 にお ける家事援助 ・身体介護 ・複合型の割合(2001年 度)

制納縁舳 制羅PO 藩i怯 入 錨
「

社織鉱 根協 ・医寮去入社団期団 N聯 農協 生協 ・株式会祉;郁験 辻

繍
鞭
1複合型

28.9}631.1%+恩21.3%一*23.9%

総5%46.3%肌5焔41.7%

雛6溢 飽.(跳26.2后3生3光

25σ%31.軌20.6%寸

3翫1%42.2%馳3沁

3&9%26.4%臆2溢

21.9沁 諌 盤9沁

5α8溢472光

27L跳 認9溢

2ag溢

4ag沁

26L2溢

物吻 紹843917 17139 40紹 鋸1
油検走結鼎嫁 事援堀 み

表4・91人(1回)あ た り家事援助 ・身体介護 ・複合型 の利用単位(2001年 度)

1

制鵬 撚PD
「
制鞭 盛0 醤舷入 鉢

左翻 騰 医療i夫人御 欄 団 N℃ 法 入・、農協 蟻 械 会社;郁験社
1

家事麗卵騨 立

身体鱗 帰単位

複合型介謬1騨 立
■

233.4→ 詠 毘2.7

4543

445.3

4瑛).5

覗9.8

→*269.9

5〔〕0.5

435.3

2幽L5

401.3→ 陪

431.6

2蜜).2

470.4

505.4

217.3

475.2

409の

295,7

555B

438.4

認4.5林351.1榊

5給.0619.7榊

能7.0鵬7榊

1

263.9

覗6.2

4618

カカ蜘 紹 51 21 12 12 6 7 2632 247
■

3.4.3職 員の構成 とヘルパー1人 あた り介護料収入

各事業所の職員合計数は,社 団 ・財団法人(福 祉公社等)(76.9人)が 頭一つ抜けて多い.

次いで社会福祉協議会(41.7人),農 協(37.9人),NPO法 人(37.0人),株 式会社(35.6人)だ

が,こ れ らの差はそ う大き くはない.(表4-10)

ヘルパー全体では,常 勤ヘルパーが20%,非 常勤ヘルパーが80%で ある.ヘ ルパーの

有資格者等 を法人別 に見る と,社 会福祉協議会で,1級 ヘルパー取得者,5年 以上のベテ

ランヘルパー,福 祉専門職,看 護資格者 の全 ての割合が全体平均 よ り有意 に高い.制 度内

福祉NPOは,こ れ らの割合 が全般 に平均 より有意 に高 く,営 利法人や制度外福祉NPOで

は,全 般に低い ものが多い.看 護資格者のみ営利 法人で高 く,制 度内福祉NPOで 低い.

またヘルパー1人 あた りの介護料収入 を見る と,社 会福祉法人で平均 よ り有意 に高 く,株

156



式会社,農 協,生 協 で有意 に低い.全 般的に制度内福祉NPOが,資 格や経験 のあるヘル

パーを確保 し,1人 あた り獲得収入 も多 く少数精鋭で事業展開 してい る可能性 が窺 える.

表4・10職 員構成 とヘルパー1人 あた り介護料収入

指1痩ナ揺 虹N℃ 詣1矧瞬盛0 営Fl怯人 鉢
社橿鉱 社協 医寮去入櫃}財 勇 職 鉱 農協 生協 桟試会辻:郁縢

1

職iミ合言」脚 16.241.714.076,9 3乙037.92乙6 翫6196 2乙6

薯i劇 α71.0α51.6 21上16.4 L91β 1.4

勒 パL〈力 3.76.24、38.6 41565.0 a140 51

非卓勘yレ船ひ) 11.3mg7.85≧1 鰍524、219.2 2生6145 19.6

跳 レ← 12.03α68,346.2 2a324、517.3 2ZO149 19.7

1級yレ や 1,5殆26%1.0賂43% 1.8垢25%上6垢 L8%1,嘱 1.8垢

]級yレぐL取諸 割叙 坪均 123粘1Z3溢 榊1t3垢84賂 琳 9(%91%畔82垢 嚇 92垢 →*9.9%→ 1上8%

恥 レ餌割合卿均 B3垢 皿5垢 榊11。1%畔 盟(%榊 1&2垢4、2賂 琳1上(% 15,(玩10.4垢 →堺 15.(%

ネ副聯嚇 拾の平均 1a1%榊1&4垢 榊1a4%榊152% 83%→*4〔%琳9.7賂 一* 10.1%→ 陣1α1%嚇 14、2%

看護羅 恰の平均 2%琳53%林2〔%淋L翫 琳 32%4、3殆3ユ% 45%58%榊 42垢

へ'レ嗣 人嫌鰍 ひ(万円 356林2102i娼2認 228166諌61琳 142→ 陣193 脚

灘獅 吻 謝1～ 野8156 64即 、三9 左02野 !116

3.4,4サ ー ビス管理体制 と トラブル ・苦情の状況

次に,訪 問介護事業所のサー ビス内容 を比較す るため,2001年 度のサー ビス管理体制の

評点(計40項 目・各1点)を 見 ると,平 均 より有意に高いのは医療法人(26.7)と 農協(27.8)

で,低 いのは社会福祉協議会(24.3)で ある.制 度内福祉NPOで は,法 人 間でサー ビス管

理体制 のば らつ きが大きい.営 利 法人 は,ほ ぼ全体平均 と同 じである15.(表4・11)

一方
,ト ラブルや苦情 の有無 の発 生状況を見 ると,苦 情 な しの割合は有限会社(48.5%)

が最 も高い.ヘ ルパー などの問題 による苦情 も営利法人は低 めで,制 度外福祉NPOで ある

農協(78。8%),生 協(77.4%)で 高い.行 政指導 ・調査があったのは,社 団 ・財団法人(福 祉

公社等)(12.8%),NPO法 人(11.3%),株 式会社(7.6%)の 順で高い.本 調査回答は 自己申告

べ一 スであることに留保 が必要 であるが,制 度外福祉NPOに トラブル の割合 が高い傾 向が

見 られ る16.こ の理 由 としては,制 度内福祉NPOで は,資 格や経験 を有す る職員の割合が

低い こととの関係 も考 えられ る,制 度 内福祉NPOと 営利法人の間では明確 な差はな く,社

団 ・財団法人(福 祉公社等)や 株式会社 で トラブルの割合が高い状況か ら,法 人別ではな

15本 調 査 で のサ ー ビスの質 指 標 は鈴 木(2002a)に 詳 しい.本 調 査 を用 い た北 崎(2003)は,

非 営利 事 業者 は営利 事 業者 よ り,サ ー ビス の質 も経 営 効 率 も高 い と して い る,

16WeisbrodandSchlesinger(1986)は,米 国 ウ ィス コ ンシ ン州 の老 人 ホー ム の法 律違 反 や

苦 情 件数 の政府 統 計 を用 い て営 利 よ り非 営利 の老 人 ホー ム の質 が 高い こ とを実証 して い る.

157



く,事 業規模の大 きさが トラブルの割合に影響 していることも考 えられ る.

表4・11サ ー ビス管理体制 の評点お よび トラブル ・苦情の有無

制顛懲血po 飼騰 亜N℃ 営Fl脚. 鉢
社臨 祖協 医瓢 社隠財遡圃 鉱 農協 生協 株趨止郁蹴
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駐2%788%榊 π4矯 榊

11.3殆 琳6.1%0.(%

2ao247

2ヨL跳 →*48,騙 憐
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7.6%榊3.(%

ト

お4
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5L6垢

43賂

切吻 卿 、卿2ω39 773ヲ31 1刀 錺 盈

(注)サ ー ビス管理体制の評点は対象40項 目:各1点)

3.5介 護保険事業外の事業一行政委託 ・補助事業 と独 自の非営利事業

3.5.1介 護保険事業外 で実施 している事業

次に,訪 問介護事業所で行われてい る介護保険事業外の事業の実施状況 を取 り上げる.

訪問介護事業所が実施す る介護保 険事業外の事業には,介 護保険対象外 の人や保険対象分

ではサー ビスが不足す る人 向けの,① 営利ベースのサー ビス提供事業,② 行政 の委託 ・補

助事業,③ 独 自の非営利事業が考え られ る。 この うち本調査では,行 政 と訪 問介護事業所

との関係 を見ることと,訪 問介護事業所の福祉NPOと しての実態を見ることに特に関心

があるため,以 下では,② の訪問介護事業所 の行政 の委託 ・補助事業 と,③ の独 自の非営

利事業の実施状況 について,法 人別に比較をす ることとしたい.

3.5.2介 護保険事業外で実施 している行政の委託 ・補助事業

訪問介護事業所は,介 護保 険事業外の事業 を実施 してい る割合 も高い.

介護保険制度 によ り高齢者福祉サー ビスは,基 本的に保険料 と税金 を原資に給付 され る

保険制度 となった.し か し行政の:事業 として,介 護保険対象外の人 向けの介護予防 ・生活

支援事業17や,自 治体独 自の介護保 険事業外 の上乗せや横出 しサー ビス事業なども存在す

る,こ うした事業は行政の委託や補助事業 として実施 され ることが多い.

本調査に よると,こ れ ら介護保険事業外の関連:事業の行政委託 ・補助事業は,主 に制度

内福祉NPOに おいて,高 い割合 で実施 され てい るとい う結果が得 られた.社 会福祉協議

172002年 度 は 国ベ ー スで 総額500億 円の予 算化 が行 われ て い る(厚 生 労働省2002a) ,
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会 では,家 事援助(77。8%),身 体介護(49.3%),入 浴サー ビス(17.7%),通 所介護(デ イサ

ー ビス)(43 .3%),食 事サー ビス(43.8%),移 送サー ビス(31.0%)の 全項 目で,行 政の委託 ・

補助 を受けて実施 している割合 が平均 より有意 に高い.社 会福祉法人 もほぼ同様 に,こ れ

らの実施割合が平均 よ り有意に高い.家 事援助や身体介護では,制 度外福祉NPOで7～

29%,営 利 法人 で4%～22%が 行 政の委託 ・補助 事業 を実施 してい るが,制 度 内福祉

NPO(医 療法人を除 く)よ りかな り低い.訪 問介護 以外 の行政委託 ・補助事業 は,制 度 内福

祉NPOや 営利法人ではほとん ど実施 されていない.制 度外福祉NPOで は,NPO法 人

でこれ らの事業 の実施率が全般 に低い.(図4・3)(表4-12)

介護保険制度の下では,資 格 を満 たす事業者 には公平に市場参加 の道 が開かれている建

前があるものの,周 辺 の関連事業 と行政の関係ではかな り偏 りが見 られ るよ うである.

JamesandRose・Ackerman(1986)な どによれ ば,政 府が委託や補助 を行 う場合,非 営利

組織 を営利組織 より好む経済学 的な理 由 として,情 報 の非対称性 があ り監視が困難 な事業

の場合に リスク軽減 を図れ ることがある.し か し日本 の福祉NPOの 場合には,よ り行政

に選好 され る行政 に近いNPOと,そ うでないNPOの 二重構造が存在す るよ うである.

図4-3委 託 ・補助 を受けて実施す る介護保険対象外の事業
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3.5.3独 自の非営利事業 として実施する関連事業

介護保険事業者 には営利法人 も多いが,他 の法人 の大半は,NPO法 人,農 協や生協 は

もちろん,社 会福祉法人や社会福祉協議会,社 団・財団法人 な どを含 めた,広 義の非営利組

織である.ま た営利法人 の中には,会 社形態で非営利事業 を開始 した例 もあると言われ る.

こうしたことか ら介護保 険事業者 には,介 護保険事業 とい う収益活動以外 に,独 自の非営
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利事業 を実施 している場合 があることが予想 され る.

実際,本 調査によると訪問介護事業所 では,様 々な独 自の非営利事業が実施 されている

とい う結果が得 られ た.非 営利べ一スで実施 され る事業 は,家 事援助,移 送サー ビス,身

体介護 の順で高い.法 人別に見 ると,制 度外福祉NPOが,全 般的に平均 より高い割合で,

こ うした非営利事業 を実施 している.特 にNPO法 人における独 自の非営利事業 の実施率

は,家 事援助(46.5%),身 体介護(40.8%),通 所介護(デ イサー ビス)(12.7%),移 送サー

ビス(31.0%)な ど,大 半の項 目で平均 より有意 に高い.農 協,生 協においても,家 事援助

や身体介護の独 自の非営利事業が,21%か ら39%の 割合で実施 され ている.(図4-4)(表

4・12)

制度 内福祉NPOで は,社 団・財 団法人(福 祉公社等)で,非 営利 の訪問介護 の実施率が

平均 よ り高 く,社 会福祉協議会では,入 浴や食事サー ビスの実施割合が平均 よ り高い.し

か し,社 会福祉法人や医療法人 においては,独 自の非営利事業 はほ とん ど実施 されていな

い.家 事援助 の独 自の非 営利事業 実施割合 を見 る と,社 会福祉法 人(0.8%)と 医療 法人

(0.0%)は,株 式会社(2.5%),有 限会社(2.3%)よ りも低い.身 体介護 において もこうし

た状況は,同 様である.

図4-4非 営利で実施す る介護保 険対象事業外 の事業
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表4-12介 護保険事業外で実施 してい る事業

制度内福祉NRつ 制度外櫓柵0 営利法入

社福法入 社協 医療法人 社団・財団 NPO法 人 農協 生協 株式会仕;郁艮会社

家事援助 49、〔卸%→*86.2%+**29.7%一**71.1%+呼* 76.1%榊64.5%60,7% 55.3%42.2%嚇

身体介護 38.5%一 斗呼57.6%+**26.4%一*鮮50.0% 67.6%榊61.3%榊46.4% 50,3%35.{跳 →眺

入浴 ナービス 16.2%+**22.2%+**8.8%5.3% 5.6%3.2%10.7% 13.7%3.5%嚇

デイサービス 43.7%+**44.8%+**8.8%→ に*15.8% 21.1%12.%14.3% 9.%琳4.3%一**

食事サービス 35.2%+**52.2%+**8.8%一*艦18.4% 11.3%一 料19.4%42.9%+料 3.1%嚇4.7%一**

移送 ナービス 15.8%→ ζ*44.8%+**12.1%一**18.4% 45.1%+料6.5%→ 熔17.% 16.8%→ 妹24.2%

その他 13.8%26.6%+**6.6%一**15,団6 21.1%19.4%28.6%+** 8.1%→ 障8.6%→ 味

a介護保険事業外の行政の委託・補助を受けた事業 *全回答数に占める割合
■

制度内隙細 制度外繕梱PO 営利眩入

社福法人 齢 医療法人社団・財団 NPO法 人 錨 蠕 株式会社=郁展会社

家事援助 35.〔跳 判* 77.8% 榊 11.(既 嚇47.4%+料 22.5% 29.α 殆 14.3% 22.4%淋 5.{嬬 →鉢

身体介護 27ユ%+料 49.3% 十** 6。6%→ 畔31.〔 跳 15.5% 25.8% 7.1%一 料 19.働 3.%一**

入浴サービス 11.7%榊 17.7% 十** 2.2%一 林5.3% 1.4%嚇 0.(既 10.7% 8.1% 0.〔跳 一**

ディサービス 35.脳+料 43.3% 榊 4.4%→ 昧15.脳 2.8%嚇 9.7% 10.7% 6.2%琳 1.2%→ 妹

食事ナービス 27.5%+料 43.翫 十** 4。4%一**15.翫 L4%一 料 19.4% 10.7% L跳 一林 0.(跳 →陪

移送ナービス 5.7% 31.(遇 榊 2.2%→ 昧7.% 4.2% 0.〔跳 0.(既 3.7%嚇 1.2%→ 昧

その他 10。5% 21.2% 十** 4.4%15.脳 5.6% 12.% 14.3% 4.跳 一** 1.6%→ 喋

b介護保険事業外の独自の非営利事業 *:全疸階数に占める割合

制度内福拙Ψ0 制度外慰叡PO 営利法人

社福法入 社協 医療法人 社囲・財団 NPO法 入 農協 生協 株式会社;郁艮会畿

家事援助

身体介護

入浴サービス

ディサービス

食事サービス

移送ナービス

その他

0.跳 嚇

0.8垢 →休

1.6%

2.(跳

4.(跳

6.1%

L脳 一料

6.4%0.(跳 琳28.{跳 榊

4.4%0.〔 温 →綜13,跳+**

2.5%+将0.(跳2.6%

2.(跳1.1%2.6%

7.%+**0。(跳 嚇7.%+**

7.{揚4.4%13.脳

5.%榊1ユ%2.6%

46.5%+料38.7%林*25.〔 既+**

40.8%+**38.7%+**21.4%+**

4.2%榊0.(跳0.(跳

12.7%+料0.(既0.(跳

4.2%0.0%14.3%+**

31.〔既+紳3,跳10.7%

14ユ%榊3,2%10.7%

2.5%→ 妹2.3%嚇

1.%→*1.6%→ 熔

0.(跳0.(既 →隊

0。(既 一料0.(脱 一**

0.(跳 嚇0,(跳 琳

L%琳8.6%

L%0.8%→ 蹄

3.5.4保 険外の人への非営利サー ビス と職員のボランティア ・市民活動への支援

非営利べ一スでの介護保険対象外の人への上乗せ ・横出 しサー ビスの提供 の有無 につい

て も,NPO法 人(47.9%),生 協(32.3%),農 協(30.3%)の 順で高 く,制 度外福祉NPOで

目立って高 い,低 いのは医療法人(3.0%),社 会福祉 法人(3.9%),株 式会社(4.0%)で,営 利

法人 でも非営利サー ビスは低率なが ら実施 されているのに対 し,制 度内福祉NPOに おい

ては,営 利法人 と同程度かそれ以下の実施率 である.

職員のボランテ ィアや市民活動へ の支援 も,制 度外福祉NPOの 方が,制 度 内福祉NPO

よ り実施率が高い傾 向があ り,生 協(29.0%),NPO法 人(15.5%),社 会福祉協議会(11.0%)

の順で高い,(表4・13)

渋川(2001)や 全国社会福祉協議会(2000)な どによると,NPO法 人のなかには独 自の非営

利事業が団体の主 目的で,介 護保険事業 は収入確保 の手段である場合 も多い ようである.
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James(1983)がNPOの 行動 モデル として示 した内部補助が行 われている と考え られ るが,

ここでも 日本の福祉NPOの 場合 には二重構造があ り,制 度 内福祉NPOと 制度外福祉NPO

では,独 自の非営利事業への取 り組みが大 きく異なる18.

表4-13

援 制 度

介護保険対象外 の人への非営利サー ビス と職員のボランティア ・市民活動の支

制鯛 蚕PD 制斐糟0 営和怯人 鉾
社瘤i人 社協 医襯 社団期団 囎 野、 農協 生協 株弍会社:郁灘

保険捌 の人捌 一ビス

職員聯 ア等購 度

3%琳8.6垢3.0%琳51%

46垢11.(%榊70渇2.〔%

4Z9垢 榊30,3%琳 訟3鴻 榊

155%榊3.(%2a(%榊

40%→ 採8.6%

46垢3.8溢 琳

10.1%

67%

物蜘 乃92汐1α フ39 773ヲ31 1zヲ 甜6 倣

3.6ま とめ

これ までの結果 から,訪 問介護市場 についての公平 ・不公平感,問 題点やア ピール点は

法人形態 によりかな り異な り,ま た実際の介護保険事業にお ける経営事業の範囲,収 支及

び職員構成,サ ー ビス提供内容 な ども,法 人間でかな り異な る様相 を示 してい るこ とがわ

かった.

特に制度 内福祉NPOは,経 営事業 の範囲ではこれまでの経緯,参 入規制や補助制度 に

よ り,広 範 な介護保険関連事業 を展開 してお り,介 護保険事業外 の関連事業で も,行 政の

委託 ・補助 の対象事業者 として,優 先的な立場にあることが明 らかになった.介 護保険制

度前の社会福祉事業での実績が,利 用者獲得の面で有利 に働 いている可能性 も見 られ た.

介護事業収入 ・収益も他法人 よ り概ね高 く,職 員確保 の面でも,資 格や経験を有 し,あ る

いは効率性 の高いヘルパーを多 く有 している傾 向がある.一 方,制 度外福祉NPOは,介

護保険制度前の実績や,併 営できる介護保険関連事業でメ リッ トを享受できない反面,独

自の非営利事業への取 り組みには非常に熱心である。ボランティアや独 自の非営利事業 を,

利用の伸び に繋 げよ うとしてい るのか もしれない.こ の狭間にある営利法人は,収 益率で

見ると苦戦 を強い られているが,介 護報酬単価 の高い介護の割合 を増や し,利 用者1人 あ

た り単価 を上げるなど,効 率的な経営のために努力 していることが予想 され る.収 益の見

込 める福祉用具貸与な どへの進 出を図る姿勢 も見 られた.

18制度外福祉NPOは ,ボ ランテ ィア活動 をア ピール点に挙 げた割 合が平均 よ り高かった.
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4訪 問介護事業の経済分析

4.1経 営状況の要 因分析

訪問介護事業所 の経営内容は,法 人形態別 にかな りの差があることをこれ まで見てきた

が,そ の背後には各事業所 の環境要因や経営 内容の特性が影響 していることも考 えられる.

そ こで以下では,訪 問介護事業の端的な指標 である訪問介護事業所 の事業収入や収益率 と,

様々な経営上の要因 との関係 を見ていくこととしたい.

4.1,1訪 問介護事業所の環境要因

訪問介護事業 は基本的 に地域密着型の ビジネスであるため,事 業所の所在す る地域 の環

境が,各 々の経営内容 に大 きく影響す ることが予想 され る.本 調査 の事業所の属性でみた

とお り,社 会福祉協議会 は郡部型,営 利法人 は都市型 とい うよ うに,法 人によ り事業を行

う地域がかな り異 なる.こ のため事業所の人 口規模別お よび高齢化率 のランク別に,訪 問

介護事業所 の事業収入 と収益率が どう異 なるかを見ていきたい19.

まず事業所の所在す る市町村 の人 口規模別 に見 ると,人 口の規模 が大 きな地域になるほ

ど,介 護事業収入 は増 えている,事 業対象 となる人 口が増加す るにつれ,事 業規模 が大 き

くなることがわか る.し か し,収 益率には一定の傾向が見 られ ない.郡 部 の事業所の方 が,

中 ・大都市の事業所 より収 益率が高いが,こ れは郡部に多い社会福祉協議会 と都市部 に多

い営利法人の経営状況 の差 を反映 してい ることも考 え られ る.2000年 度 に比べて2001年

度では,人 口規模別 による収益率の差は縮 まってい るが,こ の傾 向に変化はない.(表4-14)

次に,事 業所の所在す る市町村の高齢化率の ランク別 に見 ると,事 業収入が最 も多いの

は,高 齢化率が15%以 上～20%未 満 の地域 である.高 齢化率が25%以 上の地域が最 も少

ないのは,高 齢化の進んだ過疎地域 の事情 を反映 していることが予測 され る.2000年 度の

収益率には一定の傾向は観察 しがたいが,2001年 度で見る と,概 ねではあるが,高 齢化率

が高い地域 の事業所 ほ ど収益率が低 くなる傾 向が見 られ る.(表4・15)

このように事業所が所在す る地域の人 口規模が大 きくな るほ ど訪 問介護 事業所の事業規

模が大 きくなることと,高 齢化率が高 くなるほ ど収益率が低 くなる傾 向は観 察 されたが,

それ以外の関係 は明確 ではないよ うである.各 事業所の収益率を規定す る要因は,地 域環

境以外 に様々に存在す ることが予測 され る.

なお,訪 問介護 事業所の事業収入規模別 に収益率 を見る と,(表4・16)の とお り事業収入

が大 きくなるほ ど収益率が高 くなる傾向があ り,訪 問介護事業には,規 模 の利益 があるこ

とが予測 され る.

19人 口,高 齢 化率(65歳 以 上人 口の割 合)は,総 務 省 「2000年 国勢 調 査報 告 」 に よ る.
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表4・14訪 問介護事業所所在地の人 口規模別 の介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

全本
5万人以上15万 人以ヒ5万妹 満

15万妹 満 鐙万嫌 満
30万入以上

羅
鞭

蝋

欝

鷺

鉋,101

45,9伯

一71
.1%

一21
.6垢

60,2E

η 覇

司9.(%

一1
.5%

π2π

a),415

-68
.5溢

一17
.1%

表4・15訪 問介護事業所所在地の高齢化率別 の介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

鉢 1ξ嚇講
1蹴
繍

蹴
25%宋満

25%以 ヒ

灘
纒

撒

灘

踊

73,114

81,973

遜6.〔%

一15
.3垢

獺

撒

19,α≧1

21,873

-141%

{3.1%

表4・16介 護事業収入 と収益 率

介護彗藻叡入 繍 率2001年虜灰益率

2千聯 茜

2千万円以上4千万円未満

4千万円以上

鉾

既

脳

%

働

租

4

τ

鴫

隅

脱

眺

隅

路

a

g

n

一

一

4.1.2行 政の委託 ・補助事業 と併営事業

次 には,制 度外福祉NPOや 営利法人が不公平感の要素 とし:(多 く挙げた 「行政 との関

係」,「補助 ・助成」,「参入業種」の相違 が,訪 問介護事業所 の事業収入や収益率に,ど の

ように影響 してい るのかを見てい くこととしたい.ま ず 「行政 との関係 」,「補助 ・助成」,
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「参入業種」の相違 を,① 介護保険制度前の行政委託の有無,② 介護保険事業外 の関連事

業 に対す る行政 の委託 ・補助事業の有無,③ 介護老人福祉施設及び在宅介護支援セ ンターの

併営 の有無 とい う要素別 に,各 事業所の公平 ・不公平感 がど う異な るか をみ た.予 想 どお

り,こ れ らの事業が存在す る事業所 と存在 しない事業所 の間にある,公 平感 の差は非常 に

大きい.(表4・17)

次 に,こ れ らの事業の有無が,各 訪問介護事業所の事業収入や収益率に どんな相違 を与

えているかを見 ると,や は りこれ らの事業が存在す る事業所の方が,ほ とん どのケースで

事業収入 の規模 が大き く,収 益率 も高 くなってい る20.介 護老人福祉施設 については,介

護事業収入は,併 営 してい る場合の方が併営 していない場合 よ りが少ないが,収 益率は,

併営 してい る場合の方が他のケース同様高 くなっている.(表4・18)各 事業所が感 じてい る

訪問介護市場に関す る公平 ・不公平感 は,現 実 に事業収入や収益率 の差 となって現れてい

ることが観察 され る.

表4・17訪 問介護市場に対す る公平 ・不公平感 と行政の委託 ・補助事業及び併 営事業

鉾 蝉灘 齢羅 騨 羅 醗欝蝋
あり'な し あり なし あり なし あり なし

公平と思う

公平と思わ余い

21.8%34.2%14.9%30.3%18.4%31.7%17.4%37.7%19.4%

25.8%18.5%29.1%17.1%28.8%18.4%29.4%13.1%52.6%

表4・18行 政 の委託 ・補助事業 と併営事業別 の介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

:介護保険噸 前 り錨

そモ敵委託

家事援斑)在 宅介護支援1灘i醜 投
行膝 託 補功 センタ」併営 樹営

あり なし あり なし 劫 なし あり なし

2000圃 言蜘40,79550,24134,80748,39536,77053,75032,729

2001-48,35459,46239,09157,82243,26359,51041,820

20αD年 度 介護 事業 収 益 率r46.〔%一2.6%一145。8%一3.跳 一85.働 」乙9%一72.2%

2001年 度介 護 事業 収 益率 一12.7%α8%一37.(跳5.端 一27.0光1.2%一21.6%

35,44942,525

37,75551,411

-15
.6垢 一54.9%

司L胱 一15.1%

20収 益率については全てのケースで統計的に有意に高い.
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4.1.3利 用者 ・利用内容 の特性 との関係

次 に,利 用者や利用 内容 の特性 と,訪 問介護事業所 の事業収入や収益率の関係 を見てい

く.ま ず利用者 について,事 業所の近 隣(30分 以内)に 住む割合 が高い(90%以 上)事 業

所 とそ うでない事業所(90%未 満)を 比較す ると,30分 以 内の利用者が90%以 上の事業所の

方が,介 護事業収入 は少ないが収益率 は高い傾向が見 られ る,ヘ ルパーの移動時間が少 な

い利用者 を多 く確保す ることは,経 営 を効率的に していることが予測 される.

また利用者 の申し込みルー トについて,① 経営関連 のある居宅介護支援事業者や在 宅介

護支援セ ンターが第1位 の事業所 と,② 介護保険制度前か らのつなが りが第1位 の事業所

と,そ れ以外の:事業所 について比較す ると,① の場合 は,事 業収入,収 益率共に大 きな差

や一定の傾 向は見 られ ない.し か し②の場合は,過 去 のつなが りによる利用 申し込みが最

も多い事業所の方が,事 業収入 が大 きく収益率 も高い21.介 護保険事業 における過去 との

つなが りが経営状況 に与える影響 は,こ うした点でも見 られ るよ うである.

総利用単位 に占める報酬単価 の低い家事援助の割合の影響 を見ると,家 事援助 の割合が

25%以 上の事業所の方が,25%未 満 の事業所 より事業収入 は大きい傾向がある.し か し収

益率では,2000年 度 で家事援助割合が25%以 上の事業所の方が,25%未 満 の事業所 よ り

収益率が低 いが,2001年 度では これが逆転 してお り,一 定 していない,(表4・19)

表4・19利 用者 ・利用内容 の特性 と介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

利用者の所牲地が
3◎分以内 禾1購 の申し込み経路 家事援助塘拾

9α%以上9(猛未満 細 陣業 左記以外 過去から左記以外25%末 満25%以 上

2000年 勲34,45655,89339,38243,03472,36934,79132,57356,018

2001-3958966,86847,05850,53887,34641,54040,96161,765

2(XX}年 一 一34.7%一76.1%一62.4%一25.4%一3.3%一55。3%一13.0%一105.6%

2001{臼艘 …介言辮 一9.7%一16.4%瓶5%一16.7%一8.4%一13.6%一20.0%一12.1%

注}「系列事業」1訴1用者申し込霧経路で系列の介護支援事業者又は在宅介護支援センターカちの紹介が第1位

「過去わち」は利用者申し込み経路で介護保険制度前の過去頒 まがりによるものが第1位

212000年 ,2001年 の事 業収 入,2000年 の収 益 率 につ い て統 計的 に 有意 に 高い 。
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4.1.4介 護サー ビス内容 との関係

介護保険制度ではサー ビス報酬は法定単価で一律 であるため,訪 問介護事業所 はサー ビ ・

ス内容で競争す ることが予測 され る.こ のため,次 にはサー ビス内容 を,① サー ビス管理

体制 の評点(計40項 目 ・各1点),② ヘルパーな どの問題 による トラブルや 苦情の有無

③行政指導 ・調査 の有無 とい う3っ の側面で見て,訪 問介護事業所 の事業収入や収益率の

関係 を見ていきたい.① ではサー ビス管理体制 の評点が高い方が,概 ね訪問介護事業所の

事業収入が大 きく収益率 も高い,し か し② と③ では問題 のある事業所の方が,こ れ らが無

かった事業所 より事業収入が大き く収益率 も高い22.(表4・20)訪 問介護事業所の事業規

模が大きくなるほ ど,サ ー ビスの管理体制 が手薄になる可能性 が考 えられ る.な お消費者

が情報 の非対称性に よりこ うした問題 のあった事業所 を選択 しているのか どうかについて

は,さ らに詳 しい分析 が必要である.

なお① と②③は相反す る質問であるため,ト ラブルや苦情の発生や行政指導 ・調査 の有

無 とサー ビス管理体制 の評点 との相 関関係 をみた ところ,ほ とん ど関係 は無かったことか

ら,異 なる側面か らサー ビス内容 を評価す る指標 になっている と考 え られる.

表4-20介 護サー ビスの内容 と介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

サービス管理評点 ヘルパーのトラブンレ等 行政脂導・調査

2㈱ 鴫 撫3α 靴 なし あり なし 麹

2000-22,94252,47142,73521,56554,24737,158102,943

2001-26,76254,40848,69728,06063,51044,536113,356

2000年 一 一82.4%一31.2%一39.6%一64.2%一34.7%一48.6%一15.1%

2001年 度 介 護 事 業 収 益 率 一25.4%一9,6%一11.翫 一24.餅 一4.既 一13.4%一2.9%

4.1.5職 員の資格等 との関係

次には,訪 問介護事業所の職員の資格や経験の有無が,事 業収入や収益率 とどんな関係

があるかを,総 ヘル パー数に 占める①1級 ヘルパーの割合,② 福祉専門職 の割合,③5年

以上経験 のあるヘルパーの割合,④ 看護資格者の割合 が,平 均以上 の事業所 と平均以下の

22ほ とん どのケー スで10%水 準 を含 めて 有意 に高 い.
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事業所の比較 により,見 て行 きたい.こ の うち④の看護資格者の割合が平均以上の場合 は,

平均以下の場合 よ り事業収入 が大 きいが,収 益率 との関係 は一定ではない23.③ の5年 以

上経験のあるヘルパーの割合は,逆 に平均以上の事業所 が平均以下の事業所 よ り,事 業収

入 が小 さい傾向があ り,収 益率 も小 さい24.1級 ヘルパー と福祉 専門職 の割合は共 に,平

均以上の事業所 と平均以下の事業所で,事 業収入や収益率 に明確な差 は無い.(表4・21)

この ことか ら同じ専 門職 でも,医 療系である看護 資格 の方が福祉専門職 よ り事業規模 に

プラスの影響を与えている可能性があること,ま た専門職や経験の内容 によってはコス ト

増 につなが る可能性 があるためか,事 業収入や収益率にマイナスに働 く可能性 があること

が予測 され る.

表4・21職 員 の資格 等 と介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

1級yレ 舷 到合 餅蝉 囎 恰
5年以上綴 夷 融 格者割合
くル'餌割含

平均末満平均以よ平均末満 物 ヒ平均未満 平均以上平騰 平均以上

2000イ手繍39,87331,44642,53532,88343,59730,76229,89461,436

2001鞭 介言糞事瓢 ス㌧45,36746,53948,16842,12448,11141,80636,85769,061

20㏄ 用 斐 介護 事 業 収 益 率 一44.%一44.翫 一42.3%一48.5%一20.5垢 一82.2%一55.脳 一17.〔%

2001左F一 一7.〔税 一14.5%一10.9%一9.1%一6.2%一17.1%一9.1%一13.0%

4.1.6独 自の非営利事業との関係

最後 に,訪 問介護事業所が行 う独 自の非営利事業 と,介 護保険事業の事業収入 と収益率

の関係 を見てみたい.独 自の非営利事業の内容別に,① 訪問介護25,② 食事サー ビス,③

移送サー ビスの実施の有無で,ど の程度,経 営内容が異なるのかを見てい くと,サ ー ビス

内容 によ り大 きく異なっている.② の独 自の非営利食事サー ビスを実施 してい る事業所 と

実施 していない事業所では,介 護事業収入 に差はないが,収 益率は,実 施 している事業所

の方 が高 くなっている26.③ の移送サー ビスについて も同様の傾 向が見 られるが,収 益率

は2001年 度で逆転 してい る.① の独 自の非営利訪問介護 を実施 してい る事業所 と,実 施

232001年 度の事業収入で平均以上 の方 が10%水 準で有意 に高い.
242000年 度の収益率で,平 均以上 の方が10%水 準だが有意 に高 く,2000年 度 の収益率で

平均以上 の方が有意 に高い.
25家 事援助 または身体介護 を行 っている場合 .
26両 年度 とも統計的 に有意 に高い,
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していない事業所 との比較 では,訪 問介護 の事業収入,収 益率 ともに大 きな差 は見 られな

い.(表4・22)

また介護保険対象外の人に対す る非営利 サー ビスの実施 の有無を見 ると,実 施 している

事業所 の方が訪問介護 の事業収入が多い傾向があ り,収 益率 も高い27.職 員のボランティ

アや市民活動への支援 も,同 様 の傾 向である,(表4・23)

これ らの結果 によれば,介 護保険事業外で独 自の非営利 事業 を実施 している事業所 と実

施 していない事業所 の比較 では,訪 問介護 の事業収入はほぼ同 じか前者が大き く,収 益率

もほぼ同 じか前者 が高い場合が多い.独 自の非営利事業への取 り組みは,介 護事業本体の

経営の動向に左右 され るとい うことを示唆 しているのか もしれない.あ るいは逆 に,独 自

の非営利事業への取 り組みが,訪 問介護の事業規模 の拡大や収益率の向上 に役 立っている

可能性 も考 えられ る.

表4-22独 自の非営利事業 と介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

訪問介護 食事サ漏ビス 移送ナ嗣ビス

あり なし 励 なし あり なし

2000-45,50641,70341,97642,06753,10841,044

2001{年働 言蔓事撫54,40748,85548,74949,39860,96648,428

2(XX)一 一126.0%一40.0%5.0%一50.9%一4.6%一52.2%

2001左F疫 介言蔓事熊 一19.4%一12.8%5.3%一14.3%一39.8%一11.3%

表4・23介 護保険対象外 の人への非営利サー ビス及び職員のボランテ ィア ・市民活動支

援制度 と介護事業収入 ・収益率

(単位:千 円)

保 険 対象外 の人 へ 職 員 のボランティア
の非 営利 サー ビス 等 支援 制 度

あり な し あり なし

2000年 度 介 護 事 業 収 入

2001年 度 介 護 事 業 収 入

58,24638,666158,50035,110

63,35846,661166,85942,380

2000年 度 介 護 事 業 収 益 率

2001年 度 介 護 事 業 収 益 率

0.5%一52.8%一17.3%一48.2%

5.5%一15.1%3.6%一13,7%

27収 益率は両年度 とも統計的 に有意 に高い.
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4.2訪 問介護事業所収支の決定要因の分析

4.2.1訪 問介護事業所の収益率

前節においては,訪 問介護事業所 の環境要 因や経営内容の相違 と,事 業収入や収益率 と

の関係 を個別に分析 してきたが,要 因相互 の関係 を見てい くためには さらに詳細 な分析が

必要である.そ こで以 下では,経 営状況に直接影響があると考 えられ る環境要因や事業所

の特性 を中心に訪問介護事業所の収益率の決定要因を,OrdinaryLeastSquare(OLS)に よ

り分析す る.

被説 明変数 は,訪 問介護事業所 の収益率(介 護事業収益/介 護事業収入)と す る.分 析

の枠組 として,介 護事業収益率は,① 市場環境,② 事業の規模,③ 過去の実績,④ サー ビ

ス内容,⑤ 事業 の範 囲で決 まると仮定す る.具 体的には,下 記 の変数 を利用 し,OLSで 推

計 した.

① 市場環境:人 口(事 業所のある市町村),高 齢化率(事 業所のある市町村)28

② 事業の規模:介 護料収入額

③ 過去の実績:事 業所の経過年数,介 護保険制度前の行政事業の受託実績額

④ サー ビス内容:サ ー ビス管理体制 の評点の合計,ヘ ルパー側 の問題 による トラブル の

有無,行 政調査や指導の有無,職 員の専門資格者や経験者の割合29

⑤ 事業の範囲:a介 護保険関連事業

b介 護保険事業外の行政委託 ・補助事業

c介 護保険事業外の独 自の非営利事業

結果は(表4・24)の とお りである.介 護事業収益率は,事 業所の ある市町村 の人 口(対 数)

や高齢化率 で有意 にマイナス となった.こ の背景 として,人 口規模 の大 きな都市部では,

事業所の設置維持経費や人件費が郡部 よ り高額で,収 益率が圧迫 され る可能性 が考 えられ

る.ま た高齢化率にっいては,高 齢化率の高い地方や過疎地域では,利 用量の確保や移動

時間の問題で採算 をとりに くい ことを示す可能性が考 えられ る.

介護料収入額 につ いて も有意にプラス となってお り,訪 問介護事業には規模の利益が存

在す ることがわか る.

過去 の実績 との関係で見 ると,事 業所 の経過年数 でも,介 護保険制度前の行政事業の受

託実績額(対 数)で も影響 は認 め られない.サ ー ビス内容 も,サ ー ビス管理体制の充実度

やヘルパー側 の問題 による トラブルや行政調査,指 導の有無 と訪問介護事業所の収益率 と

の関係 は認 め られない.職 員の資格取得者や経験者 の割合 も同様である.

28総 務省 「2000年 国勢調査報告」に よる.
29ヘ ルパー総数 に占める看護資格者及び5年 以上経験のあるヘルパーの割合 .
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事業の範囲で も,介 護保険関連事業の併営の有無 は,い ずれの場合 も収益率に影響 して

いない とい う結果 になった.介 護保 険事業外 の行政の委託 ・補助事業 も同様で あるが,訪

問介護については,有 意 ではないものの,他 の要因 と比較 して何 らかの影響が あることが

推察 される,独 自の非営利事業のいずれ について も,収 益率への影響 は認 められ なかった.

以上 をま とめる と,訪 問介護事業所の収益率 には,市 場環境や事業規模 がか な り影響 し

ていることが確認 された.一 方,介 護保険制度前 の訪 問介護事業 の経験や行政事業の受託

実績 も,経 営上メ リッ トがある と一般的に考 えられてい る併営 され る訪 問 ・通所サー ビス

や施設サー ビス も,介 護保険事業外の行政の委託 ・補助事業の存在 も,2001年 度時点の収

益率にほ とん ど影響 していない とい う結果 が得 られ た.そ の意味では,訪 問介護市場は各

事業所が感 じてい るほ どに,競 争条件 に有利 ・不利 は無 く,一 定の公平性 が確保 されてい

ると言えるのかもしれ ない.

表4-24訪 問介護事業所の収益率推計結果

≡男変数

纐
市嚇 杁 口(対数}

高蛉1ヒ率
隣
介謝欄
介護保隣1疲前餌ラ政事業の受託辣鑛繍
サービス管瑠本糠 平点
ヘルパヨ財環濁題トラブンレタミー

行轍 指導ダミー

看護資格者割合(対〈ルパ纈
経験5年以上ピ〉レ・←割合(対ヘノレ鞠 糊
居宅介護支暖ダミー
在宅介護支援センタrダミー

訪間入浴タミー
酬 護 デイサーヒツ)ダミー
福祉用具貸与タミー
痴呆対芯型嗣 護 クルーフ糊 タミー
:介護老人隔祉施設タミー
医療系通所・施設ダミー

魏 崖助・訪調介護タミー
委託辞助・入浴タミー
委言毛絹華功・デイサ」」ビスダミー

委託襯力・食事タミー
委託罐助・移送ダミー
非営和♪訪問介護タミー
非営利・食事タミー
}P営禾lj・継 ダミー

修正済

サンプノ'

備

騰
顯

繍

雛

㎜
捲

㎜
燗
欄
㎜
撚

榴

纈

㎜
㎜
欄
㎜
㎝
欄
㎜
柵

埴叢

羅

擬

盤

欄簾

㎜㎜藩

羅

準

函直

0。070*

0.014恩.

0.088*

0,988

0.Ol1料

0.414

0.458

0.249

0335

0.302

0,911

0,901

0.334

0.912

0,800

0.686

0.676

0.504

0.506

0.110

0.898

0.592

0.561

α305

0.571

0.272

0.374

0.188

241

*1(瞭 有意料5繍 有意*料1%水準で有意

注1)介護事業収益率=介護難 介護蜘 入全㎝1瀞 一タ.金額7)骸端全(円

滋〉惟 老焔 き齢 ミー絃 介護老大懲一 ず肋を傍営しで'跳の医療系断 齢 ミー1翻楯護 這孤 ㈱ ・劃 テー泊Z
短期N務養介護介護老月羅艶設蛾 ず勘を1罫営しO舳 の.コ1らは重複す麟 獅移く,多重轍 繊5ため

注3)W亘麟鉦を行っだ直(報告.併営事業靭 ミー臓 サンフラ騨 諦ものま徴・ている.
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4.2.2訪 問介護事業所の事業規模

次には,訪 問介護事業所の収益率の重要な決定要素であった事業規模 にっいて,さ らに

分析 を進めることとしたい.ま た,在 宅サー ビスの介護保険事業者 にとって,訪 問介護の

利用者獲i得は,他 の介護保険サー ビスの利用 につなげ られ る可能性が高いため,多 少採算

面で問題 があっても,訪 問介護 事業 で一定量の事業量を確保す ることは重要 とも言われ る.

こ うした ことか ら,次 には訪 問介護事業所 の事業規模 の決定要因について分析する.

被説 明変数 は,介 護事業収入額(対 数)及 び介護料 収入額(対 数)と す る.分 析 の枠組 と

して,介 護事業(介 護料)収 入額は,① 市場環境,② 過去の実績,③ サー ビス内容,④ 事

業の範囲によ り決まる と仮定す る,こ れ らの項 目についてOLSで 推計 した,各 要素は,

以下の項 目で表 され る.

① 市場の環境:人 口(事 業所 のある市町村),高 齢化率(事 業所のある市町村)

②過去の実績:a事 業所の経過年数

b介 護保険制度前の行政事業の受託実績額

③サー ビス内容:サ ー ビス管理体制の評点の合計,ヘ ルパー側の問題 による トラブルの有

無,行 政調査や指導の有無,職 員の専門資格者や経験者 の割合

④事業 の範囲:a介 護保険関連事業

b介 護保険事業外の行政委託 ・補助事業

c・1介 護保険事業外 の独 自の非営利事業

c・2介 護保 険対象外 の人への非営利 サー ビス ・職員 ボランテ ィア等支援

独 自の非営利事業については2種 類 の変数 を用い推計を行 った.

推計の結果の一部は(表4・25)の とお りである.事 業所のある市町村の人 口(対 数)は,

両推計で有意にプラスで,周 辺人 口が多いほど介護ニーズ も増 え,訪 問介護事業所の事業

規模 は大 き くなっている.高 齢化率の影響は両推計共 に見 られない.

過去の実績では,経 過年数 が両推計において,1%水 準で有意 にプ ラス となってい る.

行政事業 の受託実績額(対 数)で も,両 推計でプ ラス となっている.

サー ビス内容については,サ ー ビス管理体制の評点(対 数)が,両 推計において有意に

プラス となってお り,サ ー ビス管理体制の向上が事業規模 の拡大 に影響 していると考 えら

れ る.し か し,ヘ ルパー側の問題 による トラブルや苦情があった事業所 は両推計で有意 に

プラスで,行 政調査や指導があった事業所は(推 計1)で10%水 準で有意にプ ラスであった.

情報の非対称性 によ り消費者 が質の悪 いサー ビスを選択 している可能性 もあるが,こ のこ

とは逆 に,事 業規模が拡大するほど管理体制が手薄になってい く可能性を示 してい るのか

も しれ ない.職 員 の資格や経験では,5年 以上経験のあるヘルパーの比率が,(推 計1)で

10%水 準 なが ら有意にマイナス となっている.看 護資格の場合 も符号はマイナスである.

この解釈 は困難であるが,長 年福祉 に携 わってきたヘルパーや専門性 を有す る職員の多い
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事業所は,事 業規模拡大 とは異なる目的を持 ち,利 用者本位 の事業展 開を志 向す るとい う

ことが考え られ る.し か し消費者 は職員 の専門資格や経験をあま り評価 していない とい う

ことも考 えられ る.

事業の範 囲では,介 護保険関連事業 では訪問入浴 が,10%水 準 を含 めて両推計で有意に

プラス となってい る.な お制度内福祉NPOに 多い施設 系のサー ビスや,居 宅介護支援事

業や在宅介護支援セ ンターの併営が事業規模 を伸ば しているとい う結果は得 られ なかった.

介護保険事業外の行政の補助 ・委託事業の うち,訪 問介護30は,両 推 計で10%水 準 も含

めて有意 にプ ラス となっている.

独 自の非営利事業では,保 険対象外者へ の非営利サー ビスが,10%水 準なが ら事業収入

の(推 計2)で 有意 にプラス となった.そ の他 の項 目では影響が見 られない.

(表4-25)

以上 をま とめると,介 護保険制度前 の経験や実績 が,2001年 度時点の訪問介護事業所の

事業規模 に影響 を及 ぼ している可能性 は否 定で きない.制 度外福祉NPOや 営利法人が不

公平 と考 え,ま た制度内福祉NPOが メ リッ トと考 える併営す る介護保 険関連事業 につい

ては,サ ー ビスによっては事業拡大に貢献 してい るこ とも認 められ た.た だ施設系サー ビ

スや医療系サー ビスには,特 にプラスの影響 は認め られなかった,

ただ し介護保険事:業外 で実施 されてい る行政 の委託 ・補助事業の有無は,訪 問介護事業

の規模にかな り影響 していることが明 らか になった.こ うした事業の主な委託先である制

度内福祉NPOは,他 の法人 よ りかな り有利な立場を得 ている可能性 がある.こ うした行

政の委託 ・補助事業 の規模 は,介 護保険事業全体 の事業費 と比較す ると特別に大 きなもの

ではないため,こ の変数は,制 度内福祉NPOと 行政の間の見えるよ うで見えない様 々な

結びつきを代表す る変数 となっていることも予測 され る.

一方
,制 度外福祉NPOは,独 自の非営利事業で利用者 にア ピール し,事 業収入 を伸 ば

している可能性 もあることが明 らかになった.そ の効果は不安定で限定的な可能性 もある

が,既 得権益の無いなかで,独 自の非営利 事業 の展開によ り,た くま しく事業 を成長 させ

ていることは,非 常 に注 目に値す る,

30家 事援助 と身体介護 のいずれかを実施 しているもの.こ の両者 を実施す る事業者はほ と

ん どが重複 してお り,別 々のダ ミーにす ると多重共線のおそれがあるため.
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表4・25訪 問介護事業所の事業規模推計結果

■

推計1 推 言Li2■ 繍■ 介護事業収入額(対数) 介護榊 ひ額(対数)
騰 t値 函直 騰 t値 函直

定数項 4.874 4.329 0.000 辮 8.816 3.785 0.000 榊
市財 寸人口(対数》 0.200 3.310 0.001 辮 0,457 3.531 0.001 辮
高齢1ヒ率 0.530 0.454 0.651 一〇

.398
一〇

.139 0,889

経過年…数(対蜘 0.294 3.427 0.001 辮 0.593 3.241 0.001 辮
介護保険制度前の行政事業の受託餅獺 対数) 0.019 2.010 0.046 ** 0.049 2.291 0.023 **

サービス翻 本編 練(対数) 0.484 1.733 0.085 * LO89 1.901 0.059 *

ヘ ノレパ旨側 の問題トラブンレタミー 0.515 3.681 0.000 辮 0.941 3.143 0.002 辮
行政調査・指導ダミー 0.475 1.656 0.099 * 0。906 1.536 0ユ26

看護資格者割合(対くルパ」づ総数:対数) 一〇
.013

一〇
。609 0.543 一〇

.030
一〇

.692 0.489

綿 年以 上ヘノレパ←割 合(対いゾレパトー総数:対数)
一〇

.026
一1

.708 0.089 * 一〇
.038

一1
.151 0.251

居宅介護支援ダミー 0.077 0.425 0,671 0。068 0.158 0.875

在宅介護支援センタータミー 0.043 0.242 0.809 0.061 0.169 0.866

訪問入浴ダミー 0.292 1,926 0.055 * 0.731 2.230 0.027 **

通所介護:デイサービツ)タミー 一〇
.191

一1
.151 0.251 一〇

.253
一〇

.681 0.496

福祉用具貸与タミー 0.108 0.563 0,574 0.150 0.373 0.709

疾繍 司生活介護(グンレーフ知「ム)タミー 一〇
,159

一〇
.496 0。620 一〇.316 一〇

.497 0.620

介護老人幅祉施設ダミー 一〇
.146

一〇
.895 0.372 一〇

.467
一1

.309 0.192

医療系通所・施設ダミー 一〇
.158

一〇
.767 0.444 0,014 0.033 0.974

委託補助・訪問介護タミー 0,383 2.349 0.020 ** 0.598 1.708 0.089 *

委託補助・入浴ダミー 一〇
.206

一1
.157 0.248 一〇

.248
一〇

.700 0.485

委託補助・デイサービスタミー 0.034 0.249 0.803 一〇
.063

一〇
.200 0.842

委託補助・食事ダミー 一〇
.155

一L259 0.209 一〇
.152

一〇
.564 0.574

委託補助・移送タミー 0.041 0。276 0,783 0.121 0.392 0.695

非営利・訪問介護タミー 0,230 0.728 0,467 一 一 一

非営利・食事タミー 0.016 0.074 0,941 一 一 一

非営利・移送ダミー 一〇
.050

一〇
,161 0.872 一 } 一

保隙外対象者ぺZ扉 営利ナービスタミー 一 一 一 0,718 1.713 0.088 *

職員のボランランア・市民活動:支援タミー 一 } 一 0。887 1.132 0.259

修正済朔ぞ 0。277 0.286

サンクツレ数 260 241

㈱ ま表坐24に伺じ.グ階璽料収入は介護事諜劉又入のうちの介護保険料等α反入

5お わ りに

現在の訪問介護事業において,様 々な面で優位 な立場 にある制度内福祉NPO,こ とに社

会福祉協議会 を含む社会福祉法人 には,税 制や補助制度な どで他 の法人 よ り優遇 され た

様 々な制度や行政 との密接な関係 が存在 している.本 調査 か ら得 られた結果 を総体的に見

ると,こ うした事情 を反映 して訪問介護事業において,制 度内福祉NPOが 有利な立場 に

あることは否めない よ うであ る.た だ本調査で,現 在の制度の公平性について尋ねた項 目

では,社 会福祉法人側 にも規制 内容が不公平 と答 えた割合が高かった.こ うした ことな ど

か ら,様 々な優遇策に伴 う厳 しい規制 もある制度内福祉NPOの 中には,自 由競争の市場

で思い通 りの事業展 開が実施 できないも どか しさを抱えてい る事業者 も,少 なか らず存在
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することが予想 され る.ま た行政密着型のNPOと して,本 調査では対象 とな らない不採

算部 門への取 り組 みも,様 々に存在す ることを記 した 自由意見があった ことも付記 してお

きたい.

しか しこ うした事情 を考慮 して も,介 護保険制度によ り社会福祉 の市場が完全にオープ

ンになった とい うことにっいては,現 時点ではかな り留保 が必要 とい うのが本論での結論

である.介 護保険制度 が,何 十年 もか けて発展 してきた高齢者福祉制度 を基盤 に した制度

であることを考 えると,過 去の実績が介護保 険開始後2年 目時点での各事業所の経営内容

に影響 してい るのは,あ る意味で当然の ことであ ろ う.し か し本制度の 目的が,様 々な民

間事業者 の参入 を促 し,よ い意味での競争 によ り,効 率的で質の高い福祉サー ビスの提供

を目指すのであれば,現 時点でまだ存在す るさま ざまな偏 りは,可 能 な限 り解消 されてい

くべ きではないか と考 える.介 護保険制度にある参入業種,税 制,あ るいは介護保険事業

外の行政の委託 ・補助事業な どにおいても,全 ての事業者がイ コール ・フッテ ィングな立

場で競争できる環境 の実現が,強 く望まれ るところである.

また本調査 によ り,制 度内福祉NPOに よる独 自の非営利事業 の実施割合は,制 度外福

祉NPOよ りかな り低い とい う結果が得 られた.も ちろん本調査で質問 した内容 以外で様々

な独 自の非営利事業が実施 されている可能性 は否 定できないものの,こ うした結果 は注 目

に値する.特 に,現 在進行 中の公益法人改革の議論 において,NPO法 人 を始 め とする公益

法人の事業 の多 くを原則課税 とす る議論が進 め られている.一 方 この見直 し議論 において

は,社 会福祉法人のみ公益性 の高 さゆえ介護保険事業に課税 されない とい う現況の見直 し

は含 まれていない.訪 問介護事業 に携 わる福祉NPOで 見 る限 り,外 部効果を生む独 自の

非営利事業に積極的なNPOに 課税強化 がな され,独 自の非営利事業に消極的 なNPOに 優

遇策が残 ることにな る.こ うした見直 しの方向に疑問が残 る.

介護保険制度 には,様 々な民間事業者 の活力を社会福祉制度に導入 し,効 率化 を図る と

ともに,こ れまで制度の外 にあった非営利組織や営利事業者のカを,大 き く進展 させ る装

置 としての機能 が期待 され てい る.急 速に進展す る高齢社会 のなかで,政 府 による高齢者

介護制度 が拡充 された ことは大いに歓迎 され ることであるが,行 政施策 として実施 される

限 り,そ こには厳 しい管理体制や硬直性が内在す ることはある意味で不可避 である.こ う

した政府 の限界 をカバー し,住 民 にや さしい介護事業を社会的に育ててい くためには,一

方で制度の外で展開 され る市民のボ ランタ リーな活動に よる高齢者支援事業 も,不 可欠な

ものではあ るまいか,財 源的な裏打 ちが明確な政府の制度 と,市 民の手 による独 自の非営

利活動 が両輪で動いて こそ,多 くの人々にきめこまかなニーズに応 じた介護 サー ビスが提

供 できる社会システムが実現す ると考 えられ る.こ うした意味においても,独 自の非営利

事業 を行 う非営利組織の活動が正当に評価 され,成 長 していけるための基盤整備,あ るい

は新たな社会的支援制度の拡充が強 く望まれ る.
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第5章 高齢者福祉の地域差 と構造要因分析
～民間非営利活動の福祉基盤形成へのインパクトを中心に～

1は じめに

日本にお ける政府の福祉サー ビスや施設 は,社 会福祉各法に基づ く全国一律な制度のも

とで供給 されてきたが,現 実 にはかな りの地域差が存在する.2000年 に開始 された介護保

険制度導入 の理 由の一つは,高 齢者 向けの福祉サー ビスや施設 の地域差 を解消 し,同 じ水

準のサー ビスが どこで も受け られ る基盤整備 を進 めることでもあった1.

日本 では第二次世界大戦後,徐 々に整備 され てきた社会福祉制度のなかで,1963年 の老

人福祉法の制定によ り,老 人福祉施設の整備や家庭奉仕員派遣事業 などが始 められ,ま た

1973年 には老人医療費 の無料化が実施 された.し か し高齢者福祉制度 は,基 本的 に要保護

世帯や低所得者 に限定 した非常に制限的な事業であ り続 け,高 齢者 の介護ニーズを満たす

取 り組みには至 らず,家 庭 内介護 の限界 が社会 問題 として注 目され るよ うになってきた.

また老人福祉施設や在宅サー ビスの整備 が不十分ななかで,高 齢者の長期入院が増加 し,

いわゆる社会的入院 が社会 問題化 した,そ の結果,老 人医療費の増大を解消 し,高 齢者 の

医療費一部負担や保健 ・医療 ・福祉 を一体的 に提供す ることを 目的す る老人保健法が1982

年 に制定 され たが,根 本的な解決 には至 らなかった.こ うした時代を経て,1989年 によう

や く国 レベルで 「高齢者保健福祉推進10ヵ 年戦略(ゴ ール ドプラン)」 が策定され,具 体

的な高齢者福祉の基盤整備の 目標 と財源確保 の方針が明確化 された.ゴ ール ドプランによ

り,特 別養護老人 ホームや老人保健施設な どの施設福祉,ま た訪問介護(ホ ームヘルプ)

事業,短 期入所(シ ョー トステイ)事 業,通 所介護(デ イサー ビス)事 業な どの在宅福祉

の整備 目標が打ち立て られ,こ の時期 を境 に高齢者福祉基盤 の整備 は大 きく前進す ること

となった.ま た1990年 の福祉8法 の改正 によ り,市 町村が施設福祉,在 宅福祉 を一元的

に担 うこととな り,各 地方 自治体では各々の老人保健福祉 計画 により高齢者福祉基盤整備

を進 めることとなった.そ して1990年 代後半か ら始まった社会福祉基礎構造改革のなか

で,福 祉サー ビスは,行 政処分である措置制度 か ら利用者 が選べるサー ビスへ と順次移行

す ることとな り,2000年4月 に介護保 険制度 が導入 され た。(表5・1)

この間には,1970年 代前半 に起きたオイルシ ョックにより先進諸国では福祉 国家体制の

見直 しを迫 られ,政 府 の福祉政策 の肥 大化 に歯止 めがかかる動きが あったが,結 果 として

1木 村(2001)は 一般会計 を通 じた介護サー ビスの提供では市町村の介護水準の格差が大 き

くなる恐れ があったことを指摘 している.
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国 ・地方共に政府の社会福祉支 出は増加の一途 をた どり続 けた2.背 景 にあるの はその頃か

ら顕在化 し始めた高齢化 の進展である.徐 々にではあるが在宅福祉サー ビスが制度化 され,

待った無 しの高齢化問題へ の対応策 として,一 部 の先進 自治体では独 自の様 々な高齢者福

祉サー ビスが始まった.地 方 自治体の社会福祉 の単独事業 は,施 設福祉サー ビスを中心に

進め られてきた国の政策の周辺である在宅福祉 サー ビスを中心に進み,新 たな施策が革:新

自治体 な どによ り実施 された.こ うした先駆的な取 り組 みの一部 が国の社会福祉政策で制

度化 され,全 国 に普及す るとい う動きが様 々な事業 で見 られ た3.

表5・1高 齢者福祉制度 の経緯

1963年

1973年

1978年

1979年

1982年

1986年

1989年

1990年

1995年

1999年

2000年

老人福祉法

特別養護老人ホーム、家庭奉仕員派遣の制度化

老人医療費の無料化く福祉元年〉

ショートステイの制度化

デイサービスの制度化

老人保健法

老人保健施設の創設

高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略(ゴールドプラン)→ 在宅福祉、施設福祉の整備 目標

福祉8法 改正

各種福祉サービスの実施権限を市町村に一元化

在宅福祉サービスの法定化

新ゴールドプラン →ゴールドプランの目標引き上げ

今後5ヵ年間の高齢者福祉施策の方向(ゴールドプラン21)

介護保険制度開始

社会福祉事業法等改正

健康保険組合連合会(2002)「社会保障年鑑2002年 版」東洋経済新報社、日本地域福祉学会(1997)「地域福祉事典」中
央法規出版、厚生労働省(1996)「日本の社会保障の歩み」から作成

2福 祉 国家 の見 直 しにつ い て は,新 藤 ・武智(1992),今 村 ・武智(1992)な ど.

3古 川(2001) ,高 澤(2002)な ど.
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この動きを具体的 に見ると,社 会福祉等支 出4の 国民所得 に占める割合 は,1970年 では

0.25%で あったのが2001年 には2.10%と30年 間で10倍 以上に伸びている.(図5・1)年

金や医療費が大半である社会保 障費 に占める社会福祉 の割合 はそ う大 きくないが,そ のプ

レゼ ンスは確実 に大 きくなっている.こ の社会福祉の中で増加が著 しいのが,老 人福祉の

分野である,社 会福祉等給付費 と老人福祉サー ビス給付費を比較す ると,年 々老人福祉サ

ー ビスの占める割合が大き くなってきてい る.(図5・2)さ らに,社 会保障全体の給付費 と,

社会福祉等給付費及び老人福祉サー ビス給付費 の伸び を,1973年 を1と して比較す ると,

老人福祉のサー ビス給付費が,1970年 代か ら一貫 して社会保障給付費全体の伸びを上回る

ペースで増加 し,そ の乖離は1990年 代以降大 きくな り,2000年 以降は他 を大 きく引き離

しているのが 目を引 く,(図5・3)

また社会福祉 の収入財源の推移 を見ると,1980年 代半ばまでは,国 庫負担 が地方 自治体

の負担である他 の公費負担の2倍 近 くを占めていたが,1980年 代後半にはほぼ同額の:負

担 とな り,こ うした傾 向が1990年 代終 わ り頃まで続いている.(図5・4)こ の間に行われ

た社会福祉関係補助金 の補助率引き下げの影響が大 きい と考えられ るが,1980年 代後半か

ら高齢化社会を 目前に して,独 自の福祉政策 を展開 し,社 会福祉支 出を増加 させた地方 自

治体 も少 なくない.介 護保 険制度が導入 された2000年 前後 で国庫負担 が大 きく増加 して

いるが,2001年 ではまた国庫負担 と地方 自治体負担が接近 してい る.社 会福祉 の財源 に占

める地方 自治体の割合 は,徐 々に増 えてきた ことがわかる,

このよ うに社会福祉のプ レゼンスは時代 と共に大き くな り,事 業の範 囲や対象者,供 給

体制 も拡大 しっっ変遷 を遂 げてきた.社 会福祉 の基盤整備 が進むなかで,取 り組みに積極

的 な地域 とそ うでない地域 の格差 も生まれてきた,本 章では社会福祉 のなかでも拡大が著

しい高齢者福祉を取 り上げ,そ の基盤整備 の地域差 を生む社会経済的な要因 と,要 因の経

年的な変化 について,1970年 か ら2000年 までの30年 間を対象に分析 を進めていきたい,

4社 会保障費統計では,1999年 度までは老人福祉費 は社会福祉費に含まれ ているが,2000

年か ら 「介護保険」の制度 を設 けて別途計上 している.こ こでは過去 との比較 を行 うため,

1999年 度までは 「社会福祉」,2000年 以降は 「社会福祉」と 「介護保険」を加算 した費用

で集計 している,
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図5・1社 会保障給付費 と社会福祉 ・介護保険支出の国民所得比
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図5-4社 会福祉 ・介護保険収入の財源
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(出所)国 立社会保障 ・人口問題研究所 「社会保障費統計資料」から作成

(注)老 人福祉サー ビス給付費は,介 護対策給付費 と介護保険以外の在宅福祉サービス費等か らなる.

2先 行研究と本研究の視点

2.1社 会福祉基盤の指標

地域の社会福祉 の基盤整備 を測る指標 としては,① 社会福祉 の政府支出や,② 社会福祉

施設の受容人数,サ ー ビス提供者な どのマンパ ワーあるいは福祉サー ビスの供給量が考 え

られる5.

①の政府支出は,社 会福祉 の第一線の担い手である地方 自治体で,社 会福祉基盤の規模

や内容 を大きく左右す る要素であることか ら採用 され る指標である.こ れ までに地域差の

要因を分析 した経済分野 の研 究では,政 府 の社会福祉支出が指標 とされた ものが多い.そ

の理由 としては,行 政の福祉 サー ビスの大半は措置制度 を中心に中央集権的に供給 されて

きたため,地 域 の社会福祉基盤 に関す るデー タがほ とん ど整備 され てお らず,利 用可能で

あったデータが政府 支出に関す るものであった ことがある.

②は,地 域 の住民が利用可能な福祉 資源 の直接的な指標である.た だ高齢者福祉制度が

まだまだ制限的であった1980年 代以前 には全国的なデータが未整備 であったこともあ り,

一定地域 に限定 された調査が多い.全 国的な都道府県 ・市町村の高齢者福祉資源 の調査 と

しては,長 寿社会開発セ ンターが 「老人保健福祉マ ップ」を1990年 か ら公表 している.

5福 祉 サー ビスの地域格差 に関する論文サーベイ は坂 田(1996) ,社 会福祉財政 の構造 と変
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他 では住友生命総合研究所 『地域介護 カデータブ ック』が,1990年 代の全国市町村の介護

資源 を指数化 し,要 因分析 を行 っている.

2,2社 会福祉政府支出の地域差の先行研究

社会福祉 の政府 支出を用 いて,地 域差を分析 した初期の研 究 として,坂 田(1978)は,日

本の社会保障予算には増分主義(イ ンク リメンタリズム)が 存在 し,地 方 自治体 の福祉サ

ー ビス量 と社会福祉支 出は大きな関連 を持っ こと,財 政悪化度が民生費にマイナスの影響

を及 ぼす ことを分析 している.ま た坂 田(1987)は 都市の民生費 の一般財源 を対象に分析

し,地 方の財政力が重要であ ることを検証 してい る.斎 藤 ・中井(1991)は,1990年 度の全

国の市の老人1人 あた り老人福祉費が,財 政力指数 と2次 曲線の関係 にあ り,高 齢化率や

1人 あた り所得 とは正の関係 にあることを分析 している.ま た坂 田(2003)は,地 方 自治体

の福祉計画や ゴール ドプランの策 定な どがあった1990年 代の始 めに,地 方 自治体の老人

福祉費はイ ンク リメンタ リズム を脱 し急速 に増加 したが,90年 代後半になると,公 債費負

担の大 きい地方 自治体では老人福祉費の伸びが抑制 されてい ることを分析 している.小 笠

原(2002)は,1970年 度 か ら2000年 度 の都道府県の経済規模 に対す る老人福祉費割合が,

老人ホームの定員数,高 齢化率 と正の関係 にあ り,地 域の経済力 とは負 の関係 にあること

を分析 してい る.

また塚原(1990)は,老 人ホーム入居者 見舞金,友 愛訪問派遣員,訪 問介護指導の予算が,

地方 自治体 の経済力や対象人数 あるいは対象人数の人 口割合 と正の関係にあることを検証

し,塚 原(1992)で は,先 進的な地方 自治体の独 自の福祉政策 は近隣の地方 自治体 に伝播 し

てい く現象 があるこ とを検証 している.

この ように多 くの研究では,高 齢者福祉の政府支出 と,地 方 自治体の財政力,地 域の経

済力 と高齢化 の進展 の間には大きな関連 があることが示 されている.

2.3福 祉サー ビス量の地域差 に関する先行研究

福祉 サー ビス量 についての分析 は,地 域別デー タの公表が近年 になって進 んできた こと

か ら,ま だそ う多 くはない,塚 原(1996)は,関 東の市 を対象に した調査か ら,ホ ームヘ

ルプサー ビスは,同 居家族がある場合には減少 し,特 別入浴や巡回入浴は要介護度が高ま

ると増加す ることや,ホ ー ムヘル プ,シ ョー トステイの利用 と要介護度の重 さは関係がな

化 につ い て は坂:田(2002)な ど,
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く,デ イサー ビスでは減少傾 向が あることを検証 してい る.ま た,世 間体や伝統が福祉サ

ー ビスの利用 を妨げている状況 は無いこと確認 してい る.浦 坂 ・大 日(2001)で は,高 齢

者福祉サー ビスの利用待機 の確率 と地方 自治体の特性の関係 を分析 し,在 宅福祉 サー ビス

の利用待機の確率は高齢化率の二乗 と負の関係があ り,施 設福祉サー ビスの利用待機の確

率は高齢化率の二乗 と正の関係が あること,ま た大都 市では在宅福祉サー ビスの利用待機

の確率が高 く,施 設福祉の利用待機 の確率 が低いことを検証 してい る.な お地方 自治体の

財政力 と待機率 にはほ とん ど関係 がない としている.ま た,特 別養護老人ホームの利用待

機 の確率が高い地方 自治体や,財 政力の高 い地方 自治体 は,現 金給付サー ビスが多い こと

を検証 している.

やや視点は異なるが,下 野 ・加老戸(2001)は,介 護サー ビスの都道府 県格差は大 きく,

その供給 は県民の意識や優先度を反映 してい ることを指摘 し,ア ンケー ト調査か ら若 い世

代 ほど介護 の充実 した地域への移住 を考慮 し,ま た公的介護保険の上乗せサー ビスの需要

が高い ことを実証 している,ま た福祉 サー ビス量の地域差が,介 護場所 の選択や就業行動

などに与 える影響 を分析 した もの として,大 日(1997)(2001)は,ホ ームヘル プサー ビス

の整備 が進 んだ地域では介護者 の就業が抑制 され,デ イサー ビスや シ ョー トステイでは就

業が促進 され る効果が あることを実証 している.

2.4高 齢者福祉基盤の規定要因 と本研 究の視点

このよ うに高齢者福祉 の基盤整備 にっいての研究 は,地 方 自治体の社会福祉支出 とその

財政状況,あ るいは地域 の経済力な どの経済的要因や,地 域の高齢化率 などの社会的要因

を中心に分析 されてきた.近 年 では,同 居家族の有無な どの世帯状況や,健 康状態 などの

社会的要因を考慮 した研究 も増 えている.高 齢者福祉 は女性 を主 とす る家族や,地 域の助

け合 いな どにより担われてきた歴史が長いが,高 度成長期以降の急速 な都市化,核 家族化

そ して高齢化の進展のなかで,も はや家族 内での支 え合 いは困難 とい う状況か ら徐々に成

長 してきた,し か し大澤(1993)が 指摘す るように,1970年 代後半か ら提唱 され てきた 「日

本型福祉社会論」では,日 本固有の 「福祉 の含み資産」である家族 ・親族 ・近隣 ・企業 ・

地域社会 における相互扶助 と連帯が強調 されたが,同 時 にそれ は女性の家庭内労働 を前提

に していた.こ うしたことか らも,世 帯状況や女性を中心 とした家族介護 の状況が政府の

福祉サー ビス量 にどう影響 しているか を分析す ることは,非 常 に重要である,女 性 の家族

介護 に関す る研究 として,白 波瀬(2000)は 高齢の親 との同居が家族介護 を促す ことを検

証 し,永 瀬(2000)は 中高年女性 を対象 に した分析か ら,同 居者 の加 齢が女性 の就業 を抑

制す る効果が高 く,就 業希望が介護 により抑制 されてい るこ とを検証 してい る.こ れ に対

して,大 日(1997)(2001)は,介 護サー ビスの充実に応 じて女性 の介護 のための離職が減 り,
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就業確率が上昇することを検証 してい る.遠 藤 ・吉 田(2001)は,親 の住宅ス トックが多

いほ ど,子 供 は同居 を望み,世 帯あた り居住面積 が広 くなるほ ど,同 居 による家族介護が

期待 され,訪 問介護需要は減 ることを実証 してい る,岩 本 ・小原 ・斎藤(2001)で は,家 族

に長期療養者が出 ると,療 養 に要す る費用 が増 え,ま た介護 に伴 う離職 が発生す ることな

どか ら,世 帯の消費水準が4分 の1程 度 下が ることを示 し,介 護 に伴 う家族の負担の大 き

さを実証 している.

なお先行研究がほとん ど扱っていないテーマ として,民 間の非営利福祉活動が挙 げられ

る.先 進諸国では戦後,社 会福祉 にお ける政府 の役割 を増大 し続 けてきたが,近 年 では肥

大化 した政府の非効率を改善す る手段 として,民 間の非営利 ・営利 の福祉活動への期待が

年々高まってきてい る.こ れまでの章で見てきた とお り,日 本 において も70年 代の後半か

らの福祉 国家体制の見直しのなかで,民 間活力の導入が声高に求 められ,社 会サー ビスの供

給体制における公私 関係 のあ り方 が問われ るよ うになってきた.そ こで提唱 された 「日本

型福祉社会論」な どによ り,個 人のボ ランテ ィアや民間非営利組織に よるサー ビス供給が

注 目を集 めるよ うになってきた.ま た政府は1990年 代初頭 に「参加型福祉社会」を提起 し,

福祉 のボ ランテ ィアの重要性 と振興策の必要性 を一層強調 し始め,1990年 の福祉 関係各法

改正では,民 間福祉 サー ビスへの期待 も明示 された.一 方で,民 間サイ ドでも自発的で先

駆的な活動が現れ,社 会福祉 の供給主体の多様化は年々進 んで きた.こ うした流れ のなか

で進 められた1990年 代後半の社会福祉基礎構造改革では,福 祉 サー ビス供給への競争原

理 の導入 が進め られ,同 時に福祉の民間活動へ の期待 が一層強調 されてい る.今 目,高 齢

者福祉を含む社会福祉 の基盤整備 を考える上で,民 間の非営利福祉活動が非常 に重要であ

ることについては,住 民,政 府,民 間非営利活動の現場,研 究者な どあ らゆる立場の共通

認識 となってい ると言 える.

しか し残念なが ら,こ れまでに様 々な形態の民間非営利 の福祉活動が,地 域 の高齢者福

祉基盤の形成 にどのよ うな影響 を与 えているのか とい うことを,経 済学 の分野で分析 した

例はほ とん どない6,そ の大きな理 由 としては,こ れ まで福祉サー ビスの大半は政府が中央

集権的に供給 してきたため,そ の分析は政府行動を中心にす ることが多 く,民 間の非営利

福祉活動は残余的なものとして扱われてきた こと,ま たその実態 を把握 できるデー タがほ

とんど存在 しなかった ことが考 えられ る,こ うした状況は,基 本的 に今 日でも大きく変わ

る ところはないが,本 研究では,こ れ までに公表 されて きた様々な社会福祉関係 の官庁統

計を中心に非営利活動に関連す る部分 を抽出 し,高 齢者福祉基盤整備 に与える民間非営利

活動 の影響 についての分析 を試み ることとしたい.な お これ までに述べてきた とお り,福

6事 例 を中心 に福 祉 の 民間 非 営利 活動 の可 能性 や 重要 性 を論 じた もの は多 い.例 え ば,田

中(1998),長 寿社 会 文化 協 会(1998),渋 川(2001),田 中 ・浅川 ・安 立(2003)な ど.ま た中

江(1998)は,医 療 福 祉 制度,公 益 法 人 とNPOを 幅広 く解 説 して い る.社 会 福 祉 にお ける

市 民参 加 の意 義 や重 要性 を論 じた もの と して は,伊 藤(1996),栃 本(1996)な ど。
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祉の民間非営利活動は,今 日話題 になっているNPO法 人な どの非営利組織やボランティア

のみでな く,政 府 と密接 な関係 を持ちつつ成長 してきた社会福祉法人や民生委員な どの存

在がある.こ の ような 日本特有 の福祉 の民間非営利活動 と高齢者福祉基盤整備の関係の変

遷 を,長 期 間に渡 り分析す ることとしたい,そ の期間は,社:会 福祉制度が拡充 しさまざま

な変遷 を遂 げてきた時代 ごとの影響 を知るために,1970年 か ら2000年 までの30年 間 と

する.

1989年 の ゴール ドプ ラン策定,1990年 の福祉8法 改正,そ して2000年 の介護保 険制

度の開始 とい う一連 の社会福祉制度改革のなかで,高 齢者福祉政策 は,① 高齢者世帯が増

加 し,家 族一主 に女性 一のみでは担 うことが困難になった介護 を社会的に支援す る,② 福

祉制度 と医療制度 の縦割 りの弊害 を無 くしバ ランスの とれ た制度 にす る,③様 々な民間の

営利 ・非営利の団体の活力導入 を図 るとい う方向で進 められてきた7.こ うした政策 目標が

実際に どう達成 されているのか とい う評価 を含 めて,分 析す ることとしたい.

3地 域差の現状

3.1高 齢者福祉基盤の地域の単位

福祉 サー ビスは1990年 の福祉8法 改正以降,市 町村で一元的に供給 され る体制 となっ

たため,高 齢者福祉基盤整備 の地域差 を見 るには,基 本的には市町村 を対象 とす ることが

望 ま しい とい う考え方がある.し か し特別養護老人ホームな どの老人福祉施設 の利用 は,

在住する市町村の住民 に限定 され ない こともあるため,当 該市町村の老人福祉施設は直接

の高齢者福祉基盤 の指標 とならない。また老人福祉施設の整備や,介 護保険制度導入前の

市町村 の在宅福祉事業には,国 ・都道府県の補助金 が共に投入 されている8こ とか ら,都 道

府県内の高齢者福祉の基盤整備 はある程度歩調を合わせ て進 められてきた ことが予測 され

る.藤i村(1994)に よれば,市 町村 の社会福祉計画の策定に都道府 県の関与は深 く,ま た塚

原(1992)に よれ ば,先 進的 な地方 自治体 の独 自の福祉政策 は近隣の地方 自治体に伝播 して

い く現象がある.こ うした事情 を考えると,都 道府県 レベルで比較す ることにも一定の意

味があると考え られ る.こ うした理 由及び1980年 代以前のデータで,市 町村を対象に し

た社会福祉 関連 のデータはほ とん ど入手不可能 とい う事情か ら,本 報告では,都 道府県 の

7厚 生労働省 「介護保険制度パンフ レッ ト」 ,ぎょうせい(2003)な ど.
8社 会福祉施設の整備 の補助率 は,国 が112,都 道府県が114と なっている.2000年 の法改

正前の老人福祉法では,都 道府県は市町村 の訪問介護,通 所介護(デ イサー ビス),短 期入

所(シ ョー トステイ)の 費用の1/4以 内の補助が出来 ると定め られていた.
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クロス セ ク シ ョンデ ー タ を用 い た分 析 を行 うこ と とす る.

3.2高 齢者福祉基盤 の指標

本報告では地域の高齢者福祉基盤 の うち,老 人福祉の政府支出の指標 として,都 道府県

と市町村 の合計ベースでの①65歳 以上人 口1人 あた り老人福祉費(以 下 「1人 あた り老人

福祉費」とす る)と,② 都道府県 と市町村の合計歳出決算額 に占める老人福祉費の割合(以

下 「老人福祉費割合」 とす る)の2種 類 を用いる.ま た高齢者福祉 サー ビスやマ ンパ ワー

の指標 としては,③65歳 以上人 口千人 あた り老人ホー ム9の 定員率(以 下 「老人ホーム定

員率」 とす る)と,④65歳 以上人 口10万 人 あた り訪問介護員率(以 下 「訪問介護員率」

とす る)及 び⑤65歳 以上人 口100人 あた り訪問介護サー ビス利用率(以 下 「訪 問介護サ

ー ビス利用率」 とす る)の3種 類 を用い ることとする.こ れ らは ゴール ドプランにも 目標

値が提示 された,高 齢者福祉基盤整備の柱 となっている施設やサー ビスである.② 以外 は,

65歳 以上人 口に対す る地域の高齢者福祉基盤 の数量である.基 本的に1970年 度か ら2000

年度 を対象 とす るが,⑤ についてはデータが入手で きる1995年 度以降 となる.

なお④ の訪 問介護員率 は,市 町村 の訪 問介護員 の設置率で あるが,介 護保険開始後 の

2000年 度以降は訪 問介護事業所の訪問介護員 となる.ま た⑤の訪問介護サー ビス利用率 は

1999年 度 までは市町村 が提供す るサー ビスの年間利用回数(65歳 以上人 口100人 あた り)

を利用 し,2000年 度以降は介護保険サー ビスの年間利用人数(65歳 以上人 口100人 あた

り)及 び年間利用総単位(65歳 以上人 口1人 あた り)を 利用する.

注意 を要す るのは,2000年4月 の介護保 険制度の開始によ り,高 齢者福祉サー ビスが

措置制度か ら利用者がサー ビスを選択できる保険制度 となったため,高 齢者福祉基盤 の指

標デー タの性質 には連続性 がない可能性 もあるとい うことである.例 えば老人 ホーム定員

率の場合,そ の大部分 を占める特別養護老人ホームは,介 護保 険制度の導入後 も,社 会福

祉法人以外の民間事業者の参入は原則 として排除 され,ま た入所待機者 がかな り存在す る

状況に も大 きな変化は無いため,そ の供給量を示すデー タの性 質は,地 域 の高齢者福祉基

盤 を示す もの として,あ る程度連続性 があると考 えられ る.し か し在宅福祉サー ビス,こ

とに訪問介護サー ビスの場合は,1999年 度以前は措置制度のなかで供給 されていたため,

行政 の設置す る訪 問介護員や提供す るサー ビス量 を,地 域の福祉資源 としての高齢者福祉

基盤 と同義 に考 えることができるが,介 護保険制度の導入で事情 は大き く変わった.介 護

保険制度が開始 した2000年 度以降は,訪 問介護サー ビスに民間事業者参入の道が大 き く

開かれ,利 用者 がサー ビスを選択す る制度 となったため,訪 問介護員は事業所 の従業員 と

9特 別養護老人ホーム(介 護老人福祉施設),養 護老人ホーム,軽 費老人ホームを含む.
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して,ま た訪 問介護サー ビス利用者数や利用量 は消費者 に選択 され た結果 とな り,潜 在的

な福祉資源 とい う意味での高齢者福祉基盤 とは,多 少異なる性質を持っ可能性 がある.

このよ うな問題 があるものの,介 護保険制度はそれ までの高齢者福祉制度を発展 させた

ものであることは確かであるため,上 記 のよ うな点に留意 しつつ,連 続的 に比較検討 を進

めることとしたい.

3.3高 齢者福祉基盤の地域差の経年推移

これ らの地域差の状況 は,(図5・5)か ら(図5・8)の とお りである.高 齢者福祉基盤の指標

によ り地域特 性がそれぞれ異 なるが,65歳 以上1人 あた り老人福祉費,老 人福祉費の割合,

老人ホーム定員率,訪 問介護員率のいずれ の場合 も,こ の30年 間に大 きな伸びを示 して

いることがわかる.ま たおお まかな傾向 として,各 指標で見た高齢者福祉基盤水準の順位

は,こ の間に大 きな入れ替 わ りはない.1970年 代か ら1980年 代にか けて高齢者福祉基盤

を整備 してきた地域 は,2000年 度 においても高水準である.こ の意味で高齢者福祉基盤 の

地域差はかな り固定性があると考え られる.

個別 の指標 の主な特徴 としては,65歳 以上1人 あた り老人福祉費では,東 京都が各年度

において突出 して最高だが,他 の大都 市圏 と地方圏では 目立 った差が無 い.(図5・5)老 人

福祉 費割合でも,東 京都 が各年度 において最 も高いが,65歳 以上1人 あた り老人福祉費ほ

ど他 の地域 との差はなく,全 般 に東 日本 よ り西 日本の方 が高い傾向がある,(図5・6)老 人

ホーム定員率で も,全 般 に東 日本 よ り西 日本 の方が高い傾 向を保 ちつつ,年 を経 るにつれ

全国的 に増加 してきている.(図5-7)訪 問介護員率でも,東 京都 が最高で4指 標 のなかで

も最 も顕著に突出 しているほか,神 奈川県,京 都府,大 阪府 といった大都市圏で も同様 に

高い傾向のもとで,年 を経 るごとに増加 してきている.(図5・8)

こうした各指標の地域差 の大 きさを変動係数 で見 ると,(図5・9)の とお りである.最 も

地域差 の大きかった ピー クは,65歳 以上1人 あた り老人福祉費 と老人福祉費割合で は

1970年 度,老 人ホーム定員率では1980年 度,訪 問介護員率では1990年 度 と異な るが,

1990年 度以降の変動係数は全て減少傾 向にあ り,地 域差は解消 され る方向にある.1990

年度か ら始まった ゴール ドプランによる高齢者福祉基盤の全 国的な拡充策 と,そ れに引き

続 く2000年 度開始 の介護保険制度 の帰結であることは言 うまで も無い.
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65歳 以上人 口1人 あた り老人福祉費5-5
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(都道府県 ・市町村歳出決算合計)老人福祉費割合5・6
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図5-8訪 問介護員設置率(65歳 以上人 口10万 人 あた り設置数)
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図5・9高 齢者福祉基盤の地域差の変動係数推移

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

59・9%57
.2%一

一47.0

40.3%

一

30・9%33・0%31
.4%

一30・27・8%32.O

l際 導 傑 撫譲 慧
14.1%12

・5%11 ,7%
IIIIlI

%

略

+訪 問介護員設

置率

一雛一老人ホーム定

員率

+老 人福祉費の

対総歳出割合

+1人 あたり老人

福祉費
1970197519801985199019952000

188



4推 計

4.1高 齢者福祉基盤の規定要因

高齢者福祉基盤の5つ の指標 に対 して,そ の規模 を規定す る要因 として考 えるのは,以

下の4項 目である.ま ず第1は 先行研究にな らい,地 域 の行政 ・経済基盤 とす る.第2は

人 口,家 族,都 市化な どの社会 ・人 口要因,第3は 民間の非営利福祉活動である10.こ の

3項 目について採用す るデータは,(表5・2)の とお りである.高 齢者福祉 サー ビス とマ ン

パ ワーの指標 については,第4と して施設 ・在宅の代替要因を加 える.

3.2.1で 示 した高齢者福祉基盤iの5つ の指標 を被説 明変数,上 記の要因 を説明変数 とし

てOSL(OrdinaryLeastSquare)で 推 計を行 うこととす る.各 々の規定要因 として取

り上げる指標 の詳細 と,各 要因の与える影響 についての予測は下記の とお りである.

4.1.1行 政 ・経済基盤

行政 ・経済基盤 としては,① 地方 自治体(都 道府県)の 財政力指数,② 人 口1人 あた り

県民所得 を利用す る.① は地方 自治体 が持てる財源 を 自らが優先す る分野に振向ける裁量

の大 きさを示 し,② は地域の経済力の規模 を示す変数 と考える.本 論 では斉藤 ・中井(1991)

にな らい,地 方 自治体の財政力指数には二乗を用い,財 政力指数が一定程度 まで高まるに

つれ高齢者福祉基盤 の整備 は減少 し,あ る点を超 える と逆に高まるとい う事象 を複数の高

齢者福祉基盤の指標について再検証す る.地 域 の経済力 との関係 については,高 齢者福祉

が社会的困窮者 ・弱者への救済の性質が強い ものな ら,期 待 され る符号は負,逆 に高齢者

福祉 が経済的余力のあるところで,一 層 に整備 が進む性質であるものな ら期待 され る符合

は正である,

4.1.2社 会 ・人口要因

社会 ・人 口要因 としては,①70歳 以上人 口割合,② 平均余命,③ 人 口集 中地 区割合,④

単身高齢者割合,⑤ 女性(45歳 か ら59歳)の 労働力率 を利用す る.① については65歳

以上 を高齢者 とす ることが多いが,介 護 ニーズが発生す るのは より高齢 な年代 であるため,

病気の出現率が より高まる70歳 以上の老齢人 口割合 を採用す る11.老 齢人 口割合 が高ま る

と高齢者福祉基盤が整備 され ると考 えるのが 自然であるため,期 待 され る符合は正で,斉

10営 利の民間福祉活動の影響 も非常に興味深 い要因であるが,こ れ らは主に1990年 代以

降の比較的新 しい動 きであ り,過 去 に遡 り利用できる十分なデー タが入手できなかったた

め,本 報告 では非営利の民間福祉活動のみ を対象 とす る.
llWHOが2000年 の"WorldHealthReport"で 初 めて公表 した,病 気その ものを減 らし,

痴ほ うや寝たき りにな らない状態で生活できる期間である 「健康寿命」は,1999年 時点の

日本の場合,男71.9歳 女77.2歳 であった.
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藤 ・中井(1991)や 小笠原(2002)な どの先行研究で もこ うした結果 が出ている.② は長寿が

高齢者 の健康状態が良好な指標 と考 えられ るな ら符号 は負,介 護 ニーズの量を高 める要因

となるな ら符号 は正 が期待 され る.た だ,家 庭内における介護の主な担い手は女性で,』家

族 内での介護 でなく施設での介護 を受 ける老人ホーム入居者 の大半も女性 とい う事情を考

える と,男 性寿命 と女性寿命は異なる影響 を与 えることも予想 され る12.③ は都市化 の影

響が,高 齢者福祉基盤 の整備 に与 える影響 を見 るものである.都 市化の進 んだ地域では社

会的な介護 の受け入 れに抵抗が少ない,あ るいは家族介護が期待できない場合には,期 待

され る符号 は正である.④ は世帯内に介護 を頼れる家族 がいない高齢者 の割合である.福

祉サー ビスが,他 に身寄 りがな く社会的な支援が不可欠 な高齢者 のみを対象 に した,限 定

的なサー ビス・レベル であれ ば符号は正であ り,同居家族や家庭 内介護 の有無に関わ らず,

あらゆる高齢者 を対象 とす る普遍的なサー ビス ・レベルに達 してい るのであれば,影 響無

しが予測 される.⑤ は家庭内介護 の主力 と期待 される年代 の女性 が,労 働市場 に出て行 く

ことと,社 会的介護のための高齢者福祉基盤の整備 が どうい う関係 にあるのかを見るため

に採用す る.地 方 自治体が中高年女性の労働市場への参加 に伴い,社 会 的な介護サー ビス

である高齢者福祉基盤 を拡充 させ る傾向があるな ら,期 待 され る符号は正である.

表5-2高 齢者福祉基盤の規定要因分析の枠組.

睡…籔

へκ蚕 繍

老人福祉の政府支出1

昔 蔦 サー欝撫蝦驚趣薦理響

利用データ

①65歳 以上人口1人あたり老人福祉費(都 道府県・市町村合計)

②総決算額に占める老人福祉費割合(都道府県・市町村合計)

③老人ホーム定員率(65歳 以上人ロ千人あたり)

④訪問介護員設置率/訪 問介護事業所訪問介護員数(65歳 以上人口10万人あたり)

⑤訪問介護サービス利用回数/人 数/利用単位(65歳 以上人ロあたり)

霧 熱灘 漂… 灘翻 自治体財政力

地域の経済力

家族状況

睡羅懸羅総 羅懸翻 制灘 非営利活動

制度外非営利活動

施設・在宅の代替1在 宅サービス

施設サービス

① 自治体(都道府県)の財政力指数

②人口1人あたり県民所得(万 円)

①70歳 以上人ロ割合.

②平均余命

③人ロ集中地区割合

④単身高齢者割合(対65歳 以上人 ロ)

⑤女性の労働力率(45歳 から59歳)

①老人福祉施設の民営率

②社会福祉協議会活動指標:訪 問介護員の社会福祉協議会委託割合

③民生委員活動指標:人 ロ100人あたり相談件数

①ボランティア(社会奉仕)行動者率

②福祉系NOP法 人数割合(人ロ10万 人あたり)

①ホームヘルパー設置率/従 業員数(65歳 以上人ロ10万人あたり)

②在宅福祉サービス利用率(65歳 以上人口100人あたり)

①一般病床数(65歳 以上人ロ千人あたり)

②老人保健施設定員率(65歳 以上人 ロ千人あたり)

③老人ホーム定員率(65歳 以上人ロ千入あたり)
④介護保険施設定員率(65歳 以上人ロ千人あたり)

122000年 度の介護保険施設入所者 の77%は 女性(厚 生労働省 『2000年 度介護保険サー ビ

ス ・事業所調査』).ま た家庭 内で要介護者 を主に介護 しているのは76.4%が 女性で,そ の
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4.1.3民 間非営利福祉活動

第3の 民間の非営利福祉活動 については,日 本 の福祉活動の特性 を考慮 し,様 々な要因

について分析す る.戦 後 日本 の社会福祉 の主 な担 い手 は政府部門であるが,社 会福祉の制

度 内外には,様 々な レベルの民間活動が存在 している.そ の一つは政府 の社会福祉制度 と

密着な関係にある民間活動である.組 織 としては,社 会福祉施設を経営する社会福祉法人,

地域福祉 の主な担い手 として成長 してきた社会福祉協議会がある.ま た行政 の協力機関 と

して地域 の福祉 ニーズを行政にっ なぐボランティアである民生委員の制度がある13.一 方,

政府 の社会福祉制度 とは直接関係 のない,草 の根 レベル を含む 自発的な意思に基づ く活動

も様 々な分野で存在す る.高 齢者の見守 り,訪 問,生 活支援 を地域社会 のなかで行 う活動,

ボランテ ィア団体やNPO法 人 として組織的に介護サー ビス を提供す る活動,老 人福祉施設

のボ ランテ ィアや病院ボ ランテ ィアな ど,様 々なきめ細かな活動 が,各 地域で長い歴 史を

持 ち,展 開 されていることが知 られてい る.本 研 究では,こ うした 日本 の独特な福祉の民

間非営利活動の動向が,地 域 の高齢者福祉基盤整備 に及 ぼす影響 の全てに関心があるため,

これ らの要因を幅広 く取 り上げる.

こうした活動を指標 として捉えるのは,特 に制度外 の民間非営利福祉活動 については全

国的,一 元的なデー タが非常 に限 られているため困難 であるが,本 論 では下記 の とお りの

データを利用す る,制 度内の民間非営利福祉活動については,① 老人福祉施設民営率14(定

員ベース),② 社会福祉協議会の活動指標 として,訪 問介護員の社会福祉協議会委託率を用

い,③ 民生委員の活動指標 として,人 口100人 あた り民生委員相談件数15を 共通に用いる.

制度外の民間非営利福祉活動の指標 としては,④ ボランテ ィア行動者率16,⑤ 人 口10万 人

あた りNPO法 人数(2000年 度以降のみ)を 用い る.

① の老人福祉施設民営率については,老 人福祉政府支 出 との関係 では,符 号が正 な ら,

老人福祉施設の民営化が進 んだ地域は,老 人福祉政府支 出を増加 させ る傾 向があることに

なる.符 号が負 な ら,老 人福祉施設の民営化が老人福祉政府支出を抑制す ることにな り,

行政 コス トの削減に繋がっているとい う解釈 も成 り立つ.老 人ホーム定員率 との関係では,

ほ とん どは40歳 以上で ある(厚 生労働省 『2001年 国民生活基礎調査』),
13小野(1994)に よれ ば,民 生委員の始祖 とされ る救済委員制度は,地 域の篤志家の 自発的

な地域住 民の救済制度 として構想 され た.そ の後,地 方 自治体 ・国の制度化が進むにっれ,

行政 の協力機関 となったが,あ る意味で非常に 日本的なボランテ ィアの一形態である.
14老 人福祉施設 の私営施設のほ とんどは社会福祉法人 の経営.1998年 度では同私営施設

15941の うち14701(92%)が 社会福祉法人の経営.
15民生委員は民生委員法 に基づき設置 され,国 の定める基準によ り配置 され ることか ら,

人 口あた りの委員数 で地域差 を見 ることが困難 であると考 え,相 談件数 を使用す る.
16社 会生活基本調査に より,2001年 については高齢者対象ボランティア,1996年 につい

ては児童 ・障害者 ・高齢者対象の社会奉仕及び福祉施設 での社会奉仕 を用いる.1991年 以

前についてはこうした細かい分類のデー タが得 られ なかったため,全 体の社会奉仕の行動

者率 を採用す る.
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符号が正な ら,民 営化 が進 んだ地域では老人ホームの整備 がよ り進む ことになる.符 号が

負の場合は,行 政直営が増える純粋な福祉国家型の地域の方が,老 人福祉施設 の整備は進

む とい うことになる.

② の社会福祉協議会活動指標 については,老 人福祉政府支出 との関係では,符 号が正な

ら,政 府 の関与が強い民間非営利組織である社会福祉協議会のプレゼ ンスが高い地域では,

政府支出が増加す ることになる.符 合 が負の場合は,政 府 の関与が強い民間非営利組織 の

活動が,政 府支出を抑制す るあるいは効率化す ることになる.訪 問介護員設置率や訪問介

護サー ビス利用率 との関係では,符 号が正な ら,社 会福祉協議会のプ レゼンスが高い地域

では,訪 問介護 のマ ンパ ワーやサー ビス量が増加す ることになる.こ の符号が負 になる と

い うことは,大 半が外部委託で実施 されてきた行政 の訪 問介護事業において,民 間委託が

行政の関与が強い社会福祉協議会に留 ま り,そ の他の民間団体へ広 がらないことが,地 域

の高齢者福祉基盤の整備 を阻害す る要因 となる可能性 を意味す る.政 府 とは距離 を置 き自

由な活動 を行 う非営利組織や営利組織の活力 を十分生か しきれていない地域では,高 齢者

福祉基盤 の整備が進 みにくい とい う可能性 も予測 され る.

③ の民生委員活動指標については,老 人福祉政府支 出との関係 では,符 号が正な ら,民

生委員の活動 が活発 な地域 ではニーズの掘 り起 しが進み,老 人福祉政府支出が増えるとい

うことにな る.一 方,符 合 が負の場合は,民 生委員の活動 が活発 な地域 は老人福祉政府支

出が抑制 され ているこ とにな り,行政 コス トの削減 に繋 がっているとい う解釈 も成 り立つ.

老人 ホーム定員率や訪問介護員設置率,訪 問介護 サー ビス利用率 との関係 では,符 号が正

な ら,民 生委員の活動が活発な地域ではニーズの掘 り起 しが進み,高 齢者福祉基盤の整備

が進む ことにな る.

④のボランテ ィア行動者率 と⑤福祉系NPO法 人数については,老 人福祉政府支出 との

関係では,符 合 は正な ら,制 度外の民間非営利福祉活動 が福祉 ニーズに対す る住民の声高

な要望 とな り,地 方 自治体が老人福祉政府支出を増加 させ る要因になってきた と考え られ

る,逆 に符号が負の場合 は,民 間非営利の福祉活動が,行 政の老人福祉支出 を抑制す る傾

向があ り,行 政 コス トの削減 に繋がっているとい う解釈 も成 り立つ.今 日の草の根を含め

た民間の非営利福祉活動 と政府の社会福祉活動は,組 織 も財政規模 にも圧倒 的な格差があ

ることを考慮す ると,こ の ことをもって民間活動 と政府活動 が代替関係 にある と解釈する

ことは過大評価 とな る恐れがあるが,一 定の範囲 内で民間非営利 の福祉活動が政府支出に

影響 してい ると解 することは出来る.老 人ホーム定員率や訪問介護員設置率,訪 問介護 サ

ー ビス利用率 との関係では
,符 号が正な ら,民 間非営利の福祉活動が活発な地域では高齢

者福祉ニーズが顕在化 し,高 齢者福祉基盤の整備が進む ことになる,な お,民 間組織の草

の根の活動 が中心であるボランティアの活動 と,組 織化 され財政規模 も大き く介護保険事

業者な どとして幅広 く事業 を展開す る福祉系NPO法 人の活動 はかな り異なることか ら,

両者が高齢者福祉基盤 に与 える影響は異なる様相を示す ことも考 えられ る.
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4.1.4施 設 ・在宅の代替要因

第4の 施設 ・在宅の代替要因は,老 人ホームの整備 に与える他の類似施設や,在 宅福祉

サー ビスの与える影響,あ るいは訪問介護サー ビス基盤の整備 に与える高齢者福祉関連施

設の影響 を確認す るためのものである.

老人ホー ムの定員率については,①65歳 以上人 口10万 人あた り訪 問介護員の設置率ま

たは②65歳 以上人 口100人 あた り在宅福祉サー ビス(訪 問介護(ホ ームヘルプ),通 所介

護(デ イサー ビス),短 期入所(シ ョー トステイ))の 利用率 との関係 をみ る.ま た他 の施

設サー ビスである③一般病床率 と④老人保健施設 定員率 との影響 も確認す る.

訪 問介護員 の設 置率 または訪 問介護サー ビスの利用率 につ いては,⑤ 老人ホーム定員率,

⑥老人保健施設定員率,⑦ 一般病床率の影響 を確認す る.な お2000年 度以降は,特 別養

護老人ホーム,老 人保健施設,介 護療養型医療施設が,介 護保険施設 として同一制度のな

かで扱 われ るようになったため,⑧ 介護保険施設定員率 の影響 を確認す る.以 上は全て65

歳以上人 口千人あた りに対す る数量である.

これ らは政府 が社会福祉政策 を施設整備重視型 か ら,住 み慣れ た地域社会のなかで出来

るだけ長 く暮 らせ るよ う在宅福祉重視型に方向転換 してきた過程 で,そ れぞれの地域では,

老人 ホームや訪問介護サー ビスは代替的に整備 され てきたのか,あ るいは補完的 に整備 さ

れてきたのかを検証す るものである.① ②及び⑤⑥⑦⑧の符号が正の場合 は,施 設福祉で

ある老人ホーム と在 宅福祉である訪問介護は補完関係 にあ り,施 設福祉 の整備 が進んだ地

域では在宅福祉 の整備 も進む,あ るいは在宅福祉の整備が進 んだ地域では施設福祉 の整備

も進む とい うことにな る.① ②及び⑤⑥⑦⑧の符合が負 の場合 は,施 設福祉 と在宅福祉 が

代替関係 にあ り,施 設福祉 の充実化 を図る地域では在宅福祉 が抑制 され,在 宅福祉 の整備

が進んだ地域では,施 設福祉の整備 が抑制 される とい うことになる.

③④の符合が正 の場合は,施 設福祉である老人ホームの整備 が進む地域では,代 替施設

とな りうる病院や老人保健施設な どの整備 も進む施設志向の強い地域 とそ うでない地域 に

分かれ ることを示す.符 号が負の場合 は,老 人ホームなどの社会福祉施設 と医療機 関,保

健施設 は代替関係 にあることを示す,

4.2高 齢者福祉基盤規定要因の地域差の経年推移

上記の規定要因 として採用す る各指標の うち,主 な ものの地域別 の年次推移 を示 した も

のが,(図5・10)か ら(図5・13)で ある.行 政 ・経済基盤の うちの財政力指数 を見ると,大

都 市圏の都道府県で高 く,地 方で低い とい う傾向 も,順 位 も30年 間全 くと言って よい ほ

ど変わっていない.(図5・10)変 動係数で見る と,1970年 代以降,格 差は減少傾 向にあった
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が,バ ブル期の1990年 度 に格差は広が り,景 気後退が進んだその後 は,地 域差は再び減

少傾 向にある(図5・14).社 会 ・人 口要因の70歳 以上人 口割合 は,1970年 度か らの30年

間で全体的 に5倍 以上 となってい るが,大 都 市圏で低 く,地 方圏で低 い傾 向は変わ らない.

(図5・11)変 動係数で見 る と地域差はほとん ど変わ りが無いが,減 少傾向にあ り,高 齢化 の

進展度合いは平準化 しつつある,

民間非営利福祉活動 の うち,民 生委員 の活動指標 は,1970年 度 か ら増加 し1980年 代が

ピー クとな り,1990年 度以降減少 している都道府 県が多い.広 島県 ,長 崎県,鹿 児島県な

どが各年度で上位にあるが,活 動の差は地方圏のなかで も大 きい.大 都市圏では全般 に民

生委員の活動は低調 である.(図5-12)変 動係数 で見る と1970年 度の56.2か ら2000年 度

は38.3に 下が り,一 貫 して地域差 は減少傾向にあ り活動 は平準化 しつつある.ボ ランテ ィ

アの活動率は,1980年 代 よ り1990年 代以降の方が高い傾 向がある.こ の20年 間に大き

く活動率が増加 した地域 と,ほ とん ど活動率が変わ らない地域があ り,他 の指標に比べる

と順位の入れ替わ りも見 られる.ま た大都市圏で低 く,地 方圏で高い傾 向もある.(図5・13)

変動係数 で見 ると1980年 代か ら1990年 代ではほとん ど変化がないが,2001年 度でやや

減少 し,地 域差が減少 している.し か し民生委員活動指標 と比較する と,地 域差 はかな り

少ない.

これ らの状況 は,先 にみた高齢者福祉基盤の指標である①1人 あた り老人福祉費,② 老

人福祉費割合,③ 老人 ホーム定員率,④ 訪問介護員率,⑤ 訪 問介護サー ビス利用率 と比較

して,一 見 して明らかな関連 は観察 され ないが,そ れぞれに特有 の地域差があることが観

察 される.
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70歳 以上人 口割合5・11
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図5-14高 齢者福祉基盤規定要因の地域差変動係数推移一
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以下 で は,こ の5つ の 高齢者 福 祉基 盤 指標 を被 説 明変 数 と し,4.1.1か ら4.1.4で 示 した

①行 政 ・経 済 基盤,② 社 会 ・人 口要 因,③ 民 間非 営利 福祉 活 動,④ 施 設 ・在宅 の代 替 要 因

とな る各指 標 を説 明 変数 と して,OSL(OrdinaryLeastSquare)で 推 計 を行 っ た結 果

を報 告す る.

4.3推 計結 果

4.3.1年 次別推計結果① 政府支出 レベル ー65歳 以上人 ロー人当た り老人福祉費

高齢者福祉基盤 の指標 を65歳 以上人 口1人 あた り老人福祉費 とした推計結果は(表5・3)

の とお りである.行 政 ・経済基盤 について見 ると,財 政力指数 の二乗は ,1970年 度か ら

2000年 度の全年度 において,有 意 に正 となっている.つ ま り地方 自治体 の財政力指数が低

い レベル では,財 政力指数が大 きくなにつれ1人 あた り老人福祉費は減少す るが ,あ る点

を境 に財政力指数 が大 きくなるにつれ1人 あた り老人福祉費は増加す る,U字 型 の関係 に

あることを意味す る.人 口1人 あた り県民所得(以 下 「県民所得」 とす る)も,デ ータの

得 られた1975年 度以降の全てで,有 意 に正 となってい る.斉 藤 ・中井(1991)の 分析結

果 は,1970年 度か ら2000年 度の全般に当てはまることがわか る.1人 あた り老人福祉費

とい う高齢者福祉基盤の指標 に,行 政 ・経済基盤 が与える影響はかな り頑健性 があると言

える17.

17財 政力指数,財 政力指数の二乗,県 民所得の相 関係数 は0.9前 後で高 く,多 重共線関係

が疑われ る年度 もあったが,モ デルの適合度(リ セ ッ ト検定)や 修正済み決定係数 はいず
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社会 ・人 口要 因では,70歳 以上人 口割合 が2000年 度に有意 に正 であるのに対 し,高 齢

単身者割合は1975年 度か ら1985年 度の間で有意 に正 となっている.ゴ ール ドプラン実施

前の時代,高 齢者福祉 の対象 は家族の支援 が期待 できない単身高齢者だったのが,介 護保

険制度導入の2000年 度前後か ら,高 齢者一般に広がってきた ことが読み取れ る.45歳 か

ら59歳 の女性労働力率(以 下 「女性労働力率」 とす る)と の関係 では,2000年 度のみ有

意 に負 で,家 庭 内介護 を期待 され る年代 の女性 の労働参加が活発 な地域 では,1人 あた り

老人福祉費 は少 ない ことになる.男 女の寿命については,各 年度 において係数,符 号共 に

非常 にば らっ きが大 きく,一 定 した傾向が見 られ ない.人 口集中地 区割合 は1990年 度 と

1995年 度 に有意 に正であるが,2000年 度 には影響が見 られない.ゴ ール ドプラン実施後

の1990年 代に,1人 あた り老人福祉費でみ る高齢者福祉基盤の整備が進んだのは,都 市

化の進んだ地域であった と言 える.

民間の非営利福祉活動 については,い くっかの興 味深い発見が あった.社 会福祉協議会

活動指標は,1975年 度 と1980年 度で有意に正であった.訪 問介護 の対象が低所得者 に限

定 され,委 託先は社会福祉 協議会 に限 られていたこの時代18に は,行 政 直営でな く社会福

祉協議 会へ の民間委託 を進 めた地域の方が,1人 あた り老人福祉費を増加 させた と言 える。

民生委員活動指標 については,2000年 度 に有意に負 となっている.1985年 度か ら1995

年度 までは,有 意ではないが符号は正である.介 護保険制度が導入 され た2000年 度に至

り,民 生委員の活動が活発 な地域では,1人 あた り老人福祉費が抑制 され るよ うになって

い る.老 人福祉施設民営率については,明 らかな影響 はみ られない.

一般のボランティア につ いては
,行 政系のボ ランテ ィアである民生委員 とは逆 の影響が

見 られ る.一 般のボランテ ィア行動者率については,2000年 度 に有意 に正 となっている.

1980年 度か ら1995年 度までは,有 意 ではないが符号 は負である.行 政系ボランティアの

民生委員の活動指標 が1人 あた り老人福祉 費に与 える影響がマイナスに働 くよ うになって

きた一方で,一 般のボランテ ィアの行動者率は,プ ラスの影響 を及ぼす よ うに変化 してき

たこ とが予測 され る,1995年 の阪神 ・淡路大震災,1998年 の特定非営利 活動促進法 の制

定 と,1990年 代後半に大 きな盛 り上が りを見せた市民活動 としての民間非営利活動 が,よ

うや く社会的なインパ ク トを発揮 し始 めた とい う可能性 が読み取れ る.2000年 度のみで

あるが,人 口10万 人 あた り福祉系NPO法 人数(以 下 「福祉系NPO法 人数」 とす る)の

影響 は認め られない とい う結果 になった.

れの場合 も3変 数 を採用 した場合が最 も高かった.
18訪問介護事業は1962年 に国庫補助対象事業 とな り,1963年 に老人福祉法で 「家庭奉仕

員」 と位置付け られ全国に普及 した.当 初は主に低所得者 に限定 したサー ビスだったが,

1982年 か ら派遣対象世帯が大 きく広げ られた.本 章の(表5・8)を 参照
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表5-31人 あた り老人福祉費(都 道府県 ・市町村合計)の 決定要 因

65£ 上1あ たり老

2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970

説 明 変 数

財 政 力 指 数(二 乗)192.399…343,357…

β.06a/r528の

財 政 力 指 数 一248.642… ・59L843

一β.22男 一で6.23Z♪

県 民 所 得(万 円)0.4820.931螂

ρ.72」リr4.307り

70歳 以 上 人 口割 合6.7755.354

ρ.482りrノ.222リ

男 性 寿 命 一18.7672.734

一ρ,021/ro25の

女性 寿 命20.574★0・489

r7.87」リ ρ.041ノ

高齢 単 身 者 割合0.887L422

r1.12η6L36」 リ

女 性 労働 力 率 ・2.601… 一〇903

(45歳 ～59歳) 一ρ.83」リ ーで0.791ノ

人 口集 中地 区割 合0.0400.949畑

ρ.11の ρ.05の

老 人福 祉 施 設 民営 率0。199-0.223

8λ66の イ冨λ67夘

社 会福祉協 議会活動指 標0.039-0.147

ro23の イ0.742♪

民 生 委 員 活 動指 標 ・1.854鼎0.277

一ρ.302リ ρ.382リ

ボ ランティア 行動 者 率5.495・0974

θ.82の 一〇23現 ノ

福 祉 系NPO法 人 数 一3.177

(対 人 口10万 人) イ0
.79の

定 数 項 一132.344-163.050

一ρ.233-0.273

187.999虚 壼壷

r7.70の

一37L131冑 費費

イ6.381/

0.696曲 勲

f3.55∂

一〇.124

イ0.03の

一4,963

イo.58η

5.240

ρ.63∂

0。875

θ.03の

一1.068

一θ .30の

0。75藍 魯

μ.93の

一〇291

一ρ .24の

0.089

で0.62の

0。338

1η.60の

0。255

で0.30の

5L384

でり.125

220.915曹 僧

で5.77η

一400 .688鶴 禽

イ6.17の

0.738勲 脅

β.09の

一4,978

イ1.341/

4.112

ρ.59η

一8250

イ1.23∂

1.699士 ★

ρ.24の

一〇。792

イ121刃

0。250

ro.72〔 り

一〇。194

イ〃4η

0.150

μ.38の

0.155

8λ48{り

一〇.565

イ0.84の

167.336脅 曹官

6.43の

一310 .834費 鼎

イ4.00の

0,860触

ρ.66の

一4.573

イ1,0〃 ノ

ー4.891

一ρ .694ノ

ー7.674

一μ .〃 刃

2.125鼎

ρ.34η

一〇.168

一ρ25の

0。289

でり.69(リ

ー0.154

一で0.95の

0.202脅

θ.84の

一〇.244

イo.59の

一〇.436

イ0.56の

46.855★ 貞13.432曹 膚白

ρ.191ノ ρ.79ε ノ

ー118 ,942禽 禽禽 一25.733鼎 禽

一β .75の 一r3.32」リ

0。995官 壷費

r3.67Z♪(0.000)

0.632-L637

8λ19Zノ ーμ.49η

一3.4091。230☆ 嚢

_0 .851ノ ρ」0の

一6.3460。192

一θ .58」リ43202/

19377官 ★0●345

ρ.121ノ ρ.522り

0,0640.011

ro.154リ0.14η

0.4240.035

r1.68」 リ ρ.52(リ

0.117嚢

θ.864♪

4.377

イ1.18(り

0.011

rη.70夘

一〇.092

一θ .06∂

525.835士1064.856禽 備690.732脅 鱈 一79.371

r1.696β.095ρ.893一 ρ.344

決定係数

修正済決定係数

サンプル数

0.709

0.582

47

0.787

0.704

47

0.876

0.827

47

0.763

0.669

47

0.647

0.508

47

0.631

0.515

47

0473

0.322

46

(注1)0はt値 。*は10%水 準、**は5%水 準、***は1%水 準で有意であることを示す。

(注2)分 散不均一が疑われる場合(5%水 準)はWhite修 正を行った値で報告。

4.3.2年 次別推計結 果② 政府支出 レベル ー老人福祉費割合

高齢者福祉基盤 の指標 を,総 決算 に占め る老人福祉 費 の割合 とした推計結果 は,(表

5・4)の とお りである19.

19財 政力指数,財 政力指数 の二乗,県 民所得の相関係数 は0.9前 後で高 く,多 重共線関係

が疑われ る年度 もあったが,モ デルの適合度(リ セ ッ ト検定)や 修正済み決定係数 はいず
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行政 ・経済基盤 の影響は,一 人 あた り老人福祉費の場合 ほ ど顕著 ではない.財 政力指数

の二乗については,1970年 度 と1985年 度か ら1995年 度の間で有意 に正 となっているが,

2000年 度では財政力指数 が有意 に正 となってお り,介 護保険制度導入 に伴 って,地 方 自治

体の老人福祉支出の構造が,若 干変化 したこ とが予測 され る.1970年 度以来,老 人福祉費

割合 と財 政力指数 との関係 はU字 型であったが,2000年 度では単純 に財政力指数 の高い

地域 が,老 人福祉費割合を高めている,県 民所得は,1985年 度 と1990年 度 のみで有意に

正 となっている.こ れ らは1人 あた り老人福祉費の場合 と同様の傾向である.地 方 自治体

が独 自の福祉政策 を次々 と打 ち出 し,ま た ゴール ドプランが策定 された1980年 代か ら

1995年 半ばは,折 か らのバブル景気 と重なった時期で,こ の時代 には地域の行政 ・経済基

盤の拡大 が高齢者福祉基盤 に与 える影響が大きかった ことが予測 され る.

社会 ・人 口要 因では,70歳 以上人 口割合が,1975年 度か ら1980年 度 と1990年 度か ら

2000年 度 の間で,有 意 に正であるのに対 し,高 齢単身者 の割合は,1970年 度 と1980年

度 か ら1985年 の間で,有 意に正であった,老 人福祉費割合 は,ゴ ール ドプランが始まっ

た1990年 あた りを境に,単 身高齢者 か ら高齢者一般 を視野に入れて伸びてきた ことが予

測 され る,女 性労働力率 との関係 では,1985年 度か ら2000年 度 の問の全てで,有 意 に負

である.こ の結果か らは,家 庭内介護 を期待 され る年代 の女性 の労働参加が活発な地域で

は,老 人福祉費割合 が少ない傾向があることになる.男 女の寿命の影響 については,明 ら

かでない.人 口集 中地区割合 の影響は,全 期間で見 られず,都 市化 の影響 は確認 されない.

民間の非営利福祉活動につ いて も顕著な結果は無い,老 人福祉施設の民営率 では,1990

年度のみ有意に負であ り,老 人福祉施設民営化の進展は,老 人福祉費を抑制す る効果 があ

った ことが予測 され る,た だ1980年 度か ら1995年 度にかけて符号は負 であったのが,

2000年 度では符号 は正になってお り,老 人福祉施設 の民営率が老人福祉費割合に与 える影

響 は,介 護保険制度 の導入 を機 に,変 化 してきた ことも予測 され る.社 会福祉協議会指標

の影響はほ とん どない.民 生委員活動指標は,1990年 度 と1995年 度で有意 に正 となって

い る.符 号に注 目す ると,一 人あた り老人福祉費の場合 と同様 の傾 向が見 られ,1975年

度か ら1995年 度まで符号は正で,2000年 度 には負 となってお り,介 護保険制度導入 を機

に,民 生委員 の活動 が,老 人福祉費割合 に与 える影響 が変わってきた ことが予測 され る.

一般 のボ ランテ ィア行動者率の影響は明 らかでな く,ま た2000年 度 のみであるが,福

祉系NPO法 人数 の影響 も認 め られ ない とい う結果 になった.

れの場合 も3変 数 を採用 した場合 が最 も高かった.
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表5・4老 人福祉費 の対総歳出割合(都 道府県 ・市町村合計)の 決定要因

被説明変数

年 度 2000 1995

老人福祉費の対緯 岬 合

1990.19851980 1975 1970

説明変数

財政力指数(二乗)

財政力指数

県民所得(万円)

70歳以上人口割合

男性寿命

女性寿命

高齢単身者割合

女性労働力率
(45歳～60歳)

人口集中地区割合

老人福祉施設属営率

社会福祉協議会活動指標

民生委員活動指標

ボランティア行動者率

福祉系NPO法 人数
(対人口10万人)

定数項

嚢

曹

曹

虎

榊

榊

調

調

謂

識

醐

…
醐
端

爾

謂

…
隅
㎝
隅
醐

…
隅
調

謝

冒

ロ

一

甲

一

冒

一

一

2.035士

ρ.00の

駒L278

一で0,86の

0.004

θ.03の

0,264鶴,

β.03の

0.133

で0.81の

0.083

ρ.432)

0.012

μ.30の

印0.045禽 禽

一ρ .47の

一〇,002

イ0.19η

一〇.006

イ1.36の

願0.003

イ〃6の

0.019★ 舜

ρ,53η

一〇.072

一ρ.0α り

御13。690

一ρ 。024

0。619鼎

ρ.37の

一〇.671

イ〃7η

0.006膏 ★

ρ.60∂

0.166脅 帥

14.60夘

一〇.038

イo.38の

0.081

で0.94の

0.008

ぐ0.74の

一〇.036曹 官禽

イ ヨ.69の

0.003

で0.78∂

一〇.008★

一θ .85η

0.001

0.36の

0.025曹 脅白

6.60の

0.001

で0.06の

一1.877

イo.448

1.737勲

ρ.51の

一2.656費 ★

一ρ.26の

0.007嚢

ρ.729♪

0.105

α.56の

0.066

で0.528♪

一〇.142

イ〃7刃

0.031鼎

ρ23η

一〇.023士

イ1,96の

0.000

0.03の

隔0.004

イ139の

0.002

ρ.91η

0.007

θ,173ノ

ー0。008

イリ.68の

&645

θ.544

0.414

ρ4〃 ノ

ー0.591

イo.36の

0.009

θ.30η

0.224轍

ρ39の

0.100

8λ68の

.0.24董

イ1.68の

0.046鼎

ρ・47り

・0.022

イ1.59の

一〇.004

-4λ51の

一〇.001

イ0,35の

0.003

θ33の

0.001

で0.14の

顧0.021

一μ30η

司D.2220.464★

イo.28」 リ β.90Z♪

0。024印0.921★ ★

8}.02η 一62.20≦り

0,015

θ.54の

0.296士 ★ 一〇.056

ρ.46η イ7.01三 り

0.0710.080索

で0.48のr1.74」 リ

ー0.2240●024

,θ.53の ρ .35刃

0.0350.031軸 ★

r1.48の ρ.89の

■0.017-0 .003

一ρ,15η 一ρ.53η

0.001-0.004

で0.08η 一θ.12η

0。0020.001

ro,74の θ.04η

0.002-0.009

ρ.201ノ ーθ.18(り

13.141望 「11.698,5.999

σ.8451.345-r1.415

決定係数

修正済決定係数

サンプル数

0.676

0.534

47

0.678

0551

47

0.802

0.724

47

0,676

0548

47

0.610

0。457

47

0560

0.422

47

0.430

0.267

46

(注1)0はt値 。*は10%水 準、**は5%水 準、***は1%水 準で有意であることを示す。

(注2)分散不均一が疑われる場合(5%水 準)はWhite修 正を行った値で報告。

4.3,3年 次別推計結果③ 老人ホーム定 員率

高齢者福祉基盤 の指標 を,老 人 ホーム定員率 とした推計結果は,(表5・5)の とお りである

20.な お,在 宅福祉サー ビス量については,訪 問介護員率を用いたものを(推 計1),訪 問

20財 政力指数,財 政力指数の二乗,県 民所得の相関係数 は0.9前 後で高 く,多 重共線関係

が疑 われ る年度 もあったが,モ デルの適合度(リ セ ッ ト検定)や 修正済み決定係数 はいず
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介護,通 所介護(デ イサー ビス),短 期入所(シ ョー トステイ)の 利用率を用いたものを(推

計2)と して,両 方報告 してい る.

行政 ・経 済基盤 の影響では,財 政力指数の二乗が1990年 度か ら2000年 度 の間で有意 に

正 となってお り,1人 あた り老人福祉費や老人福祉費割合 と同様 の結果 を示 している.た

だ し影響 が明 らかなのは,ゴ ール ドプランが開始 され た1990年 度以降 に限 られてい る.

県民所得 についての影響 は明 らかではない.

社会 ・人 口要因では,70歳 以上人 口割合が2000年 度 に1%水 準で有意に正 であるのに

対 し,高 齢単身者の割合 は,1970年 度,1980年 度か ら1985年 度 と1995年 度 の間に有意

に正である.本 結果 か ら老人ホームの整i備においては,介 護保険制度導入前の1990年 代

後半に,対 象 として考慮す る高齢者の条件 が,家 庭 内介護 の期待 できない高齢 単身者 か ら

高齢者一般に変化 してきた ことが予測 され る.寿 命 については,男 性寿命 が,1970年 度,

1975年 度,1995年 度 で有意 に正で,男 性寿命の長 さが老人ホームの定員率 を押 し上げて

いることが予測 され る,女 性 労働 力率 との関係では,(推 計1)と(推 計2)の2000年 度

で有意に負であ り,全 般的に1人 あた り老人福祉費や老人福祉費割合 と同様 の傾 向を示 し

ている.人 口集 中地区の影響はほ とん ど見 られず,都 市化の影響は確認 され ない.

民間の非営利福祉活動 については,老 人福祉施設の民営率が(推 計1)と(推 計2)の

2000年 度で有意 に正であった他 は,顕 著な結果 は無 い.老 人福祉施設 の民営率が高いほど

老人ホームの整備 が拡大す ることは,民 間活力利用の結果 として納得で きる結果であるが,

その影響が明 らかなのは介護保険開始後のみで,ゴ ール ドプ ランの策定後,老 人福祉施設

が急 ピッチで進 められ た1990年 代 には影響がみ られないのは,や や意外 な結果 である.

民生委員活動指標の影響は,ほ とん ど認め られない.

一般 のボ ランテ ィア行動者率 も明 らかな影響は認 められ ないが,1人 あた り老人福祉費

や老人福祉費割合の場合 と異な り,1980年 度以降,符 号は全て正 である ことが注 目され る.

福祉系NPO法 人数 の影響 は2000年 度 のみであるが,こ こでも認 め られない とい う結果に

なった.

他の類似施設 との代替 ・補完関係では,一 般病院病床率 が,1975年 度 と1980年 度で有

意に正であ り,老 人保健施設定員率が,1990年 度 と(推 計1)と(推 計2)の2000年 度

で,有 意に正である.施 設志向が強い地域 では,種 類を問わず施設整備 が進 め られ,老 人

ホーム と他の類似施設 は補完関係 にあるこ とがわかる.(推 計2)で 在宅福祉 サー ビス との

関係 をみ ると,訪 問介護利用率 との関係 が,1995年 度 と2000年 度で有意 に負 となってお

り,近 年では施設福祉 と在宅福祉 が代替的に進め られてきた ことが予測 され る.し か し通

所介護(デ イサー ビス)利 用率 との関係では1995年 度で有意 に負 となっていることか ら,

在宅福祉サー ビスの種類 により影響 は異な るよ うである.

れの場合 も3変 数 を採用 した場合が最 も高かった.
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表5・5老 人ホー ム定員率の決定要因

E
(推計1) (推 計2)

被説明変数 老人ホーム定員数(対65歳 以上) 同左

年 度 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 20001995

説明変数

財政力指数(二乗) 17.197★ ★ 19,832勲 19.001・ 頗 18.463 19.683 7.542 3.133 23,416鼎13.708

ρ.52の ρ.25の に97の θ.48刃 σ.514ノ θ.0981 ρ783,1 ρ.51の ρ.57の

財政力指数 一23。088鼎 一32.948鼎 一32石94・ 鶴 一37 .031鼎 一3L938 咽.325 一8.522 i帆31轡 踊78・

一¢68η 一f2 .70刃 一μ79の 一ρ.06η イ1.46刃 イα72の イ7.2∫の イ2.64η 一r1.992,

県民所得(万 円) 一〇。011 一〇.008 一〇.031 一〇.043 一〇,070 一〇。063 一〇.008-0.016

一ρ51η 一ρ31η 一ρ81の 一ρ89η イ0.77η イα65の ρ00の イo.38の イα653ノ

70歳以上人 口割合 1.073禽 鼎 0.447 韓0.095 一〇.146 0.291 1.888貨 一〇.270 1.218蝕0。503

で3.07の ρ90η イ0154ノ イ0.18刃 ρ24の `ノ.78の イo.32の に73η ρ.04の

男性寿命 1.574 2.333索 0。773 1。326 1315 2。683★ 2。167・ 鼎 1.4081.289

θ.50η θ.79η ρ44・ ρ ρ75刃 ρ71の μ.99の ¢91η r〃8の ρ97の

女性寿命 0.482 4。833 0.935 一〇.011 一〇.129 一L290 一〇。404 L376-0β09

高齢単身者割合

女性労働力率
(45歳～59歳)

人 口集中地区割合

老人福祉施設民営率

民生委員活動指標

ボランティア行動者率

福祉系NPO法 人数

(対10万人)

病院病床 数

(対65歳 以上 千人)

老人保健施設定員数

(対65歳以上千人)

訪 問介護 員数

(対65歳 以上10万 人)

ホームヘルプ利用率

デーサービス利用率

ショートステイ利用率

定数項

でη.39の

0,094

iρ82∂
LO.197★

1一θ.94の

0.011

で027・0

0。077肉

ρ.00の

0。057

ご0.45η

0.076

ρ22刃

0。347

で0.714/

0.054

ρ.401/

0.330密

ρ.821/

0。000

一で0.00り

イo.534ナ

0。345帰

で2.57の

一〇。106

一で0,83の

0,002

で0.03の

0.054

ρ.541/

0.032

rO.39の

0.213

ぐ0.26の

0。026

ρ.7矧

0.216

0.44の

4LOO2

イo.94の

で0.58の

0,257

μ50〔9

-0.126

一ρ89の

0.028

ρ36の

0.031

ρ72の

一〇.055

一ρ52の

0.232

θ.39夘

0.038

θ.24の

0.798帰

ρ.04の

一〇.007

イ1.07の

一15L772禽 歯 一89.561-108.684

一伍6⑫ 一r1.26jリ ーで7.43の

一ρ .00〔り 一〇.07φ))一 で098の

0.394★ ★0.447悔0.271

ρ.552ノ で7.875フ θ.232ノ

印0.067画0.111騨0.273★

一ro .461ノ ーro.62」 リ ーr1.78εノ

印0 .003-0.024-0.089

一ζ0.03」リ ー60.22η 一`1,04ノノ

0.0530.035

で0.99η ρ.86の μλ00の

0.005-0.0190.055

で0.085リ ィOJ7η で0.50η

0.0640.062

で0.436リro.32g♪

0.0650。081醐 「貨0.093

6r.38」 り ρ.12Z♪ β.43の

.

0.0080.0180.043

8).57ニ リro.458ノ σ.45の

一ρ.36の

0.503舶9

ρ.96の

一〇。268鮪 噛

イ2.97の

一〇.101

イ1.65の

で0.00の

0.114

で0.84の

0.012

ρ74の

0.018

θ20η

決定係数

修正済決定係数

サンプル数

一71.471-61.433駒76.307-90.341

-61.115り 一ro.642リ ィα85の 一θ.337っ

0。820

0.724

47

0.811

0。719

47

0。802

0,706

47

0.736

0.620

47

0.661

0.513

47

0。644

0518

47

0.544

0.397

46

(O.92η 一(O.204)

0.1760.259

(1.25≦ リ`L645ノ

ー0.317tt-0.163

1一(2・339?一a・234)

iOピ0220.021　

1(・・Sl9)鵬
0.077**0曹036

1
ρ23の(1.071)

講 機

翻 騰

捌

調 器1

講 鼎器

●0 .003**一 〇.037雪

一(2.216)一(1.912)

0.0000.031★

(0.253)(L818)

一〇.002-0.004

一(0.562)一(0.104)

●20L873頗 禽 一47.873

イ2.82の 一(O.64の

0.861

0.771

47

0。831

0。733

47

(注1はt。*は10%":**は5%"、***は1%ー で 思 で ることを示 。
(注2)分 散不 均一 が疑 われる揚 合(5%水 準)はWhite修 正 を行 った値 で報皆。
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4.3.4年 次別推計結果④ 訪問介護員率

高齢者福祉基盤の指標 を,65歳 以上人 口10万 人あた りの訪 問介護員設置数(1970年 度

か ら1999年 度)ま たは訪問介護事業所の訪 問介護従事者数(2000年 度 と2001年 度)(以

下 「訪問介護員率」 とす る)と した推計結果 は,(表5・6)の とお りである.な お訪問介護事

業は,2000年 度 の介護保険制度導入 に より,サ ー ビス提供事業者 の要件やサー ビス提供の

形態 が大き く変わったため,開 始直後の2000年 度では事業が十分軌道 に乗っていない恐

れがあるため,1999年 度 と2001年 度 について も分析対象 に加 えることとする21.

行政 ・経済基盤 の影響では,財 政力指数の二乗が1980年 度か ら2000年 度の全 ての年度

で有意 に正 となってい る,財 政力の大 きさが訪問介護員率に与 える影響 の頑健1生は,こ の

場合 もかな り高 く,そ の傾 向は地方 自治体が福祉政策 にカを入れ始 めた時代 の1985年 度

以降,強 まっている.な お県民所得については,明 らかな影響は見 られない.

社会 ・人 口要 因では,70歳 以上人 口割合が1975年 度で は有意に負 であったが,2001

年度では有意に正 となっている.ま た高齢単身者割合については,2001年 度 のみ有意 に正

である,1970年 度以降,訪 問介護員 の設置は,高 齢化 の進展や,高 齢者の世帯状況 とはほ

とん ど関係無 く進 められ てきたが,2000年 度 の介護保険制度の導入 によ り,よ うや く高齢

者割合や単身高齢者割合 の増加 に反応 した整備 が進め られ るようになった と言 える.他 の

高齢者福祉基盤整備の指標が,よ り早い時期か ら,家 族形態に関係無 く高齢者一般の増加

に影響 され て拡充 してきたこと比べ る と,訪 問介護のマンパ ワー整備 は,人 口構造や家族

要因を無視 した レベルで,長 らく整備が進 め られ てきた と言 えそ うである.

寿命 については,男 性寿命が1970年 度で有意に負で,1995年 度 と2001年 度では有意

に正 となっている.女 性寿命 は1995年 度のみ有意に負である.本 結果か ら,1995年 度以

降 男性寿命 の伸長 が在宅介護のマンパ ワー を整備 させてきた可能性が予測 され る.女 性

労働力率 との関係では,1970年 度か ら1980年 度 では有意 に正であったのが,2000年 度

と2001年 度では有意 に負 となっている.訪 問介護員制度開始後の初期には,女 性 の労働

市場参加 に応 じて訪 問介護員の整備 が進んだが,時 代 を経 るにっれ女性の労働市場参加の

多い地域 では,訪 問介護員の整備が抑制 されてきた ことになる.

民間の非営利福祉活動 については,こ こで もい くつ かの興 味深い発見があった.社 会福

祉協議i会指標は,1980年 度か ら1985年 度 と1995年 度か ら1999年 度の間で,有 意 に負

となってお り,社 会福祉協議会へ の委託割合の増加が,地 域の訪問介護員の設置 を抑制 し

ている.特 に1990年 代以降,訪 問介護事業の委託先 は様々な非営利及び営利 の民間事業

者に解放 されたため,社 会福祉協議会への委託割合が高い地域 は,多 様 な民間事業者 に委

託を行 わなかった地域 とも考 えられ,こ うした地域では訪問介護員の整備が進 んで こなか

21ま たNPO法 人 も1998年 度創設 の新 しい制度 であるため2000年 度時点では地域の市民

活動の活発 さを示す指標 としてはまだ不安定で あることが予測 され るため,2001年 度にっ
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ったことにな る22.こ の辺 りの事情については さらに詳細な分析が必要 であるが,本 デー

タか ら見 る限 り,多 様 な民間の福祉事業 の活用に積極的でない地域 では,結 果 として訪問

介護の基盤整備が抑制 され てきた ことになる.ま た民生委員活動指標は,1975年 度 と1980

年度では有意 に正であ り,訪 問介護員派遣制度が拡充 し始 めた初期 には,行 政系ボ ランテ

ィアである民生委員 の活動 の活発 さが,訪 問介護員 の設置 を伸ば してきたことが予測 され

る.1990年 度か ら1995年 度 と2000年 度 と2001年 度では有意 ではないが符合が負であ

り,ゴ ール ドプ ラン策定後 は,影 響が逆方向に変化 している可能性が読み取れ る,

一般のボ ランティアの影響はほ とん ど見 られない .符 号 に注 目す ると1980年 度 か ら

1999年 度までは正 で,2000年 度 と2001年 度 は負 となってい る.福 祉系NPO法 人数の影

響 も見 られ ない.

在宅福祉 と施設福祉の代替 ・補完関係では,老 人ホーム定員数 が,1975年 度 と1985年

度で有意 に正で,1990年 度 は老人保健施設定員数が有意に正 となっている。高齢者福祉基

盤 の整備 が始まった初期か ら1990年 頃まで,高 齢者福祉に熱心な地域 は,在 宅福祉 と施

設福祉を共 に拡充 させ る傾 向が あったと言 えそ うである.

4.3.5年 次別推計結果⑤ 訪問介護サー ビス利用率

4.3.4で は訪問介護サー ビスの基盤 の指標 として,訪 問介護員 とい うマ ンパ ワー の量に注

目した推計 を行 ったが,以 下では訪問介護サー ビス利用率を利用回数や,介 護保険制度下

にお ける訪問介護サー ビスの利用者数や利用単位 とい う,複 数の指標で捉 えた推計を行 う

こととす る.と 言 うのは,訪 問介護の高齢者福祉基盤 として採用す る指標 は,施 設福祉 の

キャパシテ ィである老人ホームの定員数 のよ うに単純 に捉 えることが困難であ り,様 々な

面か ら捉 えた高齢者福祉基盤について検討す る必要があると考えるためである.ま た前述

のよ うに2000年 度 の介護保険導入の前 と後では,社 会福祉制度 内での訪問介護サー ビス

の供給体制や条件が異なるため,複 数 の指標 による推計を行 うことで,よ り信頼性 の高い

分析結果 に導いていきたい.

介護保険制度開始前の1995年 度 と1999年 度については,被 説明変数 を65歳 以上人 口

100人 あた りの訪問介護i利用回数 とし,2000年 度 と2001年 度 は,被 説明変数 を65歳 以

上人 口100人 あた りの介護保険制度 による訪問介護利用者数 と,65歳 以上1人 あた りの

訪問介護利用単位 とした推計を行 った.ま た,こ れ までの推計 では,地 域住民の健康や介

護需要の多 さの指標 として,男 女 の寿命 を説 明変数 として用いてきたが,2001年 の 『国民

生活基礎調査』によ り世帯内に手助 けの入 る要介護者 がい る割合が得 られたため,こ れ を

用いた推計 も行 った.そ の結果 の一部は,(表5・7)の とお りである.

い ての推 計 を加 え る.

22本 章 の(図 表5・8)を 参 照 .
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表5-6訪 問介護員率の決 定要因

年 度 2001 2000 1 1999 1995 1990 1985 1980 1975 1970

被説 明変数 訪 問介護 員 数(対65歳 以 上) 訪 問介護 員 設 置数(対65歳 以上)

説明変数

財 政力 指 数(二 乗) 891.741 1444.683轍 1931.058鯨 2025.479… 763.308… 490.130・ 触 10L532鳶 2L149 47.027

r1.659ソ ρ.585ノ r2.715ノ r4.316ノ r7272ノ `3.458ノ r1.819ノ 60.546ナ ピ1、05η

財政力指数 一346 .063 ・1181.693 .1927。238★ 禽 ・2569.167 脅帥,990。806帥 禽 一635」05鱒 曹 一193.745 噛 ★ 一134 .161脅 費 一87.604

イo.49η イ1.647ノ 一ρ.084ノ イ3.7〃 ノ
一r3.324ノ イ3,213ノ 一θ.06η イ2」95り イノ.065,

県 民所得(万 円) 一2.260 一L268 1.994 1.648 一〇.580 0.906 ・0.025 0.278

一仏5〃 ノ イ0,818ノ .ro・888ノ μ.099り イo.475ノ ro.949, イα063ノ ro.50の

70歳 以 上 人 口割 合 43.397★ 18.388 52.353 42553 1L762 一〇.962 一8。159 .14.072蝕 2539

rノ.98の ro.779ノ 仏48η r1.426ノ ro.599り イ0.∫4の イ1,65η 一`2,369ノ ピ0.244ノ

男性寿命 133.708★ 87.502 171。305 183.799
★★53 .268 3.706 ・6.480 一4.610 一16 .081*

r1.73の rノ,0/8ノ r/555ノ で2.299ノ r1.284ノ ro.222ノ イo.808ノ イ0.578ノ イ〃8の

女性寿命 54.439 6L658 一121 .361 一181.334嚢 ,30。559 3.645 3.547 5.434 LO30

60.547ノ 60.567ノ イo.92の
一`2 ,019ノ イo,849, ビ0,29η ro,488ノ ro.743ノ ro.084ノ

高齢単身者割合 13.338★ 12.432 5.592 9.310 0.489 0.701 0242 L292 一〇.374

r1.866ノ r1.606ノ rη.479ノ θ.083ノ ro.〃 η ro.518ノ ro.222ノ θ.038ノ イo.169♪

女性労働力率 一25.415★ ・★ 一18.001帰 一8.000 一2.091 一〇。797 0.070 1.525鱈 2.465蝉 ・ 2.491..

(45歳 ～59歳) 一`3,278ノ イ2」25ノ イ0.693ノ イ0.26η
一ro.206ノ `0.063ノ r2.〃3ノ β.〃1ノ r2.416ノ

人口集中地区割合 3.233 一1 .155 7.ユ36 4.952 3.824★ ★ 一〇543 0。170 0.506 1.021

θ.129ノ イo.367ノ r1.595ノ r1.493ノ ρ.〃4ノ イo、73の ro.379ソ 仏068, r1,504ノ

社会福祉 協議会活動指 圏1。854 一1.998 一5。336… 一5.228 ・鮪 一〇.213 一〇.654… 一〇.226★ 一〇.145 一〇.108

標
イ1.390ノ イ1386ノ イ2.872ノ イ3.888ノ イo.32η イ2,806ノ イノ.74の

一r1,205ノ イα69の

民生委員活動指標
一3.198

イα469ノ

一2.914

イo.414ノ

8.911

ro.858ノ

一2.271

イo.463ノ

一2.186

イo.727ノ

0.804

r1,415ノ

0.850☆

ピ1.91の

LOO1嚢

r1.72η

一2.319

-r1.603ノ

ボランティア行 動 者率 一6.707 一12 .358 2L345 29.501 7。341 0.579 1.014

一ピ0.24η イo,408ノ 60557ノ 仏024ノ r1.679ノ ro.47η rノ.314ノ

福祉 系NPO法 人 数 一40.849 一53.393 一49 。222

(対 人 口10万 人) イノ,598ノ イ1.449ノ イo.573ノ

老 人ホー ム定員 数 一3.293 一L685 一4 .474 2.383曹 0.906 L815鞠 2。799

(対65歳 以 上千 人) イo.195ノ イoJ58ノ イ1,323ノ r1.81の 仏087ノ r1.812, r1,377ノ

病院病床数 0.916 一L665 一〇,406 一〇」65 0.042 一〇』09 0.107

(対65歳 以 上千 人) `0233ノ イo.74の イo,692ノ 一ビ0.495ノ ro24の
一ro,62の ro.60の

老人保健施設定員数. 9.906 8.629 22.912曽 ★

(対65歳 以 上千 人) ro.636ノ ro.958ノ `2.038ノ

介護保険施設定員数
(対65歳 以 上千 人) 一10507 一10。538

イ1.688ノ イ1.65η

定数項
★悔

・12且81.310 ・936ツ.612 .3239.312 1193.903 一1300.295 .479.419 258.796 一79.416 897.625

イ2,372ノ イ1.693ノ イo.43η ro.274ノ イo,566ノ イo、959ノ ro.628ノ イo.157ノ ピ1.154ノ

決定係数 o.850 0.716 0.786 0.801 0。762 0.722 0.740 0.744 0.484

修正済み決定係数 0.785 0592 0.672 0。705 0.647 0.601 0.626 0.643 0.297

サンプル 数 47 47i 47 47 47 47 47 47 46

(注1>0はt値 。*は10%水 準 、**は5%水 準 、***は1%水 準 で 有 意 で あることを 示 す 。

(注2)分 散 不 均 一 が 疑 わ オWhite修 正 を行 った 値 で 報 告 。

行政 ・経済基盤 の影響 では,2001年 度の訪 問介護利用人数 を除 く全ての推計で,財 政

力指数 の二乗 が有意 に正 とな り,訪 問介護サー ビス利 用率の場合 も,訪 問介護員率や他の

指標 と同様 に地域の財政力が大 きく影響 してい る.県 民所得につ いては明確 な関係 が見 ら
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れなかった.

社会 ・人 口要因では,70歳 以上人 口割合は,2001年 度の訪問介護利用人数の推計のみ

有意に正であ り,他の推計では影響が見 られ なかった・高齢単身者割合は1995年 度 と2001

年度の訪問介護利用人数で有意に正 となっている.訪 問介護 サー ビス利用率 の指標で見て

も,高 齢化の進展の度合いや高齢者の世帯状況がサー ビス量に与える影響 は,ケ ース ・バ

イ ・ケースのよ うである.

寿命 の影響 は見 られないが,世 帯 内に手助 けが必要な要介護者がいる割合 は,2000年 度

の訪問介護利用人数,2001年 度の訪問介護利用人数 と訪問介護利用単位 の全ての推計で,

有意に正 となってい る.介 護 ニーズの多い地域では,介 護保険の訪問介護サー ビス利用が

多い とい う結果であろ う.女 性 労働力率は,2001年 度の訪問介護利用人数 との関係 で,有

意に負 となっている.人 口集 中地区割合 の影響は見 られず,都 市化 の影響 は確認 されない.

民間の非営利福祉活動 については,こ こでもい くっかの興味深い発 見があった.社 会福

祉協議会活動指標は,1999年 度 と2000年 度 で有意 に負 である.訪 問介護員率の場合 と同

様,1990年 代後半以降は,社 会福祉協議会への委託割合が高い地域 では,訪 問介護 の基盤

整備が抑制 され た可能性が読み取れ る.ま た民生委員活動指標 は,2001年 度 の訪問介護利

用単位 と訪問介護利用人数 との関係で,有 意 に負であ り,2000年 度 と1995年 度 も,有 意

ではないが符号 は負 である,訪 問介護員率の場合 と同様,1990年 代以降,民 生委員の活動

は,訪 問介護 の基盤整備 を抑制する働 きを している可能性が読み取れ る.

一般 のボ ランテ ィアの活動 については
,1999年 度 と2000年 度で,有 意 に正 とい う結果

が得 られた.ま た福祉 系NPO法 人数については,2000年 度で有意 に負 とい う結果になっ

た,一 般 ボランテ ィアの活動 の活発 さは,2000年 度前後に至 り,政 府の提供す る訪問介護

サー ビスの量を拡大す る方 向に影響 してきた可能性が予測 され る.こ れ は先に見た1人 あ

た り老人福祉費 と同様の傾 向である.一 方,民 間の福祉系NPO法 人の活動を積極的に評

価するな ら,民 間の福祉系NPO活 動 が活発 な地域では,行 政の提供す る高齢者福祉サー

ビスを代替す る可能性が認 められ ることになる.た だ社会福祉分野にお ける官民の財源 ・

マ ンパ ワーの圧倒的な格差 を考慮する と,市 民 レベルの民間福祉活動が政府 のサー ビスを

代替す るとい う可能性 を過大評価することは非常に危険であ り,さ らなる分析が必要であ

ることは言 うまでもない.

しか し,こ うした兆候が見 られ るとい うことについては,1990年 代後半,全 国的な盛

り上が りを見せ た市民活動が,政 府の提供す る福祉サー ビスに何 らかの影響 を示 し始めた

とい う点で注 目したい.草 の根の活動が活発化す ることが地域の高齢者福祉への意識 を高

め,そ れが地方 自治体 の高齢者福祉基盤 の拡充に影響 している.ま た小規模なボランテ ィ

ア団体が発展 し組織的 に活動す る福祉系NPOの 活発 さは,政 府 のサー ビスを代替す る可

能性があることも否定できない.

在宅福祉 と施設福祉の代替 ・補完関係 では,老 人ホームや老人保健施設,病 院な どの整
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備が,訪 問介護サー ビス量に与 える明確な影響は見 られなかった.

表5-7訪 問介護 サー ビス利用率の決定要因

年 度 2001 2001 2000 1999 1995

説明変数
訪 問 介護 利 用 単位 訪 問介 護 利 用 人 訪 問 介 護 利 用 訪 問 介 護 利 用 訪 問介 護 利 用 回

(対65歳 以 上)数(同 左)人 数(同 左)回 数(同 左)数(同 左)

説 明 変 数

財 政 力 指 数(二 乗)

財 政 力 指 数

県 民所 得(万 円)

70歳 以 上 人 口割 合

男 性 寿 命

女 性 寿 命

手 助 け が必 要 な家 族 の い
る割 合

高 齢 単 身 者 割 合

女 性 労働 力 率
(45歳 ～59歳)

人 口集 中 地 区割 合

社 会福 祉 協 議 会 活動 指標

民 生 委 員 活 動 指 標

ボランティア行 動 者 率

福 祉 系NPO法 人 数
(対 人 口10万 人)

老 人 ホー ム定 員 数
(対65歳 以 上 千 人)

病 院病 床 数

(対65歳 以 上 千人)

老 人ホ ーム定 員 数

(対65歳 以 上 千 人)

介護 保 険 施 設 定 員数

(対65歳 以 上 千 人)

定 数 項

3572.152虫 噛霊.0.193

6.216ノ ー60.193ノ

騨3991.468★ ★0.249

-62 .597/ro.179ノ

ー0.090。0.002

一`0.030,一rα547♪

8曾2870.145★ 歯★

ro.179,r3.472ノ

97.574★ ★

ρ.150り

18.559

仏173ノ

ー24 。484

イ1。447♪

4.338

ro.71の

0.825

ro.28η

一29.198★ ★

イ2,04の

53。654

仏003/

43.826

60,78の

一9.230

-ro .748/

2411。243

r1.643

0.184★ ★塊

r4.483/

0.035勅

ρ.44ろ}

.0.034★ ★

一12.242ゾ

0.007

r1.246ノ

幽0.002

イ/0.919ゾ

・①.024★

一r1 .894/

0.①68

仏409ノ

ー0.080

-r1 .596ノ

一〇。018

-r1.596/

0.724

0,547

2.564密 密410.213★ 需

r2.461/6～.301ノ

ー2。169・618.689禽 ★

一r1.549ノ ーr2.668ノ

ー①.0①2■0.233

一ゼ0 .663ノ ーro.414/

0.0476.601

r1.036りro.745/

21。494

ro.778ノ

ー35.232

-r1 ,072ノ

0。102鼎

ρ.259/

0.①23

r1.503ノ

ー0.025

-r1 .522ノ

ー0.007

イ1.〃9ノ

ー0。①①6★*

一ρ .15の

一〇.007

-ro .534/

0.091★

r1.739ノ

・0.i33塊

一r1 .872ノ

齢0.011

イo.973/

2.968

ρ.043

3。368

r1.15の

1.405

ro.48の

1.776

r1.583,

.L315★ 歯砦

一ρ,823/

2.607

r1.001/

25.264★ 需

ρ,632/

8.411

60.391ノ

"6.714

イ1.59の

一1。015

-r1 .032/

1.915

ro.49の

1493。773

0,792

232.574★ ★歯

ρ.793ノ

ー325.514★ ★

一r2 .654ノ

ー①.189

イo.71η

2.633

石0.497/

1L598

60.818ノ

・21.148

イ1.32η

3.978曽

ρ.60η

0.793

ro.557/

0.250

ro,425ノ

ー①。270

イ〃3の

騨0.631

-ro .726/

3.395

60.664/

0.000

・1.513

-ro .800ノ

ー0。587

-r1 .471/

2.116

r1.324ノ

1024.33①

θ323

決定係数

修正済決定係数
サンプル数

①.733

0.627

47

0.808

0.733

47

0.648

0。509

47

0.693

0.530

47

0.606

0.415

47

こ1はt
。*は1000'、**は500-、***は100'で 忌 で るこ 示 。

(注2)分 散 不 均 一 が 疑 わ れ る場 合(5%水 準)はWhite修 正 を 行 っ た 値 で 報 告 。
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4.4パ ネ ル分析

これまでは年次別に高齢者福祉基盤の規定要因を分析 してきたが,高 齢者福祉基盤 には,

年度毎の固有の事情が影響 してい ることが考 えられ る.高 齢者福祉制度は,1970年 代以降,

拡充 の一途 をた どり,サ ー ビス内容や対象者が年 々変化 してきている(表5・1).例 えば,

在宅福祉サー ビスの中心である訪 問介護事業 につ いて見 ると,制 度発足時か ら長 らく要保

護世帯や低所得者に対象者 を限定 していたが,1982年 か ら対象者を所得税課税世帯 に拡大

し,さ らに1989年 か らは派遣の条件を家族介護が不可能 とい うものか ら,高 齢者や家族

の必要がある場合に拡大 した.ま た2000年 度の介護保険制度の導入 により,利 用者 がサ

ー ビス量や事業者を選択できる制度 に大き く変化 した ,事 業の実施主体 となる市町村にお

いては,委 託先が社会福祉協議会 に限定 され ていたのが,1989年 か ら民間事業者 を含む

様々な主体 に拡大 され,ま た1992年 か らは派遣回数や時間数の制 限もな くな り,自 らの

裁量によ り,サ ー ビス提供内容 を決定す ることとなった.(表5-8)こ の ような各年代 にお

ける高齢者福祉制度 の固有 の影響 を考慮す るため,以 下では高齢者福祉基盤 に与える規定

要因について,時 間効果を入れたパネル分析を行 うこととす る.

高齢者福祉基盤の指標 として用いるのは,前 記 の うち①1人 あた り老人福祉費 と,② 老

人福祉費割合,③ 老人ホー ムの定員率 と,④ 訪問介護員率 の4種 類である.な お利用でき

るデータの制約か ら,期 間は1980年 度か ら2000年 度 とす る.

まず各々の指標 について1980年 度か ら2000年 度の5期 のプールデータと年度別 の時間

効果を入れたパネルデータを検定 した ところ,4つ の指標全てについて時間効果が存在す

る とい う結果が得 られた,分 析 の結果 は(表5・9)の とお りである.

財政力指数 の二乗 については4つ の指標全てについて有意に正であ り,県 民所得 につい

ても老人ホーム定員率以外は全 て有意 に正 となった.訪 問介護員率については,年 次別 で

は県民所得の影響 が明 らかでなかったが,時 間効果 を考慮 した分析では,正 の影響が明 ら

かになった,そ れ以外は,年 次別推計 で得 られた結果 とほぼ同 じ結果である.

70歳 以上人 口割合にっいては,1人 あた り老人福祉費 と老人福祉費割合 で,有 意 に正 と

な り,訪 問介護員率では有意に負 となった.老 齢人 口割合の増加は,1人 あた り老人福祉

費や老人福祉費割合 とい う政府支出は増加 させるが,訪 問介護 の整備 には結びついていな

かったことになる.高 齢単身者割合 については,4指 標全てについて有意に正で,高 齢者

福祉基盤 は家庭 内に介護力を期待できない高齢者 を照準 に進 め られ てきたことが予測 され

る.女 性労働力率 については,訪 問介護員率以外の3指 標で有意 に負 となってお り,介 護

を期待 され る年代の女性の労働市場への参加が高い地域では,高 齢者福祉基盤 は逆に進ん

で こなかった ことになる.人 口集 中地区割合では,一 人 あた り老人福祉費 と訪問介護員率

で有意に正 とな り,都 市化 が進んだ地域では高齢者福祉基盤 が進 んできたことになる,
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民間の非営利福祉活動 では,老 人福祉施設民営率 が老人福祉費割合に対 して有意 に負 で,

老人ホーム定員率 にっいては有意 に正 となってい る.老 人福祉施設 の民営化 は,老 人福祉

費割合 を低 め,行 政 コス トを抑制す る一方,老 人ホームの整備 は進 めるとい う政策 目標 に

合致 した結果 となっている.社 会福祉協議会指標では,訪 問介護員率に対 して有意に負 と

なってお り,時 間効果 を考慮 したパネル分析でも制度内にある社会福祉協議会への事業委

託の増加 が,結 果 として地域の訪 問介護 のマ ンパ ワーや サー ビス量の拡充 を抑制 している

傾向が観察 された.民 生委員活動指標は,老 人福祉費割合 に対 して有意 に正であ り,民 生

委員の活動が老人福祉ニーズを発掘 し,地 方財政 に対す る老人福祉費のシェアを高 める可

能性が予測 され る.

一般 のボ ランテ ィアについては,訪 問介護員率 との関係 で1%水 準で有意 に正 となって

お り,時 間効果 を考慮 したパネル分析で も,草 の根 のボ ランテ ィア活動 の活発 さが,訪 問

介護員の基盤整備 を進 めることが確認 された.

表5-8訪 問介護事業の経緯

1956年 長野県上田市、諏訪市など13市町による「家庭養護婦派遣事業」(市町村社会
福祉協議会に委託)

1958年

1962年

1963年

1982年

1989年

1992年

大阪市「臨時家政婦派遣制度」(民生委員連盟に委託)

その後、東大阪市、名古屋市、神戸市、東京都などに広がる。

厚生省が家庭奉仕員活動費補助を制度化

対象:要保護世帯や低所得者家庭

委託先:社会福祉協議会

老人福祉法

家庭奉仕員派遣事業が明文化

対象を所得税課税世帯にも拡大(有料化)

特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人、基準を満たす民間事業者に委
託先を拡大

派遣の条件が「家族が介護できない状態」から「高齢者又は家族が必要とする
状態」に拡大

農業協同組合、福祉公社、在宅介護支援センターを運営する医療法人などに
委託先を拡大

派遣回数や時間数の制限が無くなり、各市町村の判断による運用に弾力化

2000年 介護保険制度開始

日本地 域福祉 学会(1997)「地域 福祉事典 」中央法規 出版、ホームヘルパー養成

研修テキスト作 成委 員会(200D「 援助 の基本視 点と保健福 祉の制度」長 寿社会

開発センターか ら作成
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表5・9高 齢者福祉基盤の決定要因のパネル分析(時 間効果)

被説明変数 1人あたり老人福祉費 老 人福祉 費 割合 老人ホーム定員率 訪 問介 護 員 率

説明変数

財政力指数(二乗)

財政力指数

県 民所 得(万 円)

70歳 以上 人 口割合

男性寿命

女性寿命

高齢単身者割合

女性 労働 力 率

(45歳 ～59歳)

人 口集 中地 区割 合

老人福祉施設民営率

社会福祉協議会活動指標

民生委員活動指標

ボランティア行 動者 率

病 院病床 数

(対65歳 以 上 千人)

訪 問介護 員 数

(対65歳 以 上10万 人)

老人 ホーム定員 数

(対65歳 以 上 千人)

時 間効果

1980年 度

1985年 度

1990年 度

1995年 度

2000年 度

186.842惚 ★★

(ll.664)

・333.374甥 「禽索

一(lL677)

0.563需 需脚

(7」28)

2.549★*

(1.934)

一3.015

一(0.850)

・0.429

一(0.115)

1.283禽 掬盛

(3.389)

一〇.680り 「★

一(1.992)

0.659費 歯費

(3.891)

一〇.153

一(1.592)

0.027

(0.473)

・0.022

一(0.099)

一〇.006

一(0,017)

375。147

350。445

342.059

393.997

358.178

0.554愛

(1.927)

・0.803

一(1.566)

0.0①6需 喪*

(3.971)

0。123★ 帰

(5」77)

0。068

(LO64)

・0.077

一(1 .151)

0.031★ ★★

(4.610)

幽0.021留 「★★

一(3407)
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2
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1
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1
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/
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2
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0.0①6
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一〇。107虫

一(L963)
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一(0.655)

0.042費 必★

(2.803)
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(5.075)
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一(5.062)
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(3.113)
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一(L785)

30.600

(1.172)

一43 .835

一(L646)

1L190晋 鼎

(3.856)

2.960

(Ll79)

3.667***

(2.898)

一1333舞 糟

一(3.155)

0.019幽2.286

0529802一(L449)

①.0539.662舜 ★★

(0.819)(3.523)

0.054惚 ★★ 鍾1。228★ 晋

(4.124)一(2.Ol2)

一〇。001

一(0594)

・99516

9101 .248

騨104.392

・103.342

-104.396
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(0.082)

979.316

990.862

927.888

1376.649

1603.369

決定係数

修正済決定係数

サンプル数

0.885

0。876

235

0.842

0.829

235

0.865

0.854

235

0.813

0.797

235

(注1)0はt値 。*は10%水 準 、**は5%水 準 、***は1%水 準で有 意であることを示す。

(注2)時 聞効果 の有無 についてのf検 定の結 果から、1人あたり老 人福祉 費 、老 人福祉 費割 合、訪 問介護員 率 はウェイト
なしの固定 効果 、老 人ホーム定 員率 はウェイトありの固定効 果 により推 計 している。
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4.5推 計ま とめ

これ らの推計結果 をまとめる と,以 下の ようになる.

① 高齢者福祉基盤 の整備 には,地 域の財政力が明 らかに影響 していることが,さ ま

ざまな指標で共通 に見 られた.特 に財政力指数 の二乗 が正に有意で,財 政力が大 きく

なるほど高齢者福祉基盤 の整備 は縮小 し,あ る点 を超 えると拡大す るとい う傾 向が各

指標,各 年代 を通 じて観察 された,時 間効果 を考慮 したパネル分析で もこ うした影響

は確認 され た.

② 地域の経済力 を示す県民所得では,老 人福祉政府支出の場合には正の影響が見 ら

れたが,老 人ホームや訪問介護 とい う具体的なサー ビスを指標の場合 には,そ の影響

はほとん ど見 られなかった.し か し時間効果 を考慮 したパネル分析 では,老 人福祉政

府支出のほかに,訪 問介護員の整備に も正の影響がある可能性が確認 された.

③ 対象 となる高齢者 の割合や世帯状況 との関係 では,高 齢者福祉施策が拡充 し始

めた1970年 代か ら1980年 代にかけては,家 族内介護 が期待できない単身高齢者割合

が老人福祉政府支出に正に影響 している.し か し1990年 代以降は世帯状況 より,70

歳以上人 口割合が高まることが,老 人ホー ムや訪 問介護 の基盤整備 に正に影響 してお

り,高 齢者福祉サー ビスが,家 族形態 に関わ らず普遍化 してきた と言 うことができる.

時間効果 を考慮 したパネル分析では,全 ての指標で単身高齢者割合 が正に影響 してい

ることが確認 された.ま た老人福祉政府支出には,70歳 以上人 口割合 が正に影響 して

いるが,訪 問介護員率では,負 に影響 してお り,指 標 によ りば らつきがあるこ とがわ

かった.

④ 家庭 内で高齢者介護 の担い手 として期待 され ることの多い年代である45歳 か

ら59歳 の女性 の労働力率 との関係 では,高 齢者福祉基盤 の整備 に負の影響 を及 ぼす

傾向が強い ことが示 された.時 間効果 を考慮 したパネル分析では,老 人福祉の政府支

出 と,多 額の費用 を要す る老人ホームの整備 に与える影響 が負 となってお り,女 性 の

社会進 出が,地 域の高齢者福祉基盤 を整備す るための財源 を抑制す る とい う結果が得

られた.高 齢者福祉施策の拡充や介護保険制度 の導入 は,高 齢者介護 を社会化 し,女

性 に大 きく偏っている家庭 内介護 の負担 を減 らす ことを一つの政策 目標 に しているが,

過去 を振 り返 って見る限 り,女 性 の労働力 の高 さは,地 域の高齢者福祉基盤 を整備 さ

せる要因になっていない.

⑤ 老人福祉施設の民営率については,老 人ホー ムの整備 に正の影響を及ぼ し始 め

たのは,ご く最近のこ とであることもわかった.時 間効果を考慮 したパネル分析では,

老人福祉施設 の民営化 は,老 人福祉費割合を低 める ことで行政 コス トを抑制する一方,

老人ホームの基盤整備 を進め ることが確認 された.

⑥ 民間の非営利福祉活動 については,社 会福祉協議会への事業委託 の増加が,結

果 として,地 域の訪問介護のマ ンパ ワーやサー ビス量の拡充を抑制 してい る傾向が観
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察 され た.時 間効果を考慮 したパネル分析で も,社 会福祉協議会への事業委託の増加

が,訪 問介護 の基盤整備を抑制す る影響 が確認 された.民 間活力導入 の掛け声の もと

で,政 府の福祉サー ビスの供給主体 として,様 々な民間の非営利や 営利の事業者 に参

入の道 が広げ られてきたなかで,そ の対象 を政府 の関与が強い民間非営利活動に制限

してきた地域では,在 宅介護サー ビスの基盤 の整備 が進んで こなかった可能性が示唆

され る.

⑦ ボ ランテ ィアの影響 では,行 政 系ボランテ ィアの民生委員 と制度外 の一般 ボラ

ンテ ィアでは異 なる影響 が見 られ た.民 生委員活動指標 については,1975年 度か ら

1980年 度で訪問介護員の整備 に正 の影響 を与えていたが,2000年 度以降,そ の動き

は反転 している,一 方,一 般ボランテ ィアの行動者 率では,1970年 度以降,高 齢者福

祉基盤に与 える影響はほ とん ど見 られ なかったが,1990年 代の終わ りか ら2000年 度

にかけて,1人 あた り老人福祉費や,訪 問介護サー ビス利用率で,正 の影響 が見 られ

るよ うになってきた.行 政系のボ ランテ ィアよ り,一 般 のボランテ ィア行動者率の方

が,地 域 の高齢者福祉サー ビスの拡充面で影響 を及ぼす よ うに変化 してきた様子が予

測 され る.時 間効果を考慮 したパネル分析で も,訪 問介護員設置 に対す る一般ボ ラン

ティアの行動者率は,正 の影響 を与 えていることが確認 された,

⑧ 福祉系NPO法 人については,政 府の高齢者福祉サー ビスを一部代替する可能性が

示 された.:草 の根 のボ ランテ ィア活動が活発化す ることは,地 域 の高齢者福祉へ のニ

ーズ を顕在化 させ
,地 方 自治体の高齢者福祉基盤 の拡充 に影響す ることが予測 され,

組織的 に一定規模 の事業を行 う福祉系NPOは,政 府のサー ビスを代替する可能性 も否

定できない ことが観察 された,1995年 の阪神 ・淡路大震災,1998年 の特定非営利活

動促進法の制定,1990年 代後半に大 きな盛 り上が りを見せた市民活動 としての民間非

営利活動が,よ うや く社会的なイ ンパ ク トを発揮 し始 めた とい う可能性が読み取れ る.

5お わ りに

本研 究では,地 域の高齢者福祉基盤の整備 に与える様 々な要因につ いて分析を行 った.

高度成長期の1970年 代以降,急 速 に変化す る人 口構造や社会経済環境のなかで高齢者福

祉サー ビスの供給は増 えてきたが,求 め られ るサー ビスの内容 ・量 ・質は年々変化 し,今

日で も,社 会ニーズを十分満たす レベル に達 してい るとは言いがたい.本 研究でも進展す

る一途 の少子 ・高齢社会の現況 とのズ レを解 消 しないまま,高 齢者福祉基盤の整備が進 め

られてきた状況の一端が分析 され た.

こ うしたなかで2000年 度 に開始 された介護保険制度の導入 を期 に,社 会福祉制度 は大

きな変わ り目を迎 えた.21世 紀 の社会福祉 の展開にお ける重要なポイ ン トが民 間活動 の参
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入促進で あるこ とは言 うまでも無い.た だ社会福祉 の世界においては,政 府や様 々な民間

の活動が複雑 に絡み合 って存在 し,活 動の場 を広げてきたため,一 口に民間活動 と言って

もその態様は様々である.本 研究では市民 レベルの民間非営利活動 が,高 齢者福祉基盤 の

拡充にプラスの影響を及ぼ していることが一面では確認 され た.一 方,行 政 が関与す る民

間非営利活動は,高 齢者福祉基盤 の整備 を抑制す る傾 向があることも確認 された.間 もな

く到来す る超高齢社会を 目前に して,高 齢者福祉基盤 を真に住民が望む水準に,一 層充実

させてい くためには,こ うした行政系の民間非営利活動 と市民 レベル の民間の福祉活動が

バ ランスを取 りなが ら,活 動の場 を広げてい くことための環境整備が求 め られ る ところで

ある.

〈参考 〉 利用 した統計 ・デー タ
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